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Abstract

　H
ow

�w
as�peopleʼs�death�considered�?  

H
ow

�w
as�peopleʼs�

death�dealt�w
ith�?  

If�they�are�analyzed,�understanding�
the�social�structure�and�the�political�state.�Especially�the�
statesm

anʼs�death�w
as�a�very�political�occurrence�w

hich�
brings�confusion�to�rule�order,�the�political�intention�can�be�
read�in�such�attendance-at-a-funeral�courtesy.�In�such�a�case,�It�
can�be�said�to�be�“politics�of�death”.�“Politics�of�death”�w

as�also�
“actual�politics”�in�that�m

eaning.

　In�this�paper,�clarification�is�given�to�the�political�culture�
historical�role�and�m

eaning�w
hich�w

ere�achieved�to�
m
aintenance�strengthening�of�Shogunate-and-dom

ain-system
�

social�order�about�these�statutes�in�the�Sanuki�T
akam

atsu-han.

K
eyw

ords:�the�Sanuki�T
akam

atsu-han,�the�statute�about�
m
ourning,�m

usical-instrum
ents�ban,�Shogunate-and-dom

ain-
system

�social�order,�political�cultural�history

提
出
年
月
日

　
二
○
一
四
年
十
一
月
三
○
日

　
高
松
大
学
発
達
科
学
部
准
教
授

　
“Politics�of�death

”�and�m
aintenance�strengthening�of�Shogu-

nate-and-dom
ain-system

�social�order�in�the�Sanuki�T
akam

atsu-�
han��

―In�the�inside�w
hich�asks�the�political�culture�historical�

role�of�attendance-at-a-funeral�courtesy�related�statutes�such�as�
the�statute�about�m

ourning

―

�
T
oshihiro M

izobuchi

要
約

　
人
の
死
を
ど
う
考
え
、
ど
う
取
り
扱
っ
た
か
を
み
れ
ば
、
当
該
社
会
の
仕

組
み
や
政
治
の
あ
り
方
が
わ
か
る
。
特
に
為
政
者
の
死
は
支
配
秩
序
に
混
乱

を
も
た
ら
す
極
め
て
政
治
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
対
応
の
仕
方

（
葬
送
儀
礼
等
）
の
中
に
は
「
死
の
政
治
学
」
と
も
い
え
る
政
治
的
な
意
図
を

看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
で「
死
の
政
治
学
」は「
生
の
政
治
学
」

で
も
あ
っ
た
。
政
治
文
化
と
は
体
制
の
背
後
に
あ
っ
て
、
体
制
を
支
え
て
い

る
も
の
で
あ
り
、
幕
藩
領
主
は
そ
の
文
化
行
為
の
政
治
性
と
心
意
政
治
を
通

じ
て
領
国
支
配
を
行
い
、
幕
藩
制
的
社
会
秩
序
を
確
立
し
て
い
っ
た
。
江
戸

中
期
に
は
こ
の
社
会
秩
序
を
壊
す
も
の
と
し
て
切
支
丹
や
鳴
物
・
贅
沢
な
ど

を
対
象
と
し
た
統
制
や
制
限
に
関
す
る
法
令
が
繰
り
返
し
発
令
さ
れ
た
。
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寺
請
制
度

　

　
　
　（
二
）　
服
忌
令
と
切
支
丹
類
族
改
令

　
　
　
三

　
服
忌
令
等
葬
送
儀
礼
に
よ
る
藩
主
権
威
の
確
立
と
家
族
親
族
秩

序
の
形
成

　
　
　（
一
）　
藩
主
の
死
を
め
ぐ
る
諸
儀
礼
と
藩
主
権
威
の
確
立

　
　
　（
二
）　「
家
」
の
成
立
と
家
族
親
族
秩
序
の
形
成

　
　
　
　
①

　「
家
」
の
成
立

　
　
　
　
②

　
家
族
親
族
秩
序
の
形
成

　
　
　（
三
）　
藩
政
の
確
立
と
「
親
類
書
」
の
提
出
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一
、
普
請
之
割
、
大
奉
行
小
奉
行
並
雖
為
枝
支
之
下
知
、
聊
不
可
致
違

背
、
若
違
犯
之
族
曲
事
、
主
人
組
頭
不
為
越
度
事
、

　
右
條
々
、
堅
可
相
守
者
也
。

　
　
　
　
寛
永
十
六
年
六
月
日

　
　

　
藩
主
で
最
初
の
鳴
物
停
止
令
は
、
享
保
二
十
年
（
一
七
三
五
）
十
月
廿
日

の
三
代
藩
主
松
平
頼
豊
逝
去
に
関
連
し
て
同
月
廿
七
日
及
び
同
月
廿
八
日
付

け
で
領
内
に
出
さ
れ
た
御
触
の
中
に
あ
る
（
１１４
）。

　
　

　
　
　
　
　
　
十
月
廿
七
日

　
一
、
大
殿
（
頼
豊
）
様
御
気
色
不
被
為
叶
御
養
生
、
去
ル
廿
日
酉
中
刻
御

逝
去
被
遊
候
由
、
今
日
御
到
来
在
之
候
間
、
火
之
元
等
入
念
諸
事

穏
便
ニ
仕
可
罷
在
候
、
尤
諸
殺
生
令
禁
止
津
留
可
申
付
候
、
此
段
支

配
々
江
申
渡
候
事
。

　
　

　
　
　
　
　
　
十
月
廿
八
日

　
一
、
魚
棚
ハ
見
世
ヲ
も
打
セ
、
魚
商
売
堅
停
止
之
事
、

　
一
、
町
中
見
世
ハ
打
セ
申
間
敷
候
、
商
売
ハ
密
々
可
仕
候
事
、

　
一
、
諸
殺
生
堅
停
止
之
事
、

　
一
、
鍛
冶
屋
槌
音
停
止
之
事
、（
傍
線
筆
者
、
以
下
同
じ
）

　
一
、
檜
物
屋
槌
音
右
同
断
之
事
、

　
一
、
綿
打
右
同
断
之
事
、

　
一
、
普
請
鳴
物
高
声
、
惣
而
遊
山
ケ
間
敷
義
停
止
之
事
、

　
　
　
　
　
　（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
覚

　
一
、
郷
中
万
々
静
ニ
相
慎
百
姓
共
騒
敷
仕
間
敷
候
、
尤
郷
侍
ハ
高
松
江
参

候
共
逗
留
不
仕
早
速
罷
帰
り
、
所
々
火
之
元
等
入
念
可
申
付
候
、
支

配
之
代
官
ハ
尚
以
諸
事
気
ヲ
付
可
被
申
候
、

　
一
、
家
普
請
鳴
物
等
迄
、
急
度
御
停
止
ニ
候
、

　
一
、
郷
中
井
川
之
普
請
共
、
御
停
止
ニ
候
、

　
一
、
山
分
猟
師
幷
諸
殺
生
停
止
被
仰
付
候
ニ
付
、
郷
中
入
念
申
渡
候
、

　
一
、
此
度
御
至
来
ニ
付
、
大
政
所
共
一
人
ツ
ヽ
御
悔
ニ
罷
出
郡
明
ケ
置
不

申
様
、
可
仕
候
、

　
一
、
東
西
塩
屋
方
手
代
共
、
随
分
諸
事
静
ニ
火
之
元
等
入
念
相
慎
候
様
、

可
申
付
旨
申
渡
候
、

　
一
、
郷
中
火
之
元
入
念
、
町
々
身
分
番
増
番
之
者
申
付
候
、
尤
香
川
附
手

代
共
昼
夜
火
之
廻
リ
為
仕
候
、
吉
川
市
左
衛
門
義
も
御
用
之
間
見
合

昼
夜
共
相
廻
リ
候
様
、
申
渡
候
、

　
一
、
鍛
冶
鋳
物
師
木
綿
打
桶
師
等
家
職
者
共
、
停
止
申
付
候
、

　
一
、
大
殿
様
御
尊
骸
西
堀
川
江
御
着
船
、
直
ニ
仏
生
山
盤
若
台
江
被
為
入
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第
二
章

　讃
岐
高
松
藩
の
葬
送
儀
礼
関
係
法
令

　
第
一
節

　高
松
藩
の
鳴
物
停
止
令

　
一

　為
政
者
の
死
と
鳴
物
停
止
令

　
鳴
物
停
止
令
と
は
、
近
世
に
お
け
る
為
政
者
等
の
死
に
伴
っ
て
施
行
さ
れ

る
鳴
物
・
普
請
停
止
等
の
法
的
諸
規
制
を
総
称
し
た
も
の
で
あ
る
（
１１０
）。
近

年
で
は
さ
ら
に
広
く
、
月
代
を
剃
る
こ
と
の
禁
止
、
大
門
を
閉
じ
る
こ
と
、

簾
を
下
す
こ
と
等
々
、
特
定
の
為
政
者
の
死
及
び
法
事
に
あ
た
っ
て
要
求
さ

れ
る
種
々
の
慎
み
に
関
す
る
法
令
を
包
括
総
称
し
て
用
い
る
研
究
者
も
い

る
（
１１１
）。

　
高
松
藩
で
最
初
の
鳴
物
停
止
令
は
、
管
見
の
と
こ
ろ
明
暦
二
年

（
一
六
五
六
）
正
月
三
日
の
家
老
彦
坂
織
部
の
死
去
に
際
し
て
城
下
に
出
さ

れ
た
次
の
触
で
あ
る
（
１１２
）。
こ
の
時
点
で
は
歌
舞
と
鳴
物
は
別
物
と
理
解
さ

れ
て
い
た
が
、
そ
の
一
切
を
停
止
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
家
老
の
彦
坂

織
部
は
、
寛
永
十
六
年
（
一
六
三
九
）
に
の
ち
の
高
松
藩
初
代
藩
主
松
平
頼

重
が
幕
府
か
ら
下
館
入
封
を
命
ぜ
ら
れ
た
と
き
に
、
水
戸
藩
主
の
父
徳
川
頼

房
か
ら
興
津
所
左
衛
門
と
と
も
に
、
頼
重
の
補
佐
兼
家
臣
団
の
取
り
ま
と
め

役
と
し
て
加
え
ら
れ
た
重
要
人
物
で
あ
る
。
こ
の
触
は
、
藩
政
初
期
に
お
け

る
高
松
藩
成
立
の
最
大
の
功
労
者
で
あ
っ
た
重
臣
の
死
去
に
対
し
て
、
藩
主

松
平
頼
重
が
そ
の
死
を
悼
ん
で
と
っ
た
特
別
措
置
で
あ
ろ
う
。

　
一
、
彦
坂
織
部
殿
今
日
御
死
去
被
成
候
間
、
歌
舞
其
外
鳴
物
一
切
止
可
被

申
候
、
為
其
如
斯
ニ
候
、（
傍
線
筆
者
）

　
右
之
通
、
寺
町
江
も
申
触
候
。

　
こ
れ
よ
り
以
前
、
寛
永
十
六
年
（
一
六
三
九
）
六
月
の
家
中
諸
法
度
に
も

公
務
中
の
音
曲
や
高
声
を
禁
止
す
る
条
項
が
あ
り
、
江
戸
前
期
に
お
い
て
高

松
藩
で
は
、
普
段
か
ら
静
謐
な
環
境
を
維
持
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
（
１１３
）。

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
諸
法
度

　
一
、
於
番
所
ニ
音
曲
高
声
無
形
義
並
猥
ニ
煙
草
一
切
制
禁
之
、
違
背
之
輩

可
為
過
料
事
、（
傍
線
筆
者
、）

　
一
、
喧
嘩
口
論
若
在
之
刻
、
或
ハ
存
親
類
縁
者
之
因
、
或
依
知
音
傍
輩
之

好
致
荷
担
、
是
非
之
助
言
堅
令
禁
止
之
、
於
違
犯
之
輩
可
為
曲
事
、

　
一
、
城
中
若
令
火
事
出
来
之
時
、
所
々
門
々
請
取
之
、
組
頭
自
身
改
其
品

可
為
致
出
入
、
猥
ニ
出
入
可
為
無
用
、
但
火
之
本
遠
則
役
者
之
外
、

城
中
江
一
切
不
可
参
候
事
、
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一
、
普
請
之
割
、
大
奉
行
小
奉
行
並
雖
為
枝
支
之
下
知
、
聊
不
可
致
違

背
、
若
違
犯
之
族
曲
事
、
主
人
組
頭
不
為
越
度
事
、

　
右
條
々
、
堅
可
相
守
者
也
。

　
　
　
　
寛
永
十
六
年
六
月
日

　
　

　
藩
主
で
最
初
の
鳴
物
停
止
令
は
、
享
保
二
十
年
（
一
七
三
五
）
十
月
廿
日

の
三
代
藩
主
松
平
頼
豊
逝
去
に
関
連
し
て
同
月
廿
七
日
及
び
同
月
廿
八
日
付

け
で
領
内
に
出
さ
れ
た
御
触
の
中
に
あ
る
（
１１４
）。

　
　

　
　
　
　
　
　
十
月
廿
七
日

　
一
、
大
殿
（
頼
豊
）
様
御
気
色
不
被
為
叶
御
養
生
、
去
ル
廿
日
酉
中
刻
御

逝
去
被
遊
候
由
、
今
日
御
到
来
在
之
候
間
、
火
之
元
等
入
念
諸
事

穏
便
ニ
仕
可
罷
在
候
、
尤
諸
殺
生
令
禁
止
津
留
可
申
付
候
、
此
段
支

配
々
江
申
渡
候
事
。

　
　

　
　
　
　
　
　
十
月
廿
八
日

　
一
、
魚
棚
ハ
見
世
ヲ
も
打
セ
、
魚
商
売
堅
停
止
之
事
、

　
一
、
町
中
見
世
ハ
打
セ
申
間
敷
候
、
商
売
ハ
密
々
可
仕
候
事
、

　
一
、
諸
殺
生
堅
停
止
之
事
、

　
一
、
鍛
冶
屋
槌
音
停
止
之
事
、（
傍
線
筆
者
、
以
下
同
じ
）

　
一
、
檜
物
屋
槌
音
右
同
断
之
事
、

　
一
、
綿
打
右
同
断
之
事
、

　
一
、
普
請
鳴
物
高
声
、
惣
而
遊
山
ケ
間
敷
義
停
止
之
事
、

　
　
　
　
　
　（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
覚

　
一
、
郷
中
万
々
静
ニ
相
慎
百
姓
共
騒
敷
仕
間
敷
候
、
尤
郷
侍
ハ
高
松
江
参

候
共
逗
留
不
仕
早
速
罷
帰
り
、
所
々
火
之
元
等
入
念
可
申
付
候
、
支

配
之
代
官
ハ
尚
以
諸
事
気
ヲ
付
可
被
申
候
、

　
一
、
家
普
請
鳴
物
等
迄
、
急
度
御
停
止
ニ
候
、

　
一
、
郷
中
井
川
之
普
請
共
、
御
停
止
ニ
候
、

　
一
、
山
分
猟
師
幷
諸
殺
生
停
止
被
仰
付
候
ニ
付
、
郷
中
入
念
申
渡
候
、

　
一
、
此
度
御
至
来
ニ
付
、
大
政
所
共
一
人
ツ
ヽ
御
悔
ニ
罷
出
郡
明
ケ
置
不

申
様
、
可
仕
候
、

　
一
、
東
西
塩
屋
方
手
代
共
、
随
分
諸
事
静
ニ
火
之
元
等
入
念
相
慎
候
様
、

可
申
付
旨
申
渡
候
、

　
一
、
郷
中
火
之
元
入
念
、
町
々
身
分
番
増
番
之
者
申
付
候
、
尤
香
川
附
手

代
共
昼
夜
火
之
廻
リ
為
仕
候
、
吉
川
市
左
衛
門
義
も
御
用
之
間
見
合

昼
夜
共
相
廻
リ
候
様
、
申
渡
候
、

　
一
、
鍛
冶
鋳
物
師
木
綿
打
桶
師
等
家
職
者
共
、
停
止
申
付
候
、

　
一
、
大
殿
様
御
尊
骸
西
堀
川
江
御
着
船
、
直
ニ
仏
生
山
盤
若
台
江
被
為
入
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之
通
村
方
よ
り
御
申
達
可
被
成
候
。

　
　
　
　
七
月
廿
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
冨
岡
小
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
方
甚
五
右
衛
門

　
尚
々
今
日
寄
合
相
延
申
候
也
。

　
　
　
　

　
　
　
　
御
中
院
之
内

　
一
、
大
政
所
壱
人
宛
郡
中
毎
日
相
廻
り
可
申
候
、

　
一
、
政
所
支
配
之
村
々
毎
日
相
廻
り
可
申
候
、

　
右
之
通
、
火
元
諸
事
相
慎
蜜
罷
有
候
様
ニ
可
申
渡
候
、
尤
他
国
者
幷
胡
乱

ケ
間
敷
者
一
切
留
置
不
申
様
ニ
、
小
百
姓
共
迄
も
入
念
可
申
渡
事
、

　
一
、
郷
騎
馬
・
郷
侍
御
領
地
相
廻
り
申
節
、
政
所
居
合
申
候
ハ
ヽ
、
罷
出

村
中
相
更
義
無
之
段
可
申
達
候
、
政
所
居
合
不
申
候
ハ
ヽ
、
与
頭
指

出
右
之
段
可
申
達
候
、

　
右
之
通
、
申
渡
候
間
、
各
壱
人
つ
ゝ
毎
日
郡
中
可
相
廻
候
、
政
所
共
江
も

右
之
趣
御
申
渡
諸
事
入
念
申
様
御
申
渡
可
在
候
、

　
殿
様
御
逝
去
被
為
遊
諸
事
相
慎
可
罷
有
候
。

　
　
　
　
　
　（
中
略
）

　
一
、
郷
中
井
川
普
請
、
但
揺
木
伐
渡
義
も
不
苦
候
、

　
一
、
山
分
御
免
之
猟
師
、
身
辺
之
猟
師

　
　
一
、
鋳
物
師

　
　
一
、
桶
師

　
一
、
鍛
冶

　
　
一
、
綿
打
其
外
居
物
細
工
之
分
不
苦
候

　

　
一
、
せ
ん
だ
く
物
打

　
　
一
、
布
織

　
右
之
通
、
今
日
よ
り
御
免
ニ
相
成
候
由
被
仰
渡
有
之
候
間
、
左
様
御
心
得

毎
々
之
通
御
申
触
可
被
成
候
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
安
部
治
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
村
助
四
郎

　
右
之
通
、
申
来
候
間
、
早
々
御
申
渡
可
被
成
候
。

　
　
　
　
　
八
月
三
日

　
一
筆
申
達
候
、　
然
者
此
度

　
　
御
忌
中
ニ
付
郡
廻
り
致
候
様
被
仰
付
、

依
之
明
後
六
つ
時
致
出
達
其
村
々
罷
過
候
間
、
与
頭
壱
人
つ
ゝ
村
境
へ
御

指
出
置
可
被
成
候
、
明
日
直
ニ
専
山
辺
迄
も
罷
越
申
積
ニ
付
急
出
達
致
し

候
。

　
　
　
　
　
八
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
富
岡
小
左
衛
門

　
　

　
一
、
御
着
棺
之
節
御
通
筋
へ
不
限
男
女
、
壱
人
ニ
而
も
拝
ニ
罷
出
候
義
、

決
而
相
成
不
申
候
、
若
心
得
違
罷
出
候
者
有
之
候
ハ
ヽ
、
急
度
相
咎

申
義
御
座
候
、
左
様
ニ
御
心
得
村
々
へ
入
根
ニ
可
被
仰
付
候
、
右
両

様
共
無
間
違
御
取
計
可
被
成
候
。

　
　
　
　
　
八
月
七
日

　
右
之
通
、
申
来
候
間
粗
末
無
之
様
御
申
付
可
被
成
候
、
若
間
違
有
之
候
而
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候
間
、
御
道
筋
之
義
等
麁
末
無
之
様
ニ
可
申
渡
候
、

　
右
之
通
、
可
申
渡
哉
之
由
、
山
崎
藤
十
郎
申
出
候
ニ
付
、
其
段
縫
殿
殿
江

申
達
、
右
之
趣
申
渡
候
様
ニ
と
、
藤
十
郎
江
申
聞
候
事
。

　
　
　

　
享
保
二
十
年
十
月
廿
日
に
江
戸
藩
邸
で
逝
去
し
た
松
平
頼
豊
の
報
が
、
高

松
に
到
着
し
た
十
月
廿
七
日
に
は
、
早
速
、
領
内
全
域
に
対
し
て
火
之
元
等

入
念
・
諸
事
穏
便
・
諸
殺
生
禁
止
・
津
留
の
御
触
が
出
さ
れ
、
翌
廿
八
日
に

は
、
町
方
に
対
し
て
鍛
冶
屋
槌
音
・
檜
物
屋
槌
音
・
綿
打
槌
音
・
普
請
鳴
物

高
声
之
停
止
、
郷
中
に
対
し
て
も
家
普
請
鳴
物
等
之
停
止
、
井
川
普
請
之
停

止
、
鍛
冶
・
鋳
物
師
・
木
綿
打
・
桶
師
等
家
職
之
停
止
な
ど
の
細
か
な
服
忌

規
制
が
合
計
四
十
五
項
目
に
わ
た
っ
て
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
後
、
十
一

月
朔
日
に
は
、
浦
方
と
郷
中
に
十
月
廿
八
日
か
ら
出
さ
れ
て
い
た
諸
殺
生
・

井
川
普
請
停
止
の
御
免
令
が
発
令
さ
れ
、
十
二
月
朔
日
に
は
御
家
中
・
町
郷

中
へ
出
さ
れ
て
い
た
仕
掛
り
普
請
も
許
可
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
十
二
月

十
日
に
は
御
中
陰
之
内
に
命
じ
ら
れ
て
い
た
御
城
下
火
之
廻
り
・
川
口
津
留
・

町
郷
中
諸
〆
り
等
も
十
一
日
か
ら
無
用
に
な
っ
た
が
、
舞
楽
だ
け
は
暫
く
相

慎
む
よ
う
に
指
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
最
後
ま
で
鳴
物
だ
け
は
服

忌
規
制
の
対
象
と
な
っ
て
お
り
、
藩
主
の
死
に
よ
る
政
治
社
会
的
混
乱
を
避

け
る
と
と
も
に
、
領
内
の
静
謐
を
保
つ
た
め
の
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
七
月
十
八
日
の
高
松
藩
五
代
藩
主
松
平
頼
恭
逝

去
時
に
も
次
の
よ
う
な
御
触
が
出
さ
れ
て
い
る
（
１１５
）。

　
殿
様
御
違
例
不
被
為

　
御
養
生
、
去
ル
十
八
日
亥
中
刻
御
逝
去
被
遊
候
、

今
日
御
至
来
在
之
候
、
手
前
々
々
火
の
元
入
念
諸
事
相
慎
穏
便
仕
可
罷
有

候
。

　
殿
様
御
儀

　
　
源
穆
様
与
可
奉
唱
候

　
奥
様
御
儀

　
　
清
操
院
様
与
可
奉
唱
候

　
若
君
様
御
儀

　
殿
様
与
可
奉
唱
候

　
右
之
通
例
壱
人
呼
ニ
而
御
横
目
中
被
仰
渡
有
之
候
。

　
　
　
　
七
月
廿
八
日

　
殿
様
御
逝
去
ニ
而
諸
殺
生
令
禁
止
津
留
可
被
申
附

　
一
、
山
分
猟
師
諸
殺
生
停
止
之
事
、

　
一
、
家
普
請
・
鳴
物
・
高
声
停
止
可
仕
候
、（
傍
線
筆
者
、
以
下
同
じ
）

　
一
、
鋳
師
・
綿
打
幷
惣
而
居
細
工
停
止
可
仕
候
、

　
一
、
井
河
普
請
停
止
之
事
、

　
一
、
御
中
院
之
内
諸
事
相
慎
遊
興
ケ
間
敷
儀
ハ
勿
論
諸
事
穏
便
可
仕
候
、

　
一
、
火
元
入
念
可
候
、

　
右
之
通
、
御
触
在
之
端
々
迄
入
念
御
申
渡
可
被
成
候
、
尤
寺
社
江
茂
前
々
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之
通
村
方
よ
り
御
申
達
可
被
成
候
。

　
　
　
　
七
月
廿
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
冨
岡
小
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
方
甚
五
右
衛
門

　
尚
々
今
日
寄
合
相
延
申
候
也
。

　
　
　
　

　
　
　
　
御
中
院
之
内

　
一
、
大
政
所
壱
人
宛
郡
中
毎
日
相
廻
り
可
申
候
、

　
一
、
政
所
支
配
之
村
々
毎
日
相
廻
り
可
申
候
、

　
右
之
通
、
火
元
諸
事
相
慎
蜜
罷
有
候
様
ニ
可
申
渡
候
、
尤
他
国
者
幷
胡
乱

ケ
間
敷
者
一
切
留
置
不
申
様
ニ
、
小
百
姓
共
迄
も
入
念
可
申
渡
事
、

　
一
、
郷
騎
馬
・
郷
侍
御
領
地
相
廻
り
申
節
、
政
所
居
合
申
候
ハ
ヽ
、
罷
出

村
中
相
更
義
無
之
段
可
申
達
候
、
政
所
居
合
不
申
候
ハ
ヽ
、
与
頭
指

出
右
之
段
可
申
達
候
、

　
右
之
通
、
申
渡
候
間
、
各
壱
人
つ
ゝ
毎
日
郡
中
可
相
廻
候
、
政
所
共
江
も

右
之
趣
御
申
渡
諸
事
入
念
申
様
御
申
渡
可
在
候
、

　
殿
様
御
逝
去
被
為
遊
諸
事
相
慎
可
罷
有
候
。

　
　
　
　
　
　（
中
略
）

　
一
、
郷
中
井
川
普
請
、
但
揺
木
伐
渡
義
も
不
苦
候
、

　
一
、
山
分
御
免
之
猟
師
、
身
辺
之
猟
師

　
　
一
、
鋳
物
師

　
　
一
、
桶
師

　
一
、
鍛
冶

　
　
一
、
綿
打
其
外
居
物
細
工
之
分
不
苦
候

　

　
一
、
せ
ん
だ
く
物
打

　
　
一
、
布
織

　
右
之
通
、
今
日
よ
り
御
免
ニ
相
成
候
由
被
仰
渡
有
之
候
間
、
左
様
御
心
得

毎
々
之
通
御
申
触
可
被
成
候
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
安
部
治
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
村
助
四
郎

　
右
之
通
、
申
来
候
間
、
早
々
御
申
渡
可
被
成
候
。

　
　
　
　
　
八
月
三
日

　
一
筆
申
達
候
、　
然
者
此
度

　
　
御
忌
中
ニ
付
郡
廻
り
致
候
様
被
仰
付
、

依
之
明
後
六
つ
時
致
出
達
其
村
々
罷
過
候
間
、
与
頭
壱
人
つ
ゝ
村
境
へ
御

指
出
置
可
被
成
候
、
明
日
直
ニ
専
山
辺
迄
も
罷
越
申
積
ニ
付
急
出
達
致
し

候
。

　
　
　
　
　
八
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
富
岡
小
左
衛
門

　
　

　
一
、
御
着
棺
之
節
御
通
筋
へ
不
限
男
女
、
壱
人
ニ
而
も
拝
ニ
罷
出
候
義
、

決
而
相
成
不
申
候
、
若
心
得
違
罷
出
候
者
有
之
候
ハ
ヽ
、
急
度
相
咎

申
義
御
座
候
、
左
様
ニ
御
心
得
村
々
へ
入
根
ニ
可
被
仰
付
候
、
右
両

様
共
無
間
違
御
取
計
可
被
成
候
。

　
　
　
　
　
八
月
七
日

　
右
之
通
、
申
来
候
間
粗
末
無
之
様
御
申
付
可
被
成
候
、
若
間
違
有
之
候
而
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之
内
ハ
致
用
捨
可
申
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
九
月
九
日

　
右
之
通
、
被

　
仰
付
候
、
尤
寺
社
之
面
々
へ
其
村
々
よ
り
申
通
候
様
申
来

候
。

　
　
　
　
　
　
　
　
九
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
両
大
政
所

　
来
ル
十
四
日
よ
り
十
六
日
迄

　
源
懐
様
御
法
事
ニ
付
、
十
六
日
計
猟
留
被

　
仰
付
候
。

　
こ
こ
に
は
、
五
代
藩
主
松
平
頼
恭
逝
去
の
報
が
国
元
に
届
い
て
か
ら
葬

儀
・
中
陰
・
法
事
に
至
る
ま
で
の
葬
送
儀
礼
に
関
連
す
る
法
令
が
、
時
系
列

に
沿
っ
て
整
理
さ
れ
て
お
り
、
江
戸
中
期
讃
岐
高
松
藩
に
お
け
る
藩
主
葬
送

儀
礼
関
連
法
令
の
全
貌
と
そ
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

訃
報
が
到
着
後
、
ま
ず
火
の
元
入
念
、
諸
事
相
慎
・
穏
便
、
翌
日
に
は
諸
殺

生
禁
止
令
、
津
留
が
申
付
け
ら
れ
、
具
体
的
に
は
山
分
猟
師
諸
殺
生
停
止
、

家
普
請
・
鳴
物
・
高
声
停
止
、
鋳
師
・
綿
打
・
居
細
工
停
止
、
井
河
普
請
停

止
、
中
陰
之
内
諸
事
相
慎
・
遊
興
・
穏
便
、
火
元
入
念
の
六
項
目
の
触
が
領

内
隅
々
に
申
し
渡
さ
れ
て
い
る
。
続
い
て
大
政
所
・
政
所
に
対
し
て
郡
中
・

村
々
を
毎
日
見
廻
り
、
こ
れ
ら
の
法
令
順
守
状
況
を
監
督
指
導
す
る
よ
う
命

じ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
為
政
者
の
死
に
対
し
て
と
ら
れ
る
政
治
的
措
置
は
、
一
般
に

中
世
の
「
天
下
触
穢
」
と
い
う
措
置
が
、
近
世
の
「
鳴
物
停
止
令
」
に
繋
が
っ

た
と
さ
れ
、
為
政
者
の
死
な
ど
に
際
し
て
、
幕
府
・
藩
な
ど
が
命
じ
る
鳴
物
・

普
請
等
の
禁
止
と
い
っ
た
諸
規
制
を
指
す
も
の
で
、
死
者
の
認
知
機
能
や
規

制
日
数
の
差
異
に
よ
る
死
者
の
序
列
機
能
な
ど
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
当

初
は
政
治
的
危
機
に
対
す
る
秩
序
回
復
の
た
め
の
政
策
、
つ
ま
り
、「『
天
下

静
謐
』
―
政
治
・
社
会
秩
序
が
維
持
さ
れ
た
状
態
―
を
も
た
ら
す
た
め
、
武

士
及
び
民
衆
に
静
謐
と
慎
み
を
命
じ
た
法
令
」
で
あ
っ
た
も
の
が
、
漸
次
幕

藩
政
治
の
安
定
に
伴
い
、「
将
軍
家
の
『
御
威
光
』
を
高
め
る
た
め
の
権
威

支
配
装
置
」
と
い
う
性
格
も
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
１１６
）。

　
高
松
藩
に
お
い
て
先
述
の
五
代
藩
主
松
平
頼
恭
の
死
に
際
し
て
出
さ
れ
た

鳴
物
停
止
令
な
ど
の
葬
送
儀
礼
関
連
法
令
も
、
同
様
な
政
治
的
機
能
を
果
た

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
鳴
物
停
止
令
に
つ
い
て
は
「
一
、
家

普
請
・
鳴
物
・
高
声
停
止
可
仕
候
」
な
ど
と
、
普
請
・
鳴
物
・
高
声
の
三
つ

が
セ
ッ
ト
で
規
制
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
但
し
、
こ
れ
に
も

死
者
の
身
分
や
格
式
に
よ
っ
て
、
そ
の
組
合
せ
や
規
制
内
容
に
格
差
が
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
例
え
ば
、
将
軍
の
死
の
場
合
は
「
普
請
・
鳴
物
等
惣
而

高
声
等
停
止
」、
将
軍
の
正
室
・
嫡
子
の
死
の
場
合
は
「
普
請
・
鳴
物
・
高

声
等
停
止
」、
天
皇
の
死
の
場
合
は
「
普
請
・
鳴
物
等
惣
而
高
声
等
停
止
」、

上
皇
の
死
の
場
合
は
「
七
日
之
内
鳴
物
・
高
声
等
停
止
、
仕
掛
之
普
請
三
日

之
内
相
止
」、
高
松
藩
藩
主
の
死
の
場
合
は
「
家
普
請
・
鳴
物
・
高
声
停
止
」、
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者
追
而
相
済
不
申
候
、
以
上
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
冨
岡
小
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
方
甚
五
右
衛
門

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　（
中
略
）

　　
一
筆
申
達
候
、
然
者
来
十
四
日
五
日
頃

　
御
着
棺
之
御
日
積
ニ
而
御
座
候

間
、
筒
音
決
而
相
成
不
申
候
、
譬
玉
不
込
筒
ニ
而
も
筒
音
相
成
不
申
候
、

村
内
端
々
迄
入
念
御
申
触
可
被
成
候
。

　
　
　
　
　
　
　
　
八
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
両
大
政
所

　
一
筆
申
進
候
、
然
者
来
廿
四
日

　
源
穆
様
御
法
事
相
済
候
、
御
当
日
ニ
而

猟
留
被

　
仰
付
候
間
、
此
段
村
方
へ
御
申
渡
可
被
成
候
、
以
上
。

　
　
　
　
　
　
　
　
八
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
両
元
〆

　
右
之
通
、
申
来
候
間
、
早
々
御
申
触
可
被
成
候
、
以
上
。

　
　
　
　
　
　
　
　
八
月
廿
九
日

　
　
　
　
　
　
　
両
政
所

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　（
中
略
）

　　
御
台
様
去
月
廿
日
薧
去
ニ
付
、
今
日
よ
り
七
日
迄
普
請
・
鳴
物
・
高
声
御

停
止
筈
ニ
候
得
共
、
御
中
院
之
故
改
相
触
不
申
候
、
弥
火
元
可
被
入
念

候
、

　
右
之
通
、
年
寄
中
被
仰
候
間
被
得
其
意
、
支
配
幷
手
代
其
以
下
へ
者
支
配

方
よ
り
可
被
申
渡
候
。

　
　
　
　
　
　
　
　
九
月
朔
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
横
目
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
目
見
以
上
之
面
々
其
外
之
分
不
残

　
　
　
　
　
　
　（
中
略
）

　
一
、
御
忌
中
ニ
付
所
々
固
事
申
付
津
留
可
申
付
旨
、
先
達
而
申
渡
候
へ

共
、
御
（
家
脱
か
）
督
続
被
仰
出
候
間
最
早
其
後
ニ
及
不
申
候
事
、

　
大
政
所
郡
内
相
廻
り
候
義
者
無
用
ニ
可
致
候
、

　
右
之
通
、
今
日
被

　
仰
渡
有
之
候
間
左
様
相
心
得
被
成
、
夫
々
村
々
へ
も

御
申
触
可
被
成
候
。

　
　
　
　
　
　
　
　
九
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
政
所

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　（
中
略
）

　　
一
筆
申
進
候
、
然
者
明
十
日
よ
り

　
御
忌
被
為
渡
候
間
、
郷
中
諸
社
神
楽

大
鼓
明
十
日
よ
り
為
打
候
義
不
苦
候
、
幷
恒
例
之
神
事
祭
礼
執
行
之
義
是

又
不
苦
候
、
尤
来
ル
十
四
日
よ
り
十
六
日
迄
同
法
事
有
之
候
間
、
右
日
数
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之
内
ハ
致
用
捨
可
申
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
九
月
九
日

　
右
之
通
、
被

　
仰
付
候
、
尤
寺
社
之
面
々
へ
其
村
々
よ
り
申
通
候
様
申
来

候
。

　
　
　
　
　
　
　
　
九
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
両
大
政
所

　
来
ル
十
四
日
よ
り
十
六
日
迄

　
源
懐
様
御
法
事
ニ
付
、
十
六
日
計
猟
留
被

　
仰
付
候
。

　
こ
こ
に
は
、
五
代
藩
主
松
平
頼
恭
逝
去
の
報
が
国
元
に
届
い
て
か
ら
葬

儀
・
中
陰
・
法
事
に
至
る
ま
で
の
葬
送
儀
礼
に
関
連
す
る
法
令
が
、
時
系
列

に
沿
っ
て
整
理
さ
れ
て
お
り
、
江
戸
中
期
讃
岐
高
松
藩
に
お
け
る
藩
主
葬
送

儀
礼
関
連
法
令
の
全
貌
と
そ
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

訃
報
が
到
着
後
、
ま
ず
火
の
元
入
念
、
諸
事
相
慎
・
穏
便
、
翌
日
に
は
諸
殺

生
禁
止
令
、
津
留
が
申
付
け
ら
れ
、
具
体
的
に
は
山
分
猟
師
諸
殺
生
停
止
、

家
普
請
・
鳴
物
・
高
声
停
止
、
鋳
師
・
綿
打
・
居
細
工
停
止
、
井
河
普
請
停

止
、
中
陰
之
内
諸
事
相
慎
・
遊
興
・
穏
便
、
火
元
入
念
の
六
項
目
の
触
が
領

内
隅
々
に
申
し
渡
さ
れ
て
い
る
。
続
い
て
大
政
所
・
政
所
に
対
し
て
郡
中
・

村
々
を
毎
日
見
廻
り
、
こ
れ
ら
の
法
令
順
守
状
況
を
監
督
指
導
す
る
よ
う
命

じ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
為
政
者
の
死
に
対
し
て
と
ら
れ
る
政
治
的
措
置
は
、
一
般
に

中
世
の
「
天
下
触
穢
」
と
い
う
措
置
が
、
近
世
の
「
鳴
物
停
止
令
」
に
繋
が
っ

た
と
さ
れ
、
為
政
者
の
死
な
ど
に
際
し
て
、
幕
府
・
藩
な
ど
が
命
じ
る
鳴
物
・

普
請
等
の
禁
止
と
い
っ
た
諸
規
制
を
指
す
も
の
で
、
死
者
の
認
知
機
能
や
規

制
日
数
の
差
異
に
よ
る
死
者
の
序
列
機
能
な
ど
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
当

初
は
政
治
的
危
機
に
対
す
る
秩
序
回
復
の
た
め
の
政
策
、
つ
ま
り
、「『
天
下

静
謐
』
―
政
治
・
社
会
秩
序
が
維
持
さ
れ
た
状
態
―
を
も
た
ら
す
た
め
、
武

士
及
び
民
衆
に
静
謐
と
慎
み
を
命
じ
た
法
令
」
で
あ
っ
た
も
の
が
、
漸
次
幕

藩
政
治
の
安
定
に
伴
い
、「
将
軍
家
の
『
御
威
光
』
を
高
め
る
た
め
の
権
威

支
配
装
置
」
と
い
う
性
格
も
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
１１６
）。

　
高
松
藩
に
お
い
て
先
述
の
五
代
藩
主
松
平
頼
恭
の
死
に
際
し
て
出
さ
れ
た

鳴
物
停
止
令
な
ど
の
葬
送
儀
礼
関
連
法
令
も
、
同
様
な
政
治
的
機
能
を
果
た

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
鳴
物
停
止
令
に
つ
い
て
は
「
一
、
家

普
請
・
鳴
物
・
高
声
停
止
可
仕
候
」
な
ど
と
、
普
請
・
鳴
物
・
高
声
の
三
つ

が
セ
ッ
ト
で
規
制
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
但
し
、
こ
れ
に
も

死
者
の
身
分
や
格
式
に
よ
っ
て
、
そ
の
組
合
せ
や
規
制
内
容
に
格
差
が
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
例
え
ば
、
将
軍
の
死
の
場
合
は
「
普
請
・
鳴
物
等
惣
而

高
声
等
停
止
」、
将
軍
の
正
室
・
嫡
子
の
死
の
場
合
は
「
普
請
・
鳴
物
・
高

声
等
停
止
」、
天
皇
の
死
の
場
合
は
「
普
請
・
鳴
物
等
惣
而
高
声
等
停
止
」、

上
皇
の
死
の
場
合
は
「
七
日
之
内
鳴
物
・
高
声
等
停
止
、
仕
掛
之
普
請
三
日

之
内
相
止
」、
高
松
藩
藩
主
の
死
の
場
合
は
「
家
普
請
・
鳴
物
・
高
声
停
止
」、
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と
想
像
さ
れ
る
。

　
鳴
物
停
止
令
の
地
方
的
展
開
に
つ
い
て
、
高
松
藩
で
は
明
暦
期
と
い
う
比

較
的
早
い
時
期
に
家
老
の
死
に
際
し
て
藩
独
自
の
鳴
物
停
止
令
を
布
達
す

る
な
ど
、
そ
の
時
期
は
四
代
将
軍
徳
川
家
綱
政
権
下
の
幕
府
が
寛
文
二
年

（
一
六
六
二
）
に
将
軍
以
外
の
大
老
酒
井
忠
勝
死
去
時
に
初
め
て
の
鳴
物
停

止
を
命
じ
た
時
よ
り
六
年
早
く
（
１２１
）、
藩
と
し
て
幕
政
の
文
治
主
義
へ
の
政

策
転
換
に
素
早
く
対
応
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
高
松
藩
の
鳴
物
停
止
の
発
令
方
式
に
つ
い
て
は
、
明
暦
二
年
の
家
老
彦
坂

織
部
の
死
去
に
際
し
て
出
さ
れ
た
最
初
の
鳴
物
停
止
に
関
す
る
御
触
で
は

「
歌
舞
其
外
鳴
物
一
切
止
」
と
、「
歌
舞
」
と
「
其
外
鳴
物
」
が
セ
ッ
ト
と
な
っ

て
い
た
が
、
享
保
十
七
年
（
一
七
三
二
）
の
高
松
藩
大
老
大
久
保
守
羨
の
死

去
の
際
に
出
さ
れ
た
御
触
で
は
「
普
請
幷
鳴
も
の
高
声
等
御
遠
慮
」
と
な
り
、

そ
れ
以
後
は
「
鳴
物
」
と
「
高
声
」
と
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
停
止
さ
れ
る
の

が
定
例
と
な
っ
た
。

　
ま
た
、
鳴
物
停
止
の
具
体
的
な
規
制
内
容
に
つ
い
て
は
、
高
松
藩
三
代
藩

主
松
平
頼
豊
逝
去
時
の
享
保
二
十
年
（
一
七
三
五
）
十
月
廿
八
日
に
領
内
に

出
さ
れ
た
御
触
の
中
に
「
一
、
鍛
冶
屋
槌
音
停
止
之
事
、
一
、
檜
物
屋
槌
音

右
同
断
之
事
、
一
、
綿
打
右
同
断
之
事
、
普
請
鳴
物
高
声
、
惣
而
遊
山
ケ
間

敷
義
停
止
之
事
、（
中
略
）　
一
、
鍛
冶
鋳
物
師
木
綿
打
桶
師
等
家
職
者
共
、

停
止
申
付
候
」
と
あ
り
（
１２２
）、
ま
た
、
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
七
月
十
八

日
の
高
松
藩
五
代
藩
主
松
平
頼
恭
逝
去
時
に
も
、
七
月
廿
九
日
に
「
一
、
家

普
請
・
鳴
物
・
高
声
停
止
可
仕
候
、
一
、
鋳
師
・
綿
打
幷
惣
而
居
細
工
停

止
可
仕
候
」、
八
月
三
日
に
は
「
一
、
鋳
物
師

　
一
、
桶
師

　
一
、
鍛
冶�

一
、
綿
打
其
外
居
物
細
工
之
分
不
苦
候

　
一
、
せ
ん
だ
く
物
打

　
一
、
布

織
」
に
つ
い
て
「
右
之
通
、
今
日
よ
り
御
免
ニ
相
成
候
由
被
仰
渡
有
之
候
間
、

左
様
御
心
得
毎
々
之
通
御
申
触
可
被
成
候
」
と
申
し
渡
さ
れ
て
い
る
（
１２３
）。

す
な
わ
ち
、
鳴
物
停
止
の
適
用
範
囲
は
、
一
般
的
な
鳴
物
の
ほ
か
に
鍛
冶

屋
・
檜
物
屋
・
綿
打
の
槌
音
、
鍛
冶
・
鋳
物
師
・
木
綿
打
・
桶
師
等
家
職
者
、

居
物
細
工
、
せ
ん
だ
く
物
打
、
布
織
な
ど
家
職
に
関
連
し
て
音
を
出
す
も
の

が
対
象
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
鳴
物
停
止
の
停
止
日
数
に
つ
い
て
は
、
藩
主
一
族
関
係
で
は
、
藩
主
の
場

合
は
六
十
日
間
、
藩
主
の
子
の
場
合
は
十
七
日
間
、
藩
主
夫
人
の
場
合
は

十
五
日
間
、
藩
主
正
室
法
事
の
場
合
は
二
日
間
、
両
敬
大
名
関
係
で
は
、
水

戸
藩
主
正
室
の
場
合
は
十
五
日
間
、
藩
主
養
女
で
両
敬
大
名
正
室
の
場
合
は

十
三
日
間
、
藩
主
一
族
で
両
敬
大
名
の
場
合
は
三
日
間
、
藩
主
一
族
で
両
敬

大
名
の
子
の
場
合
は
一
日
間
、
両
敬
大
名
正
室
の
場
合
は
三
日
間
、
両
敬
大

名
の
隠
居
の
場
合
は
三
日
間
、
藩
の
重
臣
関
係
で
は
、
藩
家
老
（
大
老
）
の

場
合
は
三
日
間
、
ま
た
将
軍
家
関
係
で
は
、
将
軍
の
場
合
は
二
十
四
日
間
、

将
軍
正
室
の
場
合
は
七
日
間
、
将
軍
の
子
の
場
合
は
二
日
間
、
御
三
卿
正
室

の
場
合
は
三
日
間
、
御
三
家
姫
の
場
合
は
一
日
間
、
御
三
卿
の
子
の
場
合
は
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藩
主
の
正
室
・
子
・
養
女
の
死
の
場
合
は
「
普
請
・
鳴
物
・
高
声
等
停
止
」、

藩
主
の
側
室
の
死
の
場
合
は
「
鳴
物
・
高
声
等
停
止
、
普
請
等
相
止
」、
両

敬
関
係
者
の
死
の
場
合
に
は
「
鳴
物
・
高
声
等
停
止
、
仕
掛
之
普
請
不
苦

候
」、
家
老
の
死
の
場
合
は
「
歌
舞
其
外
鳴
物
一
切
止
」「
三
日
之
内
普
請
・

鳴
物
・
高
声
等
遠
慮
」
と
あ
り
、
八
代
藩
主
松
平
頼
儀
正
室
順
正
院
の
法
事

の
場
合
に
も
「
鳴
物
・
高
声
等
停
止
、
仕
掛
之
普
請
不
苦
候
」
と
定
め
ら
れ

て
い
る
。
共
通
し
て
い
る
の
は
「
鳴
物
・
高
声
」
の
二
つ
は
い
つ
も
セ
ッ
ト

で
規
制
の
対
象
と
な
り
、
普
請
だ
け
が
死
者
の
身
分
や
格
式
に
よ
っ
て
規
制

内
容
に
差
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
１１７
）。

二

　鳴
物
停
止
令
の
内
容
と
構
造

（
一
）
　鳴
物
停
止

　
江
戸
幕
府
の
鳴
物
停
止
は
、
梵
舜
著
『
舜
旧
記
』
の
寛
永
九
年

（
一
六
三
二
）
二
月
八
日
条
に
「
江
戸
相
国
様
、（
中
略
）
去
月
廿
四
日
ニ
御

死
去
之
儀
也
、
天
下
萬
ノ
鳴
物
悉
相
止
リ
、
貴
賤
恐
怖
之
義
也
、
サ
レ
ト
モ

日
本
静
謐
之
故
、
少
モ
無
相
違
也
」
と
あ
り
、
同
年
正
月
二
四
日
の
二
代
将

軍
徳
川
秀
忠
の
死
去
に
際
し
て
初
め
て
鳴
物
停
止
が
命
ぜ
ら
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
（
１１８
）。
将
軍
の
死
と
い
う
政
治
的
危
機
に
対
し
て
、
天
下
の
全
て

の
鳴
物
が
止
ま
り
、「
日
本
静
謐
」
と
い
う
社
会
状
況
の
回
復
が
強
く
要
請

さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

　
高
松
藩
で
最
初
の
鳴
物
停
止
は
、
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
正
月
三
日
の

家
老
彦
坂
織
部
の
死
去
に
際
し
て
城
下
に
出
さ
れ
た
歌
舞
鳴
物
停
止
の
触
で

あ
る
（
１１９
）。
そ
こ
に
は
「
歌
舞
其
外
鳴
物
一
切
止
」
と
あ
り
、
ま
ず
「
歌
舞
」

が
取
り
挙
げ
ら
れ
、
続
い
て
「
其
外
鳴
物
」
を
挙
げ
て
、
そ
の
「
一
切
止
」

を
命
じ
て
い
る
。
こ
の
時
点
で
は
「
歌
舞
」
と
「
鳴
物
」
が
区
別
し
て
認
識

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
「
歌
舞
」
の
ほ
う
が
先
に
例

示
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
背
景
に
は
、
前
年
に
起
こ
っ
た
風
流
踊
の
大

流
行
に
よ
る
領
民
の
宗
教
的
集
団
行
動
に
対
す
る
規
制
意
識
が
働
い
た
も
の

と
推
測
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
近
世
初
頭
か
ら
前
期
に
か
け
て
は
、
讃
岐
で
は

慶
長
十
九
年
（
一
六
一
四
）
八
月
の
伊
勢
神
踊
（『
讃
岐
国
大
日
記
』）
や
、

寛
永
年
間
（
一
六
二
四
～
一
六
四
三
）
の
生
駒
踊
（『
讃
羽
綴
遺
録
』）
な
ど

の
風
流
踊
が
周
期
的
に
流
行
り
、
明
暦
元
年
（
一
六
五
五
）
六
月
に
は
鹿
島

神
宮
の
御
幣
を
祀
っ
て
踊
り
な
が
ら
次
の
村
へ
送
っ
て
い
く
と
い
う
鹿
島
踊

が
、
宇
多
津
か
ら
起
こ
っ
て
領
内
の
村
々
を
巡
っ
て
阿
讃
の
国
境
に
ま
で
波

及
す
る
と
い
う
（
１２０
）、
あ
る
種
の
政
情
不
安
を
煽
り
立
て
る
可
能
性
の
あ
る

大
き
な
出
来
事
が
あ
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に

一
家
老
と
い
え
ど
も
、
高
松
入
部
以
来
の
重
臣
の
死
が
与
え
る
家
臣
団
及
び

領
内
の
動
揺
を
抑
え
る
と
と
も
に
、
藩
政
の
不
安
定
要
因
を
取
り
除
く
必
要

が
あ
っ
た
た
め
に
、「
歌
舞
」
の
み
な
ら
ず
「
鳴
物
」
を
一
切
止
め
た
も
の
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と
想
像
さ
れ
る
。

　
鳴
物
停
止
令
の
地
方
的
展
開
に
つ
い
て
、
高
松
藩
で
は
明
暦
期
と
い
う
比

較
的
早
い
時
期
に
家
老
の
死
に
際
し
て
藩
独
自
の
鳴
物
停
止
令
を
布
達
す

る
な
ど
、
そ
の
時
期
は
四
代
将
軍
徳
川
家
綱
政
権
下
の
幕
府
が
寛
文
二
年

（
一
六
六
二
）
に
将
軍
以
外
の
大
老
酒
井
忠
勝
死
去
時
に
初
め
て
の
鳴
物
停

止
を
命
じ
た
時
よ
り
六
年
早
く
（
１２１
）、
藩
と
し
て
幕
政
の
文
治
主
義
へ
の
政

策
転
換
に
素
早
く
対
応
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
高
松
藩
の
鳴
物
停
止
の
発
令
方
式
に
つ
い
て
は
、
明
暦
二
年
の
家
老
彦
坂

織
部
の
死
去
に
際
し
て
出
さ
れ
た
最
初
の
鳴
物
停
止
に
関
す
る
御
触
で
は

「
歌
舞
其
外
鳴
物
一
切
止
」
と
、「
歌
舞
」
と
「
其
外
鳴
物
」
が
セ
ッ
ト
と
な
っ

て
い
た
が
、
享
保
十
七
年
（
一
七
三
二
）
の
高
松
藩
大
老
大
久
保
守
羨
の
死

去
の
際
に
出
さ
れ
た
御
触
で
は
「
普
請
幷
鳴
も
の
高
声
等
御
遠
慮
」
と
な
り
、

そ
れ
以
後
は
「
鳴
物
」
と
「
高
声
」
と
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
停
止
さ
れ
る
の

が
定
例
と
な
っ
た
。

　
ま
た
、
鳴
物
停
止
の
具
体
的
な
規
制
内
容
に
つ
い
て
は
、
高
松
藩
三
代
藩

主
松
平
頼
豊
逝
去
時
の
享
保
二
十
年
（
一
七
三
五
）
十
月
廿
八
日
に
領
内
に

出
さ
れ
た
御
触
の
中
に
「
一
、
鍛
冶
屋
槌
音
停
止
之
事
、
一
、
檜
物
屋
槌
音

右
同
断
之
事
、
一
、
綿
打
右
同
断
之
事
、
普
請
鳴
物
高
声
、
惣
而
遊
山
ケ
間

敷
義
停
止
之
事
、（
中
略
）　
一
、
鍛
冶
鋳
物
師
木
綿
打
桶
師
等
家
職
者
共
、

停
止
申
付
候
」
と
あ
り
（
１２２
）、
ま
た
、
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
七
月
十
八

日
の
高
松
藩
五
代
藩
主
松
平
頼
恭
逝
去
時
に
も
、
七
月
廿
九
日
に
「
一
、
家

普
請
・
鳴
物
・
高
声
停
止
可
仕
候
、
一
、
鋳
師
・
綿
打
幷
惣
而
居
細
工
停

止
可
仕
候
」、
八
月
三
日
に
は
「
一
、
鋳
物
師

　
一
、
桶
師

　
一
、
鍛
冶�

一
、
綿
打
其
外
居
物
細
工
之
分
不
苦
候

　
一
、
せ
ん
だ
く
物
打

　
一
、
布

織
」
に
つ
い
て
「
右
之
通
、
今
日
よ
り
御
免
ニ
相
成
候
由
被
仰
渡
有
之
候
間
、

左
様
御
心
得
毎
々
之
通
御
申
触
可
被
成
候
」
と
申
し
渡
さ
れ
て
い
る
（
１２３
）。

す
な
わ
ち
、
鳴
物
停
止
の
適
用
範
囲
は
、
一
般
的
な
鳴
物
の
ほ
か
に
鍛
冶

屋
・
檜
物
屋
・
綿
打
の
槌
音
、
鍛
冶
・
鋳
物
師
・
木
綿
打
・
桶
師
等
家
職
者
、

居
物
細
工
、
せ
ん
だ
く
物
打
、
布
織
な
ど
家
職
に
関
連
し
て
音
を
出
す
も
の

が
対
象
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
鳴
物
停
止
の
停
止
日
数
に
つ
い
て
は
、
藩
主
一
族
関
係
で
は
、
藩
主
の
場

合
は
六
十
日
間
、
藩
主
の
子
の
場
合
は
十
七
日
間
、
藩
主
夫
人
の
場
合
は

十
五
日
間
、
藩
主
正
室
法
事
の
場
合
は
二
日
間
、
両
敬
大
名
関
係
で
は
、
水

戸
藩
主
正
室
の
場
合
は
十
五
日
間
、
藩
主
養
女
で
両
敬
大
名
正
室
の
場
合
は

十
三
日
間
、
藩
主
一
族
で
両
敬
大
名
の
場
合
は
三
日
間
、
藩
主
一
族
で
両
敬

大
名
の
子
の
場
合
は
一
日
間
、
両
敬
大
名
正
室
の
場
合
は
三
日
間
、
両
敬
大

名
の
隠
居
の
場
合
は
三
日
間
、
藩
の
重
臣
関
係
で
は
、
藩
家
老
（
大
老
）
の

場
合
は
三
日
間
、
ま
た
将
軍
家
関
係
で
は
、
将
軍
の
場
合
は
二
十
四
日
間
、

将
軍
正
室
の
場
合
は
七
日
間
、
将
軍
の
子
の
場
合
は
二
日
間
、
御
三
卿
正
室

の
場
合
は
三
日
間
、
御
三
家
姫
の
場
合
は
一
日
間
、
御
三
卿
の
子
の
場
合
は
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局
普
請
は
十
五
日
間
の
相
止
め
期
間
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
普
請
赦
免

令
と
は
、
普
請
行
為
の
規
制
緩
和
及
び
規
制
解
除
を
命
じ
る
法
令
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
横
目
中

　
一
、
明
廿
三
日
よ
り
普
請
ハ
不
苦
候
事
。

　
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
藩
主
の
逝
去
に
際
し
て
は
、
普
請
鳴
物
高
声
が

す
べ
て
「
停
止
」
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
藩
主
の
側
室
の
逝

去
に
際
し
て
は
鳴
物
高
声
だ
け
が「
停
止
」の
対
象
と
な
り
、
普
請
等
は「
相

止
メ
」
の
取
り
扱
い
に
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
藩
主
と
藩
主
の
側
室
と
い

う
立
場
の
違
い
は
あ
る
が
、
鳴
物
停
止
令
の
中
で
も
鳴
物
と
高
声
は
セ
ッ
ト

で
同
格
の
取
り
扱
い
を
受
け
、
普
請
は
そ
れ
よ
り
一
段
低
位
の
取
り
扱
い
を

受
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
は
、
普
請
停
止
が
鳴
物
停
止
に
付
随

す
る
形
で
始
ま
っ
た
と
い
う
歴
史
的
経
緯
と
、
普
請
停
止
が
大
工
等
一
般
町

人
の
生
活
と
密
接
に
関
係
し
て
い
た
こ
と
な
ど
が
背
景
に
あ
っ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
、
江
戸
町
触
で
は
元
禄
十
年
代
以
降
、
普
請
に
関
わ
る
規
制
が
緩
和

さ
れ
て
い
る
（
１２７
）。

　
ま
た
、
文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）
四
月
十
五
日
に
九
代
藩
主
松
平
頼
熙

の
正
室
賢
正
院
が
逝
去
し
た
際
に
は
、
同
月
廿
五
日
付
け
で
次
の
よ
う
な
内

容
が
家
中
に
申
し
渡
さ
れ
、
同
年
六
月
五
日
に
は
普
請
赦
免
令
が
出
さ
れ
て

い
る
（
１２８
）。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
横
目
中

　
一
、
奥
様
（
賢
正
院
）
去
ル
十
五
日
亥
下
刻
、
御
逝
去
被
為
遊
候
段
、
今

日
御
到
来
在
之
候
、
依
之
、
御
家
中
之
面
々
普
請
等
相
止
メ
、
手

前
々
火
之
元
入
念
諸
事
相
慎
可
申
事
。（
傍
線
筆
者
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
横
目
中

　
　

　
一
、
明
六
日
よ
り
諸
事
平
生
之
通
被
仰
出
候
事
、

　
　
　
但
、
今
日
御
忌
明
ニ
候
得
共
、　
若
殿
様
御
忌
中
ニ
被
為
在
候
ニ
付
、

是
迄
之
通
ニ
相
心
得
可
申
候
、
尤
武
芸
之
稽
古
幷
普
請
等
ハ
不
苦
候

事
。（
傍
線
筆
者
）

　　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
藩
主
の
正
室
が
逝
去
し
た
場
合
の
忌
中
期
間
（
藩
主
家

族
を
除
く
）
が
四
十
日
間
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
武
芸
之
稽
古
が
普
請
等
と
同

様
の
取
り
扱
い
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
さ
ら
に
文
化
二
年
（
一
八
○
五
）
十
一
月
六
日
に
六
代
水
戸
藩
主
徳
川
治

保
が
逝
去
し
た
際
に
は
、
両
敬
関
係
に
あ
る
高
松
藩
で
は
八
代
藩
主
松
平
頼

儀
が
二
十
日
間
の
忌
中
期
間
、
徳
川
治
保
の
娘
で
高
松
藩
七
代
藩
主
松
平
頼

起
の
正
室
と
な
っ
た
皐
安
院
は
五
十
日
間
の
忌
中
期
間
中
、
鳴
物
高
声
停
止
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一
日
間
、
天
皇
家
関
係
で
は
、
天
皇
の
場
合
は
七
日
間
、
上
皇
の
場
合
は
七

日
間
と
な
っ
て
い
た
。

　
高
松
藩
で
は
被
適
用
者
の
家
格
や
高
松
松
平
家
と
の
親
疎
関
係
に
基
づ
い

て
、
鳴
物
停
止
の
規
制
内
容
の
範
囲
や
停
止
日
数
に
段
階
差
を
設
け
て
序
列

化
を
図
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
藩
の
中
で
一
定
の

先
例
に
基
づ
い
た
基
準
が
あ
っ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
、
五
代
藩
主
松
平
頼
恭

の
時
代
に
は
一
門
中
の
過
去
帳
に
あ
た
る
「
追
遠
録
」
が
編
纂
さ
れ
る
な
ど

し
て
い
る
（
１２４
）。

　
鳴
物
に
対
す
る
規
制
用
語
に
つ
い
て
は
、「
停
止
」・「
無
用
」・「
止
」・

「
遠
慮
」
の
四
つ
の
段
階
が
あ
っ
た
。
ま
ず
「
停
止
」
に
つ
い
て
は
、
宝
暦

十
一
年
（
一
七
六
一
）
の
九
代
将
軍
徳
川
家
治
薧
御
の
際
に
出
さ
れ
た
「
普

請
鳴
物
等
惣
而
高
声
等
御
停
止
ニ
候
」（
別
所
家
文
書
『
宝
暦
十
一
巳
御
用

留
』）
な
ど
、
将
軍
家
・
御
三
家
・
御
三
卿
関
係
者
、
天
皇
・
上
皇
、
藩
主

及
び
藩
主
一
族
、
同
敬
大
名
家
の
関
係
者
が
死
去
し
た
場
合
に
用
い
ら
れ
て

い
る
。
次
に
、
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
に
輝
姫
が
早
世
し
た
際
に
は
「
普

請
鳴
物
高
声
等
無
用
ニ
可
仕
候
」（
別
所
家
文
書
『
安
永
四
未
御
用
留
』）
と

あ
り
、「
無
用
」
と
い
う
用
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
明
暦
二
年

（
一
六
五
六
）
に
家
老
の
彦
坂
織
部
が
死
去
し
た
際
に
は
「
歌
舞
其
外
鳴
物

一
切
止
可
被
申
候
」
と
表
現
さ
れ
、「
止
」
と
い
う
用
語
が
使
用
さ
れ
て
い

る
。
最
後
に
、「
遠
慮
」
に
つ
い
て
は
、
文
化
四
年
（
一
八
○
七
）
の
川
治

郎
並
び
に
翌
年
の
志
摩
殿
御
息
千
松
が
死
去
し
た
際
に
、
そ
れ
ぞ
れ
「
今
日

中
普
請
鳴
物
高
声
可
被
致
遠
慮
候
」（『
高
松
藩
東
浜
記
録
』）
と
あ
り
、
鳴

物
は
普
請
・
高
声
と
と
も
に
「
遠
慮
」
す
べ
き
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
、
服
忌
被
適
用
者
の
家
格
や
格
式
に
応
じ
て
、
規
制
の
強
制
度
を
表

す
用
語
を
段
階
ご
と
に
区
分
し
て
用
い
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
二
）
　普
請
停
止

　
享
保
二
十
年
（
一
七
三
五
）
十
月
廿
日
に
江
戸
で
逝
去
し
た
三
代
藩
主
松

平
頼
豊
に
関
し
て
、
同
月
廿
八
日
付
け
で
領
内
に
出
さ
れ
た
御
触
の
中
に
、

「
一
、
普
請
鳴
物
高
声
、
惣
而
遊
山
ケ
間
敷
義
停
止
之
事
」（
傍
線
筆
者
）
と

申
渡
さ
れ
て
お
り
（
１２５
）、
文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）
三
月
八
日
に
六
代
藩

主
松
平
頼
真
の
側
室
が
逝
去
し
た
際
に
は
、
同
日
付
け
で
次
の
よ
う
な
内
容

が
家
中
に
申
し
付
け
ら
れ
て
い
る
（
１２６
）。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
横
目
中

　
一
、
即
就
院
様
今
日
午
中
刻
ニ
御
逝
去
被
遊
候
ニ
付
、
鳴
物
高
声
御
停
止

ニ
候
、
尚
普
請
等
相
止
メ
、
手
前
々
火
之
元
入
念
可
申
付
候
事
（
傍

線
筆
者
）。

　
　

　
そ
の
後
、
同
月
廿
二
日
に
は
、
次
の
よ
う
な
普
請
赦
免
令
が
出
さ
れ
、
結
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局
普
請
は
十
五
日
間
の
相
止
め
期
間
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
普
請
赦
免

令
と
は
、
普
請
行
為
の
規
制
緩
和
及
び
規
制
解
除
を
命
じ
る
法
令
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
横
目
中

　
一
、
明
廿
三
日
よ
り
普
請
ハ
不
苦
候
事
。

　
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
藩
主
の
逝
去
に
際
し
て
は
、
普
請
鳴
物
高
声
が

す
べ
て
「
停
止
」
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
藩
主
の
側
室
の
逝

去
に
際
し
て
は
鳴
物
高
声
だ
け
が「
停
止
」の
対
象
と
な
り
、
普
請
等
は「
相

止
メ
」
の
取
り
扱
い
に
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
藩
主
と
藩
主
の
側
室
と
い

う
立
場
の
違
い
は
あ
る
が
、
鳴
物
停
止
令
の
中
で
も
鳴
物
と
高
声
は
セ
ッ
ト

で
同
格
の
取
り
扱
い
を
受
け
、
普
請
は
そ
れ
よ
り
一
段
低
位
の
取
り
扱
い
を

受
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
は
、
普
請
停
止
が
鳴
物
停
止
に
付
随

す
る
形
で
始
ま
っ
た
と
い
う
歴
史
的
経
緯
と
、
普
請
停
止
が
大
工
等
一
般
町

人
の
生
活
と
密
接
に
関
係
し
て
い
た
こ
と
な
ど
が
背
景
に
あ
っ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
、
江
戸
町
触
で
は
元
禄
十
年
代
以
降
、
普
請
に
関
わ
る
規
制
が
緩
和

さ
れ
て
い
る
（
１２７
）。

　
ま
た
、
文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）
四
月
十
五
日
に
九
代
藩
主
松
平
頼
熙

の
正
室
賢
正
院
が
逝
去
し
た
際
に
は
、
同
月
廿
五
日
付
け
で
次
の
よ
う
な
内

容
が
家
中
に
申
し
渡
さ
れ
、
同
年
六
月
五
日
に
は
普
請
赦
免
令
が
出
さ
れ
て

い
る
（
１２８
）。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
横
目
中

　
一
、
奥
様
（
賢
正
院
）
去
ル
十
五
日
亥
下
刻
、
御
逝
去
被
為
遊
候
段
、
今

日
御
到
来
在
之
候
、
依
之
、
御
家
中
之
面
々
普
請
等
相
止
メ
、
手

前
々
火
之
元
入
念
諸
事
相
慎
可
申
事
。（
傍
線
筆
者
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
横
目
中

　
　

　
一
、
明
六
日
よ
り
諸
事
平
生
之
通
被
仰
出
候
事
、

　
　
　
但
、
今
日
御
忌
明
ニ
候
得
共
、　
若
殿
様
御
忌
中
ニ
被
為
在
候
ニ
付
、

是
迄
之
通
ニ
相
心
得
可
申
候
、
尤
武
芸
之
稽
古
幷
普
請
等
ハ
不
苦
候

事
。（
傍
線
筆
者
）

　　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
藩
主
の
正
室
が
逝
去
し
た
場
合
の
忌
中
期
間
（
藩
主
家

族
を
除
く
）
が
四
十
日
間
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
武
芸
之
稽
古
が
普
請
等
と
同

様
の
取
り
扱
い
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
さ
ら
に
文
化
二
年
（
一
八
○
五
）
十
一
月
六
日
に
六
代
水
戸
藩
主
徳
川
治

保
が
逝
去
し
た
際
に
は
、
両
敬
関
係
に
あ
る
高
松
藩
で
は
八
代
藩
主
松
平
頼

儀
が
二
十
日
間
の
忌
中
期
間
、
徳
川
治
保
の
娘
で
高
松
藩
七
代
藩
主
松
平
頼

起
の
正
室
と
な
っ
た
皐
安
院
は
五
十
日
間
の
忌
中
期
間
中
、
鳴
物
高
声
停
止
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　（
寛
政
五
年
七
月
十
九
日
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
横
目
中

　
一
、
龍
雲
院
様
（
頼
重
）
百
回
御
忌
ニ
付
、
来
ル
十
日
よ
り
十
二
日
於
浄

願
寺
ニ
御
法
事
被
仰
付
候
間
、
御
法
事
中
火
之
元
可
被
入
念
候
、
仕

掛
之
普
請
ハ
不
苦
候
、
遊
興
之
義
ハ
可
相
慎
候
、（
傍
線
筆
者
）

　
右
之
通
、
御
家
中
之
面
々
幷
夫
々
江
相
触
可
申
旨
、
被
仰
出
候
。

　
　
　（
寛
政
六
年
四
月
五
日
）

　
　

　
他
の
服
忌
規
制
に
比
べ
て
、
仕
掛
之
普
請
の
停
止
は
庶
民
の
生
活
や
生
業

に
直
接
影
響
を
及
ぼ
す
性
格
を
持
っ
て
い
た
の
で
、
一
定
条
件
の
も
と
で
緩

和
措
置
が
と
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
１３１
）。

（
三
）
　高
声
停
止

　
讃
岐
で
最
初
の
服
忌
に
関
す
る
高
声
停
止
令
は
、
享
保
二
十
年

（
一
七
三
五
）
十
月
廿
日
の
三
代
藩
主
松
平
頼
豊
の
逝
去
に
際
し
て
、
同
月

二
十
八
日
に
領
内
に
出
さ
れ
た
御
触
の
中
の
次
の
条
項
で
あ
る
（
１１４
）。

　
一
、
普
請
鳴
物
高
声
、
惣
而
遊
山
ケ
間
敷
義
停
止
之
事
。（
傍
線
筆
者
）

　
ま
た
、
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
七
月
十
八
日
の
五
代
藩
主
松
平
頼
恭

の
逝
去
に
際
し
て
も
、
同
月
廿
九
日
に
次
の
よ
う
な
御
触
が
出
さ
れ
て
い

る
（
１１５
）。

　
一
、
家
普
請
・
鳴
物
・
高
声
停
止
可
仕
候
。（
傍
線
筆
者
）

　
こ
の
よ
う
に
、
高
声
は
、
藩
主
の
逝
去
の
際
に
は
普
請
や
鳴
物
と
と
も
に

停
止
の
対
象
と
な
る
な
ど
、
鳴
物
停
止
令
の
重
要
な
三
点
セ
ッ
ト
の
一
つ
と

な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
以
前
か
ら
高
声
の
禁
止
は
、
松
平
家
の
諸
法
度
に
み
ら

れ
、
常
々
藩
士
の
守
る
べ
き
服
務
規
定
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
諸
法
度

　
一
、
於
番
所
ニ
音
曲
高
声
無
形
義
並
猥
ニ
煙
草
一
切
制
禁
之
、
違
背
之
輩

可
為
過
料
事
。（
傍
線
筆
者
）

　
　
　
　
　（
中
略
）

　
右
條
々
、
堅
可
相
守
者
也
。

　
　
　
　
　
　
寛
永
十
六
年
（
一
六
三
九
）
六
月
日
（
１３２
）

　
寛
永
十
九
年
（
一
六
四
二
）
五
月
七
日
に
高
松
藩
初
代
藩
主
松
平
頼
重
が
、
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と
な
っ
て
い
る
が
、
仕
来
（
掛
）
之
普
請
は
十
五
日
間
停
止
の
み
の
取
り
扱

い
と
な
っ
て
い
る
。
次
の
御
触
は
、
年
寄
中
か
ら
横
目
役
を
経
由
し
て
前
者

は
村
方
に
、
後
者
は
町
方
に
そ
れ
ぞ
れ
の
支
配
方
か
ら
申
し
渡
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
が
（
１２９
）、
特
に
城
下
町
の
町
方
に
対
し
て
「
其
町
切
浦
屋
借
家
之
者

共
迄
入
念
申
渡
、
遊
興
等
相
慎
せ
、
火
之
元
入
念
可
申
付
候
」
と
、
村
方
と

は
違
う
よ
り
厳
密
な
静
謐
さ
を
要
求
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。

　
水
戸
中
納
言
（
六
代
水
戸
藩
主
徳
川
治
保
）
様
、
去
ル
六
日

　
御
誓
去
被
為

　
遊
候
ニ
付
、

　
殿
様
（
頼
儀
）、

　
皐
安
院
様
（
徳
川
治
保
娘
・
前
藩
主
頼
起
室
）
御
忌
中
ニ
被
為
在
候
間
、

右
ニ
付
、
代
官

　
手
代
昼
夜
相
廻
せ
（
世
）
可
申
旨
、
被

　
仰
付
候
。

　
一
、
御
同
断
ニ
付
、
来
ル
廿
五
日
迄
、

　
　
　
殿
様
御
忌
中
ニ
被
為
遊
御
座
候
、
幷
来
ル
廿
五
日
迄
、

　
　
　
皐
安
院
様
御
忌
中
ニ
被
為
在
候
間
、
今
日
よ
り
来
月

　
　
　
廿
五
日
迄
、
鳴
物
高
声
御
停
止
ニ
候
、
仕
来
之
普

　
　
　
請
、
来
ル
廿
二
日
よ
り
不
苦
候
。（
傍
線
筆
者
）

　
右
之
通
、
年
寄
中
被
仰
候
間
、
被

　
得
其
意
、
支
配
幷

　
手
代
足
軽
江
者
、
其
以
下
、
支
配
之
方
よ
り
可
申
渡
候
。

　
　
　
　
　
十
一
月
七
日

　
右
之
通
り
、
横
目
役
中
条
幸
馬
よ
り
被
申
聞
候
事
。

　
水
戸
中
納
言
（
治
保
）
様
去
ル
六
日
御
逝
去
被
為
遊
候
ニ
付
、
来
る
廿

五
日
迄
殿
様
御
忌
中
ニ
被
為
遊
御
座
候
。
幷
来
月
廿
五
日
迄
皐
安
院
様
御

忌
中
ニ
被
為
在
候
間
、
今
日
よ
り
来
月
廿
五
日
迄
、
鳴
物
高
声
御
停
止
ニ

候
。
仕
掛
之
普
請
ハ
来
ル
廿
二
日
よ
り
不
苦
候
。（
傍
線
筆
者
）

　
右
之
通
御
触
在
之
候
間
、
其
町
切
浦
屋
借
家
之
者
共
迄
入
念
申
渡
、
遊
興

等
相
慎
せ
、
火
之
元
入
念
可
申
付
候
。

　
　
　
　
十
一
月
十
七
日

　
旧
藩
主
等
の
法
事
に
際
し
て
は
、
そ
の
期
間
中
、
仕
掛
り
の
普
請
だ
け
は

次
の
よ
う
に
許
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
（
１３０
）。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
横
目
中

　
一
、
源
欽
様
（
頼
恭
）
就
御
一
周
忌
、
来
ル
廿
二
日
よ
り
同
廿
八
日
迄
、

於
浄
願
寺
ニ
御
法
事
被
仰
付
候
間
、
御
法
事
中
火
之
元
可
被
入
念

候
、
仕
掛
之
普
請
ハ
不
苦
候
、
遊
興
之
義
ハ
可
相
慎
候
、（
傍
線
筆

者
）

　
右
之
通
、
夫
々
江
御
触
在
之
候
事
。
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　（
寛
政
五
年
七
月
十
九
日
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
横
目
中

　
一
、
龍
雲
院
様
（
頼
重
）
百
回
御
忌
ニ
付
、
来
ル
十
日
よ
り
十
二
日
於
浄

願
寺
ニ
御
法
事
被
仰
付
候
間
、
御
法
事
中
火
之
元
可
被
入
念
候
、
仕

掛
之
普
請
ハ
不
苦
候
、
遊
興
之
義
ハ
可
相
慎
候
、（
傍
線
筆
者
）

　
右
之
通
、
御
家
中
之
面
々
幷
夫
々
江
相
触
可
申
旨
、
被
仰
出
候
。

　
　
　（
寛
政
六
年
四
月
五
日
）

　
　

　
他
の
服
忌
規
制
に
比
べ
て
、
仕
掛
之
普
請
の
停
止
は
庶
民
の
生
活
や
生
業

に
直
接
影
響
を
及
ぼ
す
性
格
を
持
っ
て
い
た
の
で
、
一
定
条
件
の
も
と
で
緩

和
措
置
が
と
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
１３１
）。

（
三
）
　高
声
停
止

　
讃
岐
で
最
初
の
服
忌
に
関
す
る
高
声
停
止
令
は
、
享
保
二
十
年

（
一
七
三
五
）
十
月
廿
日
の
三
代
藩
主
松
平
頼
豊
の
逝
去
に
際
し
て
、
同
月

二
十
八
日
に
領
内
に
出
さ
れ
た
御
触
の
中
の
次
の
条
項
で
あ
る
（
１１４
）。

　
一
、
普
請
鳴
物
高
声
、
惣
而
遊
山
ケ
間
敷
義
停
止
之
事
。（
傍
線
筆
者
）

　
ま
た
、
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
七
月
十
八
日
の
五
代
藩
主
松
平
頼
恭

の
逝
去
に
際
し
て
も
、
同
月
廿
九
日
に
次
の
よ
う
な
御
触
が
出
さ
れ
て
い

る
（
１１５
）。

　
一
、
家
普
請
・
鳴
物
・
高
声
停
止
可
仕
候
。（
傍
線
筆
者
）

　
こ
の
よ
う
に
、
高
声
は
、
藩
主
の
逝
去
の
際
に
は
普
請
や
鳴
物
と
と
も
に

停
止
の
対
象
と
な
る
な
ど
、
鳴
物
停
止
令
の
重
要
な
三
点
セ
ッ
ト
の
一
つ
と

な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
以
前
か
ら
高
声
の
禁
止
は
、
松
平
家
の
諸
法
度
に
み
ら

れ
、
常
々
藩
士
の
守
る
べ
き
服
務
規
定
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
諸
法
度

　
一
、
於
番
所
ニ
音
曲
高
声
無
形
義
並
猥
ニ
煙
草
一
切
制
禁
之
、
違
背
之
輩

可
為
過
料
事
。（
傍
線
筆
者
）

　
　
　
　
　（
中
略
）

　
右
條
々
、
堅
可
相
守
者
也
。

　
　
　
　
　
　
寛
永
十
六
年
（
一
六
三
九
）
六
月
日
（
１３２
）

　
寛
永
十
九
年
（
一
六
四
二
）
五
月
七
日
に
高
松
藩
初
代
藩
主
松
平
頼
重
が
、
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穏
便
ニ
仕
可
罷
在
候
、
尤
諸
殺
生
令
禁
止
津
留
可
申
付
候
、
此
段
支

配
々
江
申
渡
候
事
。（
傍
線
筆
者
、
以
下
同
じ
）

　
　

　
　
　
　
　
　
　
十
月
廿
八
日

　
一
、
町
中
昼
夜
共
自
分
番
木
戸
番
出
シ
置
、
折
々
拍
子
木
打
セ
可
申
候
、

尤
昼
之
内
ハ
木
戸
打
セ
可
申
事
、

　
一
、
町
年
寄
共
昼
夜
一
両
度
ツ
ヽ
町
内
廻
可
申
事
、

　
　
　
　
　
　
　
　（
中
略
）

　
一
、
同
心
之
者
町
廻
リ
之
義
、
昼
夜
間
も
な
く
廻
り
、
火
之
元
随
分
入

念
、
其
外
騒
敷
事
無
之
様
ニ
可
仕
候
、
町
年
寄
共
江
申
付
候
事
、

（
傍
線
筆
者
）

　
　
　
　
　
　
　
　（
中
略
）

　
右
之
者
、
指
戻
シ
可
申
候
、
尤
無
拠
者
ハ
夫
々
宿
屋
共
よ
り
役
所
江
断
ヲ

申
出
、
聞
置
之
上
指
置
可
申
候
。

　
　
　
　
　
　
　
　（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
覚

　
　
　
　
　
　
　
　（
中
略
）

　
右
之
通
、
浦
々
江
申
渡
、
所
々
仮
番
為
仕
火
之
元
等
入
念
諸
事
相
慎
候

様
可
申
渡
候
旨
、
縫
殿
江
申
達
候
処
、
申
出
候
趣
尤
之
由
御
申
被
成
候
ニ

付
、
支
配
方
江
申
渡
候
間
、
聞
置
候
様
渡
辺
右
記
申
聞
候
事
。

　
　
　
　
　
　
　
　（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
覚

　
一
、
郷
中
万
々
静
ニ
相
慎
百
姓
共
騒
敷
仕
間
敷
候
、
尤
郷
侍
ハ
高
松
江
参

候
共
逗
留
不
仕
早
速
罷
帰
り
、
所
々
火
之
元
等

　
　
　
入
念
可
申
付
候
、
支
配
之
代
官
ハ
尚
以
諸
事
気
ヲ
付
可
被
申
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　（
中
略
）

　
一
、
東
西
塩
屋
方
手
代
共
、
随
分
諸
事
静
ニ
火
之
元
等
入
念
相
慎
候
様
、

可
申
付
旨
申
渡
候
、

　
一
、
郷
中
火
之
元
入
念
、
町
々
身
分
番
増
番
之
者
申
付
候
、
尤
香
川
附
手

代
朋
昼
夜
火
之
廻
リ
為
仕
候
、
吉
川
市
左
衛
門
義
も
御
用
之
間
見
合

昼
夜
共
相
廻
リ
候
様
、
申
渡
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　（
中
略
）

　
右
之
通
、
可
申
渡
哉
之
由
、
山
崎
藤
十
郎
申
出
候
ニ
付
、
其
段
縫
殿
殿
江

申
達
、
右
之
趣
申
渡
候
様
ニ
と
、
藤
十
郎
江
申
聞
候
事
。

　　
藩
主
の
逝
去
に
際
し
て
、
領
内
で
は
服
忌
に
関
す
る
御
触
が
家
中
は
も
と

よ
り
町
方
、
浦
々
、
郷
中
に
そ
れ
ぞ
れ
の
支
配
方
か
ら
事
細
か
に
申
し
渡
さ

れ
、
特
に
火
之
元
に
つ
い
て
は
昼
夜
の
見
廻
り
を
怠
ら
な
い
よ
う
入
念
に
行

う
こ
と
を
命
じ
る
な
ど
、
領
内
の
静
謐
さ
の
保
持
に
努
め
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
火
之
元
入
念
令
は
、
鳴
物
な
ど
の
音
の
規
制
と
は
異
な
り
、
火
の
使
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讃
岐
高
松
に
入
封
し
た
際
に
諸
士
に
対
し
て
十
九
ケ
条
の
法
令
を
出
し
て
い

る
が
、
そ
の
第
六
条
に
も
高
声
を
禁
止
し
て
い
る
条
項
が
あ
る
。

　
一
、
下
館
分
限
帳
曰
、（
中
略
）　
公
（
頼
重
）
将
至
讃
州
、
命
諸
士
以
法

令
十
九
條
、（
中
略
）
六
曰
、
御
供
時
高
声
並
於
町
中
可
令
取
馬
口
、

及
喫
烟
可
鎮
火
。（
傍
線
筆
者
）（
１３３
）

　
ま
た
、
慶
安
五
年
（
一
六
五
二
）
九
月
十
八
日
の
法
令
に
も
高
声
停
止
の

項
目
が
み
ら
れ
、
高
松
藩
で
は
伝
統
的
に
秩
序
を
乱
す
高
声
を
禁
止
し
て
領

内
の
静
謐
保
持
に
努
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
法

　
令

　
一
、
登
城
之
節
、（
中
略
）
附
り
、
不
限
御
城
ニ
、
惣
而
供
之
先
ニ
而
無
指

図
而
内
江
入
へ
か
ら
ず
、
並
直
参
ハ
不
及
申
、
雖
為
下
々
他
所
之
者

と
入
交
り
高
声
不
致
無
礼
ヲ
如
何
様
ニ
も
慇
懃
ニ
い
た
し
、
中
間
ト

し
て
む
さ
と
咄
シ
無
用
之
事
。（
傍
線
筆
者
）

　
一
、
客
来
或
ハ
使
者
在
之
節
、
番
所
之
面
々
慇
懃
ニ
い
た
し
、
尤
噺
高
声

堅
停
止
之
、

　
　
　（
中
略
）

　
　
慶
安
五
辰
年
九
月
十
八
日
（
１３４
）

　
高
声
禁
止
の
伝
統
は
中
世
に
遡
る
こ
と
が
で
き
、
高
声
は
、
中
世
以
来
、

日
常
的
な
世
界
で
は
そ
れ
自
体
「
狼
藉
」
と
さ
れ
、「
高
声
狼
藉
」
と
し
て

忌
避
さ
れ
て
お
り
、
特
に
「
高
声
」
が
厳
し
い
禁
制
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
、

神
前
、
仏
前
で
あ
っ
た
（
１３５
）。
高
松
藩
で
も
、
寛
文
十
年
（
一
六
七
○
）
正

月
廿
五
日
付
け
の
「
仏
生
山
法
然
寺
條
目
」
に
は
「
一
、
参
詣
之
面
々
、
総

門
之
内
、
於
山
中
墓
所
不
可
致
飲
食
、
幷
乱
舞
高
歌
等
諸
事
賄
猥
奈
留
儀
、

一
切
可
令
停
止
事
」（
傍
線
筆
者
）
と
あ
り
、
こ
こ
に
も
中
世
以
来
の
高
声

に
対
す
る
忌
避
・
禁
制
の
伝
統
が
生
き
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
１３６
）。
こ
れ

ら
高
声
禁
止
の
伝
統
が
背
景
と
な
っ
て
、
非
常
時
で
あ
る
服
忌
規
制
の
中
に

高
声
停
止
令
が
盛
り
込
ま
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　
　

第
二
節

　火
之
元
入
念
令

　
三
代
藩
主
松
平
頼
豊
が
逝
去
し
た
際
に
、
享
保
二
十
年
（
一
七
三
五
）
十

月
廿
七
日
及
び
同
月
廿
八
日
付
け
で
領
内
に
次
の
よ
う
な
御
触
が
出
さ
れ
て

い
る
（
１３７
）。

　
　
　
　
　
　
　
十
月
廿
七
日

　
一
、
大
殿
（
頼
豊
）
様
御
気
色
不
被
為
叶
御
養
生
、
去
ル
廿
日
酉
中
刻
御

逝
去
被
遊
候
由
、
今
日
御
到
来
在
之
候
間
、
火
之
元
等
入
念
諸
事
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穏
便
ニ
仕
可
罷
在
候
、
尤
諸
殺
生
令
禁
止
津
留
可
申
付
候
、
此
段
支

配
々
江
申
渡
候
事
。（
傍
線
筆
者
、
以
下
同
じ
）

　
　

　
　
　
　
　
　
　
十
月
廿
八
日

　
一
、
町
中
昼
夜
共
自
分
番
木
戸
番
出
シ
置
、
折
々
拍
子
木
打
セ
可
申
候
、

尤
昼
之
内
ハ
木
戸
打
セ
可
申
事
、

　
一
、
町
年
寄
共
昼
夜
一
両
度
ツ
ヽ
町
内
廻
可
申
事
、

　
　
　
　
　
　
　
　（
中
略
）

　
一
、
同
心
之
者
町
廻
リ
之
義
、
昼
夜
間
も
な
く
廻
り
、
火
之
元
随
分
入

念
、
其
外
騒
敷
事
無
之
様
ニ
可
仕
候
、
町
年
寄
共
江
申
付
候
事
、

（
傍
線
筆
者
）

　
　
　
　
　
　
　
　（
中
略
）

　
右
之
者
、
指
戻
シ
可
申
候
、
尤
無
拠
者
ハ
夫
々
宿
屋
共
よ
り
役
所
江
断
ヲ

申
出
、
聞
置
之
上
指
置
可
申
候
。

　
　
　
　
　
　
　
　（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
覚

　
　
　
　
　
　
　
　（
中
略
）

　
右
之
通
、
浦
々
江
申
渡
、
所
々
仮
番
為
仕
火
之
元
等
入
念
諸
事
相
慎
候

様
可
申
渡
候
旨
、
縫
殿
江
申
達
候
処
、
申
出
候
趣
尤
之
由
御
申
被
成
候
ニ

付
、
支
配
方
江
申
渡
候
間
、
聞
置
候
様
渡
辺
右
記
申
聞
候
事
。

　
　
　
　
　
　
　
　（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
覚

　
一
、
郷
中
万
々
静
ニ
相
慎
百
姓
共
騒
敷
仕
間
敷
候
、
尤
郷
侍
ハ
高
松
江
参

候
共
逗
留
不
仕
早
速
罷
帰
り
、
所
々
火
之
元
等

　
　
　
入
念
可
申
付
候
、
支
配
之
代
官
ハ
尚
以
諸
事
気
ヲ
付
可
被
申
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　（
中
略
）

　
一
、
東
西
塩
屋
方
手
代
共
、
随
分
諸
事
静
ニ
火
之
元
等
入
念
相
慎
候
様
、

可
申
付
旨
申
渡
候
、

　
一
、
郷
中
火
之
元
入
念
、
町
々
身
分
番
増
番
之
者
申
付
候
、
尤
香
川
附
手

代
朋
昼
夜
火
之
廻
リ
為
仕
候
、
吉
川
市
左
衛
門
義
も
御
用
之
間
見
合

昼
夜
共
相
廻
リ
候
様
、
申
渡
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　（
中
略
）

　
右
之
通
、
可
申
渡
哉
之
由
、
山
崎
藤
十
郎
申
出
候
ニ
付
、
其
段
縫
殿
殿
江

申
達
、
右
之
趣
申
渡
候
様
ニ
と
、
藤
十
郎
江
申
聞
候
事
。

　　
藩
主
の
逝
去
に
際
し
て
、
領
内
で
は
服
忌
に
関
す
る
御
触
が
家
中
は
も
と

よ
り
町
方
、
浦
々
、
郷
中
に
そ
れ
ぞ
れ
の
支
配
方
か
ら
事
細
か
に
申
し
渡
さ

れ
、
特
に
火
之
元
に
つ
い
て
は
昼
夜
の
見
廻
り
を
怠
ら
な
い
よ
う
入
念
に
行

う
こ
と
を
命
じ
る
な
ど
、
領
内
の
静
謐
さ
の
保
持
に
努
め
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
火
之
元
入
念
令
は
、
鳴
物
な
ど
の
音
の
規
制
と
は
異
な
り
、
火
の
使

－17－



　
一
、
即
就
院
様
（
六
代
藩
主
松
平
頼
真
側
室
）
御
一
周
忌
ニ
付
、
明
七
日

よ
り
八
日
迄
、
於
浄
願
寺
ニ
御
法
事
被
仰
付
候
、
火
之
元
入
念
、
遊

興
之
義
可
相
慎
候
、
仕
掛
之
普
請
ハ
不
苦
候
事
。

　
　
　
文
政
十
三
年
（
一
八
三
○
）
三
月
六
日
（
１４２
）

　
火
災
と
鳴
物
停
止
令
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
近
世
最
初
の
鳴
物
停
止
令

は
、
寛
文
十
三
年
（
一
六
七
三
）
五
月
九
日
の
禁
中
炎
上
に
よ
り
出
さ
れ
た

も
の
で
、
近
世
の
「
鳴
物
停
止
令
」
が
中
世
の
「
天
下
触
穢
」
の
対
象
で
あ
っ

た
失
火
穢
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
１４３
）。
高
松

藩
で
は
、
初
代
藩
主
松
平
頼
重
の
時
代
か
ら
常
々
火
の
用
心
に
は
御
触
を
出

し
て
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
い
た
こ
と
が
次
の
二
つ
の
史
料
か
ら
も
わ
か

る
。

　
一
、
英
公
の
御
代
に
は
、
冬
向
大
風
吹
候
時
は
風
触
と
申
て
御
家
中
相
廻

り
、
火
之
元
念
入
、
居
屋
敷
屋
根
に
水
打
可
申
旨
、
被
仰
出
候
故
、

少
し
風
吹
候
へ
は
、
人
々
居
屋
敷
之
屋
根
へ
水
を
打
申
候
、
常
々
足

た
ま
り
を
屋
根
に
致
置
、
早
々
人
数
を
上
け
水
を
打
申
候
、
殊
外
や

か
ま
し
き
事
に
候
、
御
一
代
に
て
水
打
は
相
止
候
得
共
、
風
さ
え
吹

候
へ
は
火
元
念
入
候
様
に
と
御
触
に
て
、
御
家
中
に
今
に
触
廻
申

候
。
元
は

　
英
公
思
召
に
て
被
仰
付
候
事
に
候
（
１４４
）。

　
　
　
　
承
応
二
年
（
一
六
五
三
）
十
月
晦
日

　
　
　
　
　
　
御
町
江
触
候
覚

　
一
、
火
之
用
心
能
々
念
ヲ
入
可
申
付
候
、
下
々
ふ
せ
り
候
而
以
後
、
家
主

火
之
元
ヲ
見
廻
り
可
申
候
、
若
不
沙
汰
ニ
仕
火
事
出
来
仕
候
ハ
ヽ
急

度
可
申
付
候
事
。（
傍
線
筆
者
）

　
　
　
　（
中
略
）

　
右
之
條
々
、
堅
可
相
守
者
也
（
１４５
）。

　
ま
た
、
藩
主
が
上
京
の
た
め
に
江
戸
を
発
つ
際
に
も
火
之
元
の
入
念
を
命

じ
て
い
る
。

　
一
、
殿
様
就
御
上
京
ニ
、
昨
十
五
日
江
戸
御
発
駕
被
遊
候
筈
ニ
在
之
候

間
、
手
前
々
之
火
之
元
別
而
入
念
、
下
々
ニ
至
迄
尚
以
か
さ
つ
ケ
間

敷
義
無
之
候
様
ニ
、
諸
事
入
念
可
申
付
候
。（
傍
線
筆
者
）

　
　
　
　
安
永
元
年
（
一
七
七
二
）
十
一
月
十
六
日
（
１４６
）

第
三
節

　殺
生
禁
断
・
魚
鳥
売
買
停
止
令

　
高
松
藩
で
は
、
明
暦
元
年
（
一
六
五
五
）
九
月
廿
九
日
に
城
下
近
辺
や

在
々
に
お
け
る
諸
鳥
殺
生
が
御
法
度
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
１４７
）。
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用
そ
の
も
の
が
禁
じ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
入
念
に
扱
う
よ
う
に
と
い
う

指
示
の
内
容
で
あ
っ
た
（
１３８
）。

　
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
十
月
三
日
に
は
高
松
藩
歴
代
藩
主
等
の
御
精
進

日
の
取
り
決
め
が
制
定
さ
れ
、
将
軍
家
並
び
に
藩
主
及
び
そ
の
家
族
の
法
事

に
際
し
て
も
、
法
事
期
間
中
の
火
之
元
入
念
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。

　
　
　
　
天
明
元
年
（
一
七
八
七
）
八
月
十
八
日

　
一
、
御
代
々
様
御
精
進
日
ニ
遠
慮
閉
門
等
取
計
ひ
、
近
頃
差
別
無
之
様
相

成
居
申
候
ニ
付
、
享
保
九
辰
十
月
三
日
究
之
通
相
心
得
、
尚
又
左
之

通
、

　
一
、
御
代
々
御
日
柄
ニ
而
も
夜
分
ハ
不
苦
候
、
御
待
夜
ハ
用
捨
可
致
候

　
一
、
火
之
元
触
出
候
御
法
事
之
節
、
御
結
願
御
当
日
ニ
而
も
夜
分
ハ
最
早

不
苦
候
、（
傍
線
筆
者
）

　
一
、
御
当
日
御
廻
向
ハ
用
捨
ニ
不
及
候

　
　
　
但
、
本
門
寿
院
ニ
而
在
之
候
後
当
日
御
廻
向
ハ
火
之
元
触
出
申
候

間
、
用
捨
可
致
候
、

　
　
　
是
又
御
当
日
之
夜
分
ハ
不
苦
候
、
御
待
夜
ハ
用
捨
可
致
候

　
一
、
御
呵
之
義
も
右
ニ
唯
シ
可
申
候
、
評
義
之
上
認
加
へ
候

　
一
、
御
代
々
様
之
外
、
当
時
ニ
而
ハ
、　
永
昌
院
様
（
六
代
藩
主
松
平
頼

真
の
正
室
）
御
日
柄
ハ
御
代
々
様
御
同
様
ニ
相
心
得
可
申
候
、

　
　
　
　
右
之
通
、
此
度
相
極
候
（
１３９
）。

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
横
目
中

　
一
、
権
現
様
（
初
代
将
軍
徳
川
家
康
）、
弐
百
回

　
御
神
忌
被
為
当
候
ニ

付
、
来
ル
十
五
日
よ
り
十
七
日
迄
、
二
夜
三
日
之
御
法
会
被
仰
付

候
間
、
諸
事
相
慎
火
之
元
入
念
可
申
付
候
、
尤
普
請
ハ
不
苦
候
事
。

（
傍
線
筆
者
）

　
右
之
通
、
御
家
中
之
面
々
江
相
触
可
申
旨
、
今
日
山
室
太
一
兵
衛
江
、
左

馬
之
助
殿
御
申
渡
候
事
。

　
　
　
　
文
化
十
二
（
一
八
一
五
）
年
四
月
十
一
日
（
１４０
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
横
目
中

　
一
、
龍
雲
院
様
（
初
代
藩
主
松
平
頼
重
）
百
回
御
忌
ニ
付
、
来
ル
十
日
よ

り
十
二
日
於
浄
願
寺
ニ
御
法
事
被
仰
付
候
間
、
御
法
事
中
火
之
元
可

被
入
念
候
、
仕
掛
之
普
請
ハ
不
苦
候
、
遊
興
之
義
ハ
可
相
慎
候
、

　
右
之
通
、
御
家
中
之
面
々
幷
夫
々
江
相
触
可
申
旨
、
被
仰
出
候
。

　
　
　
　
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
四
月
五
日
（
１４１
）

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
横
目
中
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一
、
即
就
院
様
（
六
代
藩
主
松
平
頼
真
側
室
）
御
一
周
忌
ニ
付
、
明
七
日

よ
り
八
日
迄
、
於
浄
願
寺
ニ
御
法
事
被
仰
付
候
、
火
之
元
入
念
、
遊

興
之
義
可
相
慎
候
、
仕
掛
之
普
請
ハ
不
苦
候
事
。

　
　
　
文
政
十
三
年
（
一
八
三
○
）
三
月
六
日
（
１４２
）

　
火
災
と
鳴
物
停
止
令
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
近
世
最
初
の
鳴
物
停
止
令

は
、
寛
文
十
三
年
（
一
六
七
三
）
五
月
九
日
の
禁
中
炎
上
に
よ
り
出
さ
れ
た

も
の
で
、
近
世
の
「
鳴
物
停
止
令
」
が
中
世
の
「
天
下
触
穢
」
の
対
象
で
あ
っ

た
失
火
穢
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
１４３
）。
高
松

藩
で
は
、
初
代
藩
主
松
平
頼
重
の
時
代
か
ら
常
々
火
の
用
心
に
は
御
触
を
出

し
て
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
い
た
こ
と
が
次
の
二
つ
の
史
料
か
ら
も
わ
か

る
。

　
一
、
英
公
の
御
代
に
は
、
冬
向
大
風
吹
候
時
は
風
触
と
申
て
御
家
中
相
廻

り
、
火
之
元
念
入
、
居
屋
敷
屋
根
に
水
打
可
申
旨
、
被
仰
出
候
故
、

少
し
風
吹
候
へ
は
、
人
々
居
屋
敷
之
屋
根
へ
水
を
打
申
候
、
常
々
足

た
ま
り
を
屋
根
に
致
置
、
早
々
人
数
を
上
け
水
を
打
申
候
、
殊
外
や

か
ま
し
き
事
に
候
、
御
一
代
に
て
水
打
は
相
止
候
得
共
、
風
さ
え
吹

候
へ
は
火
元
念
入
候
様
に
と
御
触
に
て
、
御
家
中
に
今
に
触
廻
申

候
。
元
は

　
英
公
思
召
に
て
被
仰
付
候
事
に
候
（
１４４
）。

　
　
　
　
承
応
二
年
（
一
六
五
三
）
十
月
晦
日

　
　
　
　
　
　
御
町
江
触
候
覚

　
一
、
火
之
用
心
能
々
念
ヲ
入
可
申
付
候
、
下
々
ふ
せ
り
候
而
以
後
、
家
主

火
之
元
ヲ
見
廻
り
可
申
候
、
若
不
沙
汰
ニ
仕
火
事
出
来
仕
候
ハ
ヽ
急

度
可
申
付
候
事
。（
傍
線
筆
者
）

　
　
　
　（
中
略
）

　
右
之
條
々
、
堅
可
相
守
者
也
（
１４５
）。

　
ま
た
、
藩
主
が
上
京
の
た
め
に
江
戸
を
発
つ
際
に
も
火
之
元
の
入
念
を
命

じ
て
い
る
。

　
一
、
殿
様
就
御
上
京
ニ
、
昨
十
五
日
江
戸
御
発
駕
被
遊
候
筈
ニ
在
之
候

間
、
手
前
々
之
火
之
元
別
而
入
念
、
下
々
ニ
至
迄
尚
以
か
さ
つ
ケ
間

敷
義
無
之
候
様
ニ
、
諸
事
入
念
可
申
付
候
。（
傍
線
筆
者
）

　
　
　
　
安
永
元
年
（
一
七
七
二
）
十
一
月
十
六
日
（
１４６
）

第
三
節

　殺
生
禁
断
・
魚
鳥
売
買
停
止
令

　
高
松
藩
で
は
、
明
暦
元
年
（
一
六
五
五
）
九
月
廿
九
日
に
城
下
近
辺
や

在
々
に
お
け
る
諸
鳥
殺
生
が
御
法
度
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
１４７
）。
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候
事
。

　
一
、
右
之
外
、
四
月
八
日
、
七
月
十
五
日
、
十
月
十
日
猟
師
等
迄
諸
殺
生

無
用
ニ
、
六
ケ
年
以
前
巳
年
ニ
、
申
渡
在
之
候
候
処
、
此
度
御
意
ニ

白
鳥
・
金
毘
羅
な
ど
の
義
ハ
家
職
ニ
仕
候
猟
師
な
ど
ニ
殺
生
無
用
と

申
付
候
而
ハ
、
扶
持
米
ヲ
も
取
ら
セ
不
申
而
ハ
成
り
申
間
敷
、
是
ハ

人
々
心
次
第
之
義
ニ
被

　
思
召
候
、
天
下
御
精
進
日
ハ
、
御
正
忌
、

月
御
命
日
と
ハ
違
ひ
申
た
る
義
之
由
義
仰
付
候
、
此
以
後
四
月
八

日
、
七
月
十
五
日
、
十
月
十
日
家
職
仕
候
猟
師
等
、
殺
生
之
義
如
何

と
伺
出
候
ハ
ヽ
心
次
第
と
挨
拶
仕
候
様
ニ
と
、
御
船
奉
行
・
町
奉
行
・

郡
奉
行
江
被
仰
渡
在
之
候
事
。

　
　
　
元
禄
七
申
戌
年
（
一
六
九
四
）
四
月

　
寛
政
二
年
（
一
七
九
○
）
十
一
月
十
七
日
付
け
の
書
付
に
も
、
歴
代
将
軍

の
御
正
忌
・
御
命
日
や
領
内
有
力
寺
社
の
祭
礼
日
に
お
け
る
諸
殺
生
を
禁
じ

て
お
り
（
１５１
）、
幕
藩
体
制
下
の
官
僚
機
構
と
情
報
連
絡
能
の
発
達
に
よ
っ
て
、

高
松
藩
に
お
い
て
も
将
軍
を
頂
点
と
し
た
幕
府
の
服
忌
令
体
制
と
連
動
し
た

藩
の
服
忌
令
体
制
が
整
っ
て
い
る
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。

　
一
、
公
儀
御
代
々
様
御
日
柄
等
ニ
諸
殺
生
禁
制
之
義
、
元
禄
年
中
以
来

度
々
相
触
候
処
、
年
久
敷
義
ニ
付
自
然
心
得
違
之
者
も
可
在
之
候
間

相
改
、
尚
又
別
紙
之
通
相
心
得
可
被
申
候
事
。（
傍
線
筆
者
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
別
紙

　
　
　
　
毎
月
十
七
日

　
　
権
現
様

　
但
四
月
ハ
十
六
日
よ
り
十
七
日

　
　
　
　
毎
月
八
日

　
　
　
　
正
月
十
日

　
　
　
常
憲
院
様

　
　
　
　
正
月
廿
四
日

　
　
台
徳
院
様

　
　
　
　
二
月
廿
四
日

　
　
孝
恭
院
様

　
　
　
　
四
月
八
日

　
　
　
白
鳥

　
　
　
　
四
月
廿
日

　
　
　
大
猷
院
様

　
　
　
　
四
月
晦
日

　
　
　
有
章
院
様

　
　
　
　
五
月
八
日

　
　
　
厳
有
院
様

　
　
　
　
六
月
十
二
日

　
　
惇
信
院
様

　
　
　
　
六
月
廿
日

　
　
　
有
徳
院
様

　
　
　
　
七
月
十
五
日

　
　
盆

　
　
　
　
八
月
十
五
日

　
　
祭
礼

　
　
　
　
十
月
十
日

　
　
　
金
毘
羅

　
　
　
　
十
月
十
四
日

　
　
文
照
院
様

　
右
之
日
、
諸
殺
生
堅
禁
制
之
事
。

　
　
但
、
八
月
十
五
日
之
外
ハ
、
右
之
日
た
り
共
家
職
ニ
仕
候
猟
師
ハ
不
苦

事
。
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一
、
御
城
下
近
辺
幷
在
々
ニ
至
迄
、
諸
鳥
殺
生
仕
候
事
跡
々
よ
り
堅
御
法

度
ニ
候
得
共
、
弥
来
朔
日
よ
り
在
々
江
も
申
付
改
申
候
、
若
背
候
輩

於
在
之
ハ
過
料
取
申
候
間
、
左
様
御
心
得
可
被
成
候
、（
傍
線
筆
者
）

　
右
之
趣
、
御
組
中
江
も
急
度
可
被
仰
渡
候
、
以
上
。

　
続
い
て
、
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
九
月
十
三
日
に
は
次
の
よ
う
な
御
触

が
町
方
・
郷
中
に
出
さ
れ
、
将
軍
家
及
び
高
松
藩
関
係
の
御
精
進
日
・
御
正

忌
・
御
命
日
な
ど
特
定
の
日
に
つ
い
て
、
諸
殺
生
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
（
１４８
）。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
覚

　
一
、
四
月
八
日

　
　
一
、
四
月
十
七
日

　
　
一
、
七
月
十
五
日

　
　

　
一
、
八
月
十
五
日

　
　
一
、
十
月
十
日

　
一
、
諸
殺
生
、
堅
仕
間
敷
候
事
、（
傍
線
筆
者
）

　
一
、
従
前
々
相
定
之
通
、
仏
事
法
事
共
禁
酒
之
事
、

　
右
、
急
度
可
相
守
、
若
相
背
者
在
之
候
得
ハ
、
町
方
ハ
年
寄
五
人
組
、
郷

中
ハ
政
所
組
頭
等
迄
、
可
為
越
度
者
也
、

　
し
か
し
、
あ
ま
り
徹
底
し
な
か
っ
た
よ
う
で
、
元
禄
二
年
十
一
月
三
日
に

は
次
の
よ
う
な
御
触
を
出
し
て
、
江
戸
の
御
政
道
で
あ
る
五
代
将
軍
徳
川
綱

吉
の
生
類
憐
み
の
令
の
趣
旨
に
沿
っ
て
、
殺
生
を
遠
慮
す
る
よ
う
命
じ
て
い

る
（
１４９
）。

　
一
、
御
家
中
若
キ
衆
中
、
吹
筒
指
竿
ヲ
持
参
致
、
郷
中
江
罷
出
、
殺
生
被

致
候
衆
中
数
多
在
之
様
ニ
相
聞
江
、
今
程
ハ
江
戸
ニ
而
も
殺
生
之
御

政
道
も
御
座
有
ル
義
ニ
候
間
、
被
致
遠
慮
可
然
之
由
、
御
触
在
之
候

事
。（
傍
線
筆
者
）

　
さ
ら
に
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
四
月
に
は
次
の
よ
う
な
書
付
を
出
し
て
、

将
軍
家
及
び
高
松
藩
関
係
の
御
精
進
日
・
御
正
忌
・
同
御
命
日
の
周
知
徹
底

と
諸
殺
生
の
停
止
を
領
内
の
家
中
・
町
方
・
郷
中
に
命
じ
て
い
る
（
１５０
）。

　
一
、
昨
晩
下
屋
敷
江
、
三
宅
六
郎
兵
衛
、
渡
辺
大
膳
、
同
半
右
衛
門
、
石

丸
善
大
夫
被
召

　
大
殿
様
被
仰
出
候
ハ
、
天
下
之
御
精
進
日
・
御
正

忌
・
同
御
命
日
ニ
御
家
中
下
々
ニ
至
迄
、
町
人
百
姓
家
職
ニ
仕
候
猟

師
等
迄
、
諸
殺
生
弥
堅
停
止
可
申
付
由
、
則
御
書
付
出
申
候
事
。

　
　
　
　
　
　
　
　
覚

　
一
、
正
月
廿
日

　
　
一
、
四
月
十
七
日

　
　
一
、
五
月
八
日

　
　

　
一
、
八
月
十
五
日

　
右
、
諸
殺
生
禁
之
、

　
右
之
通
、
堅
相
守
候
様
ニ
御
家
中
郷
町
江
も
相
触
可
申
旨
、
被
仰
渡
在
之
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候
事
。

　
一
、
右
之
外
、
四
月
八
日
、
七
月
十
五
日
、
十
月
十
日
猟
師
等
迄
諸
殺
生

無
用
ニ
、
六
ケ
年
以
前
巳
年
ニ
、
申
渡
在
之
候
候
処
、
此
度
御
意
ニ

白
鳥
・
金
毘
羅
な
ど
の
義
ハ
家
職
ニ
仕
候
猟
師
な
ど
ニ
殺
生
無
用
と

申
付
候
而
ハ
、
扶
持
米
ヲ
も
取
ら
セ
不
申
而
ハ
成
り
申
間
敷
、
是
ハ

人
々
心
次
第
之
義
ニ
被

　
思
召
候
、
天
下
御
精
進
日
ハ
、
御
正
忌
、

月
御
命
日
と
ハ
違
ひ
申
た
る
義
之
由
義
仰
付
候
、
此
以
後
四
月
八

日
、
七
月
十
五
日
、
十
月
十
日
家
職
仕
候
猟
師
等
、
殺
生
之
義
如
何

と
伺
出
候
ハ
ヽ
心
次
第
と
挨
拶
仕
候
様
ニ
と
、
御
船
奉
行
・
町
奉
行
・

郡
奉
行
江
被
仰
渡
在
之
候
事
。

　
　
　
元
禄
七
申
戌
年
（
一
六
九
四
）
四
月

　
寛
政
二
年
（
一
七
九
○
）
十
一
月
十
七
日
付
け
の
書
付
に
も
、
歴
代
将
軍

の
御
正
忌
・
御
命
日
や
領
内
有
力
寺
社
の
祭
礼
日
に
お
け
る
諸
殺
生
を
禁
じ

て
お
り
（
１５１
）、
幕
藩
体
制
下
の
官
僚
機
構
と
情
報
連
絡
能
の
発
達
に
よ
っ
て
、

高
松
藩
に
お
い
て
も
将
軍
を
頂
点
と
し
た
幕
府
の
服
忌
令
体
制
と
連
動
し
た

藩
の
服
忌
令
体
制
が
整
っ
て
い
る
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。

　
一
、
公
儀
御
代
々
様
御
日
柄
等
ニ
諸
殺
生
禁
制
之
義
、
元
禄
年
中
以
来

度
々
相
触
候
処
、
年
久
敷
義
ニ
付
自
然
心
得
違
之
者
も
可
在
之
候
間

相
改
、
尚
又
別
紙
之
通
相
心
得
可
被
申
候
事
。（
傍
線
筆
者
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
別
紙

　
　
　
　
毎
月
十
七
日

　
　
権
現
様

　
但
四
月
ハ
十
六
日
よ
り
十
七
日

　
　
　
　
毎
月
八
日

　
　
　
　
正
月
十
日

　
　
　
常
憲
院
様

　
　
　
　
正
月
廿
四
日

　
　
台
徳
院
様

　
　
　
　
二
月
廿
四
日

　
　
孝
恭
院
様

　
　
　
　
四
月
八
日

　
　
　
白
鳥

　
　
　
　
四
月
廿
日

　
　
　
大
猷
院
様

　
　
　
　
四
月
晦
日

　
　
　
有
章
院
様

　
　
　
　
五
月
八
日

　
　
　
厳
有
院
様

　
　
　
　
六
月
十
二
日

　
　
惇
信
院
様

　
　
　
　
六
月
廿
日

　
　
　
有
徳
院
様

　
　
　
　
七
月
十
五
日

　
　
盆

　
　
　
　
八
月
十
五
日

　
　
祭
礼

　
　
　
　
十
月
十
日

　
　
　
金
毘
羅

　
　
　
　
十
月
十
四
日

　
　
文
照
院
様

　
右
之
日
、
諸
殺
生
堅
禁
制
之
事
。

　
　
但
、
八
月
十
五
日
之
外
ハ
、
右
之
日
た
り
共
家
職
ニ
仕
候
猟
師
ハ
不
苦

事
。
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一
、
諸
殺
生
堅
停
止
之
事
、

　
　
　
　
　
　
　
　（
下
略
）

　
　

　
ま
た
、
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
八
月
に
は
、
十
二
代
将
軍
徳
川
家
慶
の

死
に
伴
う
殺
生
禁
断
・
魚
鳥
売
買
停
止
の
御
赦
免
令
が
次
の
よ
う
に
出
さ
れ

て
お
り
、
両
停
止
令
は
将
軍
及
び
藩
主
の
死
に
際
し
て
セ
ッ
ト
で
出
さ
れ
て

い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
１５４
）。

　　
一
、
郷
中
猟
師
共
諸
殺
生
幷
魚
鳥
売
買
昨
七
日
よ
り
不
苦
候
。

　
　
　
　
八
月
「
嘉
永
六
丑
年
」（
後
筆
）

　
文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）
四
月
十
五
日
の
藩
主
正
室
の
逝
去
に
際
し
て
、

規
定
の
服
忌
期
間
が
終
わ
り
、
他
の
停
止
項
目
が
規
制
解
除
に
な
っ
て
い
る

の
に
も
関
わ
ら
ず
、
殺
生
だ
け
は
百
ケ
日
ま
で
遠
慮
す
べ
き
対
象
と
な
っ
て

い
る
な
ど
、
殺
生
禁
断
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
が
わ
か
る
（
１５５
）。

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
横
目
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
家
中
之
面
々
列
壱
人

　
　

　
一
、
去
ル
六
日
よ
り
諸
事
平
生
之
通
ニ
相
成
候
得
共
、
賢
正
院
様
（
九
代

藩
主
松
平
頼
熙
正
室
）
御
百
ケ
日
迄
之
内
ハ
、
殺
生
之
義
ハ
年
寄
中

被
致
遠
慮
候
ニ
候
、
此
段
為
心
得
相
達
候
事
。

　
　
　
　
文
政
十
二
年
六
月
廿
日

第
四
節

　禁
字
令
・
同
名
禁
止
令

　
禁
字
と
は
、
天
皇
・
将
軍
・
藩
主
や
そ
の
家
族
の
名
前
の
一
部
あ
る
い
は

全
部
に
つ
い
て
、
特
定
の
文
字
あ
る
い
は
そ
の
文
字
の
読
み
を
指
定
し
て
禁

止
し
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
禁
止
対
象
と
な
っ
た
文
字
を
い
う
（
１５６
）。

　
高
松
藩
で
最
初
の
禁
字
令
は
、
三
代
藩
主
松
平
頼
豊
時
代
に
出
さ
れ
た
享

保
二
年
（
一
七
一
七
）
正
月
十
一
日
付
け
の
次
の
御
触
で
あ
る
（
１５７
）。

　
一
、
源
と
申
文
字
、
向
後
人
之
名
ニ
付
申
間
敷
候
旨
、
被
仰
出
候
間
、
堅

相
守
可
申
候
。（
傍
線
筆
者
）

　
続
い
て
四
代
藩
主
松
平
頼
桓
時
代
に
も
、
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）
六
月

十
一
日
付
け
で
次
の
よ
う
な
御
触
が
出
さ
れ
て
い
る
（
１５８
）。

　
一
、
志
摩
様
（
初
代
高
松
藩
主
松
平
頼
重
の
孫
で
松
平
大
膳
家
初
代
松
平

頼
熙
）
御
名
、
今
日
、
壱
風
様
と
御
改
被
遊
候
間
、
御
家
中
之
面
々

寄
々
可
申
聞
候
、
隠
居
之
名
壱
之
字
一
之
字
共
附
申
間
敷
候
、
隠
居
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右
之
通
、
御
家
中
幷
町
郷
中
江
も
相
触
可
申
旨
、
年
寄
中
よ
り
申
渡
、
今

日
横
目
中
よ
り
御
家
中
列
々
江
、
申
渡
候
事
。

　
　
　
　
十
一
月
日

　
こ
の
ほ
か
、
藩
の
重
要
な
儀
式
や
神
事
の
と
き
に
も
、
す
べ
て
殺
生
無
用

と
な
っ
て
い
る
（
１５２
）。

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
町
年
寄
共

　
来
ル
十
九
日
・
廿
二
日
・
廿
四
日
御
修
法
向
御
規
式
等
被
為
有
候
、
重
キ

御
義
ニ
付
右
夫
々
前
夜
よ
り
終
日
町
郷
中
浦
方
猟
師
共
始
、
都
而
諸
殺
生

堅
無
用
ニ
候
。（
傍
線
筆
者
）

　
右
之
趣
其
町
切
表
家
借
家
之
者
共
江
不
洩
様
入
念
可
申
附
候
、
以
上

　
　
　（
文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
））
八
月

　
　
　
　
　
町
年
寄
供

　
一
、
来
ル
廿
三
日
御
規
式
被
為

　
有
、
重
キ
御
義
ニ
附
前
夜
よ
り
終
日
町

郷
中
浦
々
猟
師
共
始
、
都
而
諸
殺
生
堅
無
用
ニ
候
。

　
右
之
趣
其
町
切
表
家
借
家
之
者
ニ
至
迄
不
洩
様
入
念
可
申
渡
候
。

　
　
　（
文
化
十
一
年
）
十
一
月

　
来
月
朔
日

　
御
宮
御
本
社

　
御
神
庫
御
安
鎮
御
修
法
向
被
為
在
□
重
キ
御

義
ニ
付
、
前
夜
よ
り
終
日
町
郷
中
浦
方
猟
師
共
始
都
而
諸
殺
生
堅
ク
無
用

　
右
之
趣
其
町
切
裏
家
借
家
者
ニ
至
迄
不
洩
様
入
念
可
申
渡
候
。

　
本
文
之
趣
裏
家
借
家
者
共
ニ
至
迄
、
不
洩
様
申
渡
済
候
ハ
ヽ
、
明
後
廿
九

日
朝
五
つ
時
迄
ニ
、
其
段
書
付
ヲ
以
役
所
江
可
申
出
候
。

　
　（
文
化
十
二
年
（
一
八
一
五
））
亥
三
月
廿
八
日

　
魚
鳥
売
買
停
止
令
に
つ
い
て
は
、
享
保
二
十
年
（
一
七
三
五
）
十
月
廿
日

の
三
代
藩
主
松
平
頼
豊
逝
去
に
際
し
て
、
同
月
廿
八
日
付
け
で
領
内
に
出
さ

れ
た
御
触
の
中
に
諸
殺
生
停
止
と
と
も
に
出
て
く
る
（
１５３
）。

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
十
月
廿
七
日

　
一
、
大
殿
（
頼
豊
）
様
御
気
色
不
被
為
叶
御
養
生
、
去
ル
廿
日
酉
中
刻
御

逝
去
被
遊
候
由
、
今
日
御
到
来
在
之
候
間
、
火
之
元
等
入
念
諸
事

穏
便
ニ
仕
可
罷
在
候
、
尤
諸
殺
生
令
禁
止
津
留
可
申
付
候
、
此
段
支

配
々
江
申
渡
候
事
。（
傍
線
筆
者
）

　
　

　
　
　
　
　
　
　
十
月
廿
八
日

　
一
、
魚
棚
ハ
見
世
ヲ
も
打
セ
、
魚
商
売
堅
停
止
之
事
、

　
一
、
町
中
見
世
ハ
打
セ
申
間
敷
候
、
商
売
ハ
密
々
可
仕
候
事
、
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一
、
諸
殺
生
堅
停
止
之
事
、

　
　
　
　
　
　
　
　（
下
略
）

　
　

　
ま
た
、
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
八
月
に
は
、
十
二
代
将
軍
徳
川
家
慶
の

死
に
伴
う
殺
生
禁
断
・
魚
鳥
売
買
停
止
の
御
赦
免
令
が
次
の
よ
う
に
出
さ
れ

て
お
り
、
両
停
止
令
は
将
軍
及
び
藩
主
の
死
に
際
し
て
セ
ッ
ト
で
出
さ
れ
て

い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
１５４
）。

　　
一
、
郷
中
猟
師
共
諸
殺
生
幷
魚
鳥
売
買
昨
七
日
よ
り
不
苦
候
。

　
　
　
　
八
月
「
嘉
永
六
丑
年
」（
後
筆
）

　
文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）
四
月
十
五
日
の
藩
主
正
室
の
逝
去
に
際
し
て
、

規
定
の
服
忌
期
間
が
終
わ
り
、
他
の
停
止
項
目
が
規
制
解
除
に
な
っ
て
い
る

の
に
も
関
わ
ら
ず
、
殺
生
だ
け
は
百
ケ
日
ま
で
遠
慮
す
べ
き
対
象
と
な
っ
て

い
る
な
ど
、
殺
生
禁
断
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
が
わ
か
る
（
１５５
）。

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
横
目
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
家
中
之
面
々
列
壱
人

　
　

　
一
、
去
ル
六
日
よ
り
諸
事
平
生
之
通
ニ
相
成
候
得
共
、
賢
正
院
様
（
九
代

藩
主
松
平
頼
熙
正
室
）
御
百
ケ
日
迄
之
内
ハ
、
殺
生
之
義
ハ
年
寄
中

被
致
遠
慮
候
ニ
候
、
此
段
為
心
得
相
達
候
事
。

　
　
　
　
文
政
十
二
年
六
月
廿
日

第
四
節

　禁
字
令
・
同
名
禁
止
令

　
禁
字
と
は
、
天
皇
・
将
軍
・
藩
主
や
そ
の
家
族
の
名
前
の
一
部
あ
る
い
は

全
部
に
つ
い
て
、
特
定
の
文
字
あ
る
い
は
そ
の
文
字
の
読
み
を
指
定
し
て
禁

止
し
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
禁
止
対
象
と
な
っ
た
文
字
を
い
う
（
１５６
）。

　
高
松
藩
で
最
初
の
禁
字
令
は
、
三
代
藩
主
松
平
頼
豊
時
代
に
出
さ
れ
た
享

保
二
年
（
一
七
一
七
）
正
月
十
一
日
付
け
の
次
の
御
触
で
あ
る
（
１５７
）。

　
一
、
源
と
申
文
字
、
向
後
人
之
名
ニ
付
申
間
敷
候
旨
、
被
仰
出
候
間
、
堅

相
守
可
申
候
。（
傍
線
筆
者
）

　
続
い
て
四
代
藩
主
松
平
頼
桓
時
代
に
も
、
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）
六
月

十
一
日
付
け
で
次
の
よ
う
な
御
触
が
出
さ
れ
て
い
る
（
１５８
）。

　
一
、
志
摩
様
（
初
代
高
松
藩
主
松
平
頼
重
の
孫
で
松
平
大
膳
家
初
代
松
平

頼
熙
）
御
名
、
今
日
、
壱
風
様
と
御
改
被
遊
候
間
、
御
家
中
之
面
々

寄
々
可
申
聞
候
、
隠
居
之
名
壱
之
字
一
之
字
共
附
申
間
敷
候
、
隠
居
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右
之
文
字
、
名
並
ヒ
ニ
名
乗
、
法
名
ニ
付
ケ
候
義
儀
、
無
用
ニ
仕
ル
可
ク

候
。
尤
、
字
更
候
ハ
ヽ
、
唱
同
様
ニ
テ
茂
不
苦
候
、
右
之
通
寺
社
御
役
所

よ
り
被
仰
渡
候
間
、
申
シ
進
メ
候
、
以
上
。（
傍
線
筆
者
）

　
　
天
明
六
丑
年
（
一
七
八
六
）
十
二
月
五
日

　
　
　
小
西
千
本
（
御
触
掛
）

�

中
川
喜
内
（

　
〃

　
）

　
高
松
藩
で
出
さ
れ
た
禁
字
令
及
び
同
名
禁
止
令
を
一
覧
表
に
す
る
と
、
表

３
の
よ
う
に
な
る
。

表３　讃岐高松藩における禁字令・同名禁止令内容一覧
該当者氏名 発令年月日 禁字と読み 発　令　要　旨
徳川家重

（９代将軍）
元文２. 11. 27 竹、武、たけ 此度於西御丸、若君（家重嫡子竹千代）様御誕生、御家中

之面々末々ニ至迄、竹之字ハ勿論武之字ニ而もたけト唱候
ハヽ、名ニ付ケ候義可致用捨候（「源懐様御代御令条之内
書抜」）。

徳川家慶
（12代将軍）

文化10. 閏11. ６ 竹、たけ 若君様（家慶嫡子）御誕生被遊　竹千代様与奉称候、依之
竹之字者勿論文字違候共、たけと唱候名頭ニ付候義無用可
致候（別所家文書『文化十酉御用留』）。

松平頼豊
（３代藩主）

享保２. 正. 11 源 源と申文字、向後人之名ニ付け申間敷候（「源恵様御代御
令条之内書抜」）。

松平頼桓
（４代藩主）

元文２. ６. 11 壱、一 志摩様御名、今日、壱風様と御改被遊候間、御家中之面々
寄々可申聞候、隠居之名壱之字一之字共附申間敷候、隠居
名之外俗名幷隠居之名ニ風之字ハ御構不被成候、此段共御
家中之面々江可被申聞候、但、俗之名ニも一チハ不苦、一
ツと詰候分ハ付申間敷候（「源懐様御代御令條之内書抜」）。
懐公御実父壱風様（『増補穆公遺事』）。

松平頼恭
（５代藩主）

宝暦８. 正. 12 兵、ひょう 若殿様御名、御名兵部太輔様御改被　遊候ニ付、兵之字停
止ニ候間、名頭ニ付キ申間敷候、たとへ文字違ニ而茂、兵
与唱申義不相成候（別所家文書『宝暦八寅御用留』）。

〃 宝暦８. ８. － 英、 節、 恵、
懐

御代々様御謚之文字、唱違候共、御家中之面々名頭付候
義、用捨可仕候、文字違候共、同様之唱用捨可仕候。英・
節・恵・懐（別所家文書『宝暦八寅御用留』）。

〃 宝暦10. 閏３. 26 糺、ただ 此度於江府御誕生之　御姫様　糺姫様与奉称候間、糺之字
ハ勿論、文字更候共ただ与唱候者、名頭ニ付候義無用可仕
候（別所家文書『宝暦十辰御用留』）。
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名
之
外
俗
名
幷
隠
居
之
名
ニ
風
之
字
ハ
御
構
不
被
成
候
、
此
段
共
御

家
中
之
面
々
江
可
被
申
聞
候
、（
傍
線
筆
者
）

　
　
　
但
、
俗
之
名
ニ
も
一
チ
ハ
不
苦
、
一
ツ
と
詰
候
分
ハ
付
申
間
敷
候

由
、
追
而
相
触
候
事
。

　
　
　

　
ま
た
、
五
代
藩
主
松
平
頼
恭
時
代
に
は
、
若
殿
の
名
乗
に
伴
う
禁
字
令
、

歴
代
藩
主
の
謚
号
の
文
字
に
関
す
る
禁
字
令
、
藩
主
の
姫
君
の
名
に
関
す
る

禁
字
令
の
三
つ
の
御
触
が
出
さ
れ
て
い
る
。

　
若
殿
様
御
名
、
先
達
而
申
渡
候
通
、
兵
部
太
輔
様
御
改
被

　
遊
候
ニ
付
、

兵
之
字
停
止
ニ
候
間
、
名
頭
ニ
付
キ
申
間
敷
候
、
た
と
へ
文
字
違
ニ
而

茂
、
兵
与
唱
申
義
被
相
成
候
間
、
此
段
同
役
中
幷
支
配
之
者
江
も
、
寄
々

申
通
候
様
ニ
可
致
候
。（
傍
線
筆
者
）

　
　
　
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）
正
月
十
二
日

　
右
之
通
、
横
目
役
石
野
藤
四
郎
方
被
申
聞
候
ニ
付
、
郷
中
へ
可
申
渡
旨
、

夫
々
江
申
渡
候
（
１５９
）。

　
御
代
々
様
御
謚
之
文
字
、
唱
違
候
共
、
御
家
中
之
面
々
名
頭
付
候
義
、
用

捨
可
仕
候
、
文
字
違
候
共
、
同
様
之
唱
用
捨
可
仕
候
。

　
英
（
傍
線
筆
者
）

　
節

　
恵

　
懐

　
右
之
通
、
横
目
中
よ
り
触
在
之
候
事
（
１６０
）。

　
　
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）
八
月

　
此
度
於
江
府
御
誕
生
之

　
御
姫
様

　
糺
姫
様
与
奉
称
候
間
、　
糺
之
字
ハ
勿
論
、
文
字
更
候
共
た
だ
与
唱
候
者
、

名
頭
ニ
付
候
義
無
用
可
仕
候
、（
傍
線
筆
者
）

　
右
之
通
、
年
寄
中
被
仰
候
間
、
被
得
其
意
、
組
中
与
力
中
幷
手
代
足
軽
其

以
下
へ
者
、
夫
々
よ
り
可
被
申
通
候
、
以
上
、

　
　（
宝
暦
十
年
（
一
七
六
○
））
閏
三
月
廿
六
日

　
　
　
　
　
横
目
中

　
右
之
通
、
御
触
在
之
候
事
（
１６１
）。

　
　
　

　
さ
ら
に
七
代
藩
主
松
平
頼
起
時
代
に
は
、
歴
代
藩
主
の
名
乗
や
法
名
に
使

用
し
た
文
字
に
関
す
る
禁
字
令
が
寺
社
奉
行
所
か
ら
領
内
の
各
寺
社
に
出
さ

れ
て
い
る
（
１６２
）。

　
　
　

　
重
、
常
、
豊
、
桓
、
恭
、
真
、
起
、
儀
、
英
、
節
、
恵
、
懐
、
穆
、
定
、
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右
之
文
字
、
名
並
ヒ
ニ
名
乗
、
法
名
ニ
付
ケ
候
義
儀
、
無
用
ニ
仕
ル
可
ク

候
。
尤
、
字
更
候
ハ
ヽ
、
唱
同
様
ニ
テ
茂
不
苦
候
、
右
之
通
寺
社
御
役
所

よ
り
被
仰
渡
候
間
、
申
シ
進
メ
候
、
以
上
。（
傍
線
筆
者
）

　
　
天
明
六
丑
年
（
一
七
八
六
）
十
二
月
五
日

　
　
　
小
西
千
本
（
御
触
掛
）

�

中
川
喜
内
（

　
〃

　
）

　
高
松
藩
で
出
さ
れ
た
禁
字
令
及
び
同
名
禁
止
令
を
一
覧
表
に
す
る
と
、
表

３
の
よ
う
に
な
る
。

表３　讃岐高松藩における禁字令・同名禁止令内容一覧
該当者氏名 発令年月日 禁字と読み 発　令　要　旨
徳川家重

（９代将軍）
元文２. 11. 27 竹、武、たけ 此度於西御丸、若君（家重嫡子竹千代）様御誕生、御家中

之面々末々ニ至迄、竹之字ハ勿論武之字ニ而もたけト唱候
ハヽ、名ニ付ケ候義可致用捨候（「源懐様御代御令条之内
書抜」）。

徳川家慶
（12代将軍）

文化10. 閏11. ６ 竹、たけ 若君様（家慶嫡子）御誕生被遊　竹千代様与奉称候、依之
竹之字者勿論文字違候共、たけと唱候名頭ニ付候義無用可
致候（別所家文書『文化十酉御用留』）。

松平頼豊
（３代藩主）

享保２. 正. 11 源 源と申文字、向後人之名ニ付け申間敷候（「源恵様御代御
令条之内書抜」）。

松平頼桓
（４代藩主）

元文２. ６. 11 壱、一 志摩様御名、今日、壱風様と御改被遊候間、御家中之面々
寄々可申聞候、隠居之名壱之字一之字共附申間敷候、隠居
名之外俗名幷隠居之名ニ風之字ハ御構不被成候、此段共御
家中之面々江可被申聞候、但、俗之名ニも一チハ不苦、一
ツと詰候分ハ付申間敷候（「源懐様御代御令條之内書抜」）。
懐公御実父壱風様（『増補穆公遺事』）。

松平頼恭
（５代藩主）

宝暦８. 正. 12 兵、ひょう 若殿様御名、御名兵部太輔様御改被　遊候ニ付、兵之字停
止ニ候間、名頭ニ付キ申間敷候、たとへ文字違ニ而茂、兵
与唱申義不相成候（別所家文書『宝暦八寅御用留』）。

〃 宝暦８. ８. － 英、 節、 恵、
懐

御代々様御謚之文字、唱違候共、御家中之面々名頭付候
義、用捨可仕候、文字違候共、同様之唱用捨可仕候。英・
節・恵・懐（別所家文書『宝暦八寅御用留』）。

〃 宝暦10. 閏３. 26 糺、ただ 此度於江府御誕生之　御姫様　糺姫様与奉称候間、糺之字
ハ勿論、文字更候共ただ与唱候者、名頭ニ付候義無用可仕
候（別所家文書『宝暦十辰御用留』）。
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こ
の
よ
う
に
高
松
藩
で
は
、
藩
主
や
そ
の
家
族
の
み
な
ら
ず
、
将
軍
家
や

両
敬
関
係
に
あ
る
大
名
家
の
構
成
員
の
人
生
儀
礼
に
関
連
し
て
繰
り
返
し
禁

字
令
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
背
景
に
は
、
領
民
各
層

に
お
け
る
「
家
」
の
成
立
や
家
族
親
族
意
識
の
形
成
と
と
も
に
、
服
忌
令
の

制
定
に
よ
る
社
会
秩
序
の
形
成
と
い
う
社
会
的
な
基
盤
整
備
が
同
時
進
行
で

進
ん
で
い
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
高
松
藩
で
は
、
藩
政
や
藩
政
祖

識
の
整
備
な
ど
を
通
じ
て
藩
体
制
が
確
立
し
て
い
く
の
と
並
行
し
て
、
領
内

に
藩
主
家
を
中
心
と
し
た
体
系
的
な
禁
字
シ
ス
テ
ム
を
作
り
上
げ
る
こ
と

で
、
支
配
の
正
当
性
と
藩
主
権
威
を
高
め
る
の
に
効
果
が
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
禁
字
令
及
び
同
名
禁
止
令
に
よ
っ
て
、
高
松
藩
の
家

臣
や
領
民
は
人
名
の
上
で
も
将
軍
家
・
藩
主
家
を
頂
点
と
す
る
身
分
秩
序
の

中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
（
１６３
）。

第
五
節

　そ
の
他
の
穏
便
・
遠
慮
令

　
三
代
藩
主
松
平
頼
豊
の
逝
去
に
際
し
て
、
享
保
二
十
年
（
一
七
三
五
）
十

月
廿
七
日
付
け
で
次
の
よ
う
な
御
触
が
領
内
に
出
さ
れ
て
い
る
（
１１４
）。

　
　

　
　
　
　
　
　
　
十
月
廿
七
日

　
一
、
大
殿
（
頼
豊
）
様
御
気
色
不
被
為
叶
御
養
生
、
去
ル
廿
日
酉
中
刻
御

逝
去
被
遊
候
由
、
今
日
御
到
来
在
之
候
間
、
火
之
元
等
入
念
諸
事

穏
便
ニ
仕
可
罷
在
候
、
尤
諸
殺
生
令
禁
止
津
留
可
申
付
候
、
此
段
支

配
々
江
申
渡
候
事
。（
傍
線
筆
者
）

　
ま
た
、
五
代
藩
主
松
平
頼
恭
の
逝
去
に
際
し
て
も
、
明
和
八
年

（
一
七
七
一
）
七
月
廿
八
日
、
廿
九
日
付
け
で
次
の
よ
う
な
御
触
が
出
さ
れ

て
い
る
（
１１５
）。

　
殿
様
御
違
例
不
被
為

　
御
養
生
、
去
ル
十
八
日
亥
中
刻
御
逝
去
被
遊
候
、

今
日
御
至
来
在
之
候
、
手
前
々
々
火
の
元
入
念
諸
事
相
慎
穏
便
仕
可
罷
有

候
。（
傍
線
筆
者
）

　
　
　
　
　
　
　
　（
中
略
）

　
右
之
通
例
壱
人
呼
ニ
而
御
横
目
中
被
仰
渡
有
之
候
。

　
　
　
　
　
　
七
月
廿
八
日

　
殿
様
御
逝
去
ニ
而
諸
殺
生
令
禁
止
津
留
可
被
申
附

　
一
、
山
分
猟
師
諸
殺
生
停
止
之
事
、

　
一
、
家
普
請
・
鳴
物
・
高
声
停
止
可
仕
候
、

　
一
、
鋳
師
・
綿
打
幷
惣
而
居
細
工
停
止
可
仕
候
、

　
一
、
井
河
普
請
停
止
之
事
、
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松平頼起
（７代藩主）

天明６. 12. ５ 重、 常、 豊、
桓、 恭、 真、
起、 儀、 英、
節、 恵、 懐、
穆、定

重、常、豊、桓、恭、真、起、儀、英、節、恵、懐、穆、
定、右之文字、名並ヒニ名乗、法名ニ付ケ候儀、無用ニ可
仕候。尤、字更候ハヽ、唱同様ニテモ不苦候。右之通、寺
社御役行より仰渡候間、申進候、以上（岩部八幡神社・池
田家所蔵文書『御上ヨリ諸事廻文扣帳』）

〃 寛政元. ７. ３ 藤、ふじ 加賀守様御養女　藤姫様、　若殿様江御縁組ニ付、藤之字、
ふじと唱候義ハ無用仕候事（「源欽様御代御令條之内書抜」）。

松平頼儀
（８代藩主）

文化３. ６. ８ 弁之助 陸姫様御事、井伊掃部頭殿御嫡弁之助殿江御縁組御内約相
済候に付、向後弁之助と申名付候義無用可仕候、尤弁之字
付申候義は御構無之候（『高松藩東浜記録』）。

〃 文化４. 12. 25 熊、敬 水戸様御妾腹熊次郎様、敬三郎様此度御弘に付、熊之字敬
之字名頭に付候義無用可仕候（『高松藩東浜記録』）。

〃 文化５. ４. － 虎、とら 松平虎千代様御儀御弘無之候処、向後都而菊千代様並し通
と被仰出候。依之虎の字は勿論文字違候共、とらと呼名に
付候義可致無用候（『高松藩東浜記録』）。

〃 文化10. ５. 26 昶、 チャウ、
ノブ、トオル、
サトル、アキ
ラカ

水戸様御二男、　熊次郎様御名、　昶之助様と御改被成候
間、昶之字無用ニ可仕候（「源襄様御代御令條之内書抜」）。

〃 文化10. 11. ７ 竹、たけ 西御丸ニ於テ、　若君様（家慶嫡子）御誕生、竹千代様と
奉称候、竹之字ハ勿論、惣而たけと唱候文字、名ニ付ケ候
義致無用ニ候（「源襄様御代御令條之内書抜」）。

〃 文化10. 閏11. ６ 竹、たけ 若君様（家慶嫡子）御誕生被遊　竹千代様与奉称候、依之
竹之字者勿論文字違候共、たけと唱候名頭ニ付候義無用可
致候（別所家文書『文化十酉御用留』）。

〃 文化12. ４. ８ 昶、ノブ 昶之字名頭ニ付ケ申間敷段、先達而申渡候得共、尚又文字
違候ともノブと唱候文字名頭ニ付ケ候義、無用ニ可仕候事
（「源襄様御代御令條之内書抜」）。

〃 文化12. ７. ３ 恕 恕　右之文字、名幷法名ニ付ケ候義無用ニ可仕候、尤文字
替リ候ハヽ唱同様ニ候とも不苦候（「源襄様御代御令條之
内書抜」）。

〃 文政２. 正. ３ 貞、さだ 貞五郎様、此度　若殿様御養子ニ成候間、御名頭之文字ハ
勿論、文字替候共、唱同様ニ候ハヽ、名頭ニ付候義無用ニ
可仕候事（「源襄様御代御令條之内書抜」）。

〃 文政４. ６. 20 玄、ゲン 大殿様、此度玄蕃頭様ト御名御改候ニ付、玄之文字ハ勿
論、惣而ゲント唱候文字名頭ニ付候義、無用ニ可致候事
（「源襄様御代御令條之内書抜」）。

松平頼恕
（９代藩主）

文政７. 12. 28 宮、 グ ナ イ
（くない）

若殿様御義従四位下侍従御任官、御名　宮内大輔ト御改メ
被遊候ニ付、宮ト申文字名頭ニ付、文字替候ともグナイト
唱候義無用ニ可仕候（「源愨様」）。
宮与申文字者勿論、文字替り候而もくないと唱候文字之名
ニ付候義無用可仕候（『高松藩達留』）

〃 文政12. 10. 16 襄 一、襄、　名幷名乗・法名等ニ付ケ候義無用ニ可仕候（「源
愨様」）。

〃 天保４. 12. 22 右、ウキヤウ 若殿様御名　右京大夫様ト御改被遊候間、右と申候文字名
頭ニ付候義、幷文字替リ候共、ウキヤウト唱候義ハ無用ニ
可仕候（「源愨様」）。

松平頼胤
（10代藩主）

文政３. ２. 25 胤 一、貞五郎様御諱　頼胤公と奉称候、此段御家中之面々江
可申聴候事、

　　胤
右之文字、名幷法名等ニ付候義無用ニ可仕候、尤文字替候
ハヽ唱同様ニ候共不苦候事（「源襄様御代御令條之内書抜」）。

松平頼聡
（11代藩主）

嘉永６. ７. － 頼聡 若君様御諱　頼聡氏公与奉唱候、
右之文字、名幷法名ニ付候義無用可仕候、尤文字更候ハヽ
唱同様ニ候共不苦候（『高松藩諸達留』）。
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こ
の
よ
う
に
高
松
藩
で
は
、
藩
主
や
そ
の
家
族
の
み
な
ら
ず
、
将
軍
家
や

両
敬
関
係
に
あ
る
大
名
家
の
構
成
員
の
人
生
儀
礼
に
関
連
し
て
繰
り
返
し
禁

字
令
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
背
景
に
は
、
領
民
各
層

に
お
け
る
「
家
」
の
成
立
や
家
族
親
族
意
識
の
形
成
と
と
も
に
、
服
忌
令
の

制
定
に
よ
る
社
会
秩
序
の
形
成
と
い
う
社
会
的
な
基
盤
整
備
が
同
時
進
行
で

進
ん
で
い
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
高
松
藩
で
は
、
藩
政
や
藩
政
祖

識
の
整
備
な
ど
を
通
じ
て
藩
体
制
が
確
立
し
て
い
く
の
と
並
行
し
て
、
領
内

に
藩
主
家
を
中
心
と
し
た
体
系
的
な
禁
字
シ
ス
テ
ム
を
作
り
上
げ
る
こ
と

で
、
支
配
の
正
当
性
と
藩
主
権
威
を
高
め
る
の
に
効
果
が
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
禁
字
令
及
び
同
名
禁
止
令
に
よ
っ
て
、
高
松
藩
の
家

臣
や
領
民
は
人
名
の
上
で
も
将
軍
家
・
藩
主
家
を
頂
点
と
す
る
身
分
秩
序
の

中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
（
１６３
）。

第
五
節

　そ
の
他
の
穏
便
・
遠
慮
令

　
三
代
藩
主
松
平
頼
豊
の
逝
去
に
際
し
て
、
享
保
二
十
年
（
一
七
三
五
）
十

月
廿
七
日
付
け
で
次
の
よ
う
な
御
触
が
領
内
に
出
さ
れ
て
い
る
（
１１４
）。

　
　

　
　
　
　
　
　
　
十
月
廿
七
日

　
一
、
大
殿
（
頼
豊
）
様
御
気
色
不
被
為
叶
御
養
生
、
去
ル
廿
日
酉
中
刻
御

逝
去
被
遊
候
由
、
今
日
御
到
来
在
之
候
間
、
火
之
元
等
入
念
諸
事

穏
便
ニ
仕
可
罷
在
候
、
尤
諸
殺
生
令
禁
止
津
留
可
申
付
候
、
此
段
支

配
々
江
申
渡
候
事
。（
傍
線
筆
者
）

　
ま
た
、
五
代
藩
主
松
平
頼
恭
の
逝
去
に
際
し
て
も
、
明
和
八
年

（
一
七
七
一
）
七
月
廿
八
日
、
廿
九
日
付
け
で
次
の
よ
う
な
御
触
が
出
さ
れ

て
い
る
（
１１５
）。

　
殿
様
御
違
例
不
被
為

　
御
養
生
、
去
ル
十
八
日
亥
中
刻
御
逝
去
被
遊
候
、

今
日
御
至
来
在
之
候
、
手
前
々
々
火
の
元
入
念
諸
事
相
慎
穏
便
仕
可
罷
有

候
。（
傍
線
筆
者
）

　
　
　
　
　
　
　
　（
中
略
）

　
右
之
通
例
壱
人
呼
ニ
而
御
横
目
中
被
仰
渡
有
之
候
。

　
　
　
　
　
　
七
月
廿
八
日

　
殿
様
御
逝
去
ニ
而
諸
殺
生
令
禁
止
津
留
可
被
申
附

　
一
、
山
分
猟
師
諸
殺
生
停
止
之
事
、

　
一
、
家
普
請
・
鳴
物
・
高
声
停
止
可
仕
候
、

　
一
、
鋳
師
・
綿
打
幷
惣
而
居
細
工
停
止
可
仕
候
、

　
一
、
井
河
普
請
停
止
之
事
、
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横
目
中

　
一
、
奥
様
（
八
代
藩
主
松
平
頼
儀
正
室
順
正
院
）
去
ル
二
日
丑
ノ
下
刻
御

逝
去
被
為
遊
候
段
、
今
日
御
到
来
在
之
候
、
依
之
、
御
家
中
之
面
々

仕
掛
普
請
等
相
止
、
手
前
々
火
之
元
入
念
諸
事
相
慎
可
申
候
、（
傍

線
筆
者
）

　
右
之
通
、
可
申
渡
旨
今
日
於
御
城
ニ
、
小
倉
弾
右
衛
門
江
、
登
城
御
申
渡

候
事
。

　
　
　
　
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
九
月
十
日
（
１６７
）

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
横
目
中

　
一
、
龍
雲
院
様
（
初
代
高
松
藩
主
松
平
頼
重
）
百
回
御
忌
ニ
付
、
来
ル
十

日
よ
り
十
二
日
於
浄
願
寺
ニ
御
法
事
被
仰
付
候
間
、
御
法
事
中
火
之

元
可
被
入
念
候
、
仕
掛
之
普
請
ハ
不
苦
候
、
遊
興
之
義
ハ
可
相
慎

候
、

　
右
之
通
、
御
家
中
之
面
々
幷
夫
々
江
相
触
可
申
旨
、
被
仰
出
候
。

　
　
　
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
四
月
五
日
（
１６８
）

　
こ
の
他
、
高
松
藩
藩
主
家
代
々
の
御
精
進
日
に
は
、
享
保
九
年

（
一
七
二
四
）
か
ら
遠
慮
閉
門
の
取
り
計
ら
い
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
、
次

の
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
八
月
十
八
日
付
け
の
書
付
か
ら
わ
か
る
（
１６９
）。

　
一
、
御
代
々
様
御
精
進
日
ニ
遠
慮
閉
門
之
取
計
ひ
、
近
頃
差
別
無
之
様
相

改
居
申
候
ニ
付
、
享
保
九
辰
十
月
三
日
究
之
通

　
　
　
相
心
得
、
尚
又
左
之
通
、（
傍
線
筆
者
）

　
一
、
御
代
々
様
御
日
柄
ニ
而
も
夜
分
ハ
不
苦
候
、
御
侍
夜
ハ
用
捨
可
致

候
、

　
一
、
火
之
元
触
出
候
御
法
度
之
節
、
御
結
願
御
当
日
ニ
而
も
夜
分
ハ
最
早

不
苦
候
、

　
一
、
御
当
日
御
廻
向
ハ
用
捨
ニ
不
苦
候
、

　
　
　
但
、
本
門
寿
院
ニ
而
在
之
候
御
当
日
御
廻
向
ハ
火
之
元
触
出
申
候

間
、
用
捨
可
致
候
、

　
　
　
是
又
御
当
日
之
夜
分
ハ
不
苦
候
、
御
侍
夜
ハ
用
捨
可
致
候
、

　
一
、
御
呵
之
義
も
右
ニ
唯
シ
可
申
候
、
評
義
之
上
認
加
へ
候
、

　
一
、
御
代
々
様
之
外
、
当
時
ニ
而
ハ
、　
永
昌
院
様
御
日
柄
ハ
御
代
々
様

御
同
様
ニ
相
心
得
可
申
候
。

　
右
之
通
、
此
度
相
極
候
。

　
ま
た
、
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
十
一
月
の
江
戸
藩
邸
の
火
災
に
際
し
て

も
、
藩
主
自
ら
が
遠
慮
し
て
行
動
を
差
し
控
え
る
と
と
も
に
、
家
中
に
対
し

て
も
諸
事
相
慎
令
が
出
し
て
、
そ
の
指
図
に
従
う
よ
う
申
し
渡
し
て
い
る
こ
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一
、
御
中
院
之
内
諸
事
相
慎
遊
興
ケ
間
敷
儀
ハ
勿
論
諸
事
穏
便
可
仕
候
、

　
一
、
火
元
入
念
可
候
、

　
右
之
通
、
御
触
在
之
端
々
迄
入
念
御
申
渡
可
被
成
候
、
尤
寺
社
江
茂
前
々

之
通
村
方
よ
り
御
申
達
可
被
成
候
。

　
　
　
　
　
　
七
月
廿
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
冨
岡
小
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
方
甚
五
右
衛
門

　
尚
々
今
日
寄
合
相
延
申
候
也
。

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
御
中
院
之
内

　
一
、
大
政
所
壱
人
宛
郡
中
毎
日
相
廻
り
可
申
候
、

　
一
、
政
所
支
配
之
村
々
毎
日
相
廻
り
可
申
候
、

　
右
之
通
、
火
元
諸
事
相
慎
蜜
罷
有
候
様
ニ
可
申
渡
候
、
尤
他
国
者
幷
胡
乱

ケ
間
敷
者
一
切
留
置
不
申
様
ニ
、
小
百
姓
共
迄
も
入
念
可
申
渡
事
、

　
一
、
郷
騎
馬
・
郷
侍
御
領
地
相
廻
り
申
節
、
政
所
居
合
申
候
ハ
ヽ
、
罷
出

村
中
相
更
義
無
之
段
可
申
達
候
、
政
所
居
合
不

　
　
　
申
候
ハ
ヽ
、
与
頭
指
出
右
之
段
可
申
達
候
、

　
右
之
通
、
申
渡
候
間
、
各
壱
人
つ
ゝ
毎
日
郡
中
可
相
廻
候
、
政
所
共
江
も

右
之
趣
御
申
渡
諸
事
入
念
申
様
御
申
渡
可
在
候
、
殿
様
御
逝
去
被
為
遊
諸

事
相
慎
可
罷
有
候
。

　
こ
の
よ
う
に
高
松
藩
で
は
、
藩
主
の
逝
去
に
際
し
て
火
之
元
入
念
令
と
と

も
に
、
諸
事
相
慎
令
が
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
特
に
中
院
期
間
中

に
は
、
遊
興
は
勿
論
諸
事
穏
便
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に

よ
る
と
、
諸
事
相
慎
令
が
上
位
の
包
括
的
な
禁
止
法
令
で
あ
っ
て
、
そ
の
中

に
遊
興
相
慎
令
と
諸
事
穏
便
令
が
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
正
保
四
年

（
一
六
四
七
）二
月
に「
辻
ニ
而
鞠
け
さ
せ
申
間
敷
事
」（『
御
触
書
寛
保
集
成
』）

が
み
え
、
遊
戯
活
動
が
幕
府
の
日
付
け
「
御
町
江
申
触
候
覚
」
の
中
に
「
一
、

賭
之
諸
勝
負
、
堅
仕
間
敷
事
」
と
あ
り
、
ま
た
同
年
二
月
朔
日
付
け
の
「
定
」

統
制
対
象
と
さ
れ
始
め
る
の
は
十
七
世
紀
中
葉
か
ら
で
あ
る
が
（
１６４
）、
高
松

藩
で
も
慶
安
四
年
（
一
六
五
一
）
正
月
十
八
に
も
「
一
、
茶
ヲ
詰
候
義
、
先

年
よ
り
御
定
之
外
ハ
可
被
致
無
用
事
」
と
あ
る
な
ど
、
華
美
な
服
装
や
遊
興

が
ま
し
い
行
為
を
戒
め
て
い
る
（
１６５
）。

　
藩
主
の
家
族
の
逝
去
に
際
し
て
も
、
次
の
よ
う
に
藩
主
の
場
合
と
同
様
に

火
之
元
入
念
令
と
と
も
に
、
諸
事
相
慎
令
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
藩
主
及
び

そ
の
家
族
の
法
事
に
際
し
て
は
、
遊
興
相
慎
令
が
出
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に

違
い
が
あ
る
。
但
し
、
徳
川
家
康
の
御
神
忌
の
場
合
だ
け
は
諸
事
相
慎
令
が

出
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
対
象
と
な
る
人
物
の
格
式
に
応
じ
て
使
い
分
け
が
な

さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
１６６
）。
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横
目
中

　
一
、
奥
様
（
八
代
藩
主
松
平
頼
儀
正
室
順
正
院
）
去
ル
二
日
丑
ノ
下
刻
御

逝
去
被
為
遊
候
段
、
今
日
御
到
来
在
之
候
、
依
之
、
御
家
中
之
面
々

仕
掛
普
請
等
相
止
、
手
前
々
火
之
元
入
念
諸
事
相
慎
可
申
候
、（
傍

線
筆
者
）

　
右
之
通
、
可
申
渡
旨
今
日
於
御
城
ニ
、
小
倉
弾
右
衛
門
江
、
登
城
御
申
渡

候
事
。

　
　
　
　
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
九
月
十
日
（
１６７
）

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
横
目
中

　
一
、
龍
雲
院
様
（
初
代
高
松
藩
主
松
平
頼
重
）
百
回
御
忌
ニ
付
、
来
ル
十

日
よ
り
十
二
日
於
浄
願
寺
ニ
御
法
事
被
仰
付
候
間
、
御
法
事
中
火
之

元
可
被
入
念
候
、
仕
掛
之
普
請
ハ
不
苦
候
、
遊
興
之
義
ハ
可
相
慎

候
、

　
右
之
通
、
御
家
中
之
面
々
幷
夫
々
江
相
触
可
申
旨
、
被
仰
出
候
。

　
　
　
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
四
月
五
日
（
１６８
）

　
こ
の
他
、
高
松
藩
藩
主
家
代
々
の
御
精
進
日
に
は
、
享
保
九
年

（
一
七
二
四
）
か
ら
遠
慮
閉
門
の
取
り
計
ら
い
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
、
次

の
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
八
月
十
八
日
付
け
の
書
付
か
ら
わ
か
る
（
１６９
）。

　
一
、
御
代
々
様
御
精
進
日
ニ
遠
慮
閉
門
之
取
計
ひ
、
近
頃
差
別
無
之
様
相

改
居
申
候
ニ
付
、
享
保
九
辰
十
月
三
日
究
之
通

　
　
　
相
心
得
、
尚
又
左
之
通
、（
傍
線
筆
者
）

　
一
、
御
代
々
様
御
日
柄
ニ
而
も
夜
分
ハ
不
苦
候
、
御
侍
夜
ハ
用
捨
可
致

候
、

　
一
、
火
之
元
触
出
候
御
法
度
之
節
、
御
結
願
御
当
日
ニ
而
も
夜
分
ハ
最
早

不
苦
候
、

　
一
、
御
当
日
御
廻
向
ハ
用
捨
ニ
不
苦
候
、

　
　
　
但
、
本
門
寿
院
ニ
而
在
之
候
御
当
日
御
廻
向
ハ
火
之
元
触
出
申
候

間
、
用
捨
可
致
候
、

　
　
　
是
又
御
当
日
之
夜
分
ハ
不
苦
候
、
御
侍
夜
ハ
用
捨
可
致
候
、

　
一
、
御
呵
之
義
も
右
ニ
唯
シ
可
申
候
、
評
義
之
上
認
加
へ
候
、

　
一
、
御
代
々
様
之
外
、
当
時
ニ
而
ハ
、　
永
昌
院
様
御
日
柄
ハ
御
代
々
様

御
同
様
ニ
相
心
得
可
申
候
。

　
右
之
通
、
此
度
相
極
候
。

　
ま
た
、
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
十
一
月
の
江
戸
藩
邸
の
火
災
に
際
し
て

も
、
藩
主
自
ら
が
遠
慮
し
て
行
動
を
差
し
控
え
る
と
と
も
に
、
家
中
に
対
し

て
も
諸
事
相
慎
令
が
出
し
て
、
そ
の
指
図
に
従
う
よ
う
申
し
渡
し
て
い
る
こ
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六
月
廿
日
に
全
国
に
向
け
て
普
請
・
鳴
物
停
止
令
が
出
さ
れ
（
四
五
六
号
）、

六
月
廿
一
日
か
ら
は
、
各
大
名
に
対
し
て
、
繰
り
返
し
て
将
軍
（
家
重
）・

大
納
言
（
家
治
）
に
登
城
し
て
御
機
嫌
を
伺
う
よ
う
指
示
が
あ
り
、
閏
六
月

十
日
の
出
棺
葬
送
行
為
が
終
わ
っ
た
後
も
続
き
、
基
本
的
に
は
七
月
十
一
日

の
忌
明
け
ま
で
続
い
て
い
る
。
御
機
嫌
伺
い
の
編
成
は
、
家
の
家
格
に
応
じ

て
伺
い
日
が
設
定
さ
れ
、
そ
の
決
め
ら
れ
た
日
に
伺
い
を
立
て
る
こ
と
が
義

務
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
高
松
藩
は
溜
間
詰
大
名
で
あ
っ
た
の
で
、
六
月
廿
一

日
、
廿
二
日
、
廿
三
日
、
廿
五
日
、
廿
七
日
、
晦
日
、
閏
六
月
廿
三
日
に
決

め
ら
れ
て
い
た
（
四
六
○
号
、
四
七
一
号
、
四
七
八
号
、
四
九
七
号
）。
将

軍
・
大
納
言
へ
御
中
陰
御
機
嫌
伺
い
の
献
上
物
も
命
じ
ら
れ
、
大
名
が
在
府

の
場
合
は
二
度
、
在
所
の
場
合
は
一
度
の
献
上
を
命
じ
て
い
る
（
四
六
三

号
）。

　
ま
た
、
将
軍
の
死
に
伴
い
、
高
松
藩
五
代
藩
主
松
平
頼
恭
に
は
、
次
の
通

達
に
よ
っ
て
廿
一
日
間
の
月
代
停
止
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
（
四
五
九
号
）。

　
　
　
　
　

　
　
　
　
寛
延
四
未
年
六
月

　
　
　
　
大
御
所
様

　
　
薨
御
ニ
付

　
一
、
松
平
加
賀
守
、
溜
詰
、
御
譜
代
大
名
、
雁
之
間
詰
、
菊
之
間
縁
頬

詰
、
諸
番
頭
、
諸
物
頭
、
諸
役
人
、
御
番
衆
迄
不
残
、（
傍
線
筆
者
）

　
　
　
右
、
御
三
七
日
過
、
月
代
剃
可
申
候
。

　
　
　
　
　

　
こ
の
よ
う
に
、
幕
府
は
、
葬
送
儀
礼
を
通
じ
て
将
軍
を
頂
点
と
し
た
幕
藩

制
支
配
秩
序
の
再
確
認
を
行
う
と
と
も
に
、
儀
礼
や
象
徴
に
よ
っ
て
保
た
れ

た
将
軍
権
威
の
「
御
威
光
」
体
制
の
維
持
強
化
に
努
め
た
の
で
あ
る
（
１７６
）。

　
一
方
、
各
大
名
家
で
は
、
徳
川
将
軍
と
封
建
関
係
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ

て
、
徳
川
将
軍
家
及
び
そ
の
一
族
縁
者
の
逝
去
の
報
に
接
す
る
と
、
自
ら
そ

の
忌
み
に
服
す
る
と
と
も
に
、
藩
と
し
て
は
幕
府
の
御
触
を
受
け
て
、
そ
の

喪
の
意
を
表
明
す
る
た
め
に
、
藩
領
内
・
江
戸
藩
邸
に
お
い
て
鳴
物
・
普
請

を
停
止
す
る
こ
と
が
義
務
と
な
っ
た
（
１７７
）。
特
に
高
松
藩
は
、
初
代
藩
主
松

平
頼
重
が
徳
川
家
康
の
孫
に
あ
た
る
徳
川
一
門
の
御
家
門
筋
の
家
柄
で
あ
っ

た
の
で
、
将
軍
家
の
重
要
な
死
後
記
念
行
事
で
あ
っ
た
日
光
社
参
に
も
、
将

軍
に
供
奉
し
て
度
々
参
拝
す
る
な
ど
、
幕
府
に
よ
る
徳
川
将
軍
家
「
御
威

光
」
体
制
の
確
立
・
維
持
強
化
に
大
き
な
貢
献
を
果
た
し
て
い
た
と
い
え

る
（
１７８
）。

　
高
松
藩
に
お
け
る
藩
主
の
葬
送
儀
礼
に
つ
い
て
は
、
享
保
二
十
年

（
一
七
三
五
）
十
月
廿
七
日
に
、
三
代
藩
主
松
平
頼
豊
逝
去
の
報
が
江
戸
藩

邸
か
ら
届
く
と
、
直
ち
に
領
内
に
「
火
之
元
等
入
念
、
諸
事
穏
便
ニ
仕
可
罷

在
候
、
尤
諸
殺
生
令
禁
止
津
留
可
申
付
候
」
と
申
渡
す
と
と
も
に
、
家
中
・

町
方
・
浦
々
・
郷
中
に
至
る
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
「
普
請
・
鳴
物
・
高
声
停
止
」

や
「
魚
鳥
商
売
無
用
」
な
ど
を
命
じ
、「
御
中
陰
之
中
、
随
分
静
ニ
罷
在
候

様
」
に
と
申
し
付
け
て
い
る
。
ま
た
、
同
月
廿
九
日
に
は
「
一
、
御
城
西
之
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と
が
次
の
史
料
に
よ
っ
て
わ
か
る
（
１７０
）。

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
横
目
中

　
一
、
去
ル
十
七
日
、
目
黒
御
屋
敷
内
よ
り
火
災
ニ
付
、　
殿
様
御
指
控
之

義
御
用
番
鳥
居
丹
後
守
殿
江
御
窺
被
遊
候
所
、
御
遠
慮
可
被
遊
旨
、

御
指
図
在
之
候
間
、
御
家
中
之
面
々
下
々
ニ
至
迄
諸
事
相
慎
火
之
元

別
而
入
念
候
様
、
可
被
申
渡
候
事
。（
傍
線
筆
者
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
横
目
中

　
一
、
目
黒
御
屋
敷
内
火
災
ニ
付
、　
殿
様
御
遠
慮
被
遊
候
間
、
諸
事
左
之

通
可
被
申
渡
候
事
。

　
　
　
　（
寛
政
元
年
十
一
月
廿
九
日
）
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岐
高
松
藩
の
服
忌
令
等
葬
送
関
係
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令
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政
治
文
化
史
的
役
割

第
一
節

　服
忌
令
の
政
治
文
化
史
的
役
割

一

　支
配
の
正
当
性
と
継
承
者
の
再
確
認

　

（
一
）
　葬
送
と
記
念
の
社
会
的
機
能
と
意
義

　「
葬
儀
は
社
会
構
造
の
再
統
合
で
あ
る
」
と
ロ
ベ
ー
ル
・
エ
ル
ツ
は
述
べ

て
い
る
（
１７１
）。
葬
送
と
記
念
の
社
会
的
意
義
は
、
死
者
の
生
前
の
地
位
、
あ

る
い
は
死
の
様
態
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
特
別
の
死
者
の
場
合
は
、
君
主
の

場
合
、
そ
の
葬
送
儀
礼
と
記
念
は
政
治
的
権
威
の
中
核
部
を
再
編
し
、
国
家

の
継
続
性
を
再
確
認
す
る
作
業
と
な
る
。
つ
ま
り
、
死
者
の
記
念
物
（
位

牌
、
墓
、
記
念
碑
）
の
設
定
と
長
期
に
わ
た
る
死
後
記
念
は
、
記
念
主
体
で

あ
る
生
者
の
集
団
に
と
っ
て
、
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
認
し
、
集
団

と
し
て
の
再
統
合
を
図
る
営
み
で
あ
っ
た
（
１７２
）。

　
日
本
の
前
近
代
社
会
に
お
い
て
、
支
配
者
の
死
は
政
権
の
継
承
の
危
機
を

意
味
し
、
先
王
の
死
と
新
王
の
就
任
が
、
公
開
の
も
と
に
多
く
の
演
出
に

よ
っ
て
執
り
行
わ
れ
、
政
治
秩
序
の
維
持
・
強
化
と
い
う
機
能
を
果
た
す
場

合
が
多
か
っ
た
。
近
世
大
名
家
の
葬
送
儀
礼
は
、
そ
の
儀
礼
に
参
加
す
る
機

会
を
設
け
る
こ
と
で
、
家
臣
団
秩
序
の
再
確
認
や
領
民
の
領
主
意
識
の
萌
芽

な
ど
、
藩
士
の
み
な
ら
ず
領
民
の
意
識
を
も
統
合
し
て
い
く
政
治
的
・
社
会

的
な
機
能
と
役
割
を
持
っ
て
い
た
。
特
に
藩
主
在
位
中
の
死
去
の
場
合
、
そ

の
葬
儀
は
藩
主
不
在
の
下
で
新
当
主
（
藩
主
）
が
最
初
に
主
催
す
る
行
事
で

あ
り
、
い
わ
ば
代
替
わ
り
儀
礼
の
意
味
が
あ
っ
た
（
１７３
）。
ま
た
、
土
地
所
有

の
面
で
も
、
中
世
以
来
、
葬
送
の
執
行
は
、
相
伝
の
正
当
性
の
獲
得
と
い
う

法
慣
習
や
相
続
慣
行
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
（
１７４
）。

　
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
が
寛
延
四
年
（
一
七
五
一
）
六
月
廿
日
に
六
八
歳
で

逝
去
し
た
際
の
葬
送
儀
礼
に
つ
い
て
、『
御
触
書
宝
暦
集
成
』
に
よ
れ
ば
（
１７５
）、
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六
月
廿
日
に
全
国
に
向
け
て
普
請
・
鳴
物
停
止
令
が
出
さ
れ
（
四
五
六
号
）、

六
月
廿
一
日
か
ら
は
、
各
大
名
に
対
し
て
、
繰
り
返
し
て
将
軍
（
家
重
）・

大
納
言
（
家
治
）
に
登
城
し
て
御
機
嫌
を
伺
う
よ
う
指
示
が
あ
り
、
閏
六
月

十
日
の
出
棺
葬
送
行
為
が
終
わ
っ
た
後
も
続
き
、
基
本
的
に
は
七
月
十
一
日

の
忌
明
け
ま
で
続
い
て
い
る
。
御
機
嫌
伺
い
の
編
成
は
、
家
の
家
格
に
応
じ

て
伺
い
日
が
設
定
さ
れ
、
そ
の
決
め
ら
れ
た
日
に
伺
い
を
立
て
る
こ
と
が
義

務
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
高
松
藩
は
溜
間
詰
大
名
で
あ
っ
た
の
で
、
六
月
廿
一

日
、
廿
二
日
、
廿
三
日
、
廿
五
日
、
廿
七
日
、
晦
日
、
閏
六
月
廿
三
日
に
決

め
ら
れ
て
い
た
（
四
六
○
号
、
四
七
一
号
、
四
七
八
号
、
四
九
七
号
）。
将

軍
・
大
納
言
へ
御
中
陰
御
機
嫌
伺
い
の
献
上
物
も
命
じ
ら
れ
、
大
名
が
在
府

の
場
合
は
二
度
、
在
所
の
場
合
は
一
度
の
献
上
を
命
じ
て
い
る
（
四
六
三

号
）。

　
ま
た
、
将
軍
の
死
に
伴
い
、
高
松
藩
五
代
藩
主
松
平
頼
恭
に
は
、
次
の
通

達
に
よ
っ
て
廿
一
日
間
の
月
代
停
止
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
（
四
五
九
号
）。

　
　
　
　
　

　
　
　
　
寛
延
四
未
年
六
月

　
　
　
　
大
御
所
様

　
　
薨
御
ニ
付

　
一
、
松
平
加
賀
守
、
溜
詰
、
御
譜
代
大
名
、
雁
之
間
詰
、
菊
之
間
縁
頬

詰
、
諸
番
頭
、
諸
物
頭
、
諸
役
人
、
御
番
衆
迄
不
残
、（
傍
線
筆
者
）

　
　
　
右
、
御
三
七
日
過
、
月
代
剃
可
申
候
。

　
　
　
　
　

　
こ
の
よ
う
に
、
幕
府
は
、
葬
送
儀
礼
を
通
じ
て
将
軍
を
頂
点
と
し
た
幕
藩

制
支
配
秩
序
の
再
確
認
を
行
う
と
と
も
に
、
儀
礼
や
象
徴
に
よ
っ
て
保
た
れ

た
将
軍
権
威
の
「
御
威
光
」
体
制
の
維
持
強
化
に
努
め
た
の
で
あ
る
（
１７６
）。

　
一
方
、
各
大
名
家
で
は
、
徳
川
将
軍
と
封
建
関
係
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ

て
、
徳
川
将
軍
家
及
び
そ
の
一
族
縁
者
の
逝
去
の
報
に
接
す
る
と
、
自
ら
そ

の
忌
み
に
服
す
る
と
と
も
に
、
藩
と
し
て
は
幕
府
の
御
触
を
受
け
て
、
そ
の

喪
の
意
を
表
明
す
る
た
め
に
、
藩
領
内
・
江
戸
藩
邸
に
お
い
て
鳴
物
・
普
請

を
停
止
す
る
こ
と
が
義
務
と
な
っ
た
（
１７７
）。
特
に
高
松
藩
は
、
初
代
藩
主
松

平
頼
重
が
徳
川
家
康
の
孫
に
あ
た
る
徳
川
一
門
の
御
家
門
筋
の
家
柄
で
あ
っ

た
の
で
、
将
軍
家
の
重
要
な
死
後
記
念
行
事
で
あ
っ
た
日
光
社
参
に
も
、
将

軍
に
供
奉
し
て
度
々
参
拝
す
る
な
ど
、
幕
府
に
よ
る
徳
川
将
軍
家
「
御
威

光
」
体
制
の
確
立
・
維
持
強
化
に
大
き
な
貢
献
を
果
た
し
て
い
た
と
い
え

る
（
１７８
）。

　
高
松
藩
に
お
け
る
藩
主
の
葬
送
儀
礼
に
つ
い
て
は
、
享
保
二
十
年

（
一
七
三
五
）
十
月
廿
七
日
に
、
三
代
藩
主
松
平
頼
豊
逝
去
の
報
が
江
戸
藩

邸
か
ら
届
く
と
、
直
ち
に
領
内
に
「
火
之
元
等
入
念
、
諸
事
穏
便
ニ
仕
可
罷

在
候
、
尤
諸
殺
生
令
禁
止
津
留
可
申
付
候
」
と
申
渡
す
と
と
も
に
、
家
中
・

町
方
・
浦
々
・
郷
中
に
至
る
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
「
普
請
・
鳴
物
・
高
声
停
止
」

や
「
魚
鳥
商
売
無
用
」
な
ど
を
命
じ
、「
御
中
陰
之
中
、
随
分
静
ニ
罷
在
候

様
」
に
と
申
し
付
け
て
い
る
。
ま
た
、
同
月
廿
九
日
に
は
「
一
、
御
城
西
之
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一
、
諸
大
名
中
御
通
違
之
節
、
御
棺
御
よ
け
被
成
候
間
、
其
節
御
供
中
片

付
罷
在
、
不
作
法
成
評
無
之
様
ニ
下
々
江
も
堅
可
申
付
事
。

　
一
、
旅
宿
ニ
而
若
火
事
出
来
候
ハ
、
兼
而
御
棺
舁
之
者
共
早
速
欠
付
申
様

可
被
申
付
候
、
当
番
之
面
々
下
知
ヲ
以
御
退
被
遊
候
様
可
仕
候
、
尤

非
番
之
面
々
も
早
々
欠
付
可
申
事
。

　
一
、
於
御
旅
棺
、
横
目
中
火
之
元
能
々
可
被
申
付
事
。

　
　
　
　
　
　
九
月

　
　
　
　
横
目
中
江
相
渡
候
書
付

　
一
、
御
尊
骸
御
出
棺
之
節
、
御
屋
敷
之
内
御
通
筋
江
、
白
張
ぼ
ん
ぼ
り
灯

シ
可
申
事
。

　
一
、
右
之
節
、
長
袴
以
上
其
外
御
目
見
以
上
、
御
通
筋
江
可
罷
出
事
。

　
一
、
御
道
中
、
御
鑓
立
申
間
敷
事
。

　
一
、
御
供
中
、
持
鑓
立
申
間
敷
候
、
鑓
印
ハ
付
可
申
事
。

　
一
、
御
尊
骸
、
本
陣
ニ
御
泊
リ
被
遊
候
事
。

　
一
、
御
本
陣
ニ
御
紋
無
之
御
幕
打
セ
可
申
候
、　
御
棺
被
遊
御
入
候
ハ
ヽ
、

表
之
門
〆
さ
セ
可
申
事
。

　
一
、
伏
見
よ
り
大
坂
迄
、
町
川
船
ニ
被
為
召
候
事
。

　
一
、
道
中
御
供
中
、
宿
札
高
松
家
中
と
相
認
可
申
事
。

　
一
、
御
道
中
、
御
大
名
衆
御
通
違
之
節
ハ
、
早
々
御
棺
御
よ
け
被
成
高
様

可
仕
候
、
御
先
乗
江
兼
而
申
渡
置
候
、
早
速
御
跡
江
註
進
在
之
候
様

可
仕
候
、
尤
前
夜
之
御
泊
リ
宿
ニ
而
御
通
御
大
名
衆
兼
而
承
合
置
、

御
通
違
無
之
様
可
仕
事
。

　
一
、
御
本
陣
ニ
、
白
張
ぼ
ん
ぼ
り
二
ツ
灯
シ
可
申
事
。

　
一
、
御
供
中
、
月
額
之
義
無
用
ニ
可
仕
候
事
。

　
一
、
御
本
陣
ニ
、
足
軽
番
所
仕
足
軽
二
利
指
置
可
申
事
。

　
一
、
高
松
江
御
着
船
之
義
夜
ニ
入
御
着
船
被
為
遊
候
様
ニ
、
可
仕
候
、
然

共
天
気
悪
敷
候
得
ハ
、
刻
限
ニ
而
無
構
御
着
船
被
為
遊
候
事
。

　
一
、
御
船
ニ
而
、
鑓
立
申
間
敷
候
事
。

　
一
、
御
道
中
、
乗
物
乗
掛
ニ
而
御
供
可
仕
面
々
も
野
袴
停
止
之
事
。

　
一
、
御
棺
、
大
坂
ニ
而
ハ
御
屋
敷
江
被
為
入
候
、
相
詰
候
面
々
御
道
中
御

本
陣
之
通
可
相
心
得
事
。

　
一
、
御
腰
物
箱
、
御
泊
ニ
而
歩
目
附
請
取
、
御
小
納
戸
役
江
可
相
渡
候
、

御
出
棺
之
節
も
同
断
之
事
。

　
一
、
箱
根
新
居
御
関
所
御
通
之
節
、
前
方
ニ
押
之
者
小
使
出
シ
、
上
下
共

笠
ヲ
取
セ
不
作
法
無
之
様
ニ
、
可
仕
候
事
。

　
一
、
御
関
所
御
証
文
ハ
、
横
目
中
御
先
達
而
御
関
所
江
罷
出
、
御
証
文
相

渡
可
申
事
。

　
　
　
　
　
以
上

　
　
　
九
月
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御
門
、
只
今
迄
往
来
致
候
得
共
、
最
早
禁
門
為
致
候
様
可
申
渡
候
、
何
れ

も
東
御
門
よ
り
出
入
り
可
致
候
」
と
、
御
城
の
西
の
御
門
を
禁
門
と
し
て
、

東
の
御
門
か
ら
出
入
り
す
る
よ
う
指
示
す
る
と
と
も
に
、
十
一
月
十
四
日
、

十
五
日
に
は
次
の
よ
う
な
御
触
を
出
し
て
、
御
尊
骸
並
び
に
御
棺
に
対
す
る

心
得
を
申
し
渡
し
て
い
る
（
１７９
）。

　
一
、
此
度

　
御
尊
骸
御
着
船
之
節
、
各
御
船
場
江
罷
出
拝
被
致
候
義
勝
手

次
第
ニ
候
間
、
上
下
ニ
而
御
出
可
在
之
候
、
且
又
御
供
願
之
義
も
在

之
候
得
共
、
此
段
ハ
無
用
之
由
、
年
寄
中
被
仰
候
、
尤
嫡
子
之
分
拝

ニ
罷
出
候
義
ハ
初
而
之
御
目
見
え
相
済
候
分
ハ
、
罷
出
候
義
不
苦
候

間
、
左
様
御
心
得
同
役
中
江
も
可
被
申
合
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
十
一
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
横
目
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
一
、
高
林
院
様
（
三
代
藩
主
松
平
頼
豊
）
御
棺
御
通
リ
筋
江
不
限
男
女
ニ

侍
分
下
々
迄
、
一
人
も
不
罷
出
候
様
、
御
心
得
可
在
之
、
此
段
同
役

中
支
配

　
　
　
其
以
下
江
も
可
被
申
渡
候
、

　
　
　
右
之
通
、
今
日
列
一
人
呼
出
、
申
渡
候
事
。

　
　
　
　
　（
十
一
月
十
五
日
）

　
江
戸
藩
邸
か
ら
国
元
へ
の
御
尊
骸
の
御
供
に
つ
い
て
も
、
四
代
藩
主
松
平

頼
桓
逝
去
の
際
に
は
次
の
よ
う
な
道
中
法
令
を
出
し
て
事
細
か
な
作
法
の
指

示
を
行
い
、
万
事
に
わ
た
っ
て
遺
漏
が
な
い
よ
う
命
じ
て
い
る
（
１８０
）。

　
　
　
　
　
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
九
月
廿
一
日

　
一
、
此
度
御
尊
骸
御
供
之
面
々
、
御
紋
付
衣
類
着
用
之
義
無
用
可
仕
旨
、

御
供
之
面
々
江
可
申
渡
候
、
立
帰
之
分
ハ
御
棺
御
納
被
遊
候
上
、

早
々
出
船
候
様
可
申
渡
候
事
。

　
右
之
通
、
今
日
於
御
屋
形
ニ
申
渡
候
事
。

　
　
　
　
　
　
御
尊
骸
御
供
、
御
目
見
以
上
之
面
々

　
一
、
此
度
御
供
之
面
々
、
道
中
随
分
慎
相
勤
可
申
旨
、
被
仰
出
候
段
、
御

申
渡
候
事
。

　
　
　
　
御
法
令
、
御
右
筆
木
濱
仁
介
ニ
読
セ
候
事
。

　
　
　
　
　
　
　
道
中
法
令

　
一
、
御
棺
之
御
供
ハ
不
及
申
ニ
御
跡
先
江
参
候
面
々
、
高
声
不
仕
随
分
穏

便
罷
通
候
様
ニ
、
下
々
ニ
も
堅
可
申
付
事
。

　
一
、
此
度
御
供
中
諸
事
情
、
如
何
様
之
義
在
之
候
共
致
堪
忍
、
後
日
之
沙

汰
ニ
可
仕
事
、
違
背
之
輩
ハ
、
理
非
ヲ
○
越
度
可
罷
成
候
事
。

　
一
、
宿
々
ニ
而
下
々
不
作
法
成
義
無
之
様
ニ
可
申
付
候
、
尤
他
出
為
仕
申

間
敷
事
。
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一
、
諸
大
名
中
御
通
違
之
節
、
御
棺
御
よ
け
被
成
候
間
、
其
節
御
供
中
片

付
罷
在
、
不
作
法
成
評
無
之
様
ニ
下
々
江
も
堅
可
申
付
事
。

　
一
、
旅
宿
ニ
而
若
火
事
出
来
候
ハ
、
兼
而
御
棺
舁
之
者
共
早
速
欠
付
申
様

可
被
申
付
候
、
当
番
之
面
々
下
知
ヲ
以
御
退
被
遊
候
様
可
仕
候
、
尤

非
番
之
面
々
も
早
々
欠
付
可
申
事
。

　
一
、
於
御
旅
棺
、
横
目
中
火
之
元
能
々
可
被
申
付
事
。

　
　
　
　
　
　
九
月

　
　
　
　
横
目
中
江
相
渡
候
書
付

　
一
、
御
尊
骸
御
出
棺
之
節
、
御
屋
敷
之
内
御
通
筋
江
、
白
張
ぼ
ん
ぼ
り
灯

シ
可
申
事
。

　
一
、
右
之
節
、
長
袴
以
上
其
外
御
目
見
以
上
、
御
通
筋
江
可
罷
出
事
。

　
一
、
御
道
中
、
御
鑓
立
申
間
敷
事
。

　
一
、
御
供
中
、
持
鑓
立
申
間
敷
候
、
鑓
印
ハ
付
可
申
事
。

　
一
、
御
尊
骸
、
本
陣
ニ
御
泊
リ
被
遊
候
事
。

　
一
、
御
本
陣
ニ
御
紋
無
之
御
幕
打
セ
可
申
候
、　
御
棺
被
遊
御
入
候
ハ
ヽ
、

表
之
門
〆
さ
セ
可
申
事
。

　
一
、
伏
見
よ
り
大
坂
迄
、
町
川
船
ニ
被
為
召
候
事
。

　
一
、
道
中
御
供
中
、
宿
札
高
松
家
中
と
相
認
可
申
事
。

　
一
、
御
道
中
、
御
大
名
衆
御
通
違
之
節
ハ
、
早
々
御
棺
御
よ
け
被
成
高
様

可
仕
候
、
御
先
乗
江
兼
而
申
渡
置
候
、
早
速
御
跡
江
註
進
在
之
候
様

可
仕
候
、
尤
前
夜
之
御
泊
リ
宿
ニ
而
御
通
御
大
名
衆
兼
而
承
合
置
、

御
通
違
無
之
様
可
仕
事
。

　
一
、
御
本
陣
ニ
、
白
張
ぼ
ん
ぼ
り
二
ツ
灯
シ
可
申
事
。

　
一
、
御
供
中
、
月
額
之
義
無
用
ニ
可
仕
候
事
。

　
一
、
御
本
陣
ニ
、
足
軽
番
所
仕
足
軽
二
利
指
置
可
申
事
。

　
一
、
高
松
江
御
着
船
之
義
夜
ニ
入
御
着
船
被
為
遊
候
様
ニ
、
可
仕
候
、
然

共
天
気
悪
敷
候
得
ハ
、
刻
限
ニ
而
無
構
御
着
船
被
為
遊
候
事
。

　
一
、
御
船
ニ
而
、
鑓
立
申
間
敷
候
事
。

　
一
、
御
道
中
、
乗
物
乗
掛
ニ
而
御
供
可
仕
面
々
も
野
袴
停
止
之
事
。

　
一
、
御
棺
、
大
坂
ニ
而
ハ
御
屋
敷
江
被
為
入
候
、
相
詰
候
面
々
御
道
中
御

本
陣
之
通
可
相
心
得
事
。

　
一
、
御
腰
物
箱
、
御
泊
ニ
而
歩
目
附
請
取
、
御
小
納
戸
役
江
可
相
渡
候
、

御
出
棺
之
節
も
同
断
之
事
。

　
一
、
箱
根
新
居
御
関
所
御
通
之
節
、
前
方
ニ
押
之
者
小
使
出
シ
、
上
下
共

笠
ヲ
取
セ
不
作
法
無
之
様
ニ
、
可
仕
候
事
。

　
一
、
御
関
所
御
証
文
ハ
、
横
目
中
御
先
達
而
御
関
所
江
罷
出
、
御
証
文
相

渡
可
申
事
。

　
　
　
　
　
以
上

　
　
　
九
月
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に
置
か
れ
た
が
、
特
に
国
元
の
墓
所
は
、
藩
社
会
の
統
合
を
確
認
・
強
化
す

る
死
後
記
念
の
遺
構
で
あ
り
、
藩
主
家
の
祖
先
祭
祀
の
場
と
し
て
藩
主
権
力

と
支
配
の
正
当
性
を
強
化
す
る
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
こ
う
し
て
大
名

家
は
、
厳
か
な
葬
送
儀
礼
と
繰
り
返
さ
れ
る
死
後
記
念
行
事
に
よ
っ
て
、
将

軍
家
を
頂
点
と
し
た
幕
藩
制
支
配
秩
序
と
連
動
し
な
が
ら
、
藩
主
家
を
中
心

と
し
た
支
配
の
正
当
性
の
確
保
と
藩
制
支
配
秩
序
の
再
確
認
を
行
い
、
藩
主

家
に
対
す
る
領
主
意
識
・
御
家
意
識
の
高
揚
と
藩
社
会
の
再
統
合
を
図
る
営

み
を
行
っ
た
と
い
え
る
（
１８４
）。

（
二
）

　東
照
宮
の
勧
請
と
遷
宮

　

　
高
松
松
平
家
は
、
御
三
家
の
一
つ
水
戸
徳
川
家
の
御
連
枝
に
あ
た
る
家
柄

で
徳
川
一
門
の
御
家
門
に
属
し
て
い
た
。
江
戸
城
内
に
お
い
て
も
溜
間
詰
大

名
席
で
控
え
、
老
中
の
任
命
な
ど
幕
政
の
重
要
事
項
に
つ
い
て
将
軍
の
諮
問

を
受
け
る
立
場
に
あ
り
、
将
軍
家
及
び
幕
府
か
ら
は
一
目
置
か
れ
る
重
要
な

役
割
を
担
っ
て
い
た
。
し
か
も
初
代
藩
主
松
平
頼
重
は
徳
川
家
康
の
孫
に
あ

た
り
、
二
代
将
軍
徳
川
秀
忠
と
は
伯
父
・
甥
の
関
係
、
三
代
将
軍
徳
川
家
光

と
は
従
兄
弟
関
係
に
あ
た
る
な
ど
、
将
軍
家
と
は
親
密
な
関
柄
に
あ
っ
た
。

　
こ
の
た
め
、
高
松
藩
の
歴
代
藩
主
は
、
将
軍
家
の
葬
送
儀
礼
や
先
祖
の
追

悼
儀
礼
な
ど
に
度
々
参
列
・
参
拝
に
訪
れ
て
い
る
。
特
に
初
代
藩
主
松
平
頼

重
は
、
歴
代
藩
主
の
中
で
も
最
も
多
く
七
回
も
日
光
山
や
久
能
山
の
東
照
廟

に
参
拝
し
て
い
る
こ
と
が
次
の
年
表
に
よ
っ
て
わ
か
る
（
１８５
）。
家
康
の
霊
廟

は
、
最
初
は
「
東
照
社
」
で
あ
っ
た
が
、
三
代
家
光
が
神
君
の
荘
厳
化
を
進

め
て
、
宮
号
の
勅
許
を
得
て
「
東
照
宮
」
に
昇
格
し
た
。
さ
ら
に
八
代
吉
宗

は
将
軍
大
名
の
日
光
社
参
を
国
家
的
行
事
に
し
た
た
め
、
家
康
を
祀
る
日
光

山
は
徳
川
家
、
幕
藩
体
制
の
聖
地
と
な
っ
た
の
で
あ
る
（
１８６
）。

・
寛
永
十
七
年
（
一
六
四
○
）
四
月
、
将
軍
家
光
の
日
光
山
東
照
廟
参
拝
に

供
奉

・
寛
永
廿
年
（
一
六
四
三
）
五
月
、
参
勤
の
途
中
、
久
能
山
の
東
照
廟
に
参

拝
・
正
保
四
年
（
一
六
四
七
）
五
月
、
参
勤
の
途
中
、
久
能
山
の
東
照
廟
に
参

拝
・
慶
安
元
年
（
一
六
四
八
）
四
月
、
将
軍
家
光
の
日
光
山
東
照
廟
参
拝
に
供

奉
・
承
応
元
年
（
一
六
五
二
）
正
月
、
日
光
山
大
猷
院
廟
に
参
拝

・
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
四
月
、
将
軍
家
綱
の
日
光
山
東
照
廟
・
大
猷
院

廟
参
拝
に
供
奉

・
延
宝
元
年
（
一
六
七
三
）
三
月
、
老
公
、
日
光
山
東
照
廟
・
大
猷
院
廟
を

参
拝

・
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
三
月
、
頼
常
、
日
光
山
東
照
廟
・
大
猷
院
廟
を

－35－

　
国
元
で
の
葬
儀
に
つ
い
て
も
細
か
な
決
ま
り
が
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
葬
送

儀
礼
を
通
じ
て
新
藩
主
を
中
心
と
し
た
支
配
の
正
当
性
の
確
保
と
家
臣
団
と

の
主
従
関
係
の
再
確
認
を
行
う
と
と
も
に
、
藩
主
権
威
の
維
持
強
化
を
図
る

と
い
う
政
治
的
・
社
会
的
な
機
能
と
役
割
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
初
代
藩
主
松
平
頼
重
は
自
ら
の
葬
儀
に
お
け
る
仏
生
山
ま
で
の
葬
儀
隊
列

に
つ
い
て
、
予
め
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。
こ
れ
を
み
る
と
、
国
元
で
の

儀
礼
執
行
は
、
後
継
者
の
藩
主
が
主
宰
者
と
な
っ
て
、
家
族
の
参
加
も
息
子

に
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
（
１８１
）。

　
公
（
松
平
頼
重
）
御
病
中
に
、
御
葬
儀
軽
く
仕
候
様
堅
ク
被
仰
付
、
仏
生

山
迄
之
御
行
列
も
御
定
置
被
成
候
、
頼
母
殿
（
公
御
四
男
）・
玄
蕃
殿
（
御

六
男
）・
帯
刀
殿
（
御
八
男
）・
修
理
殿
（
御
孫
）
右
御
四
方
歩
行
に
て
御

櫃
之
左
右
に
御
供
被
成
、
其
外
は
御
隠
居
附
之
重
役
並
御
近
習
の
み
前
後

に
御
供
仕
候
、
節
公
に
は
御
歩
行
に
て
御
跡
固
被
成
候
。

　
ま
た
、
二
代
藩
主
松
平
頼
常
や
三
代
藩
主
松
平
頼
豊
の
葬
儀
の
際
に
も
御

供
の
選
定
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
み
え
る
（
１８２
）。

　
節
公
（
二
代
藩
主
松
平
頼
常
）
尊
骸
の
御
供
は
辻
八
郎
右
衛
門
年
寄
本
役
、

恵
公
（
三
代
藩
主
松
平
頼
豊
）
御
同
断
の
節
は
芦
澤
水
之
助
同
上
御
供
仕

候
御
振
合
に
候
、
惣
て
御
行
列
は
私
共
手
元
に
て
相
調
へ
年
寄
共
へ
指
出

相
究
申
候
、
年
寄
の
義
は
役
名
壱
人
と
仕
指
出
候
仕
形
に
御
座
候
、
其
時

年
寄
共
申
合
の
上
何
某
と
姓
名
を
定
申
聞
候
事
に
御
座
候
所
、
今
度
は
本

紙
伺
の
通
大
森
左
衛
門
指
図
仕
候
段
、
有
体
に
申
上
候
得
は
篤
と
御
聞
込

被
成
候
上
、
年
寄
の
外
皆
伺
の
通
と
相
済
、
同
廿
日
夜
八
左
衛
門
を
被
召

御
意
被
成
候
は
、
我
等
一
両
日
巳
前
引
移
家
の
作
法
仕
成
万
端
可
存
様
無

之
候
間
、
其
方
水
之
助
は
勿
論
役
人
共
申
出
次
第
に
可
致
心
得
に
候
、

　
さ
ら
に
、
歴
代
藩
主
の
納
棺
や
葬
儀
の
記
録
が
、
奉
行
部
屋
に
保
管
さ
れ

る
な
ど
大
切
に
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
次
の
記
事
に
よ
っ
て
わ
か
る
（
１８３
）。

　
一
、
御
納
棺
の
義
御
近
振

　
惠
公

　
懐
公
に
は
諸
事
仏
道
の
御
納
り
也
、

奉
行
部
屋
に
別
帳
留
有
之
、
今
度
は
儒
道
の
御
納
棺
に
て
文
公
家
礼

の
通
被
入
御
念
諸
事
儒
臣
引
請
取
扱
被

　
仰
付
、

　
こ
の
よ
う
に
藩
主
の
葬
送
儀
礼
に
つ
い
て
は
、
藩
主
の
代
替
わ
り
の
儀
礼

と
し
て
極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
お
り
、
病
気
悪
化
か
ら
回
復
祈
願
、

移
送
、
葬
儀
、
菩
提
寺
で
の
法
事
、
墓
所
の
選
地
な
ど
と
続
く
一
連
の
葬
送

儀
礼
に
つ
い
て
、
実
に
細
か
な
取
り
決
め
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
葬
儀
は
江
戸
と
国
元
両
地
で
行
わ
れ
、
菩
提
寺
も
江
戸
と
国
元
の
双
方
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に
置
か
れ
た
が
、
特
に
国
元
の
墓
所
は
、
藩
社
会
の
統
合
を
確
認
・
強
化
す

る
死
後
記
念
の
遺
構
で
あ
り
、
藩
主
家
の
祖
先
祭
祀
の
場
と
し
て
藩
主
権
力

と
支
配
の
正
当
性
を
強
化
す
る
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
こ
う
し
て
大
名

家
は
、
厳
か
な
葬
送
儀
礼
と
繰
り
返
さ
れ
る
死
後
記
念
行
事
に
よ
っ
て
、
将

軍
家
を
頂
点
と
し
た
幕
藩
制
支
配
秩
序
と
連
動
し
な
が
ら
、
藩
主
家
を
中
心

と
し
た
支
配
の
正
当
性
の
確
保
と
藩
制
支
配
秩
序
の
再
確
認
を
行
い
、
藩
主

家
に
対
す
る
領
主
意
識
・
御
家
意
識
の
高
揚
と
藩
社
会
の
再
統
合
を
図
る
営

み
を
行
っ
た
と
い
え
る
（
１８４
）。

（
二
）
　東
照
宮
の
勧
請
と
遷
宮

　

　
高
松
松
平
家
は
、
御
三
家
の
一
つ
水
戸
徳
川
家
の
御
連
枝
に
あ
た
る
家
柄

で
徳
川
一
門
の
御
家
門
に
属
し
て
い
た
。
江
戸
城
内
に
お
い
て
も
溜
間
詰
大

名
席
で
控
え
、
老
中
の
任
命
な
ど
幕
政
の
重
要
事
項
に
つ
い
て
将
軍
の
諮
問

を
受
け
る
立
場
に
あ
り
、
将
軍
家
及
び
幕
府
か
ら
は
一
目
置
か
れ
る
重
要
な

役
割
を
担
っ
て
い
た
。
し
か
も
初
代
藩
主
松
平
頼
重
は
徳
川
家
康
の
孫
に
あ

た
り
、
二
代
将
軍
徳
川
秀
忠
と
は
伯
父
・
甥
の
関
係
、
三
代
将
軍
徳
川
家
光

と
は
従
兄
弟
関
係
に
あ
た
る
な
ど
、
将
軍
家
と
は
親
密
な
関
柄
に
あ
っ
た
。

　
こ
の
た
め
、
高
松
藩
の
歴
代
藩
主
は
、
将
軍
家
の
葬
送
儀
礼
や
先
祖
の
追

悼
儀
礼
な
ど
に
度
々
参
列
・
参
拝
に
訪
れ
て
い
る
。
特
に
初
代
藩
主
松
平
頼

重
は
、
歴
代
藩
主
の
中
で
も
最
も
多
く
七
回
も
日
光
山
や
久
能
山
の
東
照
廟

に
参
拝
し
て
い
る
こ
と
が
次
の
年
表
に
よ
っ
て
わ
か
る
（
１８５
）。
家
康
の
霊
廟

は
、
最
初
は
「
東
照
社
」
で
あ
っ
た
が
、
三
代
家
光
が
神
君
の
荘
厳
化
を
進

め
て
、
宮
号
の
勅
許
を
得
て
「
東
照
宮
」
に
昇
格
し
た
。
さ
ら
に
八
代
吉
宗

は
将
軍
大
名
の
日
光
社
参
を
国
家
的
行
事
に
し
た
た
め
、
家
康
を
祀
る
日
光

山
は
徳
川
家
、
幕
藩
体
制
の
聖
地
と
な
っ
た
の
で
あ
る
（
１８６
）。

・
寛
永
十
七
年
（
一
六
四
○
）
四
月
、
将
軍
家
光
の
日
光
山
東
照
廟
参
拝
に

供
奉

・
寛
永
廿
年
（
一
六
四
三
）
五
月
、
参
勤
の
途
中
、
久
能
山
の
東
照
廟
に
参

拝
・
正
保
四
年
（
一
六
四
七
）
五
月
、
参
勤
の
途
中
、
久
能
山
の
東
照
廟
に
参

拝
・
慶
安
元
年
（
一
六
四
八
）
四
月
、
将
軍
家
光
の
日
光
山
東
照
廟
参
拝
に
供

奉
・
承
応
元
年
（
一
六
五
二
）
正
月
、
日
光
山
大
猷
院
廟
に
参
拝

・
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
四
月
、
将
軍
家
綱
の
日
光
山
東
照
廟
・
大
猷
院

廟
参
拝
に
供
奉

・
延
宝
元
年
（
一
六
七
三
）
三
月
、
老
公
、
日
光
山
東
照
廟
・
大
猷
院
廟
を

参
拝

・
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
三
月
、
頼
常
、
日
光
山
東
照
廟
・
大
猷
院
廟
を
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高
林
院
様

　
　
十
月
廿
日

　
　
　（
貼
紙
）『
頼
豊
公
』

　
　
泰
岳
院
様

　
　
九
月
十
六
日

　
　（
貼
紙
）『
頼
桓
公
』

　
　
白
嶽
院
様

　
　
七
月
十
八
日

　
　（
貼
紙
）『
頼
恭
公
』

　
　
瑞
鱗
院
様

　
　
三
月
十
日

　
　
　（
貼
紙
）『
頼
眞
公
』

　
　
春
光
院
様

　
　
九
月
廿
五
日

　
　（
貼
紙
）『
源
懐
様
御
内
室
』

　
　
清
操
院
様

　
　
正
月
十
三
日

　
　（
貼
紙
）『
源
穆
様
御
内
室
』

　
　
永
昌
院
様

　
　
十
月
十
七
日

　
　（
貼
紙
）『
源
定
様
御
内
室
』

　
　
顕
寿
院
様

　
　
四
月
十
日

　
　
　

　
　
右
御
方
々
様
、
御
忌
日
毎
月
除
、　
御
正
忌
月
ハ
月
之
始
御
忌
日
迄
之

内
除
事
。

　
　

　
　
皓
月
院
様

　
　
八
月
三
日

　
　
　（
貼
紙
）『
一
頼
重
公
御
内
室
』

　
　
本
寿
院
様

　
　
二
月
廿
六
日

　
　（
貼
紙
）『
二
頼
常
公
御
内
室
』

　
　
栴
檀
院
様

　
　
六
月
五
日

　
　
　（
貼
紙
）『
三
頼
豊
公
御
内
室
』

　
　
源
粛
院
様

　
　
九
月
十
一
日

　
　（
貼
紙
）『
水
戸
綱
條
公
英
公
様
御
子

様
』

　
　
源
成
様

　
　
　
四
月
七
日

　
　
　（
貼
紙
）『
水
戸
宗
尭
公
鶴
千
代
様
・

恵
公
様
御
子
様
』

　
　
華
徳
院
様

　
　
十
一
月
廿
日

　
　（
貼
紙
）『
頼
治
公
万
二
郎
様
』

　
　
寂
静
院
様

　
　
五
月
廿
九
日

　

　
　
修
善
院
様

　
　
九
月
廿
三
日

　

　
　
証
発
院
様

　
　
八
月
四
日

　

　
　
旭
寿
院
様

　
　
五
月
廿
六
日

　

　
　
瑞
峯
院
様

　
　
正
月
廿
二
日

　
　
心
静
院
様

　
　
七
月
廿
一
日

　
　
放
光
院
様

　
　
九
月
廿
二
日

　
　
松
樹
院
様

　
　
二
月
廿
三
日

　
　（
貼
紙
）『
源
穆
様
御
女
・
京
都
高
倉

様
江
御
嫁
』

　
　
幼
闇
院
様

　
　
五
月
四
日

　
　
天
瑞
院
様

　
　
七
月
廿
日

　
　
光
全
院
様

　
　
八
月
十
六
日

　
　
寂
性
院
様

　
　
十
一
月
六
日

　
　
良
春
院
様

　
　
二
月
廿
日

　
　
鶴
江
院
様

　
　
七
月
十
日

　
　
深
諦
院
様

　
　
十
月
十
三
日

　
　
右
御
方
々
様
、
御
正
忌
月
之
御
忌
日
除
、　
御
平
月
ハ
不
苦
候
事
。

　
　
　
　
寛
政
七
年
（
一
七
九
○
）
十
一
月
廿
八
日

　
初
代
高
松
藩
主
松
平
頼
重
は
、
殊
の
ほ
か
祖
父
初
代
将
軍
徳
川
家
康
へ
の

崇
敬
の
念
が
強
く
、
慶
安
四
年
（
一
六
五
一
）
に
は
宮
脇
村
の
本
門
寿
院
克
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参
拝

・
元
禄
十
三
年
（
一
七
○
○
）
四
月
、
頼
常
、
将
軍
綱
吉
の
代
参
で
日
光
山

東
照
廟
・
大
猷
院
廟
を
参
拝
（
大
猷
院
五
十
回
忌
）

・
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
四
月
、
頼
豊
、
将
軍
家
継
の
代
参
で
東
照
・
大

猷
二
公
廟
に
将
軍
宣
下
を
報
告

・
寛
延
三
年
（
一
七
五
○
）
四
月
、
頼
恭
、
日
光
山
代
参
（
大
猷
院
百
回
忌
）

・
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
五
月
、
頼
恭
、
中
山
道
を
経
て
日
光
山
東
照
・

大
猷
二
公
廟
に
参
拝

・
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
五
月
、
頼
真
、
中
山
道
を
経
て
日
光
山
東
照
・

大
猷
二
公
廟
に
参
拝

・
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
五
月
、
頼
起
、
将
軍
に
代
わ
り
日
光
山
参
拝

・
寛
政
十
二
年
（
一
八
○
○
）
四
月
、
頼
儀
、
大
猷
院
百
五
十
回
忌
に
つ
き

日
光
山
へ
代
参

　　
ま
た
、
高
松
藩
で
は
、
藩
主
が
日
光
山
・
久
能
山
の
将
軍
霊
廟
を
参
拝
す

る
だ
け
で
な
く
、
歴
代
将
軍
及
び
歴
代
藩
主
と
そ
の
家
族
・
親
族
の
御
忌
日

に
は
菩
提
寺
に
参
拝
す
る
と
と
も
に
、
領
内
に
向
け
て
御
触
を
出
し
、
そ
の

御
忌
日
を
特
別
な
日
と
し
て
殺
生
禁
断
を
命
じ
る
な
ど
静
謐
な
環
境
を
保
つ

よ
う
周
知
徹
底
を
図
っ
て
い
る
（
１８７
）。
こ
う
し
た
将
軍
及
び
藩
主
の
御
忌
日

に
関
わ
る
諸
規
制
の
継
続
的
な
実
施
に
よ
っ
て
、
領
内
に
お
け
る
将
軍
及
び

藩
主
権
威
の
浸
透
化
を
図
っ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　　
　
　
　
公
儀
御
代
々
様
御
忌
日
、
左
之
通

　
　
権
現
様

　
　
　
四
月
十
七
日

　
　（
貼
紙
）『
一
家
康
公
』

　
　
台
徳
院
様

　
　
正
月
廿
四
日

　
　（
貼
紙
）『
二
秀
忠
公
』

　
　
大
猷
院
様

　
　
四
月
廿
日

　
　
　（
貼
紙
）『
三
家
光
公
』

　
　
厳
有
院
様

　
　
五
月
八
日

　
　
　（
貼
紙
）『
四
家
綱
公
』

　
　
常
憲
院
様

　
　
正
月
十
日

　
　
　（
貼
紙
）『
五
綱
吉
公
』

　
　
文
照
院
様

　
　
十
月
十
四
日

　
　（
貼
紙
）『
六
家
宣
公
』

　
　
有
章
院
様

　
　
四
月
晦
日

　
　
　（
貼
紙
）『
七
家
継
公
』

　
　
有
徳
院
様

　
　
六
月
廿
日

　
　
　（
貼
紙
）『
八
吉
宗
公
』

　
　
惇
信
院
様

　
　
六
月
十
二
日

　
　（
貼
紙
）『
九
家
重
公
』

　
　
孝
恭
院
様

　
　
二
月
廿
四
日

　
　（
貼
紙
）『
十
家
基
公
』

　
　
浚
徳
院
様

　
　
九
月
八
日

　
　
　（
貼
紙
）『
十
一
家
治
公
』

　
　
右
御
方
々
様
、
御
正
忌
御
平
月
共
除
事
。

　
　

　
　
英
勝
院
様

　
　
八
月
廿
三
日

　
　（
貼
紙
）『
英
公
様
御
祖
母
様
』

　
　
源
威
院
様

　
　
七
月
廿
九
日

　
　（
貼
紙
）『
頼
房
公
』

　
　
龍
雲
院
様

　
　
四
月
十
二
日

　
　（
貼
紙
）『
頼
重
公
』

　
　
南
嶺
源
節
様

　
四
月
三
日

　
　
　（
貼
紙
）『
頼
常
公
』
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高
林
院
様

　
　
十
月
廿
日

　
　
　（
貼
紙
）『
頼
豊
公
』

　
　
泰
岳
院
様

　
　
九
月
十
六
日

　
　（
貼
紙
）『
頼
桓
公
』

　
　
白
嶽
院
様

　
　
七
月
十
八
日

　
　（
貼
紙
）『
頼
恭
公
』

　
　
瑞
鱗
院
様

　
　
三
月
十
日

　
　
　（
貼
紙
）『
頼
眞
公
』

　
　
春
光
院
様

　
　
九
月
廿
五
日

　
　（
貼
紙
）『
源
懐
様
御
内
室
』

　
　
清
操
院
様

　
　
正
月
十
三
日

　
　（
貼
紙
）『
源
穆
様
御
内
室
』

　
　
永
昌
院
様

　
　
十
月
十
七
日

　
　（
貼
紙
）『
源
定
様
御
内
室
』

　
　
顕
寿
院
様

　
　
四
月
十
日

　
　
　

　
　
右
御
方
々
様
、
御
忌
日
毎
月
除
、　
御
正
忌
月
ハ
月
之
始
御
忌
日
迄
之

内
除
事
。

　
　

　
　
皓
月
院
様

　
　
八
月
三
日

　
　
　（
貼
紙
）『
一
頼
重
公
御
内
室
』

　
　
本
寿
院
様

　
　
二
月
廿
六
日

　
　（
貼
紙
）『
二
頼
常
公
御
内
室
』

　
　
栴
檀
院
様

　
　
六
月
五
日

　
　
　（
貼
紙
）『
三
頼
豊
公
御
内
室
』

　
　
源
粛
院
様

　
　
九
月
十
一
日

　
　（
貼
紙
）『
水
戸
綱
條
公
英
公
様
御
子

様
』

　
　
源
成
様

　
　
　
四
月
七
日

　
　
　（
貼
紙
）『
水
戸
宗
尭
公
鶴
千
代
様
・

恵
公
様
御
子
様
』

　
　
華
徳
院
様

　
　
十
一
月
廿
日

　
　（
貼
紙
）『
頼
治
公
万
二
郎
様
』

　
　
寂
静
院
様

　
　
五
月
廿
九
日

　

　
　
修
善
院
様

　
　
九
月
廿
三
日

　

　
　
証
発
院
様

　
　
八
月
四
日

　

　
　
旭
寿
院
様

　
　
五
月
廿
六
日

　

　
　
瑞
峯
院
様

　
　
正
月
廿
二
日

　
　
心
静
院
様

　
　
七
月
廿
一
日

　
　
放
光
院
様

　
　
九
月
廿
二
日

　
　
松
樹
院
様

　
　
二
月
廿
三
日

　
　（
貼
紙
）『
源
穆
様
御
女
・
京
都
高
倉

様
江
御
嫁
』

　
　
幼
闇
院
様

　
　
五
月
四
日

　
　
天
瑞
院
様

　
　
七
月
廿
日

　
　
光
全
院
様

　
　
八
月
十
六
日

　
　
寂
性
院
様

　
　
十
一
月
六
日

　
　
良
春
院
様

　
　
二
月
廿
日

　
　
鶴
江
院
様

　
　
七
月
十
日

　
　
深
諦
院
様

　
　
十
月
十
三
日

　
　
右
御
方
々
様
、
御
正
忌
月
之
御
忌
日
除
、　
御
平
月
ハ
不
苦
候
事
。

　
　
　
　
寛
政
七
年
（
一
七
九
○
）
十
一
月
廿
八
日

　
初
代
高
松
藩
主
松
平
頼
重
は
、
殊
の
ほ
か
祖
父
初
代
将
軍
徳
川
家
康
へ
の

崇
敬
の
念
が
強
く
、
慶
安
四
年
（
一
六
五
一
）
に
は
宮
脇
村
の
本
門
寿
院
克
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屋
島
で
の
御
宮
造
営
か
ら
神
君
尊
影
の
発
輿
を
経
て
御
遷
宮
に
至
る
ま

で
、
領
内
に
は
次
の
よ
う
な
御
触
が
随
時
出
さ
れ
て
、
細
々
と
し
た
諸
規
制

が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
一
、
来
月
朔
日
、
御
宮
御
本
社
御
神
庫
御
安
鎮
御
修
法
向
被
為
在
、
重
キ

御
義
ニ
付
前
夜
よ
り
終
日
、
町
郷
中
浦
方
猟
師
共
始
都
而
諸
殺
生
堅

無
用
ニ
候
、
此
段
不
洩
様
可
被
申
渡
候
事
、（
傍
線
筆
者
、
以
下
同

じ
）

　
右
之
通
、
今
日
於
会
所
奉
行
所
ニ
、
半
助
申
渡
候
事
。

　
　
　（
下
略
）

　
文
化
十
二
年
（
一
八
一
五
）
三
月
廿
六
日

　
一
、
来
ル
九
日
よ
り
十
一
日
迄
、
松
島
よ
り
屋
島
迄
往
還
之
左
右
幷
屋
島

近
ニ
而
無
常
場
江
野
送
り
之
義
指
留
候
様
可
申
渡
候
事
、

　
右
之
通
、
今
日
於
会
所
奉
行
所
ニ
、
寺
社
奉
行
町
奉
行
郡
奉
行
江
、
與
次

右
衛
門
よ
り
申
渡
候
事
。

　
　
文
化
十
二
年
四
月
六
日
（
１９１
）

　
神
君

　
　
御
尊
影
来
ル
十
一
日
寅
ノ
上
刻
御
発
輿
ニ
相
成
候
間
、
十
日
朝

四
つ
時
間
よ
り
十
一
日
迄
、
町
中
木
戸
番
自
身
番
指
置
火
之
元
入
念
可
申

候
。

　（
文
化
十
二
年
）
四
月
八
日
（
１９２
）

　
　
　
　
　
　
　
　
大
番
頭
よ
り
吟
味
人
迄

　
一
、
権
現
様

　
来
ル
十
一
日
御
正
辻
（
遷
）
宮
被
為
在
、
同
十
二
日
御
供

養
修
行
被
仰
付
、
幷
二
百
回

　
御
神
忌
被
為
当
候
ニ
付
、
同
十
五
日

よ
り
十
七
日
迄
御
法
会
修
行
被
仰
付
、
重
キ
御
義
ニ
候
間
、
十
一
日

前
夜
よ
り
十
二
日
迄
終
日
、
十
五
日
よ
り
十
七
日
迄
終
日
、
町
郷
中

浦
方
猟
師
共
始
都
而
諸
殺
生
堅
無
用
之
間
申
渡
候
、
此
段
為
心
得
相

達
置
候
事
、

　
右
之
趣
、
同
役
同
列
江
申
通
、
組
支
配
江
も
申
聞
旨
被
仰
出
候
事
、

　
但
、
惣
而
追
放
又
咎
方
等
之
義
申
渡
、
聊
も
不
相
成
候
事
。

　
　
　
　
　
　
　
御
小
性
頭
よ
り
吟
味
迄

　
一
、
権
現
様

　
来
ル
十
一
日

　
御
正
遷
宮
被
為
在
、
同
十
二
日
御
供
養
修

行
被
仰
付
、
幷
二
百
廻

　
御
神
忌
被
為
当
候
ニ
付
、

　
　
　
同
十
五
日
よ
り
十
七
日
迄
御
法
会
修
行
被
仰
付
、
重
キ
御
義
ニ
候

間
、
惣
而
追
放
又
ハ
咎
方
等
之
義
ハ
申
渡
、
聊
も
不
相
成
候
事
。

　
　
　
　
　
　
　
　
御
鷹
方
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
原
文
大
夫

　
一
、
右
御
同
断
、
重
キ
御
義
ニ
付
御
鷹
之
餌
入
十
一
日
前
夜
よ
り
同
十
二

日
迄
終
日
、
十
五
日
よ
り
十
七
日
終
日
、
不
相
成
候
事
、
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軍
寺
境
内
に
山
王
社
の
社
殿
を
建
立
し
、
東
照
宮
の
神
霊
を
勧
請
し
て
い

る
。
こ
れ
が
の
ち
「
御
宮
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、「
御
真
影
」
は
天

海
僧
上
が
自
筆
画
賛
し
、
将
軍
家
の
尊
牌
を
納
め
て
祈
祷
所
と
な
り
金
剛
寺

と
改
め
、
寺
領
百
石
を
寄
進
す
る
な
ど
し
て
厚
遇
し
て
い
る
（
１８８
）。
高
松
藩

の
場
合
は
、
大
名
領
内
に
勧
請
さ
れ
た
東
照
宮
の
中
で
も
比
較
的
早
く
、
将

軍
家
と
の
縁
戚
関
係
も
あ
っ
て
、
限
ら
れ
た
大
名
に
信
任
の
証
と
公
儀
へ
の

忠
誠
の
証
の
一
つ
と
し
て
、
将
軍
家
か
ら
特
別
に
領
内
へ
の
東
照
宮
勧
請
を

許
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（
１８９
）。

　
さ
ら
に
八
代
藩
主
松
平
頼
儀
は
、
文
化
元
年
（
一
八
○
四
）
に
幕
府

か
ら
の
許
可
を
得
て
屋
島
山
麓
で
社
殿
造
営
に
着
手
し
、
同
十
二
年

（
一
八
一
五
）
に
は
神
君
家
康
公
二
百
回
忌
御
法
会
に
あ
た
っ
て
十
四
万
両

を
費
や
し
て
社
殿
造
営
を
完
成
さ
せ
、
改
め
て
日
光
か
ら
東
照
宮
の
分
霊
を

勧
請
し
て
い
る
。
こ
の
間
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、「
源
襄
様
御
代
御
令
條
之

内
書
抜
」
と
「
縣
社
屋
嶋
神
社
建
築
一
件
」
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

る
（
１９０
）。

　
一
、
神
君
御
宮
造
営
之
伺
書
、
昨
廿
五
日
御
用
番
土
井
大
炊
頭
様
江
、
留

守
居
共
ヲ
以
指
出
候
処
被
致
落
手
、
即
日
可
為
勝
手
次
第
旨
付
札
ヲ

以
指
図
有
之
候
間
、
国
元
奉
行
共
江
、
右
之
趣
、
可
被
申
越
候
、

　
　
　
但
、
御
伺
書
ハ
、
御
領
分
高
松
御

　
城
下
ニ
在
之
東
叡
山
御
末
寺
本

門
寿
院
地
内
ニ
、
東
照
宮
御
真
影
山
王
権
現
ト
御
合
殿
ニ
奉
安
置
在

之
候
、
右
ハ
、
元
祖

　
頼
重
讃
岐
守
寛
永
年
中
高
松
領
知
拝
領
仕

候
砌
、
天
海
僧
正
よ
り
相
贈
候
、　
尊
影
ニ
而
、
同
人
直
筆
ニ
而
御
座

候
、
然
ル
処
右
御
社
山
ニ
而
至
而
候
、
彼
是
甚
指
支
も
候
ニ
付
、
此

度
城
下
続
キ
屋
嶋
山
霊
地
江
、
新
ニ
御
宮
致
造
営
、　
御
真
影
奉
還

座
度
候
、
勿
論
山
王
権
現
ハ
是
迄
之
通
指
置
候
、
此
度
致
造
営
候
御

宮
江
、
御
真
影
而
巳
奉

　
遷
候
、
右
之
通
、
支
度
相
伺
申
候
趣
ニ
見

ユ
ル
事
。

　
　
文
化
元
甲
子
年
二
月
廿
六
日

　
一
、
文
化
十
一
甲
戌
（
一
八
一
四
）
年
八
月
廿
四
日
、
山
田
郡
八
島
山
東

南
の
方
の
地
を
墾
し
て
東
照
大
神
君
の
御
社
を
造
営
し
給
ふ
、
其
費

用
十
四
萬
金
余
な
り
と
い
ふ
、
御
元
祖
よ
り
以
来
東
照
神
君
の
御
社

な
し
。
但
、
石
清
尾
山
麓
本
門
寿
院
の
上
の
方
の
山
に
山
神
の
さ
さ

や
か
な
る
祠
あ
り
て
、
此
内
へ
ひ
そ
か
に
神
君
を
配
享
し
ま
ゐ
ら
せ

し
を
、
公
（
八
代
藩
主
松
平
頼
儀
）
先
年
公
儀
へ
願
ひ
て
此
度
新
に

八
島
に
御
社
を
造
営
せ
ら
れ
し
な
り
、
八
島
御
宮
御
造
営
柱
立
は
文

化
十
一
甲
戌
年
八
月
廿
四
日
な
り
。
云
々
。（
筐
底
秘
記
）

　
一
、
文
化
十
二
年
乙
亥
四
月
十
一
日
、
東
照
宮
御
神
影
屋
嶋
御
宮
へ
御
遷

座
（
穆
公
外
記
三
）
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屋
島
で
の
御
宮
造
営
か
ら
神
君
尊
影
の
発
輿
を
経
て
御
遷
宮
に
至
る
ま

で
、
領
内
に
は
次
の
よ
う
な
御
触
が
随
時
出
さ
れ
て
、
細
々
と
し
た
諸
規
制

が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
一
、
来
月
朔
日
、
御
宮
御
本
社
御
神
庫
御
安
鎮
御
修
法
向
被
為
在
、
重
キ

御
義
ニ
付
前
夜
よ
り
終
日
、
町
郷
中
浦
方
猟
師
共
始
都
而
諸
殺
生
堅

無
用
ニ
候
、
此
段
不
洩
様
可
被
申
渡
候
事
、（
傍
線
筆
者
、
以
下
同

じ
）

　
右
之
通
、
今
日
於
会
所
奉
行
所
ニ
、
半
助
申
渡
候
事
。

　
　
　（
下
略
）

　
文
化
十
二
年
（
一
八
一
五
）
三
月
廿
六
日

　
一
、
来
ル
九
日
よ
り
十
一
日
迄
、
松
島
よ
り
屋
島
迄
往
還
之
左
右
幷
屋
島

近
ニ
而
無
常
場
江
野
送
り
之
義
指
留
候
様
可
申
渡
候
事
、

　
右
之
通
、
今
日
於
会
所
奉
行
所
ニ
、
寺
社
奉
行
町
奉
行
郡
奉
行
江
、
與
次

右
衛
門
よ
り
申
渡
候
事
。

　
　
文
化
十
二
年
四
月
六
日
（
１９１
）

　
神
君

　
　
御
尊
影
来
ル
十
一
日
寅
ノ
上
刻
御
発
輿
ニ
相
成
候
間
、
十
日
朝

四
つ
時
間
よ
り
十
一
日
迄
、
町
中
木
戸
番
自
身
番
指
置
火
之
元
入
念
可
申

候
。

　（
文
化
十
二
年
）
四
月
八
日
（
１９２
）

　
　
　
　
　
　
　
　
大
番
頭
よ
り
吟
味
人
迄

　
一
、
権
現
様

　
来
ル
十
一
日
御
正
辻
（
遷
）
宮
被
為
在
、
同
十
二
日
御
供

養
修
行
被
仰
付
、
幷
二
百
回

　
御
神
忌
被
為
当
候
ニ
付
、
同
十
五
日

よ
り
十
七
日
迄
御
法
会
修
行
被
仰
付
、
重
キ
御
義
ニ
候
間
、
十
一
日

前
夜
よ
り
十
二
日
迄
終
日
、
十
五
日
よ
り
十
七
日
迄
終
日
、
町
郷
中

浦
方
猟
師
共
始
都
而
諸
殺
生
堅
無
用
之
間
申
渡
候
、
此
段
為
心
得
相

達
置
候
事
、

　
右
之
趣
、
同
役
同
列
江
申
通
、
組
支
配
江
も
申
聞
旨
被
仰
出
候
事
、

　
但
、
惣
而
追
放
又
咎
方
等
之
義
申
渡
、
聊
も
不
相
成
候
事
。

　
　
　
　
　
　
　
御
小
性
頭
よ
り
吟
味
迄

　
一
、
権
現
様

　
来
ル
十
一
日

　
御
正
遷
宮
被
為
在
、
同
十
二
日
御
供
養
修

行
被
仰
付
、
幷
二
百
廻

　
御
神
忌
被
為
当
候
ニ
付
、

　
　
　
同
十
五
日
よ
り
十
七
日
迄
御
法
会
修
行
被
仰
付
、
重
キ
御
義
ニ
候

間
、
惣
而
追
放
又
ハ
咎
方
等
之
義
ハ
申
渡
、
聊
も
不
相
成
候
事
。

　
　
　
　
　
　
　
　
御
鷹
方
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
原
文
大
夫

　
一
、
右
御
同
断
、
重
キ
御
義
ニ
付
御
鷹
之
餌
入
十
一
日
前
夜
よ
り
同
十
二

日
迄
終
日
、
十
五
日
よ
り
十
七
日
終
日
、
不
相
成
候
事
、
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に
は
御
宮
近
辺
に
殺
生
禁
制
の
高
札
を
立
て
て
堅
く
殺
生
を
禁
じ
て
い
る
。

　
来
ル
十
五
日

　
御
宮
御
拝
殿
御
棟
上
御
規
式
被
為
在
候
、
重
キ
御
儀
附
終

日
町
郷
中
浦
方
猟
師
共
始
、
都
而
諸
殺
生
堅
く
無
用
ニ
候
、（
傍
線
筆
者
）

　
本
文
之
趣
申
渡
相
済
候
ハ
ヽ
、
其
段
書
附
を
以
可
申
出
候
、
以
上

　
右
之
趣
其
町
切
裏
家
借
家
之
者
共
ニ
至
迄
、
不
洩
様
入
念
ニ
申
渡
候
、
以
上

　
　
子

　
　
　（
文
化
十
二
年
）
五
月
十
一
日
（
１９５
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
家
中
之
面
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壱
役
壱
人

　
一
、
来
ル
十
四
日
、　
御
宮
御
唐
門
御
築
地
塀
御
棟
上
御
規
式
被
為
在
、

重
キ
御
義
ニ
付
、
惣
而
追
放
又
ハ
咎
方
等
之
義
申
渡
、
聊
不
相
成
候

事
。（
傍
線
筆
者
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鷹
師
頭

　
一
、
右
同
断
ニ
付
、
御
鷹
之
餌
入
終
日
不
相
成
候
、

　
　
　
但
、
御
用
向
ニ
而
殺
生
仕
候
義
迚
も
惣
而
堅
無
用
事
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
船
奉
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
町
奉
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郡
奉
行

　
一
、
右
同
断
ニ
付
、
終
日
町
奉
行
浦
方
猟
師
共
始
、
都
而
諸
殺
生
堅
無
用

ニ
候
、
此
段
不
洩
様
可
申
渡
候
事
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
家
中
面
々
列
壱
人

　
一
、
右
同
断
ニ
付
、
終
日
町
郷
中
浦
方
猟
師
共
始
、
都
而
諸
殺
生
堅
無
用

ニ
候
旨
申
渡
候
、
同
役
同
列
組
支
配
江
も
可
被
申
通
候
事
。

　
　
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
二
月
九
日
（
１９６
）

　
一
、
御
宮
近
辺
殺
生
禁
制
之
高
札
之
内
、
藤
目
池
通
之
分
認
方
建
場
所
、

幷
相
引
橋
西
手
土
手
之
分
認
方
等
、
夫
々
別
紙
之
通
相
直
セ
可
被
申

候
事
、（
傍
線
筆
者
）

　
別
紙

　
　
　
藤
目
池
下
川
筋
西
土
手

　
此
所
よ
り
南
川
筋
、
幷
此
通
筋
よ
り
西
手
ニ
お
ゐ
て
、
殺
生
堅
仕
間
敷
者

也
　
　
丑
五
月

　
　
　
相
引
橋
西
手
土
手

　
此
所
よ
り
東
川
筋
ニ
お
ゐ
て
、
殺
生
堅
仕
間
敷
者
也
。

　
　
丑
五
月

　
　
　（
文
政
元
年
九
月
廿
日
）（
１９７
）

－41－

　
　
　
但
、
御
用
向
等
ニ
而
殺
生
仕
候
義
迚
も
惣
而
堅
無
用
ニ
候
事
、

　
　
　
　
　
船
奉
行

　
　
　
　
　
　
加
治
五
郎
左
衛
門

　
　
　
　
　
町
奉
行

　
　
　
　
　
　
奥

　
山

　
彦

　
蔵

　

　
　
　
　
　
郡
奉
行

　
　
　
　
　
　
太
田

　
庄
左
衛
門

　
一
、
右
御
同
断
ニ
付
、
町
郷
中
浦
方
猟
師
共
都
而
諸
殺
生
堅
無
用
ニ
候

事
、

　
右
之
通
、
今
日
於
会
所
奉
行
所
ニ
、
與
次
右
衛
門
申
渡
候
事
。

　
文
化
十
二
年
四
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
横
目
中

　
一
、
権
現
様

　
御
正
遷
宮
被
為
在
候
ニ
付
、
明
十
二
日
御
供
養
修
行
被
仰

付
候
間
、
諸
事
相
慎
火
之
元
入
念
候
様
可
申
付
候
尤
普
請
ハ
不
苦
候

事
、

　
　
　
同
十
五
日
よ
り
十
七
日
迄
御
法
会
修
行
被
仰
付
、
重
キ
御
義
ニ
候

間
、
惣
而
追
放
又
ハ
咎
方
等
之
義
ハ
申
渡
、
聊
も
不
相
成
候
事
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
横
目
中

　
一
、
権
現
様

　
弐
百
回

　
御
神
忌
被
為
当
候
ニ
付
、
来
ル
十
五
日
よ
り

十
七
日
迄
、
二
夜
三
日
之
御
法
会
被
仰
付
候
間
、
諸
事
相
慎
火
之
元

入
念
可
申
付
候
、
尤
普
請
ハ
不
苦
候
事
、

　
右
之
通
、
御
家
中
之
面
々
江
相
触
可
申
旨
、
今
日
山
室
太
一
兵
衛
江
、
左

馬
之
助
殿
御
申
渡
候
事
。

　
文
化
十
二
年
四
月
十
一
日
（
１９３
）

　
こ
の
よ
う
に
し
て
文
化
十
二
年
（
一
八
一
五
）
四
月
十
九
日
に
は
、
神
君

尊
影
の
御
遷
宮
並
び
に
供
養
式
と
弐
百
回
御
神
忌
法
会
が
滞
り
な
く
終
わ
っ

た
こ
と
を
江
戸
に
報
告
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
一
、
神
君
御
尊
影
、
此
度
屋
島
江
、
御
遷
宮
、
幷
御
供
養
弐
百
回
御
神
忌

御
法
会
等
之
御
大
礼
、
万
々
無
御
滞
被
為
相
済
候
ニ
付
御
家
中
一
同

右
為
御
祝
詞
、
香
川
伊
平
太
江
府
江
被
遣
候
間
、
此
段
同
役
同
列
中

江
可
被
申
通
旨
、
御
書
院
番
頭
・
御
小
性
頭
・
寺
社
奉
行
江
與
次
右

衛
門
申
聞
候
事
。

　
　
　
但
、
右
同
断
之
事
。

　（
文
化
十
二
年
四
月
十
九
日
）（
１９４
）

　
そ
し
て
同
年
五
月
十
五
日
に
は
御
宮
拝
殿
の
棟
上
式
、
文
政
元
年

（
一
八
一
八
）
二
月
十
四
日
に
は
御
宮
唐
門
の
棟
上
式
が
執
り
行
わ
れ
る
な

ど
御
宮
の
整
備
を
進
め
る
と
と
も
に
、
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
九
月
廿
日
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に
は
御
宮
近
辺
に
殺
生
禁
制
の
高
札
を
立
て
て
堅
く
殺
生
を
禁
じ
て
い
る
。

　
来
ル
十
五
日

　
御
宮
御
拝
殿
御
棟
上
御
規
式
被
為
在
候
、
重
キ
御
儀
附
終

日
町
郷
中
浦
方
猟
師
共
始
、
都
而
諸
殺
生
堅
く
無
用
ニ
候
、（
傍
線
筆
者
）

　
本
文
之
趣
申
渡
相
済
候
ハ
ヽ
、
其
段
書
附
を
以
可
申
出
候
、
以
上

　
右
之
趣
其
町
切
裏
家
借
家
之
者
共
ニ
至
迄
、
不
洩
様
入
念
ニ
申
渡
候
、
以
上

　
　
子

　
　
　（
文
化
十
二
年
）
五
月
十
一
日
（
１９５
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
家
中
之
面
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壱
役
壱
人

　
一
、
来
ル
十
四
日
、　
御
宮
御
唐
門
御
築
地
塀
御
棟
上
御
規
式
被
為
在
、

重
キ
御
義
ニ
付
、
惣
而
追
放
又
ハ
咎
方
等
之
義
申
渡
、
聊
不
相
成
候

事
。（
傍
線
筆
者
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鷹
師
頭

　
一
、
右
同
断
ニ
付
、
御
鷹
之
餌
入
終
日
不
相
成
候
、

　
　
　
但
、
御
用
向
ニ
而
殺
生
仕
候
義
迚
も
惣
而
堅
無
用
事
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
船
奉
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
町
奉
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郡
奉
行

　
一
、
右
同
断
ニ
付
、
終
日
町
奉
行
浦
方
猟
師
共
始
、
都
而
諸
殺
生
堅
無
用

ニ
候
、
此
段
不
洩
様
可
申
渡
候
事
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
家
中
面
々
列
壱
人

　
一
、
右
同
断
ニ
付
、
終
日
町
郷
中
浦
方
猟
師
共
始
、
都
而
諸
殺
生
堅
無
用

ニ
候
旨
申
渡
候
、
同
役
同
列
組
支
配
江
も
可
被
申
通
候
事
。

　
　
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
二
月
九
日
（
１９６
）

　
一
、
御
宮
近
辺
殺
生
禁
制
之
高
札
之
内
、
藤
目
池
通
之
分
認
方
建
場
所
、

幷
相
引
橋
西
手
土
手
之
分
認
方
等
、
夫
々
別
紙
之
通
相
直
セ
可
被
申

候
事
、（
傍
線
筆
者
）

　
別
紙

　
　
　
藤
目
池
下
川
筋
西
土
手

　
此
所
よ
り
南
川
筋
、
幷
此
通
筋
よ
り
西
手
ニ
お
ゐ
て
、
殺
生
堅
仕
間
敷
者

也
　
　
丑
五
月

　
　
　
相
引
橋
西
手
土
手

　
此
所
よ
り
東
川
筋
ニ
お
ゐ
て
、
殺
生
堅
仕
間
敷
者
也
。

　
　
丑
五
月

　
　
　（
文
政
元
年
九
月
廿
日
）（
１９７
）
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へ
、
そ
の
間
に
掛
幅
の
如
き
も
の
有
り
。
忽
思
ひ
出
す
は
、
是
侯
家
、
常

に
敬
蔵
す
る
と
こ
ろ
の
神
祖
の
御
画
真
歟
と
。
迺
火
中
よ
り
引
出
す
に
、

焼
痕
な
し
。
開
て
見
れ
ば
、
尊
容
厳
然
と
し
て
故
の
如
し
。
人
皆
駭
か
ざ

る
も
の
な
か
り
し
と
ぞ
。（
傍
線
筆
者
）

　　
こ
の
高
松
侯
と
は
、
九
代
藩
主
松
平
頼
熙
の
こ
と
で
、
代
々
高
松
松
平
家

で
は
神
祖
東
照
宮
の
御
画
像
を
大
切
に
敬
蔵
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
火

災
に
よ
っ
て
他
の
も
の
が
焼
失
し
た
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
の
御
画
像
だ
け

は
無
傷
で
残
っ
て
い
た
こ
と
に
誰
も
が
驚
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
出

来
事
で
、
高
松
藩
で
は
益
々
神
君
家
康
公
に
対
す
る
崇
敬
の
念
と
将
軍
家
の

権
威
が
高
ま
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

（
三
）
　藩
祖
顕
彰
と
墓
所
整
備
に
よ
る
明
君
神
話
づ
く
り

　

　
幕
府
の
精
神
的
拠
所
と
し
て
の
東
照
宮
の
出
現
と
、
各
藩
に
お
い
て
そ
の

藩
祖
を
神
と
仰
ぐ
こ
と
も
、
同
一
の
精
神
的
土
壌
の
上
に
成
立
す
る
現
象
と

思
わ
れ
、
東
照
宮
の
成
立
及
び
諸
国
へ
の
東
照
宮
の
勧
請
が
契
機
と
な
っ

て
、
各
藩
に
お
い
て
先
祖
神
と
し
て
藩
祖
を
祀
る
こ
と
が
促
さ
れ
て
い
っ
た

と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
２０３
）。

　
高
松
藩
で
は
、
三
代
藩
主
松
平
頼
豊
が
宝
永
元
年
（
一
七
○
四
）
十
月
三

日
に
先
代
の
節
公
廟
（
二
代
藩
主
松
平
頼
常
）
を
高
松
城
中
に
建
て
て
祀
る

な
ど
、
領
内
に
お
け
る
先
祖
神
信
仰
の
芽
生
え
と
支
配
の
正
当
性
確
保
へ
強

い
意
志
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
（
２０４
）。

　
ま
た
、
五
代
藩
主
松
平
頼
恭
が
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
正
月
廿
八
日
に

記
録
所
を
設
立
し
、
次
の
よ
う
に
日
光
御
名
代
記
や
先
祖
代
々
の
実
録
・
祖

訓
集
を
撰
す
る
と
と
も
に
、
先
祖
及
び
一
門
の
御
忌
日
を
認
め
た
追
遠
録
や

家
中
諸
士
の
系
図
及
び
履
歴
録
を
ま
と
め
る
な
ど
、
江
戸
中
期
の
藩
政
運
営

の
基
礎
に
将
軍
家
の
権
威
を
バ
ッ
ク
に
し
た
藩
祖
を
は
じ
め
と
す
る
先
祖
の

遺
訓
や
先
例
・
由
緒
を
重
視
し
よ
う
と
す
る
傾
向
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き

る
（
２０５
）。

　　
或
人
或
書
に
あ
り
て
爰
に
洩
る
ゝ
を
附
録
す
、

　
一
、
御
先
祖
様
は
不
及
申
、
御
親
類
様
方
御
続
き
遠
き
御
方
様
迄
も
御
追

遠
の
御
志
厚
く
被
遊
御
座
、
儒
者
役
の
者
へ
被

　
仰
付
、
呉
先
祖
様

方
よ
り
御
親
類
様
方
迄
不
残
御
忌
日
を
相
誌
見
易
様
に
編
立
被

　
仰

付
、
出
来
の
上
追
遠
録
と
御
名
付
御
自
身
御
序
文
被
遊
、
御
平
生
御

省
覧
被
成
候
て
御
追
遠
の
義
と
も
無
残
処
御
勤
被
遊
候
、

　
頼
恭
著
述
目
録

　
一
、
実
録

　
元
祖
以
来
代
々
実
記

　
二
百
巻

　
一
、
登
仕
録

　
家
中
の
者
筋
目
勤
功
等
の
次
第

　
五
十
八
巻

　
一
、
職
員
選
任

　
家
中
の
者
役
替
の
次
第

　
二
十
五
巻
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東
照
宮
の
大
名
領
へ
の
勧
請
に
つ
い
て
、
幕
府
は
少
な
く
と
も
寛
永
期
段

階
ま
で
は
各
大
名
の
自
発
的
・
自
主
的
な
崇
敬
を
重
視
し
て
い
た
が
、
家
光

政
権
に
な
る
と
諸
大
名
の
請
願
に
よ
っ
て
将
軍
が
許
可
を
与
え
る
と
い
う
正

式
な
勧
請
が
多
く
な
り
、
将
軍
家
と
の
縁
戚
関
係
等
に
基
づ
い
て
、
限
ら
れ

た
大
名
に
信
任
の
証
と
し
て
恩
恵
的
に
与
え
る
と
い
う
姿
勢
が
見
ら
れ
た
。

こ
う
し
て
幕
府
は
、
東
照
宮
に
関
わ
る
儀
礼
に
諸
大
名
を
動
員
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
東
照
宮
を
政
治
的
に
利
用
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
享
保

二
十
年
（
一
七
三
五
）
に
は
、
吉
宗
政
権
が
全
国
の
大
名
に
勧
請
さ
れ
た
東

照
宮
の
所
在
調
査
と
神
領
調
査
を
寺
社
奉
行
に
命
じ
、
各
大
名
領
内
の
東
照

宮
の
実
態
を
把
握
す
る
と
い
う
ま
で
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
（
１９８
）。

　
一
方
、
こ
れ
を
大
名
側
か
ら
み
れ
ば
、
藩
政
確
立
期
に
お
い
て
領
内
に
お

け
る
藩
主
の
支
配
権
確
立
の
た
め
の
精
神
的
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
し
て
東
照
大

権
現
の
御
威
光
を
政
治
的
に
利
用
し
た
と
も
い
え
る
（
１９９
）。
高
松
藩
に
お
い

て
も
寛
永
末
か
ら
寛
文
期
に
か
け
て
は
、
家
臣
団
編
成
や
行
政
組
織
の
確

立
、
領
内
検
地
の
実
施
、
高
松
城
及
び
城
下
町
の
整
備
、
基
本
法
令
の
発
令

な
ど
藩
政
体
制
が
確
立
し
て
い
く
時
期
に
あ
た
り
、
東
照
宮
の
高
松
御
城
下

へ
の
勧
請
は
松
平
家
に
よ
る
支
配
の
正
当
性
の
確
保
と
初
期
藩
政
確
立
事
業

の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
家
康
の
神
格
化
や
東
照
宮
信
仰
の
背
景
に
は
、
家
康
の
守
護
神
的
性
格
の

先
祖
性
と
、
遺
業
と
善
政
へ
の
期
待
と
い
う
政
治
性
の
二
つ
が
一
緒
に
な
っ

て
、
家
康
を
神
に
祭
る
べ
き
だ
と
す
る
考
え
に
繋
が
る
と
と
も
に
（
２００
）、
家

康
の
「
旧
」（
古
き
も
の
）
に
対
し
て
「
礼
義
」
を
重
ん
じ
る
政
治
が
、
家

康
を
し
て
「
天
下
の
文
宗
」
と
称
さ
せ
、
そ
れ
が
林
術
斎
を
中
心
と
し
た
知

識
共
同
体
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
り
、
新
た
な
形
で
東
照
宮
が
神
格
化
さ
れ
て

い
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
２０１
）。

　
家
康
の
神
格
化
と
東
照
宮
信
仰
の
浸
透
は
、
や
が
て
東
照
宮
関
係
の
遺
蹟

や
遺
物
の
顕
彰
・
崇
敬
へ
と
繋
が
り
、
家
康
に
関
係
し
た
遺
物
は
護
符
と
し

て
厄
災
を
退
け
る
強
力
な
威
力
を
持
っ
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
肥
前
平
戸
藩
九
代
藩
主
松
浦
靜
山
の
『
甲
子
夜
話
続
篇
』
巻
之
三
に
収

載
さ
れ
た
、
高
松
松
平
家
の
火
災
で
焼
け
残
っ
た
東
照
宮
の
肖
像
画
の
逸
話

も
、
そ
う
し
た
事
例
の
一
つ
と
し
て
有
名
で
あ
る
（
２０２
）。

　
　

　
高
松
侯
の
臣
に
沼
田
逸
平
次
と
云
あ
り
。
馬
乗
を
役
と
し
て
、
傍
ら
好
事

の
人
な
り
。
古
昔
の
図
書
若
干
を
蔵
し
て
、
己
の
著
書
も
亦
有
り
。
近
年

侯
邸
の
厩
よ
り
火
を
失
し
て
焼
亡
せ
し
と
き
、
初
め
火
の
起
り
し
折
、
馬

添
の
者
狼
狽
し
て
為
し
所
を
知
ら
ず
。
沼
田
、
其
子
某
と
共
に
進
で
炎
中

に
入
り
、
侯
父
子
の
乗
馬
に
皆
具
を
調
へ
、
焔
々
を
脱
れ
出
、
侯
父
子
を

騎
せ
し
め
、
邸
を
立
退
し
む
。
因
て
候
危
難
を
ま
ぬ
か
る
。
沼
田
思
へ
ら

く
。
か
く
の
如
き
急
火
、
貯
る
所
の
物
一
も
焚
を
免
か
れ
じ
と
。
途
中
よ

り
還
て
火
を
視
る
に
、
刀
箱
烟
中
に
在
て
、
火
既
に
遍
く
、
木
鉄
皆
燃
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へ
、
そ
の
間
に
掛
幅
の
如
き
も
の
有
り
。
忽
思
ひ
出
す
は
、
是
侯
家
、
常

に
敬
蔵
す
る
と
こ
ろ
の
神
祖
の
御
画
真
歟
と
。
迺
火
中
よ
り
引
出
す
に
、

焼
痕
な
し
。
開
て
見
れ
ば
、
尊
容
厳
然
と
し
て
故
の
如
し
。
人
皆
駭
か
ざ

る
も
の
な
か
り
し
と
ぞ
。（
傍
線
筆
者
）

　　
こ
の
高
松
侯
と
は
、
九
代
藩
主
松
平
頼
熙
の
こ
と
で
、
代
々
高
松
松
平
家

で
は
神
祖
東
照
宮
の
御
画
像
を
大
切
に
敬
蔵
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
火

災
に
よ
っ
て
他
の
も
の
が
焼
失
し
た
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
の
御
画
像
だ
け

は
無
傷
で
残
っ
て
い
た
こ
と
に
誰
も
が
驚
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
出

来
事
で
、
高
松
藩
で
は
益
々
神
君
家
康
公
に
対
す
る
崇
敬
の
念
と
将
軍
家
の

権
威
が
高
ま
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

（
三
）
　藩
祖
顕
彰
と
墓
所
整
備
に
よ
る
明
君
神
話
づ
く
り

　

　
幕
府
の
精
神
的
拠
所
と
し
て
の
東
照
宮
の
出
現
と
、
各
藩
に
お
い
て
そ
の

藩
祖
を
神
と
仰
ぐ
こ
と
も
、
同
一
の
精
神
的
土
壌
の
上
に
成
立
す
る
現
象
と

思
わ
れ
、
東
照
宮
の
成
立
及
び
諸
国
へ
の
東
照
宮
の
勧
請
が
契
機
と
な
っ

て
、
各
藩
に
お
い
て
先
祖
神
と
し
て
藩
祖
を
祀
る
こ
と
が
促
さ
れ
て
い
っ
た

と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
２０３
）。

　
高
松
藩
で
は
、
三
代
藩
主
松
平
頼
豊
が
宝
永
元
年
（
一
七
○
四
）
十
月
三

日
に
先
代
の
節
公
廟
（
二
代
藩
主
松
平
頼
常
）
を
高
松
城
中
に
建
て
て
祀
る

な
ど
、
領
内
に
お
け
る
先
祖
神
信
仰
の
芽
生
え
と
支
配
の
正
当
性
確
保
へ
強

い
意
志
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
（
２０４
）。

　
ま
た
、
五
代
藩
主
松
平
頼
恭
が
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
正
月
廿
八
日
に

記
録
所
を
設
立
し
、
次
の
よ
う
に
日
光
御
名
代
記
や
先
祖
代
々
の
実
録
・
祖

訓
集
を
撰
す
る
と
と
も
に
、
先
祖
及
び
一
門
の
御
忌
日
を
認
め
た
追
遠
録
や

家
中
諸
士
の
系
図
及
び
履
歴
録
を
ま
と
め
る
な
ど
、
江
戸
中
期
の
藩
政
運
営

の
基
礎
に
将
軍
家
の
権
威
を
バ
ッ
ク
に
し
た
藩
祖
を
は
じ
め
と
す
る
先
祖
の

遺
訓
や
先
例
・
由
緒
を
重
視
し
よ
う
と
す
る
傾
向
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き

る
（
２０５
）。

　　
或
人
或
書
に
あ
り
て
爰
に
洩
る
ゝ
を
附
録
す
、

　
一
、
御
先
祖
様
は
不
及
申
、
御
親
類
様
方
御
続
き
遠
き
御
方
様
迄
も
御
追

遠
の
御
志
厚
く
被
遊
御
座
、
儒
者
役
の
者
へ
被

　
仰
付
、
呉
先
祖
様

方
よ
り
御
親
類
様
方
迄
不
残
御
忌
日
を
相
誌
見
易
様
に
編
立
被

　
仰

付
、
出
来
の
上
追
遠
録
と
御
名
付
御
自
身
御
序
文
被
遊
、
御
平
生
御

省
覧
被
成
候
て
御
追
遠
の
義
と
も
無
残
処
御
勤
被
遊
候
、

　
頼
恭
著
述
目
録

　
一
、
実
録

　
元
祖
以
来
代
々
実
記

　
二
百
巻

　
一
、
登
仕
録

　
家
中
の
者
筋
目
勤
功
等
の
次
第

　
五
十
八
巻

　
一
、
職
員
選
任

　
家
中
の
者
役
替
の
次
第

　
二
十
五
巻

－43－



　
一
、
御
七
代

　
頼
起
源
欽
公

　
　
寛
政
四
子
年
七
月
廿
八
日
御
逝
去

　
一
、
御
八
代

　
頼
儀
源
襄
公

　
　
文
政
十
二
丑
年
八
月
廿
五
日
御
逝
去

　
一
、
御
九
代

　
頼
恕
源
愨
公

　
　
天
保
十
三
寅
年
四
月
六
日
御
逝
去

　
一
、
御
当
代

　
頼
胤
公

　
　
　
　
天
保
十
三
寅
年
五
月
御
家
督

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嘉
永
五
子
年
、
御
四
十
弐
御
厄
年
ナ
リ
（
２０８
）

　
　
　
　
御
菩
提
所
（
傍
線
筆
者
、
以
下
同
じ
）

　
寺
領
三
百
石

　
　
　
　
　
　
高
松
浄
土
宗

　
淨
願
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
塔
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
称
名
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
養
通
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
善
昌
庵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
昌
庵

　
右
寺
内
ニ

　
源
英
様
御
霊
屋
其
外
、
御
代
々

　
上
々
様
御
位
牌
所
霊
仏
堂

御
座
候
而
、　
御
年
忌
々
々
ニ
御
法
事
右
之
寺
へ
被

　
仰
付
候
、
右
四
ケ

寺
之
塔
中
者
浄
願
寺
江
相
詰
申
候

　
　
寺
領
五
拾
石

　
香
川
郡
笠
居
村
浄
土
宗

　
国
清
寺

　
高
松
よ
り
道
法
一
里
余

　
　
　
　
同

　
　
　
大
内
郡
白
鳥
村
右
同
宗

　
永
国
寺

　
高
松
よ
り
道
法
八
里
程

　
　
　
　
同

　
　
　
寒
川
郡
志
度
村
右
同
宗

　
東
林
寺

　
高
松
よ
り
道
法
三
里
程

　
　
　
　
同

　
　
　
那
珂
郡
岸
上
村
右
同
宗

　
真
福
寺

　
高
松
よ
り
道
法
七
里
程

　
右
者
浄
願
寺
江
御
正
忌
月
ニ
罷
出
相
勤
申
候
、
四
ケ
寺
と
唱
申
候

　
　
寺
領
百
石

　
　
高
松
町
端
天
台
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
本
門
寿
院

　
右
者

　
　
　
公
儀
御
位
牌
所
ニ
而
御
座
候

　
　
寺
領
百
拾
石

　
高
松
法
花
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
廣
昌
寺

　
右
者

　
　
久
昌
院
様
（
初
代
藩
主
松
平
頼
重
生
母
）
御
霊
屋
幷

　
　
本
寿
院

様
（
二
代
藩
主
松
平
頼
常
正
室
）
御
位
牌
所
ニ
而

　
御
年
忌
御
法
事
被

　
仰

付
候

　
　
寺
領
百
石

　
　
高
松
町
端
禅
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
霊
源
寺

　
右
者

　
親
量
院
様
（
二
代
藩
主
松
平
頼
常
生
母
）
御
墓
所
ニ
而
、　
御
年

忌
御
法
事
被

　
仰
付
候

　
　
　
　
　
　
　
　
高
松
禅
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
慈
恩
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
泉
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
実
相
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
見
性
寺

　
右
者
御
帰
依
と
相
唱
申
候
而
寺
格
宜
御
座
候
、
何
れ
も
寺
領
被
下
候

　
　
寺
領
御
朱
印
三
百
石

　
　
　
仏
生
山
浄
土
宗
無
本
寺

　
　
法
然
寺

　
　

高
松
よ
り
南
へ
当
り
道
法
二
里
計

　
右
者
山
之
上
ニ
盤
若
台
と
申
場
所
、　
源
英
様
御
納
所
ニ
而
御
座
候
而
、

其
外
右
之
所

　
上
々
様
御
墓
所
ニ
而
念
仏
堂
御
座
候
、
道
心
者
相
詰
居
申

候
、
右
之
寺
者

　
源
英
様
御
取
立
被
遊

　
御
朱
印
地
ニ
而
御
座
候
、
外
御
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一
、
朝
参
筆
記

　
勤
方
の
義

　
四
冊

　
一
、
京
都
奉
仕
録

　
代
々
京
都
御
使
相
勤
候
次
第

　
一
、
日
光
御
名
代
記

　
代
々
日
光
御
名
代
勤
の
次
第

　
三
冊

　
一
、
追
遠
録

　
一
門
中
過
去
帳

　
一
冊

　
一
、
詩
文
集

　
二
巻

　
一
、
祖
訓

　
代
々
教
訓
相
集

　
一
冊

　
　
　
　
〆

　
　
　
祖
訓
序

　
予
読
威
公
告
英
公
之
書
、
教
戒
丁
寧
如
家
人
父
子
面
諭
者
、
未
嘗
不
三
復

而
歎
之
也
、（
下
略
）

　
　
宝
暦
八
年
戌
寅
（
一
七
五
八
）
八
月
望

　
　
　
　
　
羽
林
源
頼
恭
謹
識

　
こ
れ
ら
を
背
景
に
、
領
内
に
は
藩
主
の
御
忌
日
が
周
知
さ
れ
る
と
と
も

に
、
将
軍
家
の
位
牌
所
や
藩
主
家
の
菩
提
所
・
墓
所
な
ど
が
指
定
さ
れ
、
現

実
の
幕
藩
体
制
の
み
な
ら
ず
、
将
軍
家
を
頂
点
と
し
た
霊
的
な
領
内
支
配
体

制
も
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
大
名
家
祖
先
の
年
忌
儀
礼
は
、
年
忌
に
よ
る
由

緒
の
確
認
に
あ
り
、
地
域
秩
序
を
確
認
と
す
る
場
で
も
あ
っ
た
（
２０６
）。
代
々

の
藩
主
が
藩
政
を
円
滑
に
進
め
て
い
く
た
め
に
は
、
祖
先
へ
の
祭
祀
儀
礼
が

不
可
欠
で
、
そ
れ
を
怠
り
な
く
行
っ
て
い
く
こ
と
が
高
松
松
平
家
の
繁
栄
に

つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

　
江
戸
時
代
の
社
会
的
地
位
は
、
家
格
や
身
分
と
し
て
現
わ
れ
、
そ
の
制
度

化
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
政
治
的
シ
ス
テ
ム
が
幕
藩
制
的
社
会
秩
序
で
あ
っ

た
。
そ
こ
で
は
死
者
も
生
前
の
家
格
・
身
分
に
属
し
て
い
る
も
の
と
し
て
取

り
扱
わ
れ
、
神
仏
ま
で
も
が
序
列
化
さ
れ
て
、
そ
の
頂
点
に
は
「
東
照
大
権

現
」
が
い
る
構
図
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
死
者
も
生
者
の
世
界
で
序

列
化
さ
れ
る
社
会
秩
序
の
中
で
、
近
世
人
は
藩
主
か
ら
領
民
に
至
る
ま
で
、

寺
檀
制
度
の
定
着
な
ど
に
よ
っ
て
葬
送
儀
礼
と
先
祖
供
養
の
作
法
を
浸
透
さ

せ
る
な
ど
、
先
祖
と
の
、
遺
骸
の
埋
葬
、
墓
石
、
戒
名
、
年
忌
と
い
う
よ
う

な
死
後
長
き
に
わ
た
っ
て
の
付
き
合
い
が
常
態
化
し
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
死
生
観
文
化
を
背
景
に
し
て
、
高
松
藩
で
は
生
者
の
世
界
と
死
者
の
世
界

を
包
括
し
た
新
た
な
霊
的
社
会
秩
序
を
確
立
し
、
定
着
さ
せ
て
い
っ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
（
２０７
）。

　
　
　
　
　
　
高
松
様
御
代
々
御
逝
去
年
月
左
之
通

　
一
、
御
初
代

　
頼
重
源
英
公

　
　
元
禄
八
亥
年
四
月
十
二
日
御
逝
去

　
一
、
御
二
代

　
頼
常
源
節
公

　
　
宝
永
元
申
年
四
月
三
日
御
逝
去

　
一
、
御
三
代

　
頼
豊
源
惠
公

　
　
享
保
廿
卯
年
十
月
廿
日
御
逝
去

　
一
、
御
四
代

　
頼
桓
源
懐
公

　
　
元
文
四
未
年
九
月
十
六
日
御
逝
去

　
一
、
御
五
代

　
頼
恭
源
穆
公

　
　
明
和
八
卯
年
七
月
十
八
日
御
逝
去

　
一
、
御
六
代

　
頼
真
源
定
公

　
　
安
永
九
子
年
三
月
十（
五
）日
御
逝
去
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一
、
御
七
代

　
頼
起
源
欽
公

　
　
寛
政
四
子
年
七
月
廿
八
日
御
逝
去

　
一
、
御
八
代

　
頼
儀
源
襄
公

　
　
文
政
十
二
丑
年
八
月
廿
五
日
御
逝
去

　
一
、
御
九
代

　
頼
恕
源
愨
公

　
　
天
保
十
三
寅
年
四
月
六
日
御
逝
去

　
一
、
御
当
代

　
頼
胤
公

　
　
　
　
天
保
十
三
寅
年
五
月
御
家
督

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嘉
永
五
子
年
、
御
四
十
弐
御
厄
年
ナ
リ
（
２０８
）

　
　
　
　
御
菩
提
所
（
傍
線
筆
者
、
以
下
同
じ
）

　
寺
領
三
百
石

　
　
　
　
　
　
高
松
浄
土
宗

　
淨
願
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
塔
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
称
名
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
養
通
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
善
昌
庵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
昌
庵

　
右
寺
内
ニ

　
源
英
様
御
霊
屋
其
外
、
御
代
々

　
上
々
様
御
位
牌
所
霊
仏
堂

御
座
候
而
、　
御
年
忌
々
々
ニ
御
法
事
右
之
寺
へ
被

　
仰
付
候
、
右
四
ケ

寺
之
塔
中
者
浄
願
寺
江
相
詰
申
候

　
　
寺
領
五
拾
石

　
香
川
郡
笠
居
村
浄
土
宗

　
国
清
寺

　
高
松
よ
り
道
法
一
里
余

　
　
　
　
同

　
　
　
大
内
郡
白
鳥
村
右
同
宗

　
永
国
寺

　
高
松
よ
り
道
法
八
里
程

　
　
　
　
同

　
　
　
寒
川
郡
志
度
村
右
同
宗

　
東
林
寺

　
高
松
よ
り
道
法
三
里
程

　
　
　
　
同

　
　
　
那
珂
郡
岸
上
村
右
同
宗

　
真
福
寺

　
高
松
よ
り
道
法
七
里
程

　
右
者
浄
願
寺
江
御
正
忌
月
ニ
罷
出
相
勤
申
候
、
四
ケ
寺
と
唱
申
候

　
　
寺
領
百
石

　
　
高
松
町
端
天
台
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
本
門
寿
院

　
右
者

　
　
　
公
儀
御
位
牌
所
ニ
而
御
座
候

　
　
寺
領
百
拾
石

　
高
松
法
花
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
廣
昌
寺

　
右
者

　
　
久
昌
院
様
（
初
代
藩
主
松
平
頼
重
生
母
）
御
霊
屋
幷

　
　
本
寿
院

様
（
二
代
藩
主
松
平
頼
常
正
室
）
御
位
牌
所
ニ
而

　
御
年
忌
御
法
事
被

　
仰

付
候

　
　
寺
領
百
石

　
　
高
松
町
端
禅
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
霊
源
寺

　
右
者

　
親
量
院
様
（
二
代
藩
主
松
平
頼
常
生
母
）
御
墓
所
ニ
而
、　
御
年

忌
御
法
事
被

　
仰
付
候

　
　
　
　
　
　
　
　
高
松
禅
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
慈
恩
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
泉
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
実
相
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
見
性
寺

　
右
者
御
帰
依
と
相
唱
申
候
而
寺
格
宜
御
座
候
、
何
れ
も
寺
領
被
下
候

　
　
寺
領
御
朱
印
三
百
石

　
　
　
仏
生
山
浄
土
宗
無
本
寺

　
　
法
然
寺

　
　

高
松
よ
り
南
へ
当
り
道
法
二
里
計

　
右
者
山
之
上
ニ
盤
若
台
と
申
場
所
、　
源
英
様
御
納
所
ニ
而
御
座
候
而
、

其
外
右
之
所

　
上
々
様
御
墓
所
ニ
而
念
仏
堂
御
座
候
、
道
心
者
相
詰
居
申

候
、
右
之
寺
者

　
源
英
様
御
取
立
被
遊

　
御
朱
印
地
ニ
而
御
座
候
、
外
御
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あ
る
。

　
高
松
松
平
家
の
御
墓
所
で
あ
る
法
然
寺
に
は
、
藩
祖
松
平
頼
重
の
法
体
姿

の
木
像
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。『
小
神
野
夜
話
』
に
「
般
若
台
に
御
納
め
被

遊
候
御
木
像
は
、
御
若
き
御
時
之
御
像
に
て
御
冠
を
召
し
、
金
龍
の
御
衣
、

龍
に
御
ま
た
が
り
被
遊
候
御
像
に
て
御
座
候
。
浄
願
寺
に
御
納
め
遊
は
さ
れ

候
御
像
は
、
御
年
六
十
は
か
り
の
御
像
に
て
、
御
総
髪
御
白
髪
交
り
の
御

像
、
御
衣
九
条
の
御
袈
裟
、
御
手
に
御
経
巻
を
持
た
せ
ら
れ
候
」
と
あ
り
、

初
め
菩
提
寺
で
あ
る
浄
願
寺
に
あ
っ
た
も
の
が
、『
英
公
外
記
』
延
宝
七
年

（
一
六
七
九
）
七
月
朔
日
条
に
は
「
御
寿
像
来
迎
堂
へ
御
納
」
と
あ
る
の
で
、

の
ち
法
然
寺
の
般
若
台
来
迎
堂
へ
移
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（
２１１
）。

　
ま
た
、
藩
祖
松
平
頼
重
の
遺
訓
が
「
英
公
家
訓
」
と
し
て
、
現
在
香
川
県

立
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
高
松
松
平
家
歴
史
資
料
の
中
に
残
さ

れ
て
い
る
。
初
代
藩
主
松
平
頼
重
は
、
寛
永
十
九
年
（
一
六
四
二
）
二
一
歳

の
と
き
、
高
松
に
入
国
し
て
以
来
、
延
宝
元
年
（
一
六
七
三
）
に
家
督
を
頼

常
に
譲
っ
て
隠
居
し
た
後
も
松
平
家
内
外
の
政
治
に
大
き
な
影
響
力
を
持
っ

て
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
に
七
四
歳
で
没
す
る
ま
で
、
五
○
年
以
上
に
わ

た
っ
て
高
松
藩
政
の
確
立
に
関
わ
り
、
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
人
物
で
あ

る
。

　「
英
公
家
訓
」
は
、
頼
重
が
隠
居
し
た
後
、
元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）
の
四

月
廿
六
日
と
十
一
月
一
日
に
、
下
屋
敷
に
家
臣
を
集
め
て
初
代
藩
主
と
し
て

訓
辞
し
た
口
演
録
で
あ
る
。
第
一
回
目
の
四
月
廿
六
日
に
は
、
家
臣
の
綱
紀

を
正
し
て
武
士
と
し
て
の
心
構
え
を
説
き
、「
ケ
様
に
被

　
仰
出
候
事
も

　
大

猷
院
様
（
三
代
将
軍
徳
川
家
光
）
の
御
厚
恩
御
一
生
之
内
、
御
報
可
被
遊
様

無
之
故
、
自
然
之
義
有
之
ニ
お
ゐ
て
ハ
、
御
子
孫
た
る
当
将
軍
之
御
為
ニ
御

命
を
被
為
捨
候
ハ
ヽ
、
セ
め
て
の
御
厚
恩
と
も
可
成
か
と
の
思
召
也
」
と
い

う
言
葉
を
残
し
、
第
二
回
目
の
十
一
月
一
日
に
は
、
各
家
臣
の
生
活
態
度
に

関
し
て
「
何
事
も
分
限
相
応
ヨ
リ
ハ
少
し
軽
く
致
か
肝
要
也
」「
武
士
ハ
平

生
の
心
掛
肝
要
也
」
な
ど
と
訓
辞
し
て
い
る
（
２１２
）。
こ
の
「
英
公
家
訓
」
は

藩
祖
顕
彰
と
と
も
に
、
長
ら
く
高
松
藩
の
藩
政
の
基
本
と
し
て
高
松
松
平
家

に
伝
来
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
江
戸
中
期
に
な
る
と
、
藩
政
に
お
け
る
国
家
意
識
が
生
ま
れ
、
諸
藩
で
は

藩
体
制
の
再
編
強
化
の
た
め
の
中
期
藩
政
改
革
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
場
合
の

国
家
と
は
、
大
名
と
家
中
が
死
守
す
べ
き
共
同
権
益
組
織
で
あ
り
、
そ
の
中

核
で
あ
る
大
名
家
の
隆
盛
の
た
め
に
家
中
は
絶
対
的
な
忠
誠
を
要
求
さ
れ

た
（
２１３
）。
国
家
意
識
の
中
核
に
あ
る
御
家
の
思
想
は
、
近
世
に
な
り
、
家
臣

の
忠
誠
の
対
象
が
主
君
か
ら
主
家
へ
と
変
化
し
て
、
主
君
と
家
臣
の
関
係
が

個
人
対
個
人
で
は
な
く
、
主
家
と
家
臣
の
家
と
い
う
家
対
家
の
関
係
に
置
き

換
え
ら
れ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
成
立
し
た
御
家
（
藩
）
と

呼
ば
れ
る
運
命
共
同
体
の
中
で
、
各
御
家
が
何
を
も
っ
て
大
名
家
の
由
緒
・

伝
統
と
す
る
か
は
大
名
家
の
自
己
認
識
で
あ
り
、
自
ら
の
領
域
統
治
の
正
当
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墓
所
と
違
候
而
紫
衣
地
ニ
而
格
式
御
会
釈
被
遊
来
高
、
町
並
四
五
丁
も
御

座
候
而
、
高
松
郷
中
他
国
よ
り
も
参
詣
人
有
之
程
之
御
寺
ニ
而
御
座
候
。

　
　
寺
領
百
石

　
　
御
帰
依
格

　
日
内
山
律
宗

　
　
　
　
　
　
霊
芝
寺

　
　

高
松
よ
り
東
へ
当
り
道
法
四
里
計

　

　
右
者
寺
内
端
山
手
ニ

　
源
節
様
御
納
所
御
座
候
、
儒
法
ニ
被

　
仰
付
候

故
、
右
之
寺
江
御
納
被
遊
候
ニ
て
無
御
座
候
ニ
付
、
御
墓
所
と
申
ニ
て
ハ

無
御
座
候
、
御
年
忌
ハ
浄
願
寺
ニ
て
被

　
仰
付
候
。

　
　
　（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
阿
弥
陀
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
地
蔵
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
白
峯
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
國
分
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
聖
通
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
蔵
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
屋
嶋
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
栗
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
志
度
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
虚
空
蔵
院

　
右
之
分
十
ケ
寺
と
唱
、　
御
領
分
中
十
郡
ニ
壱
ケ
寺
つ
ゝ
御
座
候
而
、
五

穀
成
就
之
御
祈
祷
被

　
仰
付
候
。

　
　
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
十
月
十
六
日
（
２０９
）　

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
藩
祖
松
平
頼
重
を
は
じ
め
と
す
る
歴
代
藩
主
の
菩
提
所

で
あ
る
浄
願
寺
（
三
百
石
）
と
御
墓
所
で
あ
る
法
然
寺
（
三
百
石
）・
霊
芝

寺
（
百
石
）、
公
儀
御
位
牌
所
で
あ
る
本
門
寿
院
（
百
石
）、
久
昌
院
（
藩
祖

松
平
頼
重
生
母
）
の
御
霊
屋
及
び
本
寿
院
（
二
代
藩
主
松
平
頼
常
正
室
）
の

御
位
牌
所
で
あ
る
廣
昌
寺
（
百
拾
石
）、
親
量
院
（
二
代
藩
主
松
平
頼
常
生

母
）
の
御
墓
所
で
あ
る
霊
源
寺
（
百
石
）、
さ
ら
に
は
領
内
に
御
正
忌
日
法

事
を
勤
め
る
国
清
寺
（
香
川
郡
）・
永
国
寺
（
大
内
郡
）・
東
林
寺
（
寒
川
郡
）・

真
福
寺
（
那
珂
郡
）
の
四
ケ
寺
（
各
五
拾
石
）
や
、
二
郡
に
一
ケ
寺
づ
つ
の

有
力
寺
院
十
ケ
寺
（
阿
弥
陀
院
・
地
蔵
院
・
白
峯
寺
・
國
分
寺
・
聖
通
寺
・

金
蔵
寺
・
屋
嶋
寺
・
八
栗
寺
・
志
度
寺
・
虚
空
蔵
院
）
を
特
定
し
て
五
穀
成

就
の
祈
祷
を
命
じ
る
な
ど
、
領
内
寺
院
の
組
織
化
と
体
制
化
を
通
じ
て
宗
教

面
に
お
け
る
藩
体
制
の
強
化
を
図
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
特
に
歴
代
藩
主
の
御
墓
所
で
あ
る
法
然
寺
に
つ
い
て
は
、
幕
府
の
御
朱
印

地
と
な
っ
て
、
仏
生
山
山
上
の
般
若
台
に
は
歴
代
藩
主
の
御
墓
所
が
設
け
ら

れ
、
一
大
聖
地
と
し
て
高
松
城
南
の
要
地
か
ら
先
代
藩
主
た
ち
の
祖
霊
が

高
松
城
の
現
藩
主
を
支
え
る
と
い
う
霊
的
構
造
が
出
来
上
が
っ
た
の
で
あ

る
（
２１０
）。
歴
代
藩
主
の
御
墓
所
を
荘
厳
に
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
現
藩
主
の
政

治
的
基
盤
は
強
固
に
な
る
と
い
う
政
治
文
化
的
構
造
が
出
来
上
が
っ
た
の
で

－46－



あ
る
。

　
高
松
松
平
家
の
御
墓
所
で
あ
る
法
然
寺
に
は
、
藩
祖
松
平
頼
重
の
法
体
姿

の
木
像
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。『
小
神
野
夜
話
』
に
「
般
若
台
に
御
納
め
被

遊
候
御
木
像
は
、
御
若
き
御
時
之
御
像
に
て
御
冠
を
召
し
、
金
龍
の
御
衣
、

龍
に
御
ま
た
が
り
被
遊
候
御
像
に
て
御
座
候
。
浄
願
寺
に
御
納
め
遊
は
さ
れ

候
御
像
は
、
御
年
六
十
は
か
り
の
御
像
に
て
、
御
総
髪
御
白
髪
交
り
の
御

像
、
御
衣
九
条
の
御
袈
裟
、
御
手
に
御
経
巻
を
持
た
せ
ら
れ
候
」
と
あ
り
、

初
め
菩
提
寺
で
あ
る
浄
願
寺
に
あ
っ
た
も
の
が
、『
英
公
外
記
』
延
宝
七
年

（
一
六
七
九
）
七
月
朔
日
条
に
は
「
御
寿
像
来
迎
堂
へ
御
納
」
と
あ
る
の
で
、

の
ち
法
然
寺
の
般
若
台
来
迎
堂
へ
移
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（
２１１
）。

　
ま
た
、
藩
祖
松
平
頼
重
の
遺
訓
が
「
英
公
家
訓
」
と
し
て
、
現
在
香
川
県

立
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
高
松
松
平
家
歴
史
資
料
の
中
に
残
さ

れ
て
い
る
。
初
代
藩
主
松
平
頼
重
は
、
寛
永
十
九
年
（
一
六
四
二
）
二
一
歳

の
と
き
、
高
松
に
入
国
し
て
以
来
、
延
宝
元
年
（
一
六
七
三
）
に
家
督
を
頼

常
に
譲
っ
て
隠
居
し
た
後
も
松
平
家
内
外
の
政
治
に
大
き
な
影
響
力
を
持
っ

て
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
に
七
四
歳
で
没
す
る
ま
で
、
五
○
年
以
上
に
わ

た
っ
て
高
松
藩
政
の
確
立
に
関
わ
り
、
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
人
物
で
あ

る
。

　「
英
公
家
訓
」
は
、
頼
重
が
隠
居
し
た
後
、
元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）
の
四

月
廿
六
日
と
十
一
月
一
日
に
、
下
屋
敷
に
家
臣
を
集
め
て
初
代
藩
主
と
し
て

訓
辞
し
た
口
演
録
で
あ
る
。
第
一
回
目
の
四
月
廿
六
日
に
は
、
家
臣
の
綱
紀

を
正
し
て
武
士
と
し
て
の
心
構
え
を
説
き
、「
ケ
様
に
被

　
仰
出
候
事
も

　
大

猷
院
様
（
三
代
将
軍
徳
川
家
光
）
の
御
厚
恩
御
一
生
之
内
、
御
報
可
被
遊
様

無
之
故
、
自
然
之
義
有
之
ニ
お
ゐ
て
ハ
、
御
子
孫
た
る
当
将
軍
之
御
為
ニ
御

命
を
被
為
捨
候
ハ
ヽ
、
セ
め
て
の
御
厚
恩
と
も
可
成
か
と
の
思
召
也
」
と
い

う
言
葉
を
残
し
、
第
二
回
目
の
十
一
月
一
日
に
は
、
各
家
臣
の
生
活
態
度
に

関
し
て
「
何
事
も
分
限
相
応
ヨ
リ
ハ
少
し
軽
く
致
か
肝
要
也
」「
武
士
ハ
平

生
の
心
掛
肝
要
也
」
な
ど
と
訓
辞
し
て
い
る
（
２１２
）。
こ
の
「
英
公
家
訓
」
は

藩
祖
顕
彰
と
と
も
に
、
長
ら
く
高
松
藩
の
藩
政
の
基
本
と
し
て
高
松
松
平
家

に
伝
来
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
江
戸
中
期
に
な
る
と
、
藩
政
に
お
け
る
国
家
意
識
が
生
ま
れ
、
諸
藩
で
は

藩
体
制
の
再
編
強
化
の
た
め
の
中
期
藩
政
改
革
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
場
合
の

国
家
と
は
、
大
名
と
家
中
が
死
守
す
べ
き
共
同
権
益
組
織
で
あ
り
、
そ
の
中

核
で
あ
る
大
名
家
の
隆
盛
の
た
め
に
家
中
は
絶
対
的
な
忠
誠
を
要
求
さ
れ

た
（
２１３
）。
国
家
意
識
の
中
核
に
あ
る
御
家
の
思
想
は
、
近
世
に
な
り
、
家
臣

の
忠
誠
の
対
象
が
主
君
か
ら
主
家
へ
と
変
化
し
て
、
主
君
と
家
臣
の
関
係
が

個
人
対
個
人
で
は
な
く
、
主
家
と
家
臣
の
家
と
い
う
家
対
家
の
関
係
に
置
き

換
え
ら
れ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
成
立
し
た
御
家
（
藩
）
と

呼
ば
れ
る
運
命
共
同
体
の
中
で
、
各
御
家
が
何
を
も
っ
て
大
名
家
の
由
緒
・

伝
統
と
す
る
か
は
大
名
家
の
自
己
認
識
で
あ
り
、
自
ら
の
領
域
統
治
の
正
当
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行
録
や
逸
話
集
を
ま
と
め
た
『
明
君
録
』
な
ど
の
歴
史
編
纂
書
が
十
八
世
紀

半
ば
頃
か
ら
作
ら
れ
始
め
、
明
君
は
藩
の
修
史
事
業
を
通
じ
て
英
傑
の
藩

祖
・
初
期
の
明
君
・
中
興
の
英
主
な
ど
と
評
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
例

え
ば
、
五
代
藩
主
松
平
頼
恭
は
、
高
松
藩
中
興
の
英
主
と
称
さ
れ
て
い
る
。

『
明
君
録
』
は
時
代
が
待
望
す
る
為
政
者
の
あ
り
よ
う
で
、
民
間
に
向
け
て

出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
お
お
む
ね
現
在
あ
る
い
は
次
代
の
藩
主
へ
奉
呈

さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
各
大
名
は
、
こ
の
他
藩
祖
の
顕
彰
や
家
訓
の
作

成
、
系
図
・
系
譜
・
事
蹟
・
藩
史
の
編
纂
事
業
な
ど
に
よ
っ
て
御
家
意
識
や

国
家
意
識
を
醸
成
し
て
い
き
、
そ
れ
を
家
中
や
領
民
へ
と
浸
透
さ
せ
て
い
っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
２１６
）。
大
名
家
の
修
史
事
業
に
つ
い
て
は
、
大
名
・

家
臣
・
地
域
社
会
の
双
方
向
的
な
働
き
か
け
に
よ
る
大
名
家
の
由
緒
と
自
己

認
識
の
形
成
や
、
家
臣
の
御
家
へ
の
帰
属
意
識
の
形
成
な
ど
が
明
ら
か
に
さ

れ
、
大
名
家
に
よ
る
領
内
支
配
の
正
当
性
・
正
統
性
に
関
わ
る
新
た
な
論
点

が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
胡
光
氏
は
、
高
松
藩
の
修
史
事
業
の
意
義
に
つ
い

て
、
藩
政
改
革
の
正
当
性
を
「
祖
法
」
に
求
め
、
藩
祖
松
平
頼
重
に
繋
が
る

連
続
性
と
さ
ら
に
本
家
水
戸
家
へ
、
神
君
家
康
へ
と
そ
の
「
祖
法
」
を
上
昇

さ
せ
て
藩
内
秩
序
再
編
を
目
指
す
と
と
も
に
、
藩
政
改
革
遂
行
の
た
め
に
藩

祖
に
繋
が
る
歴
史
と
「
祖
宗
の
遺
訓
」
を
再
認
識
さ
せ
て
藩
論
を
統
一
し
、

本
家
「
水
戸
学
」
に
よ
る
藩
内
秩
序
形
成
を
図
る
と
い
う
文
教
政
策
が
必
要

で
あ
っ
た
と
捉
え
て
い
る
（
２１７
）。

　
十
八
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
諸
藩
の
藩
士
間
に
伝
播
し
た
『
明
君
録
』
を

い
く
つ
か
併
せ
て
収
録
し
た
『
諸
侯
賢
行
録
』
と
い
う
書
物
が
出
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
。
編
者
の
備
前
国
岡
山
藩
士
湯
浅
明
善
子
誠
（
湯
浅
常
山
の
子

で
、
岡
山
藩
の
寛
政
改
革
で
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た
人
物
）
は
、
米
沢
藩

藩
儒
細
井
平
洲
の
門
人
で
、
高
松
藩
の
菊
池
武
矩
（
高
洲
）
と
も
友
人
の
関

係
に
あ
っ
た
の
で
、
安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
に
は
菊
池
武
矩
が
そ
の
写
本

を
作
成
し
て
お
り
、
讃
岐
に
も
諸
藩
の
明
君
録
が
流
布
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
菊
池
武
矩
の
識
語
を
も
つ
国
会
本
『
諸
侯
賢
行
録
』
に
は
、「
若
州

小
濱
侯
賢
行
録
」「
城
州
淀
侯
」「
紀
州
侯
」「
米
澤
侯
賢
行
録
拾
遺
」「
尾
張

侯
使
者
手
扣
」「
孝
子
林
平
傳
」「
泉
州
岸
和
田
岡
部
美
濃
守
殿
善
政
の
事
」

の
諸
篇
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
菊
池
武
矩
（
一
七
四
七
～
一
八
○
八
）
は
、

字
を
周
夫
、
通
称
助
三
郎
、
号
を
高
洲
と
い
い
、
香
川
郡
由
佐
村
の
人
で
高

松
藩
士
菊
池
徐
風
の
養
子
と
な
り
、
は
じ
め
菊
池
黄
山
に
学
び
、
後
京
都
で

斎
必
簡
に
つ
い
て
古
文
辞
を
修
め
、
国
学
に
も
通
じ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
著

作
に
『
讃
州
孝
子
伝
』（
寛
政
二
年
序
）
廿
巻
、『
史
記
文
訣
』
な
ど
が
あ
り
、

『
讃
州
孝
子
伝
』
巻
之
一
四
に
は
「
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
／
今
公
（
七

代
藩
主
松
平
頼
起
）
新
に
封
を
襲
給
ひ
、
教
化
陵
夷
し
風
俗
頽
廃
し
て
、
弁

へ
な
き
民
共
の
罪
に
陥
る
こ
と
を
な
か
し
ミ
給
ひ
、
始
て
教
職
を
た
て
ゝ
邦

内
の
百
姓
を
教
導
せ
し
め
給
ふ
」
と
、
天
明
期
の
高
松
藩
に
よ
る
教
化
・
教

導
の
施
策
に
高
洲
も
関
与
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
『
明
君
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性
に
密
接
に
関
係
し
て
い
た
た
め
、
藩
政
体
制
が
揺
れ
始
め
る
近
世
中
後
期

に
は
、
そ
の
危
機
意
識
か
ら
、
御
家
の
過
去
や
伝
統
の
総
体
を
問
い
直
す

歴
史
意
識
や
再
編
成
を
行
う
藩
政
改
革
の
気
運
が
芽
生
え
て
き
た
（
２１４
）。
高

松
藩
で
も
五
代
藩
主
松
平
頼
恭
は
高
松
藩
の
藩
政
を
「
国
政
」
と
呼
ん
で
、

国
益
の
た
め
に
種
々
の
藩
政
改
革
を
行
い
、「
明
君
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
（
２１５
）。

　
一
、
毎
月
十
箇
日
宛
御
用
日
と
て
定
た
る
日
限
に
年
寄
中
初
諸
役
人
御
目

見
御
国
政
を
御
聞
被
成
候
、（
傍
線
筆
者
、
以
下
同
じ
）

　
　
　（
中
略
）

　
亦
云
、
御
先
代
迄
は
御
白
衣
に
て
御
政
事
御
聞
被
成
候
事
に
承
り
及
候

所
、　
穆
公
（
五
代
藩
主
松
平
頼
恭
）
に
は
御
国
政
を
御
重
し
被
成
御
用

日
毎
に
御
袴
被
為
召
、
松
之
間
御
出
席
被
成
候
、
其
後
は
御
振
合
に
相
成

候
。

　
西
尾
（
縫
殿
）
と
申
は
上
向
温
和
に
て
、
底
強
き
剛
柔
兼
備
の
人
物
の
由
、

岩
嶋
（
左
源
太
）
は
物
毎
至
て
委
く
根
気
強
く
、
堀
り
立
刻
み
立
聊
か
漏

る
ゝ
処
な
し
、
厳
敷
人
柄
な
れ
共
、
西
尾
の
温
順
に
て
其
程
〳
〵
に
取
捌

き
、
掟
を
立
直
し
行
末
の
工
夫
を
専
と
し
、
上
に
は
御
明
君
ま
し
〳
〵

て
、
夫
々
に
任
し
給
ひ
し
か
は
、
此
御
世
の
形
勢
古
今
稀
な
る
釣
合
な
る

由
、
臣
か
若
輩
の
比
、
古
老
功
者
の
内
物
語
を
承
り
及
申
候
。

　　
一
、
御
一
世
の
間
、
御
側
近
き
面
々
を
も
御
呵
の
事
も
無
御
座
候
、
然
共

上
は
老
臣
よ
り
下
は
奴
輩
に
至
る
迄
、
御
畏
れ
申
事
神
明
の
如
く
に

御
座
候
、
誠
に
威
あ
り
て
不
猛
と
申
に
て
可
在
御
座
と
諸
人
申
合

候
。

　
　
　
　
附
尾
伝

　
　（
中
略
）

　
　
　
其
比
江
戸
御
邸
内
に
て
わ
る
さ
ま
の
取
沙
汰
色
々
申
触
候
由
、
其
実

は
八
左
衛
門
私
曲
を
構
へ
新
君
の
御
師
範
と
成
余
人
に
権
威
を
奪
れ

ま
し
と
思
慮
し
、
且
折
節
大
老
一
人
な
れ
は
其
身
家
柄
幷
に
数
十
年

の
勤
労
を
頼
み
に
大
老
を
相
望
候
心
底
よ
り
、
新
君
と
見
侮
り
奉
り

様
々
と
私
を
営
ん
と
欲
せ
し
所
に
、
御
明
君
の
御
見
出
し
に
預
り
忽

ち
ほ
ろ
を
乱
せ
し
と
か
や
、
是
そ

　
公
（
五
代
藩
主
松
平
頼
恭
）
の

御
君
威
の
附
初
に
し
て
末
々
迄
承
り
伝
諸
臣
舌
を
震
ひ
恐
怖
仕
候

由
、
亦
云
、
是
よ
り
下
文
は
世
の
秘
説
に
し
て
或
は
疑
敷
或
は
推
量

の
様
に
聞
ゆ
れ
は
、
白
地
に
書
顕
し
か
た
き
事
な
れ
共
、
其
時
勢
考

へ
合
す
時
は
皆
実
事
に
近
く
其
証
拠
も
ち
ら
ち
ら
見
ゆ
れ
は
、　
公

の
御
徳
行
を
考
の
為
に
拾
ひ
集
め
記
し
侍
る
。

　
　
　

　
こ
う
し
て
藩
国
家
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
た
「
明
君
」
に
つ
い
て
、
そ
の
言
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行
録
や
逸
話
集
を
ま
と
め
た
『
明
君
録
』
な
ど
の
歴
史
編
纂
書
が
十
八
世
紀

半
ば
頃
か
ら
作
ら
れ
始
め
、
明
君
は
藩
の
修
史
事
業
を
通
じ
て
英
傑
の
藩

祖
・
初
期
の
明
君
・
中
興
の
英
主
な
ど
と
評
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
例

え
ば
、
五
代
藩
主
松
平
頼
恭
は
、
高
松
藩
中
興
の
英
主
と
称
さ
れ
て
い
る
。

『
明
君
録
』
は
時
代
が
待
望
す
る
為
政
者
の
あ
り
よ
う
で
、
民
間
に
向
け
て

出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
お
お
む
ね
現
在
あ
る
い
は
次
代
の
藩
主
へ
奉
呈

さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
各
大
名
は
、
こ
の
他
藩
祖
の
顕
彰
や
家
訓
の
作

成
、
系
図
・
系
譜
・
事
蹟
・
藩
史
の
編
纂
事
業
な
ど
に
よ
っ
て
御
家
意
識
や

国
家
意
識
を
醸
成
し
て
い
き
、
そ
れ
を
家
中
や
領
民
へ
と
浸
透
さ
せ
て
い
っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
２１６
）。
大
名
家
の
修
史
事
業
に
つ
い
て
は
、
大
名
・

家
臣
・
地
域
社
会
の
双
方
向
的
な
働
き
か
け
に
よ
る
大
名
家
の
由
緒
と
自
己

認
識
の
形
成
や
、
家
臣
の
御
家
へ
の
帰
属
意
識
の
形
成
な
ど
が
明
ら
か
に
さ

れ
、
大
名
家
に
よ
る
領
内
支
配
の
正
当
性
・
正
統
性
に
関
わ
る
新
た
な
論
点

が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
胡
光
氏
は
、
高
松
藩
の
修
史
事
業
の
意
義
に
つ
い

て
、
藩
政
改
革
の
正
当
性
を
「
祖
法
」
に
求
め
、
藩
祖
松
平
頼
重
に
繋
が
る

連
続
性
と
さ
ら
に
本
家
水
戸
家
へ
、
神
君
家
康
へ
と
そ
の
「
祖
法
」
を
上
昇

さ
せ
て
藩
内
秩
序
再
編
を
目
指
す
と
と
も
に
、
藩
政
改
革
遂
行
の
た
め
に
藩

祖
に
繋
が
る
歴
史
と
「
祖
宗
の
遺
訓
」
を
再
認
識
さ
せ
て
藩
論
を
統
一
し
、

本
家
「
水
戸
学
」
に
よ
る
藩
内
秩
序
形
成
を
図
る
と
い
う
文
教
政
策
が
必
要

で
あ
っ
た
と
捉
え
て
い
る
（
２１７
）。

　
十
八
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
諸
藩
の
藩
士
間
に
伝
播
し
た
『
明
君
録
』
を

い
く
つ
か
併
せ
て
収
録
し
た
『
諸
侯
賢
行
録
』
と
い
う
書
物
が
出
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
。
編
者
の
備
前
国
岡
山
藩
士
湯
浅
明
善
子
誠
（
湯
浅
常
山
の
子

で
、
岡
山
藩
の
寛
政
改
革
で
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た
人
物
）
は
、
米
沢
藩

藩
儒
細
井
平
洲
の
門
人
で
、
高
松
藩
の
菊
池
武
矩
（
高
洲
）
と
も
友
人
の
関

係
に
あ
っ
た
の
で
、
安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
に
は
菊
池
武
矩
が
そ
の
写
本

を
作
成
し
て
お
り
、
讃
岐
に
も
諸
藩
の
明
君
録
が
流
布
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
菊
池
武
矩
の
識
語
を
も
つ
国
会
本
『
諸
侯
賢
行
録
』
に
は
、「
若
州

小
濱
侯
賢
行
録
」「
城
州
淀
侯
」「
紀
州
侯
」「
米
澤
侯
賢
行
録
拾
遺
」「
尾
張

侯
使
者
手
扣
」「
孝
子
林
平
傳
」「
泉
州
岸
和
田
岡
部
美
濃
守
殿
善
政
の
事
」

の
諸
篇
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
菊
池
武
矩
（
一
七
四
七
～
一
八
○
八
）
は
、

字
を
周
夫
、
通
称
助
三
郎
、
号
を
高
洲
と
い
い
、
香
川
郡
由
佐
村
の
人
で
高

松
藩
士
菊
池
徐
風
の
養
子
と
な
り
、
は
じ
め
菊
池
黄
山
に
学
び
、
後
京
都
で

斎
必
簡
に
つ
い
て
古
文
辞
を
修
め
、
国
学
に
も
通
じ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
著

作
に
『
讃
州
孝
子
伝
』（
寛
政
二
年
序
）
廿
巻
、『
史
記
文
訣
』
な
ど
が
あ
り
、

『
讃
州
孝
子
伝
』
巻
之
一
四
に
は
「
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
／
今
公
（
七

代
藩
主
松
平
頼
起
）
新
に
封
を
襲
給
ひ
、
教
化
陵
夷
し
風
俗
頽
廃
し
て
、
弁

へ
な
き
民
共
の
罪
に
陥
る
こ
と
を
な
か
し
ミ
給
ひ
、
始
て
教
職
を
た
て
ゝ
邦

内
の
百
姓
を
教
導
せ
し
め
給
ふ
」
と
、
天
明
期
の
高
松
藩
に
よ
る
教
化
・
教

導
の
施
策
に
高
洲
も
関
与
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
『
明
君
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よ
っ
て
わ
か
る
（
２２２
）。

　
諸
事
身
ヲ
謹
ミ
用
を
節
し
て
父
母
を
養
ふ
、
こ
れ
庶
人
之
孝
な
る
か
ゆ

へ
、
小
家
ヲ
た
も
つ
者
迄
も
其
の
亭
主
た
る
者
、
礼
儀
ニ
も
あ
ら
さ
る
酒

宴
遊
興
婦
ミ
、
衣
食
住
と
も
分
ニ
過
た
る
奢
侈
之
事
有
時
者
、
お
の
つ
か

ら
困
窮
に
お
よ
ひ
て
、
父
母
供
養
茂
足
ら
す
、
妻
子
之
撫
育
も
乏
敷
成

に
、
終
ニ
家
内
者
ヲ
し
て
饑
寒
之
憂
に
逢
し
む
る
な
れ
ハ
、
亭
主
た
る
者

之
其
身
慎
ミ
て
放
逸
な
る
行
ひ
を
せ
す
、
財
用
を
節
倹
し
て
無
益
の
費
を

セ
す
、
饑
寒
之
備
を
豊
に
し
て
尚
又
父
母
に
孝
養
を
尽
し
、
妻
子
兄
弟
下

男
下
女
迄
も
愛
育
す
る
ハ
即
こ
れ
孝
之
通
也
、（
中
略
）
追
々
古
風
ニ
立

戻
り
候
事
と
も
有
之
由
相
聴
、
於
我
等
ニ
茂
至
極
満
足
之
至
ニ
存
候
、
此

度
就
御
用
当
所
江
罷
越
候
而
其
方
達
江
及
対
面
候
ニ
付
、
心
得
違
無
之
様

相
慎
ミ
家
業
出
精
可
致
肝
要
ニ
候
。（
傍
線
筆
者
）

　
　（
文
政
元
年
（
一
八
一
八
））
十
一
月

　
　
　
　
　
　
　
　
三
井
慎
一
郎

　
　
　
　
百
姓
中

　
但
、
右
之
趣
近
隣
之
者
共
江
者
其
方
ヨ
リ
早
々
申
通
候
。

　
公
儀
御
法
令
幷
御
国
法
諸
事
御
法
度
向
、
前
よ
り
相
触
候
条
々
堅
相
守
、

端
々
迄
不
洩
様
相
示
可
申
事
肝
要
ニ
候
。

　
一
、
去
年
正
月
申
渡
候
通
年
々
風
俗
衰
、
誠
者
日
々
薄
ク
飾
者
日
々
盛
ニ

相
成
、
奢
増
長
致
倹
約
之
筋
ハ
次
第
ニ
相
廃
り
、
質
朴
ヲ
賤
ミ
華
美

ヲ
羨
ミ
候
様
相
成
其
費
不
少
、
奢
之
末
ハ
是
悲
共
困
窮
難
渋
ニ
も

及
ひ
、（
中
略
）
殊
ニ
去
ル
辰
・
巳
両
年
風
旱
之
患
も
有
之
候
ニ
付
、

古
風
ヲ
本
与
し
万
事
御
省
略
之
上
、
則
巳
年
十
二
月
厳
敷
倹
約
可
仕

旨
被

　
仰
出
之
趣
達
々
申
渡
置
候
所
、
未
年
限
中
之
義
能
相
守
可
罷

有
筈
之
所
、
段
々
心
違
之
向
も
有
之
様
相
聞
、
右
制
シ
方
之
義
村
役

人
共
別
而
気
ヲ
付
能
相
弁
可
能
有
筈
之
所
、
心
得
方
相
馳
ミ
候
向
共

ハ
無
之
哉
、（
中
略
）
尤
郡
方
之
義
ハ
手
広
キ
義
ニ
候
間
、
今
以
猥

ニ
相
心
得
候
者
共
も
可
有
之
候
間
随
分
無
油
断
気
ヲ
附
、
都
而
花
美

ニ
趣
候
筋
之
義
ハ
相
止
せ
、
古
風
ニ
反
り
善
道
ニ
進
候
様
導
可
申
事

肝
要
ニ
候
。（
下
略
）（
傍
線
筆
者
）

　
　
　（
文
政
二
年
（
一
八
一
九
））
正
月

　
復
古
主
義
の
考
え
方
は
、
直
近
の
過
去
の
否
定
（
す
な
わ
ち
改
革
の
実

行
）
を
、
遠
い
過
去
＝
近
世
初
期
を
持
ち
出
す
こ
と
に
っ
て
正
当
化
す
る
と

い
う
特
徴
を
も
持
っ
て
お
り
、
ど
の
時
期
に
復
古
す
る
か
は
、
大
名
家
の
歴

史
意
識
に
規
定
さ
れ
て
い
た
。
高
松
藩
で
は
、
藩
政
改
革
の
中
で
も
特
に
風

俗
の
保
守
に
力
を
入
れ
、
万
事
に
華
美
を
戒
め
て
質
素
倹
約
を
旨
と
す
べ
き

と
し
て
、
先
祖
の
仁
政
（
美
政
）
を
持
ち
出
し
て
「
古
風
」
へ
の
復
帰
を
促

し
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
い
か
に
藩
主
が
仁
政
（
美
政
）
を
行
っ
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録
』
と
『
孝
子
伝
』
は
、
藩
政
改
革
の
中
で
並
行
し
て
編
集
さ
れ
る
こ
と
が

多
く
、
次
の
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
九
月
十
日
付
け
湯
浅
新
兵
衛
宛
細
井

平
洲
書
簡
（『
東
海
市
史
』
資
料
編
第
三
巻
所
収
）
に
よ
れ
ば
、
平
洲
の
門

人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
高
松
藩
主
の
「
美
政
」
な
ど
の
情
報
が
全
国
に

幅
広
く
伝
播
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
同
じ
よ
う
に
藩
政
改
革
の
改
革
モ

デ
ル
も
伝
播
し
、
天
明
期
以
降
の
諸
藩
の
藩
政
改
革
に
大
き
な
影
響
を
与
え

て
い
る
（
２１８
）。

　
一
、
高
松
侯
（
七
代
藩
主
松
平
讃
岐
守
頼
起
）
の
御
噂
、
扨
々
目
出
度
儀

に
御
座
候
。
教
喩
隆
興
一
美
政
と
奉
存
候
。

　
　
　
菊
池
助
三
郎
事
、
奇
特
の
人
と
泰
存
候
。
近
年
松
平
肥
後
守
殿
（
会

津
藩
主
松
平
容
頌
）
に
て
も
此
事
談
し
有
之
候
。
当
春
久
々
に
て
御

参
府
の
節
も
面
語
仕
候
。
此
侯
も
近
年
殊
の
外
に
被
用
心
候
。
仰
講

学
士
（
会
津
藩
の
古
屋
昔
陽
か
）
は
私
門
人
に
て
御
座
候
。
東
奥
に

て
も
仙
台
殿
、
今
年
は
格
別
被
用
心
候
由
、
是
門
人
よ
り
悦
申
越

候
。
奥
の
白
川
候
同
断
に
て
、
美
政
さ
ま
さ
ま
相
聞
へ
申
候
。
米
沢

は
勿
論
弥
盛
に
御
座
候
。
天
運
も
少
々
復
し
候
哉
と
存
じ
候
へ
は
、

老
の
至
る
を
も
忘
れ
申
候
て
耳
を
悦
し
め
申
候
。（
傍
線
筆
者
）

　
宝
暦
か
ら
天
明
に
か
け
て
の
中
期
藩
政
改
革
は
、
幕
政
と
藩
政
の
展
開
を

相
互
に
関
連
さ
せ
な
が
ら
幕
藩
制
政
治
改
革
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
、「
名

君
」（
藩
主
）
の
も
と
で
「
賢
宰
」（
家
老
・
奉
行
等
）
が
改
革
を
主
導
し
た

こ
と
か
ら
「
名
君
・
賢
宰
型
」
の
改
革
と
も
称
さ
れ
て
い
る
（
２１９
）。
高
松
藩

で
は
、
五
代
藩
主
松
平
頼
恭
の
も
と
で
財
政
担
当
奉
行
の
間
宮
武
右
衛
門
・

小
夫
兵
庫
・
西
尾
縫
殿
ら
に
よ
る
財
政
改
革
が
行
わ
れ
た
が
（『
香
川
県
史

３
・
近
世
Ⅰ
』）、
実
態
は
「
賢
宰
委
任
型
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
頼
恭

自
身
は
博
物
学
好
き
で
、
非
政
治
的
な
交
友
や
趣
味
の
世
界
に
も
そ
の
才
を

み
せ
る
な
ど
し
て
藩
主
の
文
化
的
な
権
威
づ
け
と
明
君
神
話
づ
く
り
に
貢
献

し
た
と
思
わ
れ
る
（
２２０
）。
中
期
藩
政
改
革
の
特
徴
は
、
農
政
の
建
直
し
と
農

村
再
建
、
殖
産
興
業
と
専
売
制
の
実
施
、
藩
校
の
設
立
の
三
つ
で
あ
る
が
、

こ
の
う
ち
藩
校
の
設
立
は
、
家
臣
に
藩
国
家
意
識
を
植
え
付
け
、
藩
主
だ
け

で
な
く
幕
府
に
も
忠
節
を
尽
す
こ
と
を
教
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
幕
藩
制

的
社
会
秩
序
を
再
強
化
す
る
役
割
を
果
た
し
た
と
い
え
る
（
２２１
）。
高
松
藩
で

も
六
代
藩
主
松
平
頼
真
が
、
安
永
九
年
（
一
七
八
○
）
に
講
道
館
を
設
立
し

て
後
藤
芝
山
を
総
裁
と
し
、
藩
士
の
教
育
と
人
材
の
育
成
に
力
を
注
い
で
い

る
（『
増
補
高
松
藩
記
』）。

　
江
戸
後
期
に
な
る
と
、
先
祖
時
代
の
「
古
法
」
や
「
古
風
」
な
ど
へ
の
復

帰
を
標
榜
し
て
、
藩
政
改
革
の
正
当
性
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
現
れ

て
く
る
。
高
松
藩
に
お
い
て
も
文
政
年
間
に
お
い
て
「
古
風
」
に
立
ち
返
れ

と
い
う
復
古
主
義
の
風
潮
が
台
頭
し
て
い
る
こ
と
が
、
次
の
よ
う
な
法
令
に
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よ
っ
て
わ
か
る
（
２２２
）。

　
諸
事
身
ヲ
謹
ミ
用
を
節
し
て
父
母
を
養
ふ
、
こ
れ
庶
人
之
孝
な
る
か
ゆ

へ
、
小
家
ヲ
た
も
つ
者
迄
も
其
の
亭
主
た
る
者
、
礼
儀
ニ
も
あ
ら
さ
る
酒

宴
遊
興
婦
ミ
、
衣
食
住
と
も
分
ニ
過
た
る
奢
侈
之
事
有
時
者
、
お
の
つ
か

ら
困
窮
に
お
よ
ひ
て
、
父
母
供
養
茂
足
ら
す
、
妻
子
之
撫
育
も
乏
敷
成

に
、
終
ニ
家
内
者
ヲ
し
て
饑
寒
之
憂
に
逢
し
む
る
な
れ
ハ
、
亭
主
た
る
者

之
其
身
慎
ミ
て
放
逸
な
る
行
ひ
を
せ
す
、
財
用
を
節
倹
し
て
無
益
の
費
を

セ
す
、
饑
寒
之
備
を
豊
に
し
て
尚
又
父
母
に
孝
養
を
尽
し
、
妻
子
兄
弟
下

男
下
女
迄
も
愛
育
す
る
ハ
即
こ
れ
孝
之
通
也
、（
中
略
）
追
々
古
風
ニ
立

戻
り
候
事
と
も
有
之
由
相
聴
、
於
我
等
ニ
茂
至
極
満
足
之
至
ニ
存
候
、
此

度
就
御
用
当
所
江
罷
越
候
而
其
方
達
江
及
対
面
候
ニ
付
、
心
得
違
無
之
様

相
慎
ミ
家
業
出
精
可
致
肝
要
ニ
候
。（
傍
線
筆
者
）

　
　（
文
政
元
年
（
一
八
一
八
））
十
一
月

　
　
　
　
　
　
　
　
三
井
慎
一
郎

　
　
　
　
百
姓
中

　
但
、
右
之
趣
近
隣
之
者
共
江
者
其
方
ヨ
リ
早
々
申
通
候
。

　
公
儀
御
法
令
幷
御
国
法
諸
事
御
法
度
向
、
前
よ
り
相
触
候
条
々
堅
相
守
、

端
々
迄
不
洩
様
相
示
可
申
事
肝
要
ニ
候
。

　
一
、
去
年
正
月
申
渡
候
通
年
々
風
俗
衰
、
誠
者
日
々
薄
ク
飾
者
日
々
盛
ニ

相
成
、
奢
増
長
致
倹
約
之
筋
ハ
次
第
ニ
相
廃
り
、
質
朴
ヲ
賤
ミ
華
美

ヲ
羨
ミ
候
様
相
成
其
費
不
少
、
奢
之
末
ハ
是
悲
共
困
窮
難
渋
ニ
も

及
ひ
、（
中
略
）
殊
ニ
去
ル
辰
・
巳
両
年
風
旱
之
患
も
有
之
候
ニ
付
、

古
風
ヲ
本
与
し
万
事
御
省
略
之
上
、
則
巳
年
十
二
月
厳
敷
倹
約
可
仕

旨
被

　
仰
出
之
趣
達
々
申
渡
置
候
所
、
未
年
限
中
之
義
能
相
守
可
罷

有
筈
之
所
、
段
々
心
違
之
向
も
有
之
様
相
聞
、
右
制
シ
方
之
義
村
役

人
共
別
而
気
ヲ
付
能
相
弁
可
能
有
筈
之
所
、
心
得
方
相
馳
ミ
候
向
共

ハ
無
之
哉
、（
中
略
）
尤
郡
方
之
義
ハ
手
広
キ
義
ニ
候
間
、
今
以
猥

ニ
相
心
得
候
者
共
も
可
有
之
候
間
随
分
無
油
断
気
ヲ
附
、
都
而
花
美

ニ
趣
候
筋
之
義
ハ
相
止
せ
、
古
風
ニ
反
り
善
道
ニ
進
候
様
導
可
申
事

肝
要
ニ
候
。（
下
略
）（
傍
線
筆
者
）

　
　
　（
文
政
二
年
（
一
八
一
九
））
正
月

　
復
古
主
義
の
考
え
方
は
、
直
近
の
過
去
の
否
定
（
す
な
わ
ち
改
革
の
実

行
）
を
、
遠
い
過
去
＝
近
世
初
期
を
持
ち
出
す
こ
と
に
っ
て
正
当
化
す
る
と

い
う
特
徴
を
も
持
っ
て
お
り
、
ど
の
時
期
に
復
古
す
る
か
は
、
大
名
家
の
歴

史
意
識
に
規
定
さ
れ
て
い
た
。
高
松
藩
で
は
、
藩
政
改
革
の
中
で
も
特
に
風

俗
の
保
守
に
力
を
入
れ
、
万
事
に
華
美
を
戒
め
て
質
素
倹
約
を
旨
と
す
べ
き

と
し
て
、
先
祖
の
仁
政
（
美
政
）
を
持
ち
出
し
て
「
古
風
」
へ
の
復
帰
を
促

し
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
い
か
に
藩
主
が
仁
政
（
美
政
）
を
行
っ
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う
「
安
民
」
条
項
が
設
け
ら
れ
、
慶
安
期
以
後
に
は
大
名
の
代
替
わ
り
に
際

し
て
幕
府
が
与
え
る
「
御
条
目
」
の
第
一
条
に
も
「
町
人
百
姓
等
不
困
窮

之
様
、
仕
置
可
申
付
事
」
と
い
う
付
帯
条
項
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
（
２２６
）。

す
な
わ
ち
近
世
に
お
け
る
政
治
の
基
本
は
「
安
民
」「
撫
民
」
で
あ
り
、
そ

う
し
た
政
治
の
あ
り
方
を
を
仁
政
と
呼
び
、
仁
政
を
行
う
明
君
・
名
君
は
、

領
民
の
生
活
が
災
害
や
飢
饉
な
ど
で
危
機
に
陥
っ
た
場
合
に
は
、
領
民
の
生

活
が
成
り
立
つ
よ
う
に
支
援
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
勧
農

（
勧
課
農
桑
）
が
平
治
の
仁
政
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
御
救
は
非
常
時
の
仁
政

で
あ
っ
た
と
い
え
る
（
２２７
）。

　
御
救
は
幕
藩
領
主
に
課
せ
ら
れ
た
社
会
的
責
務
で
あ
っ
て
、
百
姓
の
側
も

そ
の
時
々
に
応
じ
て
救
済
物
を
求
め
た
。
一
つ
は
生
産
へ
の
テ
コ
入
れ
、
二

つ
は
負
担
の
軽
減
、
三
つ
は
生
活
へ
の
特
別
手
当
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
幕

藩
領
主
と
領
民
と
の
間
に
は
、
御
救
と
年
貢
な
ど
の
税
負
担
を
媒
介
と
し
た

「
幕
藩
制
的
仁
政
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
特
有
の
自
己
認
識
と
関
係

意
識
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
（
２２８
）。
藩
主
家
の
御
家
の
保
全
と
継

続
を
第
一
と
す
る
御
家
の
思
想
と
、
撫
民
・
御
救
を
中
心
と
し
た
仁
政
の
思

想
と
が
一
体
と
な
っ
て
、
高
松
藩
で
も
、
御
家
関
係
者
の
祝
儀
や
法
事
の
際

に
は
、
生
活
困
窮
者
に
対
す
る
施
し
や
犯
罪
者
に
対
す
る
恩
赦
が
行
わ
れ
て

い
る
。
大
名
家
に
よ
る
施
し
や
恩
赦
は
、「
御
仁
政
」
の
表
現
の
一
つ
と
考

え
ら
れ
て
い
た
。
二
代
藩
主
松
平
頼
常
時
代
に
は
、
次
の
よ
う
な
盲
人
に
対

す
る
施
し
を
命
じ
る
御
触
が
三
回
出
さ
れ
て
い
る
（
２２９
）。

　
一
、
祝
義
法
事
之
節
、
身
体
宜
敷
百
姓
町
人
共
よ
り
、
座
当
共
方
江
銀
五

匁
ツ
ヽ
可
遣
ス
由
、
昨
日
申
渡
候
得
共
、
又
相
談
か
わ
り
申
候
間
、

鐚
五
百
文
ツ
ヽ
遣
シ
候
様
ニ
可
申
付
候
、
軽
キ
百
姓
町
人
ハ
、
右
之

員
数
ヲ
以
相
応
ニ
可
遣
ス
事
、
尤
遠
忌
仏
事
之
節
ハ
、
尚
以
軽
ク
可

遣
ス
候
事
。（
傍
線
筆
者
、
以
下
同
じ
）

　
右
之
通
、
郷
町
江
可
申
付
候
由
、
被
仰
渡
在
之
候
。

　
　
延
宝
七
己
未
年
九
月
廿
六
日

　
一
、
御
家
中
之
面
々
、
祝
義
法
事
共
座
当
共
江
、
高
百
石
ニ
付
鐚
百
文

ツ
ヽ
、
拾
石
以
上
た
り
共
、
鐚
壱
貫
文
可
遣
事
、
遠
忌
之
分
ハ
、
相

応
ニ
軽
ク
可
遣
ス
候
事
。

　
一
、
寺
社
方
ニ
而
祝
義
法
事
之
節
、
座
当
共
江
寺
領
在
之
分
ハ
、
高
百
石

ニ
付
鐚
百
文
ツ
ヽ
可
遣
候
、
寺
領
無
之
分
ハ
、
右
ニ
応
シ
軽
ク
可
遣

候
、
遠
忌
之
仏
事
之
節
ハ
、
尚
以
軽
ク
可
遣
候
事
。

　
　
貞
享
二
年
乙
丑
十
一
月
十
五
日

　
一
、
当
月
廿
一
日
よ
り
、
山
科
検
校
座
不
仕
候
ニ
付
、
配
当
意
都
組
頭
幾

都
行
都
ニ
、
惣
座
当
支
配
被
仰
付
候
事
。
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て
も
、
領
民
の
俗
が
悪
け
れ
ば
、
そ
れ
が
家
中
の
風
に
も
飛
び
火
し
て
世

の
中
が
乱
れ
る
と
い
う
「
無
兵
の
乱
」
へ
の
危
機
意
識
が
あ
っ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
（
２２３
）。

　
人
間
の
社
会
は
、
先
行
世
代
が
残
し
た
社
会
の
し
く
み
や
精
神
の
あ
り
方

を
受
け
継
ぐ
こ
と
な
し
に
、
後
世
の
生
者
は
国
家
・
社
会
の
秩
序
や
生
産
様

式
を
作
動
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
江
戸
時
代
の
社

会
も
生
者
と
死
者
が
共
同
し
て
作
っ
て
き
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
江
戸
時
代

は
遺
訓
・
家
訓
の
時
代
と
も
い
え
る
。
遺
訓
・
家
訓
は
、
先
行
世
代
が
後
継

者
や
子
孫
に
対
し
て
残
し
た
教
諭
・
教
戒
で
あ
る
が
、
現
当
主
が
こ
れ
ら
を

持
ち
出
し
て
自
ら
の
威
信
を
高
め
、
権
力
へ
の
求
心
力
を
強
め
る
た
め
の
威

光
と
し
た
（
２２４
）。
人
の
死
を
ど
う
に
考
え
て
処
遇
し
、
記
憶
す
る
か
は
、
生

者
の
側
の
死
生
観
を
反
映
す
る
と
と
も
に
、
政
治
文
化
的
役
割
も
反
映
し
て

い
た
と
い
え
る
。

（
四
）
　「御
仁
政
」
に
よ
る
施
し
と
御
赦

　『
論
語
』
為
政
篇
に
よ
れ
ば
、「
之
を
導
く
に
政
を
以
っ
て
し
、
之
を
斉
え

る
に
刑
を
以
っ
て
す
れ
ば
、
民
免
れ
て
恥
な
し
。
之
を
導
く
に
徳
を
以
っ
て

し
、
之
を
斉
え
る
に
礼
を
以
っ
て
す
れ
ば
、
恥
有
り
て
且
つ
格
し
」
と
あ

り
、
孔
子
は
人
民
を
導
く
の
に
法
令
と
刑
罰
で
は
な
く
、
道
徳
と
礼
節
を
教

化
す
る
こ
と
で
自
発
的
な
社
会
秩
序
の
構
築
を
生
み
出
そ
う
と
し
、
そ
う
す

れ
ば
、
天
の
頂
点
に
あ
る
北
極
性
の
周
り
を
、
周
囲
の
星
々
が
廻
る
よ
う
に

上
手
に
民
衆
を
治
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
、
と
説
い
た
。
つ
ま
り
、
慈
悲
深
く

人
民
に
接
す
る
こ
と
が
仁
政
で
あ
り
、
仁
者
＝
明
君
の
条
件
で
あ
る
と
し
て

い
る
。

　
藩
国
や
領
民
は
天
か
ら
の
預
か
り
も
の
で
あ
る
と
い
う
思
想
は
、
仁
政
思

想
の
中
心
部
を
な
し
て
お
り
、
各
大
名
は
藩
国
や
領
民
を
大
名
家
の
家
産
と

し
て
祖
先
か
ら
預
け
ら
れ
、
そ
れ
を
子
孫
に
伝
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
御
家
思
想
と
も
関
連
し
合
っ
て
い
た
。
こ
の
考
え
は
『
東
照
宮
御

遺
訓
』
に
も
「
我
も
天
道
へ
忠
信
の
者
成
故
、
今
天
下
の
執
柄
を
天
道
よ
り

預
け
給
へ
り
、
政
道
若
邪
路
に
変
ず
る
時
は
天
よ
り
忽
ち
執
柄
を
取
上
げ
給

ふ
ぞ
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
柴
野
栗
山
も
「
日
本
国
中
の
万
民
天
道
よ
り
将

軍
家
へ
御
預
け
被
成
被
指
置
候
様
な
る
物
に
て
御
座
候
」「
天
下
中
の
人
民
、

大
名
高
家
よ
り
乞
食
非
人
等
に
至
る
迄
、
天
と
も
地
と
も
、
父
と
も
母
と
も

奉
仰
奉
願
候
は
、
将
軍
家
よ
り
外
に
は
無
御
座
候
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か

ら
も
わ
か
る
（
２２５
）。

　
一
般
に
仁
政
は
、
統
治
思
想
と
し
て
天
か
ら
政
治
・
統
治
を
委
任
さ
れ
て

領
民
を
支
配
す
る
正
当
性
を
獲
得
す
る
と
い
う
天
道
委
任
論
と
、
領
民
へ
の

食
糧
、
金
銭
、
種
貸
な
ど
の
御
救
と
い
う
撫
民
的
行
為
が
結
び
つ
い
て
実
現

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
寛
永
十
二
年
（
一
六
三
五
）
の
武
家
諸
法
度

に
は
「
知
行
所
務
清
廉
沙
汰
之
、
不
致
非
法
、
国
郡
不
可
令
衰
弊
事
」
と
い
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う
「
安
民
」
条
項
が
設
け
ら
れ
、
慶
安
期
以
後
に
は
大
名
の
代
替
わ
り
に
際

し
て
幕
府
が
与
え
る
「
御
条
目
」
の
第
一
条
に
も
「
町
人
百
姓
等
不
困
窮

之
様
、
仕
置
可
申
付
事
」
と
い
う
付
帯
条
項
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
（
２２６
）。

す
な
わ
ち
近
世
に
お
け
る
政
治
の
基
本
は
「
安
民
」「
撫
民
」
で
あ
り
、
そ

う
し
た
政
治
の
あ
り
方
を
を
仁
政
と
呼
び
、
仁
政
を
行
う
明
君
・
名
君
は
、

領
民
の
生
活
が
災
害
や
飢
饉
な
ど
で
危
機
に
陥
っ
た
場
合
に
は
、
領
民
の
生

活
が
成
り
立
つ
よ
う
に
支
援
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
勧
農

（
勧
課
農
桑
）
が
平
治
の
仁
政
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
御
救
は
非
常
時
の
仁
政

で
あ
っ
た
と
い
え
る
（
２２７
）。

　
御
救
は
幕
藩
領
主
に
課
せ
ら
れ
た
社
会
的
責
務
で
あ
っ
て
、
百
姓
の
側
も

そ
の
時
々
に
応
じ
て
救
済
物
を
求
め
た
。
一
つ
は
生
産
へ
の
テ
コ
入
れ
、
二

つ
は
負
担
の
軽
減
、
三
つ
は
生
活
へ
の
特
別
手
当
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
幕

藩
領
主
と
領
民
と
の
間
に
は
、
御
救
と
年
貢
な
ど
の
税
負
担
を
媒
介
と
し
た

「
幕
藩
制
的
仁
政
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
特
有
の
自
己
認
識
と
関
係

意
識
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
（
２２８
）。
藩
主
家
の
御
家
の
保
全
と
継

続
を
第
一
と
す
る
御
家
の
思
想
と
、
撫
民
・
御
救
を
中
心
と
し
た
仁
政
の
思

想
と
が
一
体
と
な
っ
て
、
高
松
藩
で
も
、
御
家
関
係
者
の
祝
儀
や
法
事
の
際

に
は
、
生
活
困
窮
者
に
対
す
る
施
し
や
犯
罪
者
に
対
す
る
恩
赦
が
行
わ
れ
て

い
る
。
大
名
家
に
よ
る
施
し
や
恩
赦
は
、「
御
仁
政
」
の
表
現
の
一
つ
と
考

え
ら
れ
て
い
た
。
二
代
藩
主
松
平
頼
常
時
代
に
は
、
次
の
よ
う
な
盲
人
に
対

す
る
施
し
を
命
じ
る
御
触
が
三
回
出
さ
れ
て
い
る
（
２２９
）。

　
一
、
祝
義
法
事
之
節
、
身
体
宜
敷
百
姓
町
人
共
よ
り
、
座
当
共
方
江
銀
五

匁
ツ
ヽ
可
遣
ス
由
、
昨
日
申
渡
候
得
共
、
又
相
談
か
わ
り
申
候
間
、

鐚
五
百
文
ツ
ヽ
遣
シ
候
様
ニ
可
申
付
候
、
軽
キ
百
姓
町
人
ハ
、
右
之

員
数
ヲ
以
相
応
ニ
可
遣
ス
事
、
尤
遠
忌
仏
事
之
節
ハ
、
尚
以
軽
ク
可

遣
ス
候
事
。（
傍
線
筆
者
、
以
下
同
じ
）

　
右
之
通
、
郷
町
江
可
申
付
候
由
、
被
仰
渡
在
之
候
。

　
　
延
宝
七
己
未
年
九
月
廿
六
日

　
一
、
御
家
中
之
面
々
、
祝
義
法
事
共
座
当
共
江
、
高
百
石
ニ
付
鐚
百
文

ツ
ヽ
、
拾
石
以
上
た
り
共
、
鐚
壱
貫
文
可
遣
事
、
遠
忌
之
分
ハ
、
相

応
ニ
軽
ク
可
遣
ス
候
事
。

　
一
、
寺
社
方
ニ
而
祝
義
法
事
之
節
、
座
当
共
江
寺
領
在
之
分
ハ
、
高
百
石

ニ
付
鐚
百
文
ツ
ヽ
可
遣
候
、
寺
領
無
之
分
ハ
、
右
ニ
応
シ
軽
ク
可
遣

候
、
遠
忌
之
仏
事
之
節
ハ
、
尚
以
軽
ク
可
遣
候
事
。

　
　
貞
享
二
年
乙
丑
十
一
月
十
五
日

　
一
、
当
月
廿
一
日
よ
り
、
山
科
検
校
座
不
仕
候
ニ
付
、
配
当
意
都
組
頭
幾

都
行
都
ニ
、
惣
座
当
支
配
被
仰
付
候
事
。
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事
。

　
右
之
通
、
今
日
於
御

　
城
奉
行
所
ニ
、
善
兵
衛
申
渡
候
事
。

　
　
文
化
十
一
年
甲
戌
年
正
月
廿
三
日
（
２３２
）

　
ま
た
、
高
松
藩
で
は
藩
主
家
関
係
者
の
祝
儀
や
法
事
の
際
に
、
生
活
困
窮

者
に
対
す
る
施
し
と
は
別
に
、「
御
仁
政
」
の
一
環
と
し
て
犯
罪
者
に
対
す

る
恩
赦
が
行
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
初
代
藩
主
松
平
頼
重
時
代
の
寛
永

十
九
年
（
一
六
四
二
）
閏
九
月
廿
三
日
に
は
、
英
勝
院
（
父
初
代
水
戸
藩
主

徳
川
頼
房
の
養
母
）
の
千
部
法
会
に
あ
た
り
「
松
平
頼
重
、
浄
願
寺
ニ
詣
テ

英
勝
院
ヲ
拝
禮
ス
。
有
罪
二
人
ヲ
赦
ス
。
二
十
五
日
、
浄
願
寺
ニ
詣
テ
英
勝

院
ノ
主
ヲ
拝
禮
ス
。
有
罪
六
人
ヲ
赦
ス
」（『
英
公
実
録
』『
英
公
外
記
』）
と

あ
り
、
ま
た
寛
永
二
十
一
年
（
一
六
四
四
）
正
月
廿
四
日
に
も
、
増
上
寺
で

行
わ
れ
た
台
徳
院
（
二
代
将
軍
徳
川
秀
忠
）
の
十
三
回
忌
に
あ
た
っ
て
「
是

日
、
高
松
ニ
於
テ
有
罪
十
人
ヲ
赦
ス
」（『
英
公
実
録
』）
と
記
さ
れ
て
お
り
、

将
軍
家
や
本
家
水
戸
家
関
係
者
の
慶
弔
儀
礼
の
執
行
に
あ
た
っ
て
恩
赦
が
行

わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
恩
赦
は
、
犯
罪
者
に
対
し
て
刑
罰
の
赦
免
、
減
軽
、
執
行
停
止
、
名
誉
回

復
な
ど
の
措
置
を
と
る
も
の
で
、「
法
事
の
赦
」（
将
軍
・
大
名
・
そ
の
近
親

者
な
ど
の
葬
儀
・
回
忌
法
要
・
追
善
供
養
に
お
け
る
恩
赦
）
と
「
祝
儀
の
赦
」

（
将
軍
宣
下
、
日
光
社
参
、
誕
生
、
元
服
、
任
官
、
昇
進
、
婚
姻
、
家
督
相

続
な
ど
に
よ
る
恩
赦
）
が
あ
っ
た
（
２３３
）。
こ
の
内
高
松
藩
に
お
け
る
将
軍
家

に
関
連
し
た
「
法
事
の
赦
」
の
初
見
は
、
幕
府
か
ら
恩
赦
を
命
じ
ら
れ
た
寛

永
二
一
年
の
秀
忠
十
三
年
忌
で
あ
り
、
高
松
松
平
家
の
先
祖
に
関
す
る
も
の

と
し
て
は
、
寛
永
十
九
年
の
英
勝
院
千
部
法
会
の
際
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
恩
赦
に
は
、
全
国
レ
ベ
ル
の
も
の
と
藩
レ
ベ
ル
の
も
の
の
二
段
階

が
あ
つ
た
と
考
え
ら
れ
、
慶
安
元
年
（
一
六
四
八
）
正
月
廿
三
日
に
は
、
幕

府
よ
り
台
徳
院
（
二
代
将
軍
徳
川
秀
忠
）
の
十
七
回
忌
に
あ
た
り
、
軽
罪
人

の
赦
免
を
命
じ
る
奉
書
が
高
松
藩
に
届
き
、
大
赦
を
行
っ
た
こ
と
が
『
英
公

外
記
』
に
記
さ
れ
て
お
り
、
将
軍
家
や
天
皇
家
に
関
す
る
恩
赦
の
場
合
は
大

赦
と
呼
ば
れ
て
、
予
め
幕
府
か
ら
そ
の
旨
の
奉
書
が
各
藩
に
届
い
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
同
年
正
月
廿
一
日
の
『
大
猷
院
殿
御
實
紀
』
に
は
「
秀
忠

十
七
回
忌
、
諸
国
ニ
赦
ヲ
発
シ
、
江
戸
増
上
寺
門
前
ニ
テ
施
行
シ
庭
上
ニ
テ

囚
ヲ
赦
免
ス
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
表
４
に
み
ら

れ
る
「
諸
国
ニ
令
（
発
）
ス
」
と
記
載
さ
れ
た
、
寛
永
二
十
一
年
の
二
代
将

軍
徳
川
秀
忠
夫
人
の
法
要
や
慶
安
元
年
の
初
代
将
軍
徳
川
家
康
の
三
十
三
回

忌
、
承
応
三
年
の
後
光
明
天
皇
の
崩
御
の
際
な
ど
に
行
わ
れ
た
葬
送
儀
礼
や

先
祖
祭
祀
儀
礼
の
際
に
も
、
幕
府
の
奉
書
の
内
容
に
従
っ
て
高
松
藩
関
係
者

の
大
赦
が
行
わ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　

　
大
赦
の
実
施
に
あ
た
っ
て
高
松
藩
で
は
、
事
前
に
願
出
書
を
奉
行
所
や
横

目
中
に
提
出
さ
せ
た
上
で
、
調
査
を
行
い
、
そ
の
該
当
者
が
赦
免
に
該
当
す
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一
、
自
今
以
後
祝
義
仏
事
、
重
キ
事
ニ
鐚
五
十
貫
文
、
軽
キ
事
ニ
ハ
鐚

三
十
貫
文
、
他
国
よ
り
如
何
程
参
リ
候
共
、
地
之
座
当
打
込
ニ
可
被

下
候
、
其
段
申
渡
他
国
座
当
方
江
通
達
可
為
仕
由
、
町
奉
行
三
宅
六

郎
兵
衛
江
御
下
屋
敷
ニ
而
被
仰
付
候
事
。

　
　
　
　
但
、
右
三
人
之
座
当
共
よ
り
、
隣
国
之
座
当
方
江
通
達
仕
候
事
。

　
　
元
禄
三
年
庚
午
四
月
廿
三
日

　
延
宝
七
年
（
一
六
七
九
）
の
施
し
令
は
、
祝
儀
や
法
事
に
際
し
て
、
百
姓
・

町
人
か
ら
座
頭
に
対
し
て
鐚
五
百
文
づ
つ
の
施
し
を
行
う
よ
う
に
命
じ
て
い

る
。
ま
た
、
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
に
は
、
家
中
・
寺
社
に
対
し
て
も
高

百
石
に
付
い
て
鐚
百
文
づ
つ
の
施
し
を
命
じ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
元
禄
三
年

（
一
六
九
○
）
に
は
、
今
後
は
施
し
額
の
基
準
を
重
い
場
合
は
鐚
五
十
貫
文
、

軽
い
場
合
は
鐚
三
十
貫
文
と
す
る
旨
の
通
知
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注

目
す
べ
き
は
、
藩
領
域
を
越
え
て
他
国
か
ら
も
施
し
を
求
め
て
き
て
い
る
こ

と
で
、
当
時
盲
人
に
対
す
る
施
し
が
全
国
規
模
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
他
国
か
ら
の
施
し
要
求
者
に
対
す
る
対
応
を
取
り
仕

切
っ
た
の
が
山
科
と
い
う
検
校
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
そ
れ
を
補
佐
す
る
立
場

の
座
頭
が
高
松
藩
に
は
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
２３０
）。

　
こ
の
後
、
幕
藩
領
主
に
よ
る
御
救
制
度
は
、
十
八
世
紀
後
半
の
幕
政
に
お

け
る
松
平
定
信
の
寛
政
の
改
革
を
機
に
、
御
備
制
度
へ
と
転
換
し
て
い
っ

た
。
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
九
月
、
定
信
は
「
天
下
之
御
備
御
手
薄
ニ
有

之
候
て
は
不
相
済
儀
ニ
思
召
候
、（
中
略
）
高
壱
万
石
ニ
付
五
十
石
之
割
合

を
以
、
来
戌
年
よ
り
寅
年
迄
五
ケ
年
之
間
、
面
々
領
邑
ニ
囲
穀
い
た
し
候
様

ニ
被
仰
出
候
、（
下
略
）」（
傍
線
筆
者
）
と
、
囲
穀
な
ど
の
各
村
々
に
お
け

る
御
備
政
策
を
全
国
的
に
実
施
す
る
よ
う
命
令
を
出
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で

の
幕
藩
領
主
の
善
意
に
よ
る
御
救
・
施
し
政
策
か
ら
、
各
自
の
自
力
救
済
を

旨
と
す
る
備
荒
貯
蓄
政
策
へ
と
政
策
の
基
軸
を
転
換
し
て
い
っ
た
の
で
あ

る
（
２３１
）。

　
高
松
藩
で
も
、
文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）
に
次
の
よ
う
な
「
囲
籾
令
」

が
出
さ
れ
、
従
来
の
施
し
を
中
心
と
し
た
御
救
制
度
か
ら
囲
籾
に
よ
る
御
備

制
度
へ
と
政
策
が
転
換
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
が
わ
か
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
同
人
江

　
一
、
去
年
一
統
之
豊
熟
ニ
付
寛
政
元
酉
年
従

　
公
儀
日
仰
出
在
之
候
御
囲

籾
、
去
々
年
御
伺
済
之
通
、
籾
詰
替
可
被
仰
筈
之
処
、
先
去
年
米
ニ

而
御
囲
被
成
度
段
御
伺
相
済
候
間
、
左
様
可
被
相
心
得
候
事
。（
傍

線
筆
者
）

　
　
　
　
　
　
勘
定
奉
行

　
　
　
　
　
　
　
久
保
傳
右
衛
門
江

　
一
、
右
同
断
之
趣
ニ
候
間
、
左
様
相
心
得
、
御
蔵
奉
行
江
も
可
申
渡
候
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事
。

　
右
之
通
、
今
日
於
御

　
城
奉
行
所
ニ
、
善
兵
衛
申
渡
候
事
。

　
　
文
化
十
一
年
甲
戌
年
正
月
廿
三
日
（
２３２
）

　
ま
た
、
高
松
藩
で
は
藩
主
家
関
係
者
の
祝
儀
や
法
事
の
際
に
、
生
活
困
窮

者
に
対
す
る
施
し
と
は
別
に
、「
御
仁
政
」
の
一
環
と
し
て
犯
罪
者
に
対
す

る
恩
赦
が
行
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
初
代
藩
主
松
平
頼
重
時
代
の
寛
永

十
九
年
（
一
六
四
二
）
閏
九
月
廿
三
日
に
は
、
英
勝
院
（
父
初
代
水
戸
藩
主

徳
川
頼
房
の
養
母
）
の
千
部
法
会
に
あ
た
り
「
松
平
頼
重
、
浄
願
寺
ニ
詣
テ

英
勝
院
ヲ
拝
禮
ス
。
有
罪
二
人
ヲ
赦
ス
。
二
十
五
日
、
浄
願
寺
ニ
詣
テ
英
勝

院
ノ
主
ヲ
拝
禮
ス
。
有
罪
六
人
ヲ
赦
ス
」（『
英
公
実
録
』『
英
公
外
記
』）
と

あ
り
、
ま
た
寛
永
二
十
一
年
（
一
六
四
四
）
正
月
廿
四
日
に
も
、
増
上
寺
で

行
わ
れ
た
台
徳
院
（
二
代
将
軍
徳
川
秀
忠
）
の
十
三
回
忌
に
あ
た
っ
て
「
是

日
、
高
松
ニ
於
テ
有
罪
十
人
ヲ
赦
ス
」（『
英
公
実
録
』）
と
記
さ
れ
て
お
り
、

将
軍
家
や
本
家
水
戸
家
関
係
者
の
慶
弔
儀
礼
の
執
行
に
あ
た
っ
て
恩
赦
が
行

わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
恩
赦
は
、
犯
罪
者
に
対
し
て
刑
罰
の
赦
免
、
減
軽
、
執
行
停
止
、
名
誉
回

復
な
ど
の
措
置
を
と
る
も
の
で
、「
法
事
の
赦
」（
将
軍
・
大
名
・
そ
の
近
親

者
な
ど
の
葬
儀
・
回
忌
法
要
・
追
善
供
養
に
お
け
る
恩
赦
）
と
「
祝
儀
の
赦
」

（
将
軍
宣
下
、
日
光
社
参
、
誕
生
、
元
服
、
任
官
、
昇
進
、
婚
姻
、
家
督
相

続
な
ど
に
よ
る
恩
赦
）
が
あ
っ
た
（
２３３
）。
こ
の
内
高
松
藩
に
お
け
る
将
軍
家

に
関
連
し
た
「
法
事
の
赦
」
の
初
見
は
、
幕
府
か
ら
恩
赦
を
命
じ
ら
れ
た
寛

永
二
一
年
の
秀
忠
十
三
年
忌
で
あ
り
、
高
松
松
平
家
の
先
祖
に
関
す
る
も
の

と
し
て
は
、
寛
永
十
九
年
の
英
勝
院
千
部
法
会
の
際
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
恩
赦
に
は
、
全
国
レ
ベ
ル
の
も
の
と
藩
レ
ベ
ル
の
も
の
の
二
段
階

が
あ
つ
た
と
考
え
ら
れ
、
慶
安
元
年
（
一
六
四
八
）
正
月
廿
三
日
に
は
、
幕

府
よ
り
台
徳
院
（
二
代
将
軍
徳
川
秀
忠
）
の
十
七
回
忌
に
あ
た
り
、
軽
罪
人

の
赦
免
を
命
じ
る
奉
書
が
高
松
藩
に
届
き
、
大
赦
を
行
っ
た
こ
と
が
『
英
公

外
記
』
に
記
さ
れ
て
お
り
、
将
軍
家
や
天
皇
家
に
関
す
る
恩
赦
の
場
合
は
大

赦
と
呼
ば
れ
て
、
予
め
幕
府
か
ら
そ
の
旨
の
奉
書
が
各
藩
に
届
い
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
同
年
正
月
廿
一
日
の
『
大
猷
院
殿
御
實
紀
』
に
は
「
秀
忠

十
七
回
忌
、
諸
国
ニ
赦
ヲ
発
シ
、
江
戸
増
上
寺
門
前
ニ
テ
施
行
シ
庭
上
ニ
テ

囚
ヲ
赦
免
ス
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
表
４
に
み
ら

れ
る
「
諸
国
ニ
令
（
発
）
ス
」
と
記
載
さ
れ
た
、
寛
永
二
十
一
年
の
二
代
将

軍
徳
川
秀
忠
夫
人
の
法
要
や
慶
安
元
年
の
初
代
将
軍
徳
川
家
康
の
三
十
三
回

忌
、
承
応
三
年
の
後
光
明
天
皇
の
崩
御
の
際
な
ど
に
行
わ
れ
た
葬
送
儀
礼
や

先
祖
祭
祀
儀
礼
の
際
に
も
、
幕
府
の
奉
書
の
内
容
に
従
っ
て
高
松
藩
関
係
者

の
大
赦
が
行
わ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　

　
大
赦
の
実
施
に
あ
た
っ
て
高
松
藩
で
は
、
事
前
に
願
出
書
を
奉
行
所
や
横

目
中
に
提
出
さ
せ
た
上
で
、
調
査
を
行
い
、
そ
の
該
当
者
が
赦
免
に
該
当
す
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右
之
通
、
今
日
於
会
所
ニ
、
申
渡
候
事
。

　
　
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
十
二
月
九
日
（
２３６
）

　
文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）
に
徳
川
家
慶
の
嫡
子
竹
千
代
が
誕
生
し
た
と

き
に
は
、
幕
府
が
諸
藩
に
対
し
て
「
祝
儀
の
赦
」
を
実
施
す
る
よ
う
要
請
し

て
い
る
（『
御
触
書
天
保
集
成
』
上
）。

　
一
、
此
度
、　
竹
千
代
様
御
誕
生
御
祝
義
ニ
付
、
大
赦
被
仰
出
候
御
書
付

ニ
、
当
時
仕
置
ニ
可
申
付
者
も
逆
罪
之
外
宥
免
可
相
成
分
ハ
指
免
候

様
被
仰
出
候
義
ニ
付
、
当
時
役
所
仕
置
ニ
可
申
付
者
共
、
追
込
戸
〆

之
外
、
御
国
追
放
御
領
分
追
放
郡
村
幷
御
城
下
追
放
所
払
等
之
類
、

御
仕
置
障
ニ
不
相
成
様
一
等
軽
キ
取
調
可
被
申
出
候
。（
傍
線
筆
者
）

　
右
之
通
、
今
日
於

　
御
城
奉
行
所
ニ
半
助
申
渡
事
、

　
　
但
、
御
家
中
江
ハ
十
二
月
廿
七
日
ニ
御
触
在
之
候
事
。

　
　
文
化
十
年
（
一
八
一
三
）
十
二
月
廿
六
日
（
２３７
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寺
社
奉
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
河
合
平
之
丞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
町
奉
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
奥
山

　
彦
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郡
奉
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
野
原
三
兵
衛

　
一
、
去
年
十
二
月
、
大
赦
被
仰
出
候
ニ
付
、
役
所
仕
置
ニ
可
申
付
者
共
、

御
国
追
放
御
領
分
追
放

　
　
　
郡
村
ニ
而
御
城
下
追
放
所
払
之
類
、
御
仕
置
障
ニ
不
相
成
様
一
等
軽

キ
取
調
候
様
相
達
置
候
得
ハ
、
右
取
扱
之
義
ハ
当
年
中
ト
相
心
得
可

被
申
候
事
。（
傍
線
筆
者
）

　
右
之
通
、
今
日
於
会
所
奉
行
所
ニ
、
半
助
申
渡
候
事
。

　
　
文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）
十
二
月
廿
三
日
（
２３８
）

　
一
、
此
度
格
別
之
御
慶
事
ニ
付
、
思
召
ヲ
以
大
赦
被

　
仰
出
候
間
、
追
放

幷
奉
公
構
等
之
咎
在
之
類
共
御
赦
免
之
筋
相
願
候
者
在
之
候
得
者
、

申
出
せ
候
様
取
計
可
被
申
候
。（
傍
線
筆
者
）

　
　
　（
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
か
）
四
月
（
２３９
）

　
こ
の
よ
う
に
将
軍
家
や
大
名
家
の
祝
儀
や
法
事
の
際
に
、
繰
り
返
し
て
実

施
さ
れ
る
「
祝
儀
の
赦
」
や
「
法
事
の
赦
」
な
ど
を
通
じ
て
、
家
中
・
領
民

た
ち
は
政
治
的
・
社
会
的
に
に
御
家
を
支
え
る
重
要
な
構
成
員
と
し
て
統
合

さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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る
か
ど
う
か
を
評
議
し
て
決
定
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
一
、
前
々
大
赦
被
仰
付
候
節
ハ
、
道
之
口
願
出
候
様
ニ
と
、
寺
社
船
町

郡
奉
行
横
目
江
被
仰
渡
在
之
候
、
追
而
夫
々
よ
り
願
出
、
相
揃
次
第

横
目
中
よ
り
指
出
、
し
ら
べ
相
済
候
上
ニ
而
御
免
之
分
、
又
々
右
之

面
々
江
年
寄
中
よ
り
御
免
之
義
被
仰
渡
在
之
候
処
、
此
度
よ
り
最
初

大
赦
被
仰
付
候
間
、
願
出
候
様
ニ
と
申
渡
置
候
義
ニ
候
ハ
、
御
免
之

義
又
々
改
リ
申
渡
候
事
、
弥
重
ニ
相
成
候
間
、
前
格
在
之
候
共
、
此

度
よ
り
向
後
ハ
、
先
達
而
大
赦
之
義
申
渡
在
之
候
得
ハ
、
御
免
願
済

候
義
ハ
横
目
江
申
渡
、
夫
々
江
願
出
之
通
御
免
被
遊
候
段
、
横
目
よ

り
申
通
シ
可
然
由
、
御
評
義
極
候
事
。（
傍
線
筆
者
）

　
　
寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）
閏
四
月
十
三
日
（
２３４
）

　
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
大
赦
が
行
わ
れ
た
か
と
い
う
と
、
高
松
藩
で

は
次
の
よ
う
に
家
督
相
続
・
初
御
目
見
・
若
君
誕
生
な
ど
格
別
の
御
慶
事
が

あ
っ
た
場
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
罪
科
の
程
度
に
応
じ
て
実
施
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
に
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
十
月
十
七

日
、
松
平
頼
眞
が
家
督
を
相
続
し
て
六
代
藩
主
と
な
っ
た
際
に
も
大
赦
が
行

わ
れ
て
い
る
（
２３５
）。

　
御
家
督
御
祝
儀
大
赦
被

　
仰
付
候
間
、
追
放
幷
奉
公
構
等
之
類
之
者
、
御

赦
免
之
筋
相
願
候
者
有
之
候
ハ
ヽ
、
申
出
せ
候
様
取
計
可
申
候
、（
傍
線

筆
者
）

　
　
　
　
十
月
六
日

　
右
之
通
被
仰
付
候
間
此
段
村
々
へ
御
申
渡
可
被
成
候
。

　
　
　
　
十
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
安
部
治
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
村
助
四
郎

　
右
之
通
申
来
候
間
願
出
候
者
有
之
候
ハ
ヽ
、
来
ル
十
日
迄
願
出
候
様
可
被

成
候
、
無
之
候
得
者
其
段
御
申
出
可
被
成
候
、
以
上
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
富
岡
小
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
方
甚
五
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高

　
畑

　
要

　
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
渡
邊

　
半
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
田

　
合
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
稲

　
毛

　
十
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
冨

　
永

　
助
之
進

　
一
、
若
殿
様
初
而
之
御
目
見
被
為
済
候
、
右
就
御
祝
儀
ニ
大
赦
被
仰
付
候

間
、
追
放
幷
奉
公
構
等
咎
在
之
類
之
者
、
御
赦
免
之
筋
相
願
申
者
在

之
候
ハ
ヽ
、
申
出
さ
せ
候
様
ニ
取
計
可
申
事
。（
傍
線
筆
者
）
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右
之
通
、
今
日
於
会
所
ニ
、
申
渡
候
事
。

　
　
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
十
二
月
九
日
（
２３６
）

　
文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）
に
徳
川
家
慶
の
嫡
子
竹
千
代
が
誕
生
し
た
と

き
に
は
、
幕
府
が
諸
藩
に
対
し
て
「
祝
儀
の
赦
」
を
実
施
す
る
よ
う
要
請
し

て
い
る
（『
御
触
書
天
保
集
成
』
上
）。

　
一
、
此
度
、　
竹
千
代
様
御
誕
生
御
祝
義
ニ
付
、
大
赦
被
仰
出
候
御
書
付

ニ
、
当
時
仕
置
ニ
可
申
付
者
も
逆
罪
之
外
宥
免
可
相
成
分
ハ
指
免
候

様
被
仰
出
候
義
ニ
付
、
当
時
役
所
仕
置
ニ
可
申
付
者
共
、
追
込
戸
〆

之
外
、
御
国
追
放
御
領
分
追
放
郡
村
幷
御
城
下
追
放
所
払
等
之
類
、

御
仕
置
障
ニ
不
相
成
様
一
等
軽
キ
取
調
可
被
申
出
候
。（
傍
線
筆
者
）

　
右
之
通
、
今
日
於

　
御
城
奉
行
所
ニ
半
助
申
渡
事
、

　
　
但
、
御
家
中
江
ハ
十
二
月
廿
七
日
ニ
御
触
在
之
候
事
。

　
　
文
化
十
年
（
一
八
一
三
）
十
二
月
廿
六
日
（
２３７
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寺
社
奉
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
河
合
平
之
丞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
町
奉
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
奥
山

　
彦
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郡
奉
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
野
原
三
兵
衛

　
一
、
去
年
十
二
月
、
大
赦
被
仰
出
候
ニ
付
、
役
所
仕
置
ニ
可
申
付
者
共
、

御
国
追
放
御
領
分
追
放

　
　
　
郡
村
ニ
而
御
城
下
追
放
所
払
之
類
、
御
仕
置
障
ニ
不
相
成
様
一
等
軽

キ
取
調
候
様
相
達
置
候
得
ハ
、
右
取
扱
之
義
ハ
当
年
中
ト
相
心
得
可

被
申
候
事
。（
傍
線
筆
者
）

　
右
之
通
、
今
日
於
会
所
奉
行
所
ニ
、
半
助
申
渡
候
事
。

　
　
文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）
十
二
月
廿
三
日
（
２３８
）

　
一
、
此
度
格
別
之
御
慶
事
ニ
付
、
思
召
ヲ
以
大
赦
被

　
仰
出
候
間
、
追
放

幷
奉
公
構
等
之
咎
在
之
類
共
御
赦
免
之
筋
相
願
候
者
在
之
候
得
者
、

申
出
せ
候
様
取
計
可
被
申
候
。（
傍
線
筆
者
）

　
　
　（
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
か
）
四
月
（
２３９
）

　
こ
の
よ
う
に
将
軍
家
や
大
名
家
の
祝
儀
や
法
事
の
際
に
、
繰
り
返
し
て
実

施
さ
れ
る
「
祝
儀
の
赦
」
や
「
法
事
の
赦
」
な
ど
を
通
じ
て
、
家
中
・
領
民

た
ち
は
政
治
的
・
社
会
的
に
に
御
家
を
支
え
る
重
要
な
構
成
員
と
し
て
統
合

さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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徳川綱吉（５代将軍）元文５. 10. － 綱吉三十三年忌法要赦サルヽ者十一人（『御日記』）
〃 寛保元. ２. － 綱吉夫人三十三回忌法要赦アリ（『御日記』）

徳川家宣（６代将軍）宝永６. ５. １ ６月、将軍宣下ニヨリ非常ノ大赦令ヲ発シ、八月施行総数
八千八百三十餘人（主トシテ生類憐ミ法令違反者ナリ）（『文照
院殿御實紀』）

〃 元文３. 10. － 家宣二十七年忌法要赦アリ（『有徳院殿御實紀』）
〃 宝暦11. 10. － 家宣五十年忌三縁山ニテ法要、囚徒十二人ヲ赦シ大僧正定月各

囚ニ佛名ヲ唱ヘ餞ヲ與フ（『浚明院殿御實紀』）
徳川家継（７代将軍）享保３. ４. － 家継三回忌赦アリ（『御日記』）

〃 元文３. ４. － 家継二十三年忌法要赦サルヽ者八人（『御日記』）
〃 寛保２. ４. － 家継二十七回忌法要三縁山ヨリ繋囚四人赦サル（『有徳院殿御實

紀』）
徳川吉宗（８代将軍）元文３. ６. － 吉宗生母十三年忌法要赦サルヽ者五人（『御日記』）

〃 明和８. ６. － 吉宗二十一回忌法要赦サルヽ者十六人（『御日記』）
〃 安永４. ６. － 吉宗二十五回忌法要十四人ヲ赦ス（『浚明院殿御實紀』）
〃 天明３. ６. － 吉宗三十三回忌法要赦セラルヽ者二十人（『御日記』）

徳川家重（９代将軍）宝暦13. ６. － 家重大祥忌ニ當リ赦ヲ発シ囚徒十人ヲ赦シ餞ヲ與フ（『御日記』）
〃 明和４. ６. － 家重七回忌三縁山ニ於テ法要囚徒十二人赦サル（御日記）吉宗

十七回忌東叡山ニ於テ法要囚徒九人赦サル（『御日記』）
〃 安永２. ６. － 家重十三回忌法要赦十六人（『浚明院殿御實紀』）
〃 安永６. ６. － 家重十七回忌法要十六人赦サル（『御日記』）

徳川家治（10代将軍）元文３. ７. － 家治誕生ニヨリ赦ヲ行フ、赦サルヽ者六百三十一人（『御日記』）
赦ノ者書出ニ付テハ生死ノ吟味ニ及バス書出サシム（『科條類典』）

〃 明和元. ２. － 家治生母十七回忌法要赦アリ（『浚明院殿御實紀』）
〃 安永９. ２. － 家治生母三十三回忌ニ付十八人ヲ赦ス（『教令類纂』）

徳川家斉（11代将軍）寛政９. 12. － 御赦申渡方ヲ改メ遠国ノ分ハ代官、領主ヲシテ申渡サシメ、武
家家来ハ其ノ主人ヲシテ申渡サシム（徳川禁令考後聚）

〃 文化３. ９. － 家治法要赦アリ（文恭院殿御實紀）
〃 文化５. 12. － 家治法要赦アリ（文恭院殿御實紀）

徳川家慶（12代将軍）天保８. － 此年将軍宣下御転任御兼任御祝儀ノ御赦アリ（『御赦調心得方』）
徳川家定（13代将軍）安政元. ７. － 此年改元ノ大赦ヲ行フ（『藤間褥記』）
徳川家茂（14代将軍）安政５. ９. － 家定法要東叡山ニ於テ赦サルヽモノ十一人アリ（昭徳院殿御實

紀）
〃 文久２. ５. － 皇室ヨリ戊午以降国事犯者ニ対シ大赦令ヲ発ス（嘉永明治年間

録）
松平頼重（初代藩主）寛永19. 閏９. 23 松平頼重、浄願寺ニ詣テ英勝院ヲ拝禮ス。有罪二人ヲ赦ス。

二十五日、浄願寺ニ詣テ英勝院ノ主ヲ拝禮ス。有罪六人ヲ赦ス
（『英公実録』『英公外記』）。

〃 寛永21. 正. 24 増上寺での台徳院（２代将軍徳川秀忠）十三回忌にあたり、高
松で有罪十人を赦す（『英公実録』）。

〃 慶安　元. 正. 23 幕府より台徳院（２代将軍徳川秀忠）十七回忌にあたり、軽罪
人の赦免を命じる奉書が高松藩に届き、大赦を行う（「英公外
記」）。

松平頼常（２代藩主）延宝７. ９. 26 祝儀法事の節は、百姓町人より座当共へ鐚五百文づつ遣るよう
申し付ける（「源節様御代御令条之内書抜」））

〃 貞享２. 11. 15 祝儀法事の節は、家中より座当共へ高百石につき鐚百文づつ遣
るよう申し付ける（「源節様御代御令条之内書抜」））
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表４　讃岐高松藩における赦免・施し等内容一覧
氏　名 発令年月日 赦　免　・　施　し　等　の　内　容

後光明天皇 承応３. ９. 20 10月、天皇崩御、諸国ニ大赦ヲ発ス（『厳有院殿御實紀』）
東山天皇 貞享４. ３. 21 ５月、即位ニ付大赦行ハル（『常憲院殿御實紀』）
中御門天皇 宝永７. 11. － 中御門天皇即位ニ付赦ヲ行フ（『御日記』）
桜町天皇 享保20. 10. － 桜町天皇御即位赦令ヲ発シ軽犯者ヲ免ス（『徳川禁令考』）
光格天皇 文化２. ３. － 大嘗会ノ御祝ニ付軽犯者ヲ赦ス（『徳川禁令考』）
孝明天皇 文久２. ５. － 皇室ヨリ戊午以降国事犯者ニ対シ大赦令ヲ発ス（『嘉永明治年間

録』）
〃 文久２. 11. － 皇室ヨリ厚キ御趣旨ヲ以テ大赦仰出サル、尚戊午大獄ニ斃レタ

ル吉田、橋本等ノ収葬建碑ヲ許シ、諸藩ニ令シテ国事ニ殉セジ
者及刑ニ服セル者ノ姓名ヲ録上セシメ又池田大学・小林良典等
数十人ヲ赦ス（『諸御書付留』、『薨御御書付留』、『概観維新史』）

徳川家康（初代将軍）慶安元. ４. － 家康三十三回忌大赦令ヲ発ス（『御法會記』）
〃 寛文５. ４. － 東照宮法要赦令ヲ発ス（『御日記』）
〃 元禄３. ８. － 日光山東照宮造替落成仍テ諸国ニ大赦令ヲ発ス（『御日記』）
〃 正徳５. ４. － 東照宮百年忌法要大赦アリ、淀屋辰五郎追放ヲ赦サレ八幡三百

石ノ朱印地ヲ復ス（小宮山氏『徳川太平記』）
徳川秀忠（２代将軍）寛永19. ９. － 秀忠夫人ノ法要ニ付諸国ニ軽犯者赦免ノ事ヲ命ジ法要結願ノ日

乞丐ニ施行シ軽犯者四百七人ヲ赦ス（『黒板史国史研究年表』）
〃 寛永21. ３. 23 台徳院殿（秀忠）御遠忌ニ付国々在々所々にても可行赦之旨、

拾万石以上在所之面々江奉書遣之幷在江戸拾万石以上之衆ハ阿
部豊後守宅江家来招之、右之趣含之云々（『内閣文庫所蔵史籍叢
刊・大成令（一）』）

〃 正保元. 正. － 秀忠十三回忌赦令ヲ発シ、十万石以上ハ其ノ封地ニテ赦ヲ行ハ
シム、江戸ニ於テハ増上寺門前ニテ施行竝赦アリ（『大猷院殿御
實紀』）

〃 慶安元. 正. 21 秀忠十七回忌、諸国ニ赦ヲ発シ、江戸増上寺門前ニテ施行シ庭上
ニテ囚ヲ赦免ス（『大猷院殿御實紀』）

〃 万治元. 正. － 秀忠二十七回忌赦アリ（『御日記』）
〃 寛文４. 正. － 秀忠三十三回忌赦アリ（『厳有院殿御實紀』）
〃 天和元. 正. － 秀忠二十七回忌赦アリ（『御日記』）
〃 天明元. 正. － 秀忠百五十年江戸囚獄宥サルヽ者十五人（『浚明院殿御實紀』）

徳川家光（３代将軍）慶安４. ６. － 家光法要囚徒百餘人ヲ赦シ諸国ニ大赦ノ事ヲ令ス（『厳有院殿御
實紀』）

〃 承応２. ４. － 家光法要囚徒三十六人ヲ赦シ、諸侯ニモ赦ヲ行フベキコトヲ命
ス（『厳有院殿實紀』）

〃 明暦３. ４. － 家光七回忌、諸国ニ赦令ヲ発ス。又二天門外ニテ軽犯者六人ヲ赦
ス（『徳川十五代史』）

〃 寛文３. ４. － 家光法要諸国ニ大赦ヲ命ス（『厳有院殿御實紀』）
〃 延宝３. ４. － 家光二十五回忌罪囚七十五人ニ対シ赦ヲ行フ（『徳川十五代史』）

秀忠夫人法要赦ヲ行フ（『厳有院殿御實紀』）
徳川家綱（４代将軍）万治元. 12. － 寶樹院家綱生母法要赦アリ（『御日記』）

〃 寛文４. 12. － 寶樹院法要諸国ニ赦令ヲ発ス（『厳有院殿御實紀』）
〃 天和２. ４. － 家綱法要、諸国ニ大赦を令ス（『御日記』）
〃 安永８. ５. － 家綱百年忌法要十四人ヲ赦ス（『御日記』）

徳川綱吉（５代将軍）宝永６. 正. 10 綱吉薧ス。綱吉法要赦アリ（『大成令』）
〃 宝永６. ２. － 綱吉夫人ノ法要大赦ヲ行フ、幕府前代ノ罪ヲ得シ者ヲ赦スコト

九十二人、諸侯ノ赦ス者三千七百三十七人（『文照院殿御實紀』）
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徳川綱吉（５代将軍）元文５. 10. － 綱吉三十三年忌法要赦サルヽ者十一人（『御日記』）
〃 寛保元. ２. － 綱吉夫人三十三回忌法要赦アリ（『御日記』）

徳川家宣（６代将軍）宝永６. ５. １ ６月、将軍宣下ニヨリ非常ノ大赦令ヲ発シ、八月施行総数
八千八百三十餘人（主トシテ生類憐ミ法令違反者ナリ）（『文照
院殿御實紀』）

〃 元文３. 10. － 家宣二十七年忌法要赦アリ（『有徳院殿御實紀』）
〃 宝暦11. 10. － 家宣五十年忌三縁山ニテ法要、囚徒十二人ヲ赦シ大僧正定月各

囚ニ佛名ヲ唱ヘ餞ヲ與フ（『浚明院殿御實紀』）
徳川家継（７代将軍）享保３. ４. － 家継三回忌赦アリ（『御日記』）

〃 元文３. ４. － 家継二十三年忌法要赦サルヽ者八人（『御日記』）
〃 寛保２. ４. － 家継二十七回忌法要三縁山ヨリ繋囚四人赦サル（『有徳院殿御實

紀』）
徳川吉宗（８代将軍）元文３. ６. － 吉宗生母十三年忌法要赦サルヽ者五人（『御日記』）

〃 明和８. ６. － 吉宗二十一回忌法要赦サルヽ者十六人（『御日記』）
〃 安永４. ６. － 吉宗二十五回忌法要十四人ヲ赦ス（『浚明院殿御實紀』）
〃 天明３. ６. － 吉宗三十三回忌法要赦セラルヽ者二十人（『御日記』）

徳川家重（９代将軍）宝暦13. ６. － 家重大祥忌ニ當リ赦ヲ発シ囚徒十人ヲ赦シ餞ヲ與フ（『御日記』）
〃 明和４. ６. － 家重七回忌三縁山ニ於テ法要囚徒十二人赦サル（御日記）吉宗

十七回忌東叡山ニ於テ法要囚徒九人赦サル（『御日記』）
〃 安永２. ６. － 家重十三回忌法要赦十六人（『浚明院殿御實紀』）
〃 安永６. ６. － 家重十七回忌法要十六人赦サル（『御日記』）

徳川家治（10代将軍）元文３. ７. － 家治誕生ニヨリ赦ヲ行フ、赦サルヽ者六百三十一人（『御日記』）
赦ノ者書出ニ付テハ生死ノ吟味ニ及バス書出サシム（『科條類典』）

〃 明和元. ２. － 家治生母十七回忌法要赦アリ（『浚明院殿御實紀』）
〃 安永９. ２. － 家治生母三十三回忌ニ付十八人ヲ赦ス（『教令類纂』）

徳川家斉（11代将軍）寛政９. 12. － 御赦申渡方ヲ改メ遠国ノ分ハ代官、領主ヲシテ申渡サシメ、武
家家来ハ其ノ主人ヲシテ申渡サシム（徳川禁令考後聚）

〃 文化３. ９. － 家治法要赦アリ（文恭院殿御實紀）
〃 文化５. 12. － 家治法要赦アリ（文恭院殿御實紀）

徳川家慶（12代将軍）天保８. － 此年将軍宣下御転任御兼任御祝儀ノ御赦アリ（『御赦調心得方』）
徳川家定（13代将軍）安政元. ７. － 此年改元ノ大赦ヲ行フ（『藤間褥記』）
徳川家茂（14代将軍）安政５. ９. － 家定法要東叡山ニ於テ赦サルヽモノ十一人アリ（昭徳院殿御實

紀）
〃 文久２. ５. － 皇室ヨリ戊午以降国事犯者ニ対シ大赦令ヲ発ス（嘉永明治年間

録）
松平頼重（初代藩主）寛永19. 閏９. 23 松平頼重、浄願寺ニ詣テ英勝院ヲ拝禮ス。有罪二人ヲ赦ス。

二十五日、浄願寺ニ詣テ英勝院ノ主ヲ拝禮ス。有罪六人ヲ赦ス
（『英公実録』『英公外記』）。

〃 寛永21. 正. 24 増上寺での台徳院（２代将軍徳川秀忠）十三回忌にあたり、高
松で有罪十人を赦す（『英公実録』）。

〃 慶安　元. 正. 23 幕府より台徳院（２代将軍徳川秀忠）十七回忌にあたり、軽罪
人の赦免を命じる奉書が高松藩に届き、大赦を行う（「英公外
記」）。

松平頼常（２代藩主）延宝７. ９. 26 祝儀法事の節は、百姓町人より座当共へ鐚五百文づつ遣るよう
申し付ける（「源節様御代御令条之内書抜」））

〃 貞享２. 11. 15 祝儀法事の節は、家中より座当共へ高百石につき鐚百文づつ遣
るよう申し付ける（「源節様御代御令条之内書抜」））
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二

　「死
の
政
治
学
」
と
幕
藩
制
的
社
会
秩
序

（
一
）
　為
政
者
の
死
と
政
治
的
身
体
（
生
け
る
死
体
）

　
ア
ナ
ト
ロ
ジ
ーthanatology

と
は
死
に
つ
い
て
の
学
問
で
、
人
間
の
死

を
い
か
に
考
え
、
各
自
が
己
れ
の
死
、
他
人
の
死
を
ど
う
迎
え
る
か
に
つ
い

て
の
学
際
研
究
（『
広
辞
苑
』）
で
あ
る
。
政
治
的
な
地
位
と
個
人
の
肉
体
の

死
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
Ｈ
・
カ
ン
ト
ー
ロ
ヴ
ィ
ッ
チ
は

『
王
の
二
つ
の
身
体
―
中
世
政
治
神
学
研
究
』
で
、
王
に
は
「
政
治
的
身
体
」

と
「
自
然
的
身
体
」
の
二
つ
の
身
体
が
あ
り
、
王
の
自
然
的
な
死
は
「
王
の

政
治
的
身
体
」
が
死
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、「
王
の
政
治
的
身
体
」

か
ら
「
王
の
自
然
的
身
体
」
が
分
離
し
、
そ
の
「
王
の
自
然
的
身
体
」
が
ま

た
別
の
自
然
的
身
体
へ
と
移
転
し
て
い
く
こ
と
を
意
味
す
る
、
と
述
べ
て
い

る
（
２４０
）。
そ
も
そ
も
人
は
社
会
的
・
政
治
的
存
在
で
あ
り
、
そ
の
人
の
死
を

ど
う
考
え
、
ど
う
取
り
扱
う
か
は
、
当
該
期
の
社
会
や
政
治
の
仕
組
み
を
論

じ
る
こ
と
に
繋
が
る
。
為
政
者
で
あ
る
将
軍
や
藩
主
の
自
然
死
が
ど
う
扱
わ

れ
、
ど
の
よ
う
な
葬
送
儀
礼
が
行
わ
れ
た
か
を
み
る
こ
と
で
、
江
戸
時
代
の

社
会
構
造
や
政
治
の
あ
り
方
が
わ
か
る
。

　
高
松
藩
五
代
藩
主
松
平
頼
恭
が
、
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
に
病
気
に

な
っ
て
か
ら
同
八
年
（
一
七
七
一
）
七
月
十
八
日
に
江
戸
藩
邸
で
逝
去
し
、

仏
生
山
法
然
寺
の
般
若
台
に
祀
ら
れ
る
ま
で
の
記
録
が
「
増
補
穆
公
遺
事
」

に
残
さ
れ
て
い
る
（
２４１
）。

　
一
、
公
の
御
病
気
被
為
付
（
候
）
と
は
申
は
五
年
以
前
明
和
四
年
御
筋
気

御
発
、
其
砌
御
養
生
被
遊
御
快
復
に
は
被
成
御
座
候
得
共
、
御
匙
医

師
・
奥
医
師
何
も
申
合
段
々
、
公
へ
言
上
仕
御
合
点
に
て
御
保
養
被

遊
候
、
其
後
は
御
大
酒
等
被
成
御
座
候
と
御
背
の
御
痛
御
座
候
疾
ひ

を
少
し
御
隠
し
の
意
味
被
相
窺
候
、（
中
略
）
当
卯
（
明
和
八
年
）

四
月
十
五
日
如
例
年
高
松
御
出
帆
被
遊
候
御
道
中
毎
迚
も
御
歩
行
御

採
薬
御
乗
馬
等
御
座
候
所
、
今
年
は
御
気
重
に
て
其
義
一
度
も
無
御

座
候
、（
そ
の
後
容
体
に
応
じ
て
医
師
菊
池
朔
玄
・
田
中
松
峯
へ
の

転
薬
を
重
ね
、）
於
爰
に
御
評
議
の
上
初
て
公
儀
奥
医
師
浅
井
久
伯

老
御
招
き
同
（
六
月
）
八
日
御
転
薬
に
相
成
候
、
森
宗
乙
老
御
父
子

共
三
人
共
に
被
致
診
察
候
、（
中
略
）
十
七
日
に
橘
立
（
隆
）
庵
老

に
御
転
薬
、（
中
略
）
奥
様

　
若
殿
様
へ
も
御
対
面
御
断
故
日
々
御

出
に
て
御
透
覗
に
て
御
窺
被
成
候
、
良
姫
様
十
五
日
四
つ
時
比
御
出

府
後
初
て
御
出
に
て
、
漸
々
暮
方
に
鳥
渡
御
対
面
に
相
成
候
と
申
様

な
る
御
気
六
か
敷
被
成
御
座
候
、
御
病
気
中
播
磨
守
様
・
細
越
中
守

様
・
美
作
守
様
後
改
大
学
頭
亮
侯
・
近
江
守
様
後
改
越
中
守
定
邦
侯

度
々
為
御
見
廻
御
出
奥
へ
御
通
り
、
千
次
郎
様
・
音
三
郎
様
大
学
頭

様
御
次
男
御
三
男
一
度
御
出
同
断
、
此
外
御
書
院
迄
御
入
来
の
御
方
に
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松平頼恭（５代藩主）寛保３. 閏４. 13 前々大赦被仰付候節ハ、道之口願出候様ニと、寺社・船・町・
郡奉行・横目江被仰渡在之候、追而夫々より願出相揃次第横目
中より指出、しらへ相済候上ニ而御免之分、又々右之面々江年寄
中より御免之義被仰渡在之候処、此度より最初大赦被仰付候間、
願出候様ニと申渡置候義ニ候ハ、御免之義又々改リ申渡候事、
弥重ニ相成候間、前格在之候共、此度より向後ハ、先達而大赦
之義申渡在之候得ハ、御免願済候義ハ横目得申渡、夫々江願出
之通御免被遊候段、横目より申通シ可然由、御評義極候事（「源
穆御代御令條之内書抜」）。

松平頼真（６代藩主）明和８. 10. ６ 十月十四日より十六日迄、源懐様法事ニ付、十六日計猟留。家
督祝儀大赦（『高松藩諸達留』）。

松平頼起（７代藩主）寛政　元. 12. ９ 若殿様（頼儀）初而御目見被為済候、就御祝義ニ大赦被仰付候間、
追放并奉公構等之咎在之類之者、御赦免之筋相願申者在之候
ハヽ申出させ候様ニ取計可申事（「源欽様御代御令條之内書抜」）。

松平頼儀（８代藩主）文化10. 12. 26 竹千代様（徳川家慶嫡子）御誕生御祝義ニ付大赦被仰出候（「源
襄様御代御令條之内書抜」）。

（『英公実録』『英公外記』『高松藩御令條之内書抜』辻敬助編『日本近世行刑史稿』付録「徳川獄政年表」（矯
正協会、1974年）等より作成）
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へ
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故
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御

出
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て
御
透
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に
て
御
窺
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成
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良
姫
様
十
五
日
四
つ
時
比
御
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府
後
初
て
御
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て
、
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に
鳥
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に
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成
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と
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敷
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来
の
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方
に
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御
書
付
壱
巻
御
渡
し
被
遊
、（
下
略
）

　
一
、
御
病
中
江
戸
御
国
共
奉
始

　
御
自
身
様
を

　
上
々
様
方
よ
り
御
快

然
の
御
祈
祷
御
代
拝
等
、
伊
勢
天
照
太
神
宮
初
数
多
の
神
社
仏
等

（
寺
）
無
残
所
被
仰
付
候
、
幷
御
家
士
の
面
々
も
一
役
切
（
限
）
に

御
祈
祷
仕
御
礼
守
指
上
候
。

　
一
、
公
（
中
略
）
三
十
三
年
目
に
御
家
中
不
残
へ
御
流
の
御
盃
被
下
置
候
、

今
に
至
て
存
当
り
候
得
は
誠
に
御
名
残
の
思
召
の
御
盃
歟
哉
と
恐
察

仕
涙
及
数
行
申
候
、
又
二
月
七
日
仏
生
山
へ
御
参
詣
被
遊
法
然
寺
へ

御
立
寄
御
休
息
の
上
被

　
仰
出
、
方
丈
御
召
連
又
々
般
若
台
へ
御
登

り
昔
よ
り
有
し
元
祖
上
人
の
墓
を
初

　
威
公
の
御
墓
幷
方
々
様
御
墓

迄
御
膝
付
相
廻
り
、
一
つ
も
無
残
方
丈
の
御
導
に
て
御
巡
拝
有
て
又

方
丈
へ
御
入
御
膳
等
被
召
上
御
帰
に
相
成
申
候
、
御
振
合
も
不
承
及

全
く
時
の
思
召
に
て
、
今
考
れ
は
御
生
涯
の
御
暇
乞
の
尊
慮
に
も
可

有
御
座
と
恐
察
仕
厚
き
御
事
哉
と
雖
有
奉
存
候
、（
下
略
）　

　
こ
れ
を
み
れ
ば
、
藩
主
の
病
状
回
復
の
た
め
に
幾
人
か
の
医
師
の
よ
る
転

薬
が
繰
り
返
さ
れ
て
お
り
、
藩
は
そ
の
間
全
力
を
挙
げ
て
幕
府
を
は
じ
め
御

同
敬
大
名
家
な
ど
の
関
係
者
に
あ
た
る
な
ど
、
評
議
を
重
ね
て
各
方
面
に
名

医
師
を
求
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
最
初
は
高
松
藩
お
抱
え
の
御
匙
医

師
・
奥
医
師
、
次
に
道
中
同
行
医
師
の
菊
池
朔
玄
、
田
中
松
峯
、
や
が
て
公

儀
奥
医
師
の
浅
井
久
伯
、
橘
立
庵
、
町
医
師
の
名
人
で
公
儀
御
目
見
医
師
の

庵
原
朝
川
・
松
井
才
庵
・
桑
山
本
立
、
細
川
家
御
手
医
師
の
池
原
雲
伯
、
公

儀
御
医
師
の
森
雲
亭
な
ど
が
順
次
診
察
に
当
た
っ
て
い
る
。

　
こ
の
後
、
牛
込
の
浄
土
宗
寺
院
の
僧
侶
を
呼
ん
で
三
日
間
念
仏
を
唱
え
る

な
ど
し
た
が
、
い
よ
い
よ
病
状
回
復
が
難
し
く
な
っ
た
七
月
十
七
日
時
点

で
、
老
中
に
対
し
て
嫡
子
兵
部
大
輔
へ
の
家
督
相
続
願
の
届
け
出
を
し
て
い

る
。
そ
し
て
翌
日
、
明
和
八
年
七
月
十
八
日
亥
の
中
刻
に
藩
主
松
平
頼
恭
が

逝
去
し
た
旨
の
届
け
出
を
幕
府
に
提
出
し
て
い
る
。
こ
れ
よ
り
以
前
、
後
継

者
の
兵
部
大
輔
（
の
ち
の
六
代
藩
主
松
平
頼
真
）
に
は
、
一
か
月
ほ
ど
前
の

六
月
十
四
日
と
十
五
日
の
両
日
に
引
継
ぎ
の
書
付
一
巻
を
渡
す
と
と
も
に
、

家
臣
に
対
し
て
は
全
員
に
御
流
の
御
盃
を
下
賜
し
て
い
る
。
ま
た
、
二
月
七

日
に
は
仏
生
山
に
参
詣
し
て
般
若
台
に
登
り
先
祖
代
々
の
御
墓
に
膝
ま
づ
い

て
廻
る
な
ど
し
て
、
歴
代
藩
主
な
ど
と
最
後
の
別
れ
を
し
、
高
松
松
平
家
の

行
く
末
を
次
期
藩
主
と
家
臣
た
ち
に
託
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
藩
主
逝
去
の
報
を
受
け
て
高
松
で
は
、
明
和
八
年
七
月
廿
九
日
に
領
内
に

向
け
て
次
の
よ
う
な
御
触
を
出
さ
れ
、
前
藩
主
の
逝
去
を
悼
む
服
忌
規
制
が

な
さ
れ
て
い
る
（『
高
松
藩
諸
達
留
』）。

　
殿
様
御
逝
去
ニ
而
諸
殺
生
令
禁
止
津
留
可
被
申
附

　
一
、
山
分
猟
師
諸
殺
生
停
止
之
事
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は
存
不
申
候
、
右
に
付
御
評
議
有
て
、
町
医
師
の
中
名
人
と
申
て
、

公
儀
の
御
目
見
医
師
庵
原
朝
川
・
松
井
才
庵
・
桑
山
本
立
三
人
を
召

て
診
被
仰
付
候
所
、
各
申
分
先
以
重
き
御
容
子
に
奉
存
候
、（
中
略
）

（
廿
三
日
）
御
転
薬
に
て
細
越
中
守
様
御
手
医
師
池
原
雲
伯
へ
御
匙

被
仰
付
御
薬
法
不
知
同
二
十
九
日
雲
伯
御
断
申
上
、
公
儀
御
医
師
森

雲
亭
老
御
薬
御
所
望
に
て
御
転
薬
に
成
り
少
々
御
損
徳
有
、（
中
略
）

同
（
七
月
）
十
七
日
夜
に
入
雲
亭
老
被
伺
御
容
子
至
極
御
指
重
の
由

被
申
、　
御
家
門
様
方
へ
為
御
知
武
田
千
壽
院
（
長
春
）
殿
・
森
雲

亭
老
・
同
宗
乙
老
御
詰
千
壽
院
殿
御
匙
別
煎
入
人
参
五
文
目
被
指
上

候
、
同
夜
御
容
体
御
大
切
に
被
為
及
候
、
同
日
御
容
体
御
指
重
り
の

由
御
老
中
板
倉
佐
渡
守
殿
へ
御
届
御
座
候
。（
傍
線
筆
者
）

　
一
、十
八
日
将
軍
様
御
尋
の
上
使
小
出
信
濃
守
殿
若
年
寄
衆
被
相
越
鱠
残

（
キ
ス
）
魚
干
物
被
下
置
候
、
若
殿
様
被
為
請
御
礼
勤
は
松
雅
楽
頭

様
播
磨
守
様
御
嫡
子
へ
御
頼
に
て
為
御
名
代
御
老
中
方
若
年
寄
衆
御

廻
勤
也
。

　
　
　
　
七
月
十
五
日
牛
込
に
罷
在
候
浄
土
宗
智
識
の
長
老
を
被
召
十
念
御

授
り
、
夫
よ
り
段
々
御
念
仏
御
唱
被
遊
十
六
日
昼
よ
り
十
七
日
中

は
つ
や
〳
〵
御
寝
成
り
御
昏
忘
の
御
気
味
に
被
為
在
候
。

　
一
、
同
日
（
明
和
八
年
七
月
十
七
日
）
御
容
体
御
指
重
り
に
付
、
御
用
番

御
老
中
板
倉
佐
渡
守
殿
へ
左
の
通
御
届
、
我
等
儀
先
頃
よ
り
不
快
の

所
気
分
指
重
り
快
気
の
程
難
計
候
、
家
督
の
義
は
嫡
子
兵
部
大
輔
へ

相
譲
り
候
間
此
段
御
聞
置
可
被
成
候
、
以
上

　
　
　
　
　
七
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
名

　
　
　
　
御
老
中
連
名
殿

　

　
　
　
右
御
届
書
以
御
手
先
頭
衆
佐
渡
守
殿
へ
御
指
出
し
、
岡
島
左
仲
御
城

使
付
添
罷
出
候
処
御
請
取
に
相
成
候
。

　
　
　
　
但
、
御
近
振
は
私
気
分
相
勝
不
申
快
気
の
程
難
計
候
に
付
、
嫡
子

式
部
へ
家
督
相
続
為
仕
度
奉
願
候
、
此
段
宜
奉
願
候
、
以
上
、
右

の
通
被
仰
出
候
、
其
訳
は

　
英
公

　
節
公
に
は
御
隠
居
後
御
逝

去
故
此
義
、
恵
公
初
て
御
勤
の
内
御
逝
去
故
右
の
通
に
有
之
候
、

（
中
略
）
御
家
門
様
方
被
成
御
詰
候
故
御
相
談
有
て
紀
州
様
へ
も

御
相
談
御
座
候
所
、
紀
州
様
思
召
に
て
御
手
寄
の
御
老
中
右
近
将

監
様
へ
御
内
談
の
上
御
三
ケ
様
御
同
様
の
御
届
に
相
成
候
由
、
小

神
野
與
兵
衛
日
記
の
趣
也
。

　
一
、
同
日
十
八
日
亥
の
中
刻
御
逝
去
被
遊
候
段

　
公
辺
へ
御
届
に
相
成

候
。

　
一
、
御
納
棺
の
義
御
近
振

　
惠
公

　
懐
公
に
は
諸
事
仏
道
の
御
納
り
也
、

奉
行
部
屋
に
別
帳
留
有
之
今
度
は
儒
道
の
御
納
棺
に
て
文
公
家
礼
の
通

被
入
御
念
諸
事
儒
臣
引
請
取
扱
被

　
仰
付
、（
下
略
）

　
一
、
去
六
月
十
四
日
十
五
日
両
日

　
若
殿
様
へ
諸
事
被

　
仰
継
御
座
候
て

－62－



御
書
付
壱
巻
御
渡
し
被
遊
、（
下
略
）

　
一
、
御
病
中
江
戸
御
国
共
奉
始

　
御
自
身
様
を

　
上
々
様
方
よ
り
御
快

然
の
御
祈
祷
御
代
拝
等
、
伊
勢
天
照
太
神
宮
初
数
多
の
神
社
仏
等

（
寺
）
無
残
所
被
仰
付
候
、
幷
御
家
士
の
面
々
も
一
役
切
（
限
）
に

御
祈
祷
仕
御
礼
守
指
上
候
。

　
一
、
公
（
中
略
）
三
十
三
年
目
に
御
家
中
不
残
へ
御
流
の
御
盃
被
下
置
候
、

今
に
至
て
存
当
り
候
得
は
誠
に
御
名
残
の
思
召
の
御
盃
歟
哉
と
恐
察

仕
涙
及
数
行
申
候
、
又
二
月
七
日
仏
生
山
へ
御
参
詣
被
遊
法
然
寺
へ

御
立
寄
御
休
息
の
上
被

　
仰
出
、
方
丈
御
召
連
又
々
般
若
台
へ
御
登

り
昔
よ
り
有
し
元
祖
上
人
の
墓
を
初

　
威
公
の
御
墓
幷
方
々
様
御
墓

迄
御
膝
付
相
廻
り
、
一
つ
も
無
残
方
丈
の
御
導
に
て
御
巡
拝
有
て
又

方
丈
へ
御
入
御
膳
等
被
召
上
御
帰
に
相
成
申
候
、
御
振
合
も
不
承
及

全
く
時
の
思
召
に
て
、
今
考
れ
は
御
生
涯
の
御
暇
乞
の
尊
慮
に
も
可

有
御
座
と
恐
察
仕
厚
き
御
事
哉
と
雖
有
奉
存
候
、（
下
略
）　

　
こ
れ
を
み
れ
ば
、
藩
主
の
病
状
回
復
の
た
め
に
幾
人
か
の
医
師
の
よ
る
転

薬
が
繰
り
返
さ
れ
て
お
り
、
藩
は
そ
の
間
全
力
を
挙
げ
て
幕
府
を
は
じ
め
御

同
敬
大
名
家
な
ど
の
関
係
者
に
あ
た
る
な
ど
、
評
議
を
重
ね
て
各
方
面
に
名

医
師
を
求
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
最
初
は
高
松
藩
お
抱
え
の
御
匙
医

師
・
奥
医
師
、
次
に
道
中
同
行
医
師
の
菊
池
朔
玄
、
田
中
松
峯
、
や
が
て
公

儀
奥
医
師
の
浅
井
久
伯
、
橘
立
庵
、
町
医
師
の
名
人
で
公
儀
御
目
見
医
師
の

庵
原
朝
川
・
松
井
才
庵
・
桑
山
本
立
、
細
川
家
御
手
医
師
の
池
原
雲
伯
、
公

儀
御
医
師
の
森
雲
亭
な
ど
が
順
次
診
察
に
当
た
っ
て
い
る
。

　
こ
の
後
、
牛
込
の
浄
土
宗
寺
院
の
僧
侶
を
呼
ん
で
三
日
間
念
仏
を
唱
え
る

な
ど
し
た
が
、
い
よ
い
よ
病
状
回
復
が
難
し
く
な
っ
た
七
月
十
七
日
時
点

で
、
老
中
に
対
し
て
嫡
子
兵
部
大
輔
へ
の
家
督
相
続
願
の
届
け
出
を
し
て
い

る
。
そ
し
て
翌
日
、
明
和
八
年
七
月
十
八
日
亥
の
中
刻
に
藩
主
松
平
頼
恭
が

逝
去
し
た
旨
の
届
け
出
を
幕
府
に
提
出
し
て
い
る
。
こ
れ
よ
り
以
前
、
後
継

者
の
兵
部
大
輔
（
の
ち
の
六
代
藩
主
松
平
頼
真
）
に
は
、
一
か
月
ほ
ど
前
の

六
月
十
四
日
と
十
五
日
の
両
日
に
引
継
ぎ
の
書
付
一
巻
を
渡
す
と
と
も
に
、

家
臣
に
対
し
て
は
全
員
に
御
流
の
御
盃
を
下
賜
し
て
い
る
。
ま
た
、
二
月
七

日
に
は
仏
生
山
に
参
詣
し
て
般
若
台
に
登
り
先
祖
代
々
の
御
墓
に
膝
ま
づ
い

て
廻
る
な
ど
し
て
、
歴
代
藩
主
な
ど
と
最
後
の
別
れ
を
し
、
高
松
松
平
家
の

行
く
末
を
次
期
藩
主
と
家
臣
た
ち
に
託
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
藩
主
逝
去
の
報
を
受
け
て
高
松
で
は
、
明
和
八
年
七
月
廿
九
日
に
領
内
に

向
け
て
次
の
よ
う
な
御
触
を
出
さ
れ
、
前
藩
主
の
逝
去
を
悼
む
服
忌
規
制
が

な
さ
れ
て
い
る
（『
高
松
藩
諸
達
留
』）。

　
殿
様
御
逝
去
ニ
而
諸
殺
生
令
禁
止
津
留
可
被
申
附

　
一
、
山
分
猟
師
諸
殺
生
停
止
之
事
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正
徳
期
に
か
け
て
、
文
治
政
治
が
進
行
す
る
と
と
も
に
、
政
治
や
社
会
に
お

け
る
儀
礼
化
・
序
列
化
が
進
ん
だ
と
さ
れ
て
い
る
（
２４５
）。

　
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
七
月
発
布
の
武
家
諸
法
度
で
徳
川
綱
吉
が
め
ざ

し
た
も
の
は
、「
忠
孝
」
と
「
礼
儀
」
の
実
践
に
よ
る
「
礼
」
的
社
会
秩
序

の
形
成
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
旗
本
や
御
家
人
に
対
し
て
出
さ
れ
て
い
た
諸

士
条
目
（
旗
本
諸
士
法
度
）
の
第
一
条
に
あ
っ
た
「
忠
孝
を
は
け
ま
し
、
礼

法
を
た
た
し
、
つ
ね
に
文
道
武
芸
を
心
か
け
、
義
理
を
専
ら
に
し
、
風
俗
を

乱
す
へ
か
ら
さ
る
事
」
の
前
半
部
分
を
、
武
家
諸
法
度
第
一
条
に
取
り
上
げ

て
「
文
武
忠
孝
を
励
ま
し
、
礼
儀
を
正
す
へ
き
事
」
と
改
め
、
文
治
政
治
へ

の
政
策
転
換
と
「
仁
政
」
の
担
い
手
と
し
て
の
幕
藩
領
主
の
心
構
え
を
説
い

た
。
こ
う
し
て
始
め
ら
れ
た
綱
吉
の
「
天
和
の
治
」
の
画
期
性
は
、
賞
罰
厳

明
政
策
と
農
政
刷
新
の
二
点
に
集
約
さ
れ
、
初
め
て
儒
教
的
理
想
主
義
を
導

入
し
た
こ
と
で
あ
る
。
横
田
冬
彦
氏
は
、
延
宝
八
年
（
一
六
八
○
）
の
「
民

は
国
之
本
也
」（『
御
触
書
寛
保
集
成
』）
で
始
ま
る
七
か
条
の
條
々
を
「
綱

吉
の
『
仁
政
』
宣
言
」
と
し
て
い
る
（
２４６
）。「
天
和
の
治
」
で
は
、
民
衆
に
対

す
る
統
制
政
策
や
社
会
秩
序
の
引
き
締
め
策
も
強
化
さ
れ
、
新
し
い
社
会
状

況
の
変
化
に
「
公
儀
」
の
機
能
を
拡
大
強
化
す
る
こ
と
で
対
応
し
よ
う
と

し
、
全
国
を
「
公
儀
」
の
も
と
に
統
合
す
る
こ
と
が
め
ざ
さ
れ
た
。
華
美
を

戒
め
倹
約
を
進
め
る
な
ど
、
風
俗
統
制
と
道
徳
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
天

和
二
年
五
月
に
は
孝
子
節
婦
の
表
彰
を
始
め
、
諸
国
に
忠
孝
札
が
立
て
ら
れ

た
。
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
二
月
に
は
服
忌
令
を
布
告
し
て
、
親
族
な
ど

の
死
や
血
の
穢
れ
を
払
う
た
め
の
期
間
を
細
か
く
定
め
、
そ
の
全
文
を
町
触

と
し
て
江
戸
町
中
に
知
ら
せ
、
庶
民
も
忌
み
に
服
す
る
日
数
を
守
る
よ
う
命

じ
て
い
る
。
ま
た
、
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
正
月
に
は
最
初
の
生
類
憐
み

の
令
が
出
さ
れ
て
、
人
々
に
慈
悲
や
仁
の
心
を
も
た
せ
る
よ
う
と
意
図
し
、

同
年
六
月
に
は
キ
リ
シ
タ
ン
遺
族
改
が
全
国
に
命
じ
る
と
と
も
に
、
元
禄
五

年
（
一
六
九
二
）
に
は
仏
教
諸
宗
派
本
山
に
よ
る
末
寺
改
と
末
寺
帳
の
提
出

を
命
じ
る
な
ど
、
宗
教
統
制
も
強
化
さ
れ
た
（
２４７
）。
こ
れ
ら
の
政
策
は
相
互

に
関
連
し
あ
っ
て
、
幕
府
の
進
め
る
「
礼
」
的
社
会
秩
序
の
形
成
と
幕
藩
体

制
の
維
持
強
化
に
寄
与
し
た
が
、
そ
の
中
で
も
特
に
服
忌
令
の
制
定
は
、
為

政
者
の
死
を
め
ぐ
る
葬
送
儀
礼
や
そ
れ
に
伴
う
様
々
な
停
止
令
な
ど
を
通
じ

て
体
制
の
安
定
化
を
図
る
装
置
と
し
て
の
役
割
と
機
能
を
持
っ
て
お
り
、
重

要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
い
え
る
（
２４８
）。

　
高
松
藩
で
は
、
藩
政
の
文
治
化
に
伴
い
、
政
治
的
な
儀
礼
が
集
団
の
統
合

や
社
会
内
部
の
身
分
関
係
を
整
序
化
す
る
と
と
も
に
、
儀
礼
執
行
者
の
権
威

を
知
ら
し
め
て
社
会
秩
序
を
構
築
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
政
治
と
儀
礼
は
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
り
、
そ
れ
ら
が
領
主
権
力
の
確

立
と
幕
藩
制
的
社
会
秩
序
の
維
持
強
化
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ

る
。
領
国
は
権
力
だ
け
で
は
ま
と
め
る
こ
と
は
難
し
く
、
領
内
諸
集
団
を
一

つ
に
結
び
付
け
る
統
合
儀
礼
と
い
う
も
の
が
必
要
で
あ
っ
た
た
め
、
頼
重
は
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一
、
家
普
請
鳴
物
高
声
停
止
可
仕
候

　
一
、
鋳
師
綿
打
幷
居
細
工
停
止
可
仕
候

　
一
、
井
河
普
請
停
止
之
事

　
一
、
御
中
陰
之
内
諸
事
相
慎
遊
興
ケ
間
敷
儀
ハ
勿
論
諸
事
穏
便
可
仕
候

　
一
、
火
元
入
念
可
候

　
こ
の
よ
う
な
将
軍
を
初
め
と
す
る
為
政
者
の
死
去
時
に
出
さ
れ
る
服
忌
規

制
、
特
に
鳴
物
停
止
令
は
幕
藩
制
国
家
独
自
の
法
令
で
あ
り
、
停
止
日
数
や

内
容
に
よ
っ
て
為
政
者
の
身
分
秩
序
の
序
列
化
が
な
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
そ

れ
を
広
く
社
会
に
認
知
さ
せ
る
機
能
を
持
っ
て
い
た
（
２４２
）。
松
平
頼
恭
の
遺

骸
は
、
江
戸
か
ら
こ
の
よ
う
な
服
忌
規
制
が
布
か
れ
た
在
国
高
松
へ
移
送
さ

れ
、
八
月
十
六
日
に
仏
生
山
に
帰
葬
さ
れ
て
い
る
（『
増
補
高
松
藩
記
』））。

こ
う
し
て
カ
ン
ト
ー
ロ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
言
う
、
藩
主
の
「
政
治
的
身
体
」
か
ら

藩
主
の
「
自
然
的
身
体
」
が
分
離
し
て
、
そ
の
藩
主
の
「
自
然
的
身
体
」
が

ま
た
別
の
「
自
然
的
身
体
」
へ
と
移
転
・
昇
華
し
て
い
く
中
で
高
松
松
平
家

の
祖
先
神
と
な
っ
て
、
御
墓
所
仏
生
山
般
若
台
に
祀
ら
れ
、
現
藩
主
の
統
治

す
る
高
松
藩
を
背
後
か
ら
見
守
り
支
え
る
と
い
う
霊
的
支
配
構
造
が
出
来
上

が
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
江
戸
時
代
は
死
者
（「
生
け
る
死
体
」）
が
生

者
を
支
え
る
時
代
で
あ
り
、
遺
訓
や
家
訓
が
実
効
性
を
持
っ
た
の
は
、
死
者

は
例
え
死
ん
で
も
ど
こ
か
で
そ
の
言
葉
を
発
し
続
け
て
い
る
と
思
う
、
生
者

の
集
合
的
な
心
性
が
社
会
の
基
底
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
２４３
）。

（
二
）
　儀
礼
の
社
会
秩
序
維
持
機
能

　
儀
礼
と
は
何
か
に
つ
い
て
、
Ｌ
．
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
「
人
間
は

儀
礼
的
動
物
で
あ
る
」
と
言
い
、
い
か
な
る
文
化
も
儀
礼
な
し
で
は
存
在
せ

ず
、
儀
礼
の
た
め
の
組
織
を
作
る
こ
と
が
政
治
組
織
へ
の
出
発
点
で
あ
っ
た

と
さ
れ
た
（
２４４
）。
儀
礼
に
は
も
と
も
と
政
治
性
が
あ
り
、
儀
礼
抜
き
の
社
会

は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

　
儀
礼
と
社
会
秩
序
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
ニ
ク
ラ
ス
．
ル
ー
マ
ン
は
、
そ

の
社
会
シ
ス
テ
ム
論
の
中
で
「
手
続
」
の
意
味
を
社
会
内
の
「
複
雑
性
の
縮

減
」
に
求
め
た
。「
複
雑
性
の
縮
減
」
と
は
、
個
々
の
人
間
の
能
力
内
で
処

理
可
能
な
程
度
に
縮
減
さ
れ
た
情
報
（
意
味
）
を
、
複
数
の
社
会
構
成
員
間

で
共
有
す
る
こ
と
で
、
他
者
や
社
会
シ
ス
テ
ム
へ
の
自
身
の
期
待
を
あ
て
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
手
続
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
に
基

づ
け
ば
、
特
定
の
社
会
の
構
成
員
は
、
そ
の
社
会
シ
ス
テ
ム
固
有
の
縮
減
さ

れ
た
意
味
の
体
系
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
そ
の
シ
ス
テ
ム

を
「
信
頼
」
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
政
治
・

社
会
の
儀
礼
化
に
よ
る
「
複
雑
性
の
縮
減
」
が
進
み
、
社
会
シ
ス
テ
ム
へ
の

信
頼
度
が
増
し
た
の
は
、
幕
藩
政
治
史
に
お
け
る
徳
川
家
綱
政
権
期
で
、
幕

藩
政
治
の
文
化
構
造
上
の
転
換
が
あ
っ
た
と
さ
れ
、
家
綱
期
か
ら
綱
吉
期
・
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正
徳
期
に
か
け
て
、
文
治
政
治
が
進
行
す
る
と
と
も
に
、
政
治
や
社
会
に
お

け
る
儀
礼
化
・
序
列
化
が
進
ん
だ
と
さ
れ
て
い
る
（
２４５
）。

　
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
七
月
発
布
の
武
家
諸
法
度
で
徳
川
綱
吉
が
め
ざ

し
た
も
の
は
、「
忠
孝
」
と
「
礼
儀
」
の
実
践
に
よ
る
「
礼
」
的
社
会
秩
序

の
形
成
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
旗
本
や
御
家
人
に
対
し
て
出
さ
れ
て
い
た
諸

士
条
目
（
旗
本
諸
士
法
度
）
の
第
一
条
に
あ
っ
た
「
忠
孝
を
は
け
ま
し
、
礼

法
を
た
た
し
、
つ
ね
に
文
道
武
芸
を
心
か
け
、
義
理
を
専
ら
に
し
、
風
俗
を

乱
す
へ
か
ら
さ
る
事
」
の
前
半
部
分
を
、
武
家
諸
法
度
第
一
条
に
取
り
上
げ

て
「
文
武
忠
孝
を
励
ま
し
、
礼
儀
を
正
す
へ
き
事
」
と
改
め
、
文
治
政
治
へ

の
政
策
転
換
と
「
仁
政
」
の
担
い
手
と
し
て
の
幕
藩
領
主
の
心
構
え
を
説
い

た
。
こ
う
し
て
始
め
ら
れ
た
綱
吉
の
「
天
和
の
治
」
の
画
期
性
は
、
賞
罰
厳

明
政
策
と
農
政
刷
新
の
二
点
に
集
約
さ
れ
、
初
め
て
儒
教
的
理
想
主
義
を
導

入
し
た
こ
と
で
あ
る
。
横
田
冬
彦
氏
は
、
延
宝
八
年
（
一
六
八
○
）
の
「
民

は
国
之
本
也
」（『
御
触
書
寛
保
集
成
』）
で
始
ま
る
七
か
条
の
條
々
を
「
綱

吉
の
『
仁
政
』
宣
言
」
と
し
て
い
る
（
２４６
）。「
天
和
の
治
」
で
は
、
民
衆
に
対

す
る
統
制
政
策
や
社
会
秩
序
の
引
き
締
め
策
も
強
化
さ
れ
、
新
し
い
社
会
状

況
の
変
化
に
「
公
儀
」
の
機
能
を
拡
大
強
化
す
る
こ
と
で
対
応
し
よ
う
と

し
、
全
国
を
「
公
儀
」
の
も
と
に
統
合
す
る
こ
と
が
め
ざ
さ
れ
た
。
華
美
を

戒
め
倹
約
を
進
め
る
な
ど
、
風
俗
統
制
と
道
徳
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
天

和
二
年
五
月
に
は
孝
子
節
婦
の
表
彰
を
始
め
、
諸
国
に
忠
孝
札
が
立
て
ら
れ

た
。
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
二
月
に
は
服
忌
令
を
布
告
し
て
、
親
族
な
ど

の
死
や
血
の
穢
れ
を
払
う
た
め
の
期
間
を
細
か
く
定
め
、
そ
の
全
文
を
町
触

と
し
て
江
戸
町
中
に
知
ら
せ
、
庶
民
も
忌
み
に
服
す
る
日
数
を
守
る
よ
う
命

じ
て
い
る
。
ま
た
、
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
正
月
に
は
最
初
の
生
類
憐
み

の
令
が
出
さ
れ
て
、
人
々
に
慈
悲
や
仁
の
心
を
も
た
せ
る
よ
う
と
意
図
し
、

同
年
六
月
に
は
キ
リ
シ
タ
ン
遺
族
改
が
全
国
に
命
じ
る
と
と
も
に
、
元
禄
五

年
（
一
六
九
二
）
に
は
仏
教
諸
宗
派
本
山
に
よ
る
末
寺
改
と
末
寺
帳
の
提
出

を
命
じ
る
な
ど
、
宗
教
統
制
も
強
化
さ
れ
た
（
２４７
）。
こ
れ
ら
の
政
策
は
相
互

に
関
連
し
あ
っ
て
、
幕
府
の
進
め
る
「
礼
」
的
社
会
秩
序
の
形
成
と
幕
藩
体

制
の
維
持
強
化
に
寄
与
し
た
が
、
そ
の
中
で
も
特
に
服
忌
令
の
制
定
は
、
為

政
者
の
死
を
め
ぐ
る
葬
送
儀
礼
や
そ
れ
に
伴
う
様
々
な
停
止
令
な
ど
を
通
じ

て
体
制
の
安
定
化
を
図
る
装
置
と
し
て
の
役
割
と
機
能
を
持
っ
て
お
り
、
重

要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
い
え
る
（
２４８
）。

　
高
松
藩
で
は
、
藩
政
の
文
治
化
に
伴
い
、
政
治
的
な
儀
礼
が
集
団
の
統
合

や
社
会
内
部
の
身
分
関
係
を
整
序
化
す
る
と
と
も
に
、
儀
礼
執
行
者
の
権
威

を
知
ら
し
め
て
社
会
秩
序
を
構
築
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
政
治
と
儀
礼
は
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
り
、
そ
れ
ら
が
領
主
権
力
の
確

立
と
幕
藩
制
的
社
会
秩
序
の
維
持
強
化
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ

る
。
領
国
は
権
力
だ
け
で
は
ま
と
め
る
こ
と
は
難
し
く
、
領
内
諸
集
団
を
一

つ
に
結
び
付
け
る
統
合
儀
礼
と
い
う
も
の
が
必
要
で
あ
っ
た
た
め
、
頼
重
は
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長
男
単
独
相
続
が
一
般
的
と
な
り
、
家
督
相
続
と
同
時
に
襲
名
慣
行
が
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
単
独
相
続
が
一
般
化
し
た
結
果
、「
家
」
が
固
定
さ

れ
、
本
家
・
分
家
関
係
も
明
確
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
よ
う
な
村
落

形
態
の
変
容
に
伴
っ
て
独
自
に
墓
碑
を
建
立
し
た
り
、
仏
壇
を
設
け
て
位

牌
・
過
去
帳
・
回
向
帳
を
安
置
し
て
、
自
己
の
「
家
」
の
死
者
や
先
祖
を
主

体
的
に
供
養
・
祭
祀
す
る
よ
う
な
変
化
が
起
こ
っ
た
（
２５０
）

　
葬
送
儀
礼
は
、
各
大
名
家
・
武
家
・
町
家
・
農
家
に
お
い
て
最
も
「
家
」

を
意
識
す
る
場
面
で
あ
っ
て
、
死
者
を
供
養
す
る
と
と
も
に
、
後
継
者
を
各

身
分
集
団
や
地
域
社
会
に
披
露
す
る
意
味
合
い
を
併
せ
持
っ
て
い
た
。
ま

た
、
そ
の
後
に
続
く
追
善
供
養
や
先
祖
祭
祀
を
主
宰
す
る
者
こ
そ
が
、
各

「
家
」
の
継
承
者
と
し
て
認
め
ら
れ
、
各
「
家
」
の
構
成
員
は
、
繰
り
返
し

て
行
わ
れ
る
先
祖
祭
祀
を
通
じ
て
自
分
の
「
家
」
の
連
続
性
と
系
譜
性
を
実

感
し
た
の
で
あ
る
（
２５１
）。

　
こ
の
よ
う
な
各
身
分
集
団
に
お
け
る
「
家
」
制
度
の
永
続
的
な
存
続
が
、

幕
藩
制
的
社
会
秩
序
の
維
持
強
化
に
繋
が
る
と
考
え
て
、
老
中
松
平
定
信
は

寛
政
の
改
革
の
一
環
と
し
て
、
儒
官
柴
野
栗
山
の
す
す
め
で
林
大
学
頭
以
下

の
学
問
所
の
関
係
者
に
命
じ
て
作
ら
せ
た
の
が
『
孝
義
録
』
で
、
享
和
元
年

（
一
八
○
一
）
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。『
孝
義
録
』
は
、
幕
府
が
孝
子
や
奇
特

者
を
顕
彰
す
る
た
め
に
、
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
三
月
に
全
国
各
地
（
飛

騨
国
を
除
く
六
十
五
国
）
か
ら
親
孝
行
な
ど
の
事
例
（
総
計
八
千
六
百
人
余
）

を
申
告
さ
せ
、
全
五
十
巻
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
善
行
旌
表
に

よ
っ
て
幕
府
は
、「
孝
」
の
具
体
的
な
事
例
を
広
く
庶
民
に
普
及
し
て
、
親

孝
行
な
ど
善
行
者
の
行
為
を
民
衆
の
生
き
方
の
模
範
と
し
て
奨
め
よ
う
と
し

た
の
で
あ
る
。

　『
孝
義
録
』
巻
之
四
十
に
は
讃
岐
国
の
善
行
者
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
讃

岐
国
八
八
人
の
う
ち
松
平
讃
岐
守
領
分
の
関
係
者
は
六
三
人
で
、
内
訳
は
百

姓
が
五
六
人
、
町
人
が
二
人
、
家
来
下
男
が
二
人
、
元
大
庄
屋
・
座
頭
・
水

夫
娘
が
そ
れ
ぞ
れ
一
人
ず
つ
で
あ
っ
た
。
ま
た
内
容
別
で
は
孝
行
者
が
五
八

人
、
兄
弟
睦
者
が
二
人
、
奇
特
者
が
二
人
、
忠
義
者
が
一
人
で
あ
っ
た
。
例

え
ば
、
大
内
郡
与
田
山
村
の
金
右
衛
門
六
十
八
歳
は
母
思
い
で
あ
っ
た
が
、

「
い
く
程
な
く
て
母
も
な
く
な
り
、
弟
も
妻
も
う
せ
は
て
ゝ
、
子
の
十
歳
に

な
り
け
る
を
お
ふ
し
た
て
し
か
、
舅
の
甚
太
郎
も
死
し
、
そ
の
子
も
世
を
早

く
し
て
跡
絶
し
を
な
け
き
、
其
家
の
器
物
を
う
り
し
ろ
な
し
、
こ
と
こ
と
く

菩
提
寺
へ
施
し
、
位
牌
は
己
か
家
に
持
ち
帰
り
て
そ
れ
そ
れ
の
年
忌
を
吊
ら

へ
り
」
と
先
祖
へ
の
弔
い
と
孝
心
に
よ
っ
て
、
孝
行
者
と
し
て
天
明
三
年

（
一
七
八
三
）
五
月
に
領
主
（
七
代
高
松
藩
主
松
平
頼
起
）
か
ら
父
子
と
も

に
褒
美
と
し
て
米
を
授
か
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
孝
行
息
子
が
親
に
仕

え
る
た
め
の
三
つ
の
道
に
つ
い
て
、
孔
子
は
『
論
語
』
の
中
で
、
親
が
生
き

て
い
る
間
は
奉
養
に
努
め
る
こ
と
、
親
が
な
く
な
れ
ば
喪
に
服
す
る
こ
と
、

喪
が
終
わ
れ
ば
親
の
霊
を
祭
る
こ
と
の
三
つ
を
挙
げ
て
お
り
、
生
前
・
死
後
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寛
永
十
九
年
（
一
六
四
二
）
十
月
二
十
三
日
に
「
浄
願
寺
ニ
詣
テ
英
勝
院
ノ

主
ヲ
拝
ス
」（『
英
公
実
録
』）
と
あ
る
よ
う
に
、
徳
川
将
軍
家
や
水
戸
徳
川

家
に
繋
が
る
死
者
供
養
と
国
家
の
安
寧
祈
願
を
行
う
と
と
も
に
、
領
内
有
力

寺
社
に
対
し
て
は
伝
統
的
権
威
の
継
承
と
正
当
性
を
付
与
し
て
、
頼
重
自
身

に
よ
る
土
地
精
霊
へ
の
表
敬
儀
礼
と
領
国
の
安
全
祈
願
な
ど
を
行
っ
た
。
こ

の
よ
う
に
し
て
頼
重
は
、
高
松
松
平
家
に
よ
る
領
国
統
治
の
正
統
性
を
確
保

す
る
と
と
も
に
、
領
内
諸
集
団
の
統
合
意
識
と
高
松
松
平
家
の
存
続
が
す
な

わ
ち
領
国
安
定
に
つ
な
が
る
と
い
う
政
治
的
象
徴
性
を
作
り
上
げ
て
い
っ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
も
藩
主
の
存
在
を
絶
え
ず
、
葬
送
儀
礼

な
ど
様
々
な
儀
礼
を
通
じ
て
家
中
や
領
民
に
知
ら
し
め
る
必
要
が
あ
っ
た
の

で
あ
る
（
２４９
）。

　（
三
）
　「家
」
意
識
と
家
族
・
親
族
秩
序

①
親
族
関
係
法
令
に
み
る
高
松
藩
の
家
中
・
領
民
対
策

　「
家
」
と
は
、
固
有
の
家
名
・
家
産
・
家
業
を
も
ち
、
先
祖
代
々
へ
の
崇

拝
の
念
と
そ
の
祭
祀
を
精
神
的
支
え
と
し
て
、
世
代
を
超
え
て
永
続
し
て
い

く
こ
と
を
志
向
す
る
組
織
体
で
あ
る
が
、
江
戸
時
代
で
は
、
武
士
も
農
民
も

商
人
も
、
こ
の
「
家
」
を
単
位
に
集
団
が
組
織
さ
れ
て
い
た
。
大
名
は
「
家
」

を
単
位
に
将
軍
に
仕
え
、
家
臣
は
「
家
」
を
単
位
に
藩
主
と
主
従
関
係
を
結

び
、
百
姓
は
「
家
」
を
単
位
に
年
貢
を
納
め
、
宗
門
人
別
改
帳
に
登
録
さ
れ
、

村
の
諸
役
を
つ
と
め
た
。
こ
の
よ
う
な
「
家
」
が
成
立
す
る
の
は
十
八
世
紀

の
こ
と
で
、
そ
の
と
き
家
長
の
最
大
の
務
め
は
、
各
身
分
・
格
式
に
応
じ
て
、

そ
の
「
家
」
を
次
の
世
代
に
確
実
に
引
き
渡
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
う
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
家
長
は
各
「
家
」
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
正
当
性
を
獲
得

す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
身
分
・
格
式
や
家
族
・
親
族
秩
序
を
重
視
し
た
五
代
将
軍
徳
川
綱
吉
に
よ

る
儒
教
的
理
想
主
義
の
政
治
以
降
、
各
「
家
」
で
は
嫡
庶
長
幼
の
序
が
家
内

秩
序
と
し
て
確
立
す
る
と
と
も
に
、
家
督
相
続
も
こ
の
秩
序
原
理
に
規
律
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
、
家
督
相
続
は
も
ち
ろ
ん
、
婚
姻
・
養
子
縁
組
や
隠
居
な

ど
も
私
事
で
は
な
く
、
公
的
な
事
柄
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
の
た
め
家
長
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
葬
送
儀
礼
な
ど
を
通
じ
て
、

そ
の
「
家
」
の
後
継
者
が
誰
で
あ
る
か
を
所
属
す
る
身
分
集
団
や
地
域
共
同

体
に
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
武
士
の
家
は
、
大
名
家
の
「
家
中
」
に
統
合
・
編
成
さ
れ
て
、
大
名
と
そ

の
家
臣
団
か
ら
な
る
集
団
自
体
が
一
つ
の
「
御
家
」
と
観
念
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、「
御
家
」
に
対
す
る
忠
誠
と
奉
公
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

さ
ら
に
大
名
家
は
大
名
家
と
し
て
将
軍
に
忠
誠
と
奉
公
を
誓
う
と
い
う
、
将

軍
を
頂
点
と
し
た
す
べ
て
の
武
士
が
上
下
の
秩
序
に
統
一
的
に
編
成
さ
れ
る

幕
藩
制
的
社
会
秩
序
が
出
来
上
が
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
農
村
で
は
、
近
世
中
・
後
期
に
な
る
と
、
家
産
を
保
持
す
る
た
め
に
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長
男
単
独
相
続
が
一
般
的
と
な
り
、
家
督
相
続
と
同
時
に
襲
名
慣
行
が
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
単
独
相
続
が
一
般
化
し
た
結
果
、「
家
」
が
固
定
さ

れ
、
本
家
・
分
家
関
係
も
明
確
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
よ
う
な
村
落

形
態
の
変
容
に
伴
っ
て
独
自
に
墓
碑
を
建
立
し
た
り
、
仏
壇
を
設
け
て
位

牌
・
過
去
帳
・
回
向
帳
を
安
置
し
て
、
自
己
の
「
家
」
の
死
者
や
先
祖
を
主

体
的
に
供
養
・
祭
祀
す
る
よ
う
な
変
化
が
起
こ
っ
た
（
２５０
）

　
葬
送
儀
礼
は
、
各
大
名
家
・
武
家
・
町
家
・
農
家
に
お
い
て
最
も
「
家
」

を
意
識
す
る
場
面
で
あ
っ
て
、
死
者
を
供
養
す
る
と
と
も
に
、
後
継
者
を
各

身
分
集
団
や
地
域
社
会
に
披
露
す
る
意
味
合
い
を
併
せ
持
っ
て
い
た
。
ま

た
、
そ
の
後
に
続
く
追
善
供
養
や
先
祖
祭
祀
を
主
宰
す
る
者
こ
そ
が
、
各

「
家
」
の
継
承
者
と
し
て
認
め
ら
れ
、
各
「
家
」
の
構
成
員
は
、
繰
り
返
し

て
行
わ
れ
る
先
祖
祭
祀
を
通
じ
て
自
分
の
「
家
」
の
連
続
性
と
系
譜
性
を
実

感
し
た
の
で
あ
る
（
２５１
）。

　
こ
の
よ
う
な
各
身
分
集
団
に
お
け
る
「
家
」
制
度
の
永
続
的
な
存
続
が
、

幕
藩
制
的
社
会
秩
序
の
維
持
強
化
に
繋
が
る
と
考
え
て
、
老
中
松
平
定
信
は

寛
政
の
改
革
の
一
環
と
し
て
、
儒
官
柴
野
栗
山
の
す
す
め
で
林
大
学
頭
以
下

の
学
問
所
の
関
係
者
に
命
じ
て
作
ら
せ
た
の
が
『
孝
義
録
』
で
、
享
和
元
年

（
一
八
○
一
）
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。『
孝
義
録
』
は
、
幕
府
が
孝
子
や
奇
特

者
を
顕
彰
す
る
た
め
に
、
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
三
月
に
全
国
各
地
（
飛

騨
国
を
除
く
六
十
五
国
）
か
ら
親
孝
行
な
ど
の
事
例
（
総
計
八
千
六
百
人
余
）

を
申
告
さ
せ
、
全
五
十
巻
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
善
行
旌
表
に

よ
っ
て
幕
府
は
、「
孝
」
の
具
体
的
な
事
例
を
広
く
庶
民
に
普
及
し
て
、
親

孝
行
な
ど
善
行
者
の
行
為
を
民
衆
の
生
き
方
の
模
範
と
し
て
奨
め
よ
う
と
し

た
の
で
あ
る
。

　『
孝
義
録
』
巻
之
四
十
に
は
讃
岐
国
の
善
行
者
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
讃

岐
国
八
八
人
の
う
ち
松
平
讃
岐
守
領
分
の
関
係
者
は
六
三
人
で
、
内
訳
は
百

姓
が
五
六
人
、
町
人
が
二
人
、
家
来
下
男
が
二
人
、
元
大
庄
屋
・
座
頭
・
水

夫
娘
が
そ
れ
ぞ
れ
一
人
ず
つ
で
あ
っ
た
。
ま
た
内
容
別
で
は
孝
行
者
が
五
八

人
、
兄
弟
睦
者
が
二
人
、
奇
特
者
が
二
人
、
忠
義
者
が
一
人
で
あ
っ
た
。
例

え
ば
、
大
内
郡
与
田
山
村
の
金
右
衛
門
六
十
八
歳
は
母
思
い
で
あ
っ
た
が
、

「
い
く
程
な
く
て
母
も
な
く
な
り
、
弟
も
妻
も
う
せ
は
て
ゝ
、
子
の
十
歳
に

な
り
け
る
を
お
ふ
し
た
て
し
か
、
舅
の
甚
太
郎
も
死
し
、
そ
の
子
も
世
を
早

く
し
て
跡
絶
し
を
な
け
き
、
其
家
の
器
物
を
う
り
し
ろ
な
し
、
こ
と
こ
と
く

菩
提
寺
へ
施
し
、
位
牌
は
己
か
家
に
持
ち
帰
り
て
そ
れ
そ
れ
の
年
忌
を
吊
ら

へ
り
」
と
先
祖
へ
の
弔
い
と
孝
心
に
よ
っ
て
、
孝
行
者
と
し
て
天
明
三
年

（
一
七
八
三
）
五
月
に
領
主
（
七
代
高
松
藩
主
松
平
頼
起
）
か
ら
父
子
と
も

に
褒
美
と
し
て
米
を
授
か
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
孝
行
息
子
が
親
に
仕

え
る
た
め
の
三
つ
の
道
に
つ
い
て
、
孔
子
は
『
論
語
』
の
中
で
、
親
が
生
き

て
い
る
間
は
奉
養
に
努
め
る
こ
と
、
親
が
な
く
な
れ
ば
喪
に
服
す
る
こ
と
、

喪
が
終
わ
れ
ば
親
の
霊
を
祭
る
こ
と
の
三
つ
を
挙
げ
て
お
り
、
生
前
・
死
後
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さ
せ
て
顕
彰
す
る
な
ど
、
領
内
の
民
政
の
教
化
に
努
め
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
定
書
之
事

　
一
、
孝
子
出
情
人
其
外
宜
人
柄
之
者
村
役
人
よ
り
取
用
、
品
ニ
よ
り
御
沙

汰
ニ
も
及
候
様
相
計
候
得
者
風
俗
宜
キ
村
方
之

　
　
　
通
取
行
候
様
可
致
事
。（
傍
線
筆
者
）

　
右
之
通
、
文
化
三
辰
年
三
月
被

　
仰
出
相
成
候
ニ
付
、

　
　
　
文
化
三
辰
年
（
一
八
○
六
）
三
月
（
２５７
）

　
　
　
　
　
　
町
奉
行

　
郡
奉
行

　
一
、
町
郷
中
共
孝
子
奇
特
成
者
其
善
行
之
次
第
申
出
在
之
候
得
ハ
、
相

応
御
賞
方
在
之
来
候
処
、
近
頃
右
善
行
之
者
申
出
無
之
筈
方
而
巳
多

相
聞
候
、
当
時
格
段
御
省
略
中
ニ
付
役
人
共
御
時
節
を
相
憚
、
申
出

等
指
控
居
申
候
義
と
も
ニ
ハ
無
之
哉
、
格
段
之
御
指
支
中
ニ
ハ
候
得

共
、
右
御
賞
方
之
義
ハ
更
々
御
捨
置
ハ
無
之
事
ニ
候
間
、
右
之
趣
役

人
共
江
も
篤
ト
心
得
せ
、
善
行
之
者
等
在
之
候
得
ハ
申
出
候
様
致
せ

可
申
候
、
此
段
申
聞
候
様
、
年
寄
中
御
申
ニ
候
事
。

　
　
　
文
政
三
年
（
一
八
二
○
）
七
月
朔
日
（
２５８
）

　
共
通
の
先
祖
神
で
結
ば
れ
た
同
族
結
合
は
、
本
家
・
分
家
関
係
を
も
つ
同

苗
の
家
々
の
関
係
で
、
親
族
は
い
わ
ゆ
る
親
類
縁
者
で
あ
っ
て
伯
叔
父
母
・

甥
・
従
兄
弟
ま
で
の
範
囲
の
父
母
両
系
の
血
縁
者
と
、
婚
姻
養
子
縁
組
を
介

し
て
創
設
さ
れ
た
配
偶
者
の
一
方
と
他
方
の
親
族
と
の
間
柄
及
び
配
偶
者
双

方
の
家
の
当
主
相
互
の
間
柄
を
い
っ
た
。
同
族
結
合
は
江
戸
時
代
を
通
じ

て
、
初
期
の
同
族
・
縁
者
中
心
か
ら
中
期
の
親
族
中
心
へ
、
さ
ら
に
服
忌
令

を
挟
ん
で
後
期
の
筋
目
を
重
視
し
た
親
族
中
心
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
（
２５９
）。

　
高
松
藩
で
も
、
江
戸
初
期
か
ら
親
類
縁
者
を
一
つ
の
「
家
」
を
中
心
と
す

る
単
位
グ
ル
ー
プ
一
と
し
て
、
領
民
の
実
態
把
握
の
手
段
に
用
い
る
と
と
も

に
、
親
類
縁
者
の
法
的
な
位
置
づ
け
と
義
務
に
つ
い
て
明
示
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。

　
　
　
　
　
　
某
起
証
文

　
　
　
　
敬
白
起
請
文
前
書
之
事

　
一
、
今
度
被

　
仰
付
吉
利
支
丹
宗
門
御
改
之
儀
、
書
物
仕
指
上
ケ
申
通
少

も
相
違
無
御
座
候
事
、

　
一
、
私
縁
者
・
親
類
・
知
音
、
或
ハ
商
人
他
国
よ
り
来
候
は
、
宗
門
相
改

不
審
に
存
候
者
御
座
候
は
、
宿
を
も
か
し
申
間
敷
候
事
、（
傍
線
筆

者
）

　
一
、
此
連
判
之
内
、
縦
雖
為
親
子
・
兄
弟
・
知
音
吉
利
支
丹
宗
門
之
者
御

座
候
者
、
可
申
上
候
事
、
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に
わ
た
る
親
へ
の
「
孝
」
を
尽
く
せ
ば
、
そ
の
「
家
」
も
栄
え
る
と
い
い
、

「
孝
」
の
中
で
も
親
へ
の
「
孝
」
を
最
も
重
視
し
て
い
る
（
２５２
）。

　
こ
れ
よ
り
以
前
、
高
松
藩
で
は
二
代
藩
主
松
平
頼
常
の
時
代
か
ら
家
中
に

対
し
て
親
へ
の
孝
行
を
奨
め
る
と
と
も
に
、
華
美
に
な
り
つ
つ
あ
る
葬
式
や

年
忌
法
要
の
簡
素
化
を
命
じ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
　
　
　
　
條
々

　
一
、
葬
礼
年
忌
之
仏
事
等
、
軽
ク
可
被
致
執
行
候
事
。（
傍
線
筆
者
）

　
右
之
條
々
、
前
々
よ
り
雖
御
定
候
ト
、
此
度
相
改
可
申
旨
、
被
仰
出
候

間
、
其
段
堅
可
被
相
守
者
也
。

　
　
　（
天
和
三
年
（
一
六
八
三
））
亥
五
月
四
日
（
２５３
）　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
條
々

　
一
、
葬
礼
之
義
、
年
忌
之
仏
事
等
、
成
程
軽
可
被
致
執
行
事
。

　
右
之
條
々
、
粗
先
年
よ
り
雖
為
御
法
度
、
今
度

　
公
儀
就
倹
約
之
御
書

付
、
重
而
改
被
仰
出
候
、
若
違
犯
之
輩
於
在
之
ハ
、
其
品
委
細
記
度
記

置
、
可
指
上
之
旨
、
横
目
中
江
被
仰
付
候
間
、
弥
堅
可
被
相
守
者
也
。

　
　
　
寛
文
八
申
年
（
一
六
八
八
）
四
月
十
六
日

　
　
稲

　
田

　
主

　
米

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
久
米
六
郎
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
星
野
宮
内
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
谷

　
平

　
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
久
保

　
主

　
計

�

彦
　
坂

　
織

　
部（
２５４
）

　
　
　
　
　
　
　
條
々

　
一
、
親
ニ
不
孝
之
者
ニ
ハ
、
跡
職
被
下
間
敷
候
、
親
隠
居
之
以
後
、
不

孝
幷
不
行
跡
之
輩
ハ
、
御
詮
義
之
上
、
其
身
之
知
行
可
被
召
上
事
。

（
傍
線
筆
者
）

　
一
、
葬
礼
年
忌
等
之
仏
事
等
、
軽
可
被
致
執
行
事
。

　
右
之
條
数
、
前
々
よ
り
雖
為
御
定
、
此
度
相
改
急
度
可
申
付
旨
、
被
仰
出

候
間
、
弥
堅
可
被
相
守
者
也
。

　
　
　
元
禄
九
子
年
（
一
六
九
六
）
十
二
月
十
五
日
（
２５５
）

　
一
、
孝
子
等
被
下
方
在
之
候
者
共
並
孝
子
之
親
致
病
死
候
者
在
之
候

ハ
ヽ
、
向
後
可
被
申
出
候
旨
、
御
船
奉
行
町
奉
行
郡

　
　
　
奉
行
江
、
奉
行
中
申
渡
、
尤
以
来
孝
子
之
両
親
並
当
人
共
病
死
之
節

ハ
、
米
壱
俵
ツ
ヽ
可
被
下
候
旨
、
相
究
候
。

　
　
　
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
閏
正
月
十
二
日
（
２５６
）

　
そ
の
後
も
、
村
方
や
町
方
に
対
し
て
孝
子
や
奇
特
者
・
善
行
者
を
申
し
出
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さ
せ
て
顕
彰
す
る
な
ど
、
領
内
の
民
政
の
教
化
に
努
め
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
定
書
之
事

　
一
、
孝
子
出
情
人
其
外
宜
人
柄
之
者
村
役
人
よ
り
取
用
、
品
ニ
よ
り
御
沙

汰
ニ
も
及
候
様
相
計
候
得
者
風
俗
宜
キ
村
方
之

　
　
　
通
取
行
候
様
可
致
事
。（
傍
線
筆
者
）

　
右
之
通
、
文
化
三
辰
年
三
月
被

　
仰
出
相
成
候
ニ
付
、

　
　
　
文
化
三
辰
年
（
一
八
○
六
）
三
月
（
２５７
）

　
　
　
　
　
　
町
奉
行

　
郡
奉
行

　
一
、
町
郷
中
共
孝
子
奇
特
成
者
其
善
行
之
次
第
申
出
在
之
候
得
ハ
、
相

応
御
賞
方
在
之
来
候
処
、
近
頃
右
善
行
之
者
申
出
無
之
筈
方
而
巳
多

相
聞
候
、
当
時
格
段
御
省
略
中
ニ
付
役
人
共
御
時
節
を
相
憚
、
申
出

等
指
控
居
申
候
義
と
も
ニ
ハ
無
之
哉
、
格
段
之
御
指
支
中
ニ
ハ
候
得

共
、
右
御
賞
方
之
義
ハ
更
々
御
捨
置
ハ
無
之
事
ニ
候
間
、
右
之
趣
役

人
共
江
も
篤
ト
心
得
せ
、
善
行
之
者
等
在
之
候
得
ハ
申
出
候
様
致
せ

可
申
候
、
此
段
申
聞
候
様
、
年
寄
中
御
申
ニ
候
事
。

　
　
　
文
政
三
年
（
一
八
二
○
）
七
月
朔
日
（
２５８
）

　
共
通
の
先
祖
神
で
結
ば
れ
た
同
族
結
合
は
、
本
家
・
分
家
関
係
を
も
つ
同

苗
の
家
々
の
関
係
で
、
親
族
は
い
わ
ゆ
る
親
類
縁
者
で
あ
っ
て
伯
叔
父
母
・

甥
・
従
兄
弟
ま
で
の
範
囲
の
父
母
両
系
の
血
縁
者
と
、
婚
姻
養
子
縁
組
を
介

し
て
創
設
さ
れ
た
配
偶
者
の
一
方
と
他
方
の
親
族
と
の
間
柄
及
び
配
偶
者
双

方
の
家
の
当
主
相
互
の
間
柄
を
い
っ
た
。
同
族
結
合
は
江
戸
時
代
を
通
じ

て
、
初
期
の
同
族
・
縁
者
中
心
か
ら
中
期
の
親
族
中
心
へ
、
さ
ら
に
服
忌
令

を
挟
ん
で
後
期
の
筋
目
を
重
視
し
た
親
族
中
心
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
（
２５９
）。

　
高
松
藩
で
も
、
江
戸
初
期
か
ら
親
類
縁
者
を
一
つ
の
「
家
」
を
中
心
と
す

る
単
位
グ
ル
ー
プ
一
と
し
て
、
領
民
の
実
態
把
握
の
手
段
に
用
い
る
と
と
も

に
、
親
類
縁
者
の
法
的
な
位
置
づ
け
と
義
務
に
つ
い
て
明
示
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。

　
　
　
　
　
　
某
起
証
文

　
　
　
　
敬
白
起
請
文
前
書
之
事

　
一
、
今
度
被

　
仰
付
吉
利
支
丹
宗
門
御
改
之
儀
、
書
物
仕
指
上
ケ
申
通
少

も
相
違
無
御
座
候
事
、

　
一
、
私
縁
者
・
親
類
・
知
音
、
或
ハ
商
人
他
国
よ
り
来
候
は
、
宗
門
相
改

不
審
に
存
候
者
御
座
候
は
、
宿
を
も
か
し
申
間
敷
候
事
、（
傍
線
筆

者
）

　
一
、
此
連
判
之
内
、
縦
雖
為
親
子
・
兄
弟
・
知
音
吉
利
支
丹
宗
門
之
者
御

座
候
者
、
可
申
上
候
事
、
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一
、
普
請
之
刻
、
大
奉
行
小
奉
行
可
随
指
図
ニ
、
若
相
背
ハ
可
為
越
度

事
。

　
右
之
條
々
、
為
先
年
準
式
守
、
可
相
守
者
也
。

　
　
延
宝
二
甲
寅
年
（
一
六
七
四
）
五
月
廿
七
日
（
２６２
）

　
こ
の
間
、
高
松
藩
で
は
、
家
臣
に
対
し
て
親
類
書
を
毎
年
正
月
か
ら
二
月

に
か
け
て
提
出
す
る
よ
う
命
じ
て
お
り
、
家
臣
団
の
家
系
や
相
続
・
養
子
・

婚
姻
等
の
縁
組
に
よ
る
親
族
関
係
の
動
向
を
整
理
・
把
握
し
て
、
そ
の
後
の

家
格
や
筋
目
に
基
づ
い
た
儀
礼
・
儀
式
の
適
正
化
や
、
刑
法
上
の
縁
座
規
定
・

服
忌
令
上
の
遠
慮
規
定
な
ど
の
実
際
的
な
適
用
範
囲
の
設
定
、
藩
政
改
革
に

お
け
る
有
用
な
人
材
登
用
場
面
な
ど
の
際
の
基
礎
資
料
と
し
て
使
用
さ
れ
た

も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　
一
、
先
年
被

　
仰
出
候
親
類
書
、
毎
年
正
月
二
月
之
内
、
改
ニ
指
出
候
筈

之
処
、
今
年
ハ
未
親
類
書
改
不
指
候
方
在
之
候
間
、
来
ル
十
一
月

十
五
日
迄
之
内
、
改
可
被
指
出
候
、
尤
明
年
よ
り
ハ
、
弥
先
年
之
通

被
仰
付
候
通
、
正
月
中
旬
よ
り
二
月
中
ニ
、
無
滞
急
度
相
納
候
様
ニ

可
被
致
候
。（
傍
線
筆
者
）

　
　
宝
永
三
年
（
一
七
○
六
）
十
月
廿
八
日
（
２６３
）

②
墓
石
の
変
遷
と
「
家
」
意
識

　

　
高
松
藩
で
は
、
領
内
に
対
し
て
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）、
寛
政
十
年

（
一
七
九
八
）、
文
化
十
二
年
（
一
八
二
九
）
と
三
回
に
わ
た
っ
て
、
繰
り
返

し
墓
場
の
選
定
等
に
つ
い
て
の
御
触
を
出
し
て
、
猥
り
に
墓
を
設
け
た
り
、

神
社
へ
の
灯
篭
の
寄
付
を
行
わ
な
い
よ
う
命
じ
て
い
る
。

　
一
、
往
還
筋
ハ
勿
論
、
田
地
中
ニ
、
猥
ニ
カ
キ
ア
ケ
墓
ヲ
建
墓
守
を
名
付

傍
ニ
小
屋
作
り
を
も
致
シ
、
何
之
謂
も
無
之
ニ
、
自
然
と
草
庵
之
如

相
成
候
義
爰
彼
ニ
相
聞
江
候
、
右
様
之
義
向
後
堅
停
止
ニ
可
仕
候
、

墓
所
之
義
古
来
よ
り
旧
在
之
候
土
地
之
外
、
曽
而
不
相
成
候
義
と

相
心
得
候
様
ニ
、
夫
々
江
可
申
渡
候
、
且
又
辺
路
道
し
る
へ
之
石
碑

之
傍
ニ
願
出
も
無
之
新
法
ニ
石
仏
ヲ
建
置
候
事
と
も
、
是
又
無
用
ニ

候
、
屋
敷
構
之
内
江
墓
所
之
義
ハ
勝
手
次
第
た
る
へ
き
事
。（
傍
線

筆
者
、
以
下
同
じ
）

　
　
　
　
宝
暦
四
甲
戌
年
三
月
廿
四
日
（
２６４
）

　
一
、
唯
今
迄
有
来
之
葬
場
之
外
向
後
川
堤
・
池
堤
等
ニ
葬
場
墓
等
致
間
敷

候
。

　
一
、百
姓
地
之
上
へ
葬
送
り
仕
候
義
再
墓
等
致
間
敷
候
。

　
一
、三
昧
之
外
大
遠
端
又
ハ
池
川
堤
欠
等
法
経
・
院
堂
・
地
蔵
等
建
候
義
ハ
、
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一
、
面
々
召
仕
候
男
女
、
不
審
成
宗
門
之
者
抱
置
申
ま
し
き
事
、

　
右
之
條
々
於
相
背
ニ
者
、
忝
も

　
上
者
梵
天
、
帝
釈
、
四
天
王
、
惣
而
日
本
国
中
大
小
之
神
祇
、（
中
略
）、

仍
起
請
文
如
件
、

　
　
　
　
寛
永
拾
三
年

　
　
　
　
　
　
正
月
廿
一
日

　
進
上

　
　
下
津
平
左
右
衛
門

　
様
（
２６０
）

　
　
　
　
　
　
諸
法
度

　
　
　
　（
前
略
）

　
一
、
喧
嘩
口
論
若
在
之
刻
、
或
ハ
存
親
類
縁
者
之
因
、
或
依
知
音
傍
輩
之

好
致
荷
担
、
是
非
之
助
言
堅
令
禁
止
之
、
於
違
犯
之
輩
可
為
曲
事
、

　
　
　
　（
中
略
）

　
一
、
就
有
病
人
暇
申
上
輩
、
或
其
親
類
縁
者
、
或
得
療
治
医
師
之
口
上
迄

致
穿
鑿
、
寄
合
組
ハ
留
守
居
ヲ
以
可
申
上
、
有
番
頭
ハ
頼
相
番
為
助

番
其
上
番
頭
ヲ
以
可
申
上
、
但
暇
之
義
二
親
之
煩
可
出
之
、
妻
子
之

煩
可
依
其
品
、
余
無
類
方
ハ
可
出
之
事
、

　
一
、
諸
侍
長
病
之
輩
、
病
体
委
細
番
頭
組
頭
並
横
目
江
直
ニ
相
断
可
療

治
、
若
気
む
ら
な
る
有
病
人
ハ
、
親
類
縁
者
ハ
勿
論
雖
為
知
音
傍
輩

無
遠
慮
、
番
頭
並
横
目
相
断
可
致
養
生
、
於
油
断
ハ
可
為
越
度
事
、

　
一
、
勘
当
之
者
雖
為
親
類
縁
者
、
一
切
不
可
致
許
容
、
惣
而
牢
人
者
抱
置

事
令
停
止
畢
、
於
親
類
縁
者
不
遁
者
、
其
頭
々
或
ハ
横
目
ニ
相
断
、

着
帳
可
抱
置
、
違
背
之
族
可
為
曲
事
也
、

　
一
、
惣
家
中
又
若
党
以
下
中
間
小
者
、（
下
略
）

　
　
　
附
リ
、
又
者
共
不
依
上
下
他
家
中
江
奉
公
人
不
可
致
、
口
入
親
類
縁

者
た
り
と
い
ふ
共
人
請
ニ
立
間
敷
事
、
違
背
之
族
急
度
可
為
成
敗

事
、

　
　
　
　（
下
略
）

　
右
條
々
、
堅
可
相
守
者
也
。

　
　
　
寛
永
十
六
年
（
一
六
三
九
）
六
月
日
（
２６１
）　

　
　
　
　
　
法
令

　
一
、
葬
礼
之
式
、
可
随
其
分
限
ニ
、
且
不
可
奢
之
事
。

　
一
、
病
人
養
生
之
暇
ハ
、
医
師
幷
親
類
等
病
症
聞
届
可
申
上
、
留
守
中

ハ
可
伺
年
寄
中
ニ
、
長
病
之
輩
ハ
番
頭
組
頭
横
目
江
病
症
直
ニ
可
申

述
、
若
気
む
ら
成
ル
者
在
之
ハ
、
親
類
縁
者
ハ
勿
論
、
知
音
之
者
た

り
と
い
ふ
と
も
、
不
穏
置
番
頭
横
目
江
可
相
断
、
令
遅
引
可
為
越
度

事
、
附
リ
、
於
病
人
ニ
ハ
番
頭
組
頭
横
目
常
々
可
加
僉
義
、
若
虚
病

之
輩
於
在
之
ニ
ハ
、
本
人
ハ
不
及
申
ニ
、
右
面
々
可
為
越
度
事
。
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一
、
普
請
之
刻
、
大
奉
行
小
奉
行
可
随
指
図
ニ
、
若
相
背
ハ
可
為
越
度

事
。

　
右
之
條
々
、
為
先
年
準
式
守
、
可
相
守
者
也
。

　
　
延
宝
二
甲
寅
年
（
一
六
七
四
）
五
月
廿
七
日
（
２６２
）

　
こ
の
間
、
高
松
藩
で
は
、
家
臣
に
対
し
て
親
類
書
を
毎
年
正
月
か
ら
二
月

に
か
け
て
提
出
す
る
よ
う
命
じ
て
お
り
、
家
臣
団
の
家
系
や
相
続
・
養
子
・

婚
姻
等
の
縁
組
に
よ
る
親
族
関
係
の
動
向
を
整
理
・
把
握
し
て
、
そ
の
後
の

家
格
や
筋
目
に
基
づ
い
た
儀
礼
・
儀
式
の
適
正
化
や
、
刑
法
上
の
縁
座
規
定
・

服
忌
令
上
の
遠
慮
規
定
な
ど
の
実
際
的
な
適
用
範
囲
の
設
定
、
藩
政
改
革
に

お
け
る
有
用
な
人
材
登
用
場
面
な
ど
の
際
の
基
礎
資
料
と
し
て
使
用
さ
れ
た

も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　
一
、
先
年
被

　
仰
出
候
親
類
書
、
毎
年
正
月
二
月
之
内
、
改
ニ
指
出
候
筈

之
処
、
今
年
ハ
未
親
類
書
改
不
指
候
方
在
之
候
間
、
来
ル
十
一
月

十
五
日
迄
之
内
、
改
可
被
指
出
候
、
尤
明
年
よ
り
ハ
、
弥
先
年
之
通

被
仰
付
候
通
、
正
月
中
旬
よ
り
二
月
中
ニ
、
無
滞
急
度
相
納
候
様
ニ

可
被
致
候
。（
傍
線
筆
者
）

　
　
宝
永
三
年
（
一
七
○
六
）
十
月
廿
八
日
（
２６３
）

②
墓
石
の
変
遷
と
「
家
」
意
識

　

　
高
松
藩
で
は
、
領
内
に
対
し
て
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）、
寛
政
十
年

（
一
七
九
八
）、
文
化
十
二
年
（
一
八
二
九
）
と
三
回
に
わ
た
っ
て
、
繰
り
返

し
墓
場
の
選
定
等
に
つ
い
て
の
御
触
を
出
し
て
、
猥
り
に
墓
を
設
け
た
り
、

神
社
へ
の
灯
篭
の
寄
付
を
行
わ
な
い
よ
う
命
じ
て
い
る
。

　
一
、
往
還
筋
ハ
勿
論
、
田
地
中
ニ
、
猥
ニ
カ
キ
ア
ケ
墓
ヲ
建
墓
守
を
名
付

傍
ニ
小
屋
作
り
を
も
致
シ
、
何
之
謂
も
無
之
ニ
、
自
然
と
草
庵
之
如

相
成
候
義
爰
彼
ニ
相
聞
江
候
、
右
様
之
義
向
後
堅
停
止
ニ
可
仕
候
、

墓
所
之
義
古
来
よ
り
旧
在
之
候
土
地
之
外
、
曽
而
不
相
成
候
義
と

相
心
得
候
様
ニ
、
夫
々
江
可
申
渡
候
、
且
又
辺
路
道
し
る
へ
之
石
碑

之
傍
ニ
願
出
も
無
之
新
法
ニ
石
仏
ヲ
建
置
候
事
と
も
、
是
又
無
用
ニ

候
、
屋
敷
構
之
内
江
墓
所
之
義
ハ
勝
手
次
第
た
る
へ
き
事
。（
傍
線

筆
者
、
以
下
同
じ
）

　
　
　
　
宝
暦
四
甲
戌
年
三
月
廿
四
日
（
２６４
）

　
一
、
唯
今
迄
有
来
之
葬
場
之
外
向
後
川
堤
・
池
堤
等
ニ
葬
場
墓
等
致
間
敷

候
。

　
一
、百
姓
地
之
上
へ
葬
送
り
仕
候
義
再
墓
等
致
間
敷
候
。

　
一
、三
昧
之
外
大
遠
端
又
ハ
池
川
堤
欠
等
法
経
・
院
堂
・
地
蔵
等
建
候
義
ハ
、
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年
月
日
が
刻
字
さ
れ
た
墓
標
が
現
れ
て
い
る
。
そ
の
後
近
世
墓
標
は
、
十
八

世
紀
に
頭
部
が
か
ま
ぼ
こ
状
の
櫛
形
墓
標
が
普
及
し
、
十
九
世
紀
に
は
角
柱

形
墓
標
が
広
ま
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
背
景
に
は
近
世
的
な
「
家
」
が
成
立
し

て
、
墓
標
の
形
式
が
個
人
墓
（
一
つ
の
墓
に
一
名
の
戒
名
を
刻
む
）
か
ら
夫

婦
墓
（
男
女
二
名
の
戒
名
を
刻
む
）
を
経
て
先
祖
・
家
族
墓
（
先
祖
代
々
・

○
家
之
墓
と
刻
む
）
へ
と
変
遷
し
て
い
き
、
大
型
化
し
て
墓
標
に
刻
ま
れ
る

被
葬
者
の
数
が
増
加
し
て
い
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、「
家
」
意

識
の
浸
透
に
よ
っ
て
、
家
の
階
層
性
が
そ
の
ま
ま
墓
標
の
形
態
や
高
さ
、
戒

名
の
格
に
み
ら
れ
る
階
層
性
に
繋
が
っ
て
お
り
、
墓
標
や
戒
名
の
あ
り
方
が

「
家
」
の
格
式
や
社
会
的
秩
序
の
表
徴
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
（
２６８
）。

　
高
松
藩
で
最
初
の
葬
送
儀
礼
に
対
す
る
統
制
法
令
は
、
二
代
藩
主
松
平
頼

常
時
代
の
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
の
條
々
で
「
一
、
葬
礼
年
忌
之
仏
事
等
、

軽
ク
可
被
致
執
行
候
事
」
と
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
十
七
世
紀
後
半
に
お
い

て
、
高
松
藩
で
は
、
風
俗
統
制
や
倹
約
令
の
一
環
と
し
て
「
葬
礼
年
忌
之
仏

事
等
」
が
そ
の
対
象
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
後
も
こ

の
葬
送
儀
礼
統
制
法
令
が
繰
り
返
し
て
発
令
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
葬
送

儀
礼
や
墓
石
の
華
美
化
が
領
内
に
広
が
っ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ

の
背
景
に
は
、
喪
家
の
親
へ
の
孝
行
心
や
、
地
域
社
会
か
ら
の
家
格
に
応
じ

た
名
聞
を
求
め
る
と
い
う
社
会
的
な
要
因
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
２６９
）。

第
二
節

　葬
送
儀
礼
関
係
法
令
の
政
治
文
化
史
的
役
割

一

　鳴
物
停
止
令

（
一
）
　「静
謐
」
の
保
持

　
鳴
物
停
止
令
と
は
、
政
治
的
危
機
に
対
す
る
秩
序
回
復
の
た
め
の
政
策
、

つ
ま
り
「
天
下
静
謐
」
―
政
治
・
社
会
秩
序
が
維
持
さ
れ
た
状
態
―
を
も
た

ら
す
た
め
、
武
士
及
び
民
衆
に
静
謐
と
慎
み
を
命
じ
た
法
令
で
あ
っ
た
が
、

幕
府
政
治
の
安
定
化
に
伴
い
、
次
第
に
将
軍
家
の
「
御
威
光
」
を
高
め
る
た

め
の
権
威
支
配
装
置
と
し
て
の
機
能
を
強
め
て
い
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
２７０
）。

　
二
代
将
軍
徳
川
秀
忠
の
寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）
正
月
二
四
日
の
死
に

際
し
て
、『
舜
旧
記
』
の
同
年
二
月
八
日
条
に
は
「
天
下
万
の
鳴
物
悉
く

打
ち
止
ま
り
、
貴
賤
恐
怖
の
義
な
り
、
さ
れ
ど
も
日
本
静
謐
の
故
、
少
し

も
相
違
無
き
な
り
」（
傍
線
筆
者
）
と
記
さ
れ
、
人
々
に
静
粛
と
慎
み
を

要
求
し
て
い
る
。
こ
れ
が
鳴
物
停
止
令
で
あ
り
、
高
松
藩
で
は
明
暦
二
年

（
一
六
五
六
）
の
家
老
彦
坂
織
部
の
死
去
に
際
し
て
、「
歌
舞
其
外
鳴
物
一
切

止
可
被
申
候
」
と
い
う
鳴
物
停
止
に
関
す
る
御
触
が
城
下
に
出
さ
れ
て
い

る
。
続
い
て
享
保
二
十
年
（
一
七
三
五
）
十
月
廿
八
日
の
高
松
藩
三
代
藩
主

松
平
頼
豊
の
逝
去
に
際
し
て
、「
一
、
鍛
冶
屋
槌
音
停
止
之
事
、
一
、
檜
物

屋
槌
音
右
同
断
之
事
、
一
、
綿
打
右
同
断
之
事
、
普
請
・
鳴
物
・
高
声
、
惣
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向
後
不
相
成
候
。

　
一
、
神
仏
へ
寄
附
之
灯
篭
近
頃
相
増
候
様
相
見
候
、
向
後
猥
ニ
建
候
義
不

相
成
候
、
無
余
義
次
第
茂
有
之
候
ハ
ヽ
願
出
可
申
候
。

　
一
、
辺
路
病
死
之
節
仮
埋
之
義
猥
ニ
相
聞
、
建
札
往
来
江
建
取
埋
ハ
三
昧

之
外
不
相
成
と
相
心
得
可
申
候
。

　
一
、
御
林
中
之
葬
送
り
向
後
墓
ニ
致
候
義
決
而
相
成
不
申
候
間
、
惣
而
相

弁
可
被
在
之
事
ニ
候
得
共
、
猶
心
得
違
無
之
様
可
致
候
。

　
右
之
通
相
心
得
可
申
候
、
宝
暦
四
戌
年
寛
政
十
申
ノ
年
申
渡
之
趣
有
之
候

得
共
、
近
年
猥
ニ
相
聞
候
義
も
有
之
候
間
、
此
度
相
改
申
渡
候
間
村
々
も

不
洩
様
可
申
渡
候
。

　
　
　
文
化
十
二
亥
年
九
月
（
２６５
）

　
こ
の
よ
う
な
御
触
の
繰
り
返
し
発
令
の
背
景
に
は
、
十
八
世
紀
の
「
家
」

の
成
立
と
檀
家
制
度
の
定
着
に
よ
る
葬
送
儀
礼
の
普
及
に
伴
っ
て
、
領
民
の

間
に
自
ら
の
「
家
」
に
関
わ
る
営
墓
へ
の
要
求
が
高
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
あ

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
ら
に
天
保
年
間
に
な
る
と
、
葬
送
儀
礼
の
華
美
化
と
肥
大
化
と
い
う
社

会
現
象
が
起
こ
り
、
そ
れ
を
禁
止
す
る
次
の
よ
う
な
御
触
が
出
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
御
書
付
之
写

　
一
、
近
年
百
姓
町
人
共
、
身
分
不
相
応
大
造
之
葬
式
等
致
、
又
ハ
墓
所

　

石
碑
ヲ
建
、
院
号
居
士
号
等
附
候
趣
も
相
聞
、
如
何
之
事
ニ
候
、

自
今
以
後
百
姓
町
人
共
葬
式
ハ
、
仮
令
富
有
或
ハ
由
緒
在
之
者
ニ
而

も
、
集
僧
十
僧
よ
り
厚
ク
執
行
等
ハ
致
間
敷
候
、
絶
物
等
ニ
至
迄
分

限
ニ
応
寄
附
致
候
、
墓
碑
之
義
も
高
サ
台
石
共
四
尺
ヲ
限
リ
、
戒
名

ニ
院
号
居
士
号
等
決
而
附
申
間
敷
候
、
尤
是
迄
在
来
候
石
碑
ハ
其
儘

ニ
指
置
、
追
而
修
覆
等
之
節
院
号
居
士
号
相
除
、
石
碑
取
縮
候
様
可

致
候
事
、（
傍
線
筆
者
、
以
下
同
じ
）

　
右
之
趣
、
御
料
私
領
寺
社
領
共
、
不
洩
様
可
知
触
者
也
。

　
　
　
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
五
月
十
六
日
（
２６６
）

　
一
、
葬
礼
之
節
仕
来
ニ
而
寺
よ
り
召
連
参
候
駕
之
者
等
へ
、
立
酒
と
名
付

酒
差
出
候
義
存
之
、
酒
出
不
申
候
時
者
相
応
代
銀
ニ
而
指
遣
候
様
、

一
同
右
之
風
義
相
成
居
申
、
一
躰
葬
式
之
義
愁
傷
を
重
候
ニ
付
、
酒

等
差
出
候
義
札
不
叶
次
第
ニ
候
間
、
向
後
立
酒
一
切
無
用
。

　
　
　
　
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
六
月
二
日
（
２６７
）

　　
近
世
寺
院
が
十
六
世
紀
後
半
か
ら
十
七
世
紀
前
半
に
か
け
て
成
立
す
る

と
、
同
じ
時
期
に
近
世
墓
標
も
出
現
し
、
高
松
藩
で
は
十
七
世
紀
中
期
に
没
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年
月
日
が
刻
字
さ
れ
た
墓
標
が
現
れ
て
い
る
。
そ
の
後
近
世
墓
標
は
、
十
八

世
紀
に
頭
部
が
か
ま
ぼ
こ
状
の
櫛
形
墓
標
が
普
及
し
、
十
九
世
紀
に
は
角
柱

形
墓
標
が
広
ま
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
背
景
に
は
近
世
的
な
「
家
」
が
成
立
し

て
、
墓
標
の
形
式
が
個
人
墓
（
一
つ
の
墓
に
一
名
の
戒
名
を
刻
む
）
か
ら
夫

婦
墓
（
男
女
二
名
の
戒
名
を
刻
む
）
を
経
て
先
祖
・
家
族
墓
（
先
祖
代
々
・

○
家
之
墓
と
刻
む
）
へ
と
変
遷
し
て
い
き
、
大
型
化
し
て
墓
標
に
刻
ま
れ
る

被
葬
者
の
数
が
増
加
し
て
い
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、「
家
」
意

識
の
浸
透
に
よ
っ
て
、
家
の
階
層
性
が
そ
の
ま
ま
墓
標
の
形
態
や
高
さ
、
戒

名
の
格
に
み
ら
れ
る
階
層
性
に
繋
が
っ
て
お
り
、
墓
標
や
戒
名
の
あ
り
方
が

「
家
」
の
格
式
や
社
会
的
秩
序
の
表
徴
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
（
２６８
）。

　
高
松
藩
で
最
初
の
葬
送
儀
礼
に
対
す
る
統
制
法
令
は
、
二
代
藩
主
松
平
頼

常
時
代
の
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
の
條
々
で
「
一
、
葬
礼
年
忌
之
仏
事
等
、

軽
ク
可
被
致
執
行
候
事
」
と
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
十
七
世
紀
後
半
に
お
い

て
、
高
松
藩
で
は
、
風
俗
統
制
や
倹
約
令
の
一
環
と
し
て
「
葬
礼
年
忌
之
仏

事
等
」
が
そ
の
対
象
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
後
も
こ

の
葬
送
儀
礼
統
制
法
令
が
繰
り
返
し
て
発
令
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
葬
送

儀
礼
や
墓
石
の
華
美
化
が
領
内
に
広
が
っ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ

の
背
景
に
は
、
喪
家
の
親
へ
の
孝
行
心
や
、
地
域
社
会
か
ら
の
家
格
に
応
じ

た
名
聞
を
求
め
る
と
い
う
社
会
的
な
要
因
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
２６９
）。

第
二
節

　葬
送
儀
礼
関
係
法
令
の
政
治
文
化
史
的
役
割

一

　鳴
物
停
止
令

（
一
）
　「静
謐
」
の
保
持

　
鳴
物
停
止
令
と
は
、
政
治
的
危
機
に
対
す
る
秩
序
回
復
の
た
め
の
政
策
、

つ
ま
り
「
天
下
静
謐
」
―
政
治
・
社
会
秩
序
が
維
持
さ
れ
た
状
態
―
を
も
た

ら
す
た
め
、
武
士
及
び
民
衆
に
静
謐
と
慎
み
を
命
じ
た
法
令
で
あ
っ
た
が
、

幕
府
政
治
の
安
定
化
に
伴
い
、
次
第
に
将
軍
家
の
「
御
威
光
」
を
高
め
る
た

め
の
権
威
支
配
装
置
と
し
て
の
機
能
を
強
め
て
い
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
２７０
）。

　
二
代
将
軍
徳
川
秀
忠
の
寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）
正
月
二
四
日
の
死
に

際
し
て
、『
舜
旧
記
』
の
同
年
二
月
八
日
条
に
は
「
天
下
万
の
鳴
物
悉
く

打
ち
止
ま
り
、
貴
賤
恐
怖
の
義
な
り
、
さ
れ
ど
も
日
本
静
謐
の
故
、
少
し

も
相
違
無
き
な
り
」（
傍
線
筆
者
）
と
記
さ
れ
、
人
々
に
静
粛
と
慎
み
を

要
求
し
て
い
る
。
こ
れ
が
鳴
物
停
止
令
で
あ
り
、
高
松
藩
で
は
明
暦
二
年

（
一
六
五
六
）
の
家
老
彦
坂
織
部
の
死
去
に
際
し
て
、「
歌
舞
其
外
鳴
物
一
切

止
可
被
申
候
」
と
い
う
鳴
物
停
止
に
関
す
る
御
触
が
城
下
に
出
さ
れ
て
い

る
。
続
い
て
享
保
二
十
年
（
一
七
三
五
）
十
月
廿
八
日
の
高
松
藩
三
代
藩
主

松
平
頼
豊
の
逝
去
に
際
し
て
、「
一
、
鍛
冶
屋
槌
音
停
止
之
事
、
一
、
檜
物

屋
槌
音
右
同
断
之
事
、
一
、
綿
打
右
同
断
之
事
、
普
請
・
鳴
物
・
高
声
、
惣
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序
の
維
持
強
化
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。

（
二
）
　「慎
み
」
の
強
制

　
鳴
物
停
止
令
の
中
に
は
、
種
々
の
慎
み
に
関
す
る
規
制
内
容
が
含
ま
れ
て

い
た
。
享
保
二
十
年
（
一
七
三
五
）
十
月
の
三
代
藩
主
松
平
頼
豊
逝
去
に
際

し
て
郷
中
に
出
さ
れ
た
覚
の
中
に
「
一
、
郷
中
万
々
静
ニ
相
慎
百
姓
共
騒
敷

仕
間
敷
候
」（
傍
線
筆
者
）
と
あ
り
、
ま
た
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
七
月

の
高
松
藩
五
代
藩
主
松
平
頼
恭
逝
去
時
の
際
に
も
「
手
前
々
々
火
の
元
入
念

諸
事
相
慎
穏
便
仕
可
罷
有
候
」「
一
、
御
中
院
之
内
諸
事
相
慎
遊
興
ケ
間
敷

儀
ハ
勿
論
諸
事
穏
便
可
仕
候
」（
傍
線
筆
者
）
と
あ
る
よ
う
に
、
高
松
藩
で

は
藩
主
の
逝
去
に
際
し
て
領
内
全
域
に
わ
た
る
「
静
謐
」
な
環
境
の
保
持
と

と
も
に
、
家
中
・
領
民
の
諸
活
動
に
対
し
て
も
「
慎
み
」
あ
る
抑
制
的
な
行

動
を
と
る
よ
う
要
請
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
家

中
・
領
民
の
自
発
的
な
行
動
と
い
う
形
は
と
っ
て
い
る
が
、
実
態
は
「
慎
み
」

あ
る
行
動
の
強
制
で
あ
っ
た
。

　
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
六
月
の
十
二
代
将
軍
徳
川
家
慶
逝
去
の
際
に
は
、

次
の
よ
う
な
御
触
が
出
さ
れ
て
お
り
、
鳴
物
停
止
の
ほ
か
に
神
社
の
祭
礼
や

木
材
の
伐
採
が
禁
じ
ら
れ
る
な
ど
、
神
社
行
事
や
領
民
の
生
活
活
動
に
も
制

限
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
２７５
）。

　
一
、
公
方
様
（
家
慶
）
被
遊

　
　
御
候
由
御
到
来
候
付
、
郷
中
諸
社
神
事

祭
礼
無
用
ニ
可
致
候
、（
傍
線
筆
者
）

　
一
、
郷
中
ニ
罷
有
候
居
細
工
諸
職
人
之
分
差
留
候
、
尤
今
日
よ
り
不
苦

候
、

　
一
、
慎
刻
米
搗
不
苦
候
、
尤
せ
ん
た
く
打
は
た
織
之
義
今
日
よ
り
不
苦

候
、

　
一
、
文
武
之
稽
古
不
苦
候
、

　
一
、
御
林
有
之
候
村
方
ハ
昨
今
日
御
触
之
趣
御
林
守
共
呼
出
、
下
し
山
ニ

相
成
場
所
幷
下
苅
等
下
し
付
左
之
場
所
共
、
伐
り
方
堅
く
差
留
候
様

入
念
可
申
聞
候
、
尚
御
林
守
共
呼
出
御
申
渡
可
被
成
候
。

　
　
　
　
八
月
四
日
「
嘉
永
六
丑
年
」（
後
筆
）

　　
服
忌
令
そ
の
も
の
は
、
文
治
政
治
の
進
展
の
中
で
、
殉
死
に
代
わ
る
方
法

で
、
為
政
者
の
死
を
悼
む
仕
方
を
法
的
に
決
め
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
や
が

て
武
家
社
会
か
ら
一
般
社
会
に
も
広
が
り
、
家
族
・
親
族
の
死
に
際
し
て
喪

に
服
す
べ
き
期
間
と
忌
の
期
間
が
定
め
ら
れ
、
幕
藩
制
的
社
会
秩
序
の
形
成

と
維
持
に
大
き
く
寄
与
し
た
と
い
え
る
（
２７６
）。
そ
の
中
で
も
鳴
物
停
止
令
は
、

領
内
の
普
請
・
鳴
物
・
高
声
な
ど
を
停
止
す
る
と
と
も
に
、
領
民
の
諸
活
動

を
抑
制
す
る
形
で
追
悼
の
意
を
表
す
る
葬
送
儀
礼
の
一
形
態
で
、
領
域
内
の

「
静
謐
」
な
環
境
の
保
持
と
領
民
の
「
慎
み
」
あ
る
行
動
に
よ
っ
て
、
藩
主
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而
遊
山
ケ
間
敷
義
停
止
之
事
、
一
、
鍛
冶
鋳
物
師
木
綿
打
桶
師
等
家
職
者

共
、
停
止
申
付
候
」
と
い
う
御
触
が
出
さ
れ
、
一
般
的
な
普
請
・
鳴
物
・
高

声
の
ほ
か
に
、
鍛
冶
屋
・
檜
物
屋
・
綿
打
、
鍛
冶
・
鋳
物
師
・
木
綿
打
・
桶

師
等
の
「
音
」
を
出
す
家
職
者
も
制
限
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
こ
の
よ
う
に
鳴
物
停
止
令
に
は
、「
音
」
の
規
制
に
関
す
る
多
様
な
内

容
が
含
ま
れ
て
お
り
、
中
世
の
「
天
下
触
穢
」
に
代
わ
っ
て
、「
天
下
静
謐
」

を
保
持
す
る
た
め
に
「
鳴
物
停
止
」（
音
を
止
め
る
）
と
い
う
側
面
が
前
面

に
出
さ
れ
る
点
に
近
世
的
特
質
が
あ
る
と
み
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の

「
音
」
を
支
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
権
力
を
維
持
し
、
政
治
的
権
威
を
高
め

て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
特
に
城
下
は
、
幕
藩
領
主
に
と
っ
て
「
静

謐
」
な
特
別
空
間
と
し
て
保
持
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
、
慶
事
・
凶
事
に
関

わ
ら
ず
細
か
な
「
音
」
の
規
制
が
敷
か
れ
る
場
合
が
多
い
（
２７１
）。

　

　
Ａ
．
コ
ル
バ
ン
は
、
鐘
の
地
域
に
お
け
る
象
徴
的
結
合
機
能
に
注
目
し
て

「
音
の
秩
序
づ
け
は
、
音
を
聞
き
取
る
こ
と
の
で
き
る
空
間
に
対
す
る
支
配

力
を
証
明
し
て
お
り
、
鐘
を
支
配
す
る
者
は
、
鐘
の
音
を
弱
め
る
力
を
持
っ

て
い
る
。
文
字
ど
お
り
他
者
を
黙
ら
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。
従
っ
て
個
人
あ

る
い
は
集
団
を
処
罰
す
る
手
段
を
持
つ
」
と
述
べ
て
い
る
（
２７２
）。
鳴
物
停
止

令
は
す
べ
て
同
じ
日
数
で
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
将
軍
を
頂
点
と
し
た

形
で
停
止
日
数
の
序
列
化
が
な
さ
れ
る
と
と
も
に
、
藩
段
階
で
も
藩
主
と
の

続
柄
や
身
分
・
家
格
秩
序
に
基
づ
い
て
序
列
化
が
進
ん
だ
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

領
民
側
は
藩
主
を
頂
点
と
し
た
幕
藩
制
的
社
会
秩
序
を
再
確
認
す
る
こ
と
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
社
会
秩
序
意
識
と
し
て
の
「
誠
」
と
「
静
」
の
関
係
に
つ
い
て
、
江
戸
中

期
の
儒
者
で
大
学
頭
と
な
っ
た
林
鳳
岡
は
「
夫
静
者
誠
之
本
体
也
、
正
直
者

誠
之
著
也
」（『
続
芥
説
』
跋
）
と
述
べ
、「
誠
」
と
「
静
」
は
分
か
ち
が
た

く
一
体
的
な
も
の
と
捉
え
て
い
る
。
自
己
の
内
面
の
「
誠
」
が
社
会
秩
序
の

「
静
」
と
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
、
社
会
秩
序
の
「
静
」
を
保
ち
、
幕
藩
体

制
を
安
定
さ
せ
る
た
め
に
は
、
私
欲
に
よ
っ
て
人
心
の
中
の
「
誠
」
が
薄
れ

て
く
る
の
を
防
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
（
２７３
）。
こ
こ
に
倹
約
令
や
風
俗

統
制
令
が
出
さ
れ
る
必
要
性
が
あ
り
、
社
会
の
静
謐
と
慎
み
を
保
持
す
る
た

め
の
鳴
物
停
止
令
発
令
の
意
味
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、『
武
士
道
家
訓
集
』
に
も
「
家
中
侍
並
領
内
之
町
人
百
姓
等
に
至

迄
、
静
謐
に
仕
置
致
候
事
、
則
上
へ
之
忠
信
に
て
候
」（
傍
線
筆
者
）
と
あ

り
、
家
中
か
ら
町
人
・
百
姓
に
至
る
ま
で
静
謐
で
あ
る
こ
と
が
主
君
に
対

す
る
忠
信
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
２７４
）。
こ
の
よ
う
に
社
会
全
体
が
「
静
謐
」

で
あ
る
こ
と
が
、
幕
藩
政
治
に
と
っ
て
第
一
義
的
な
政
治
目
標
で
あ
り
、
将

軍
・
藩
主
を
頂
点
と
し
た
幕
藩
制
的
社
会
秩
序
の
安
定
化
に
は
必
要
不
可
欠

な
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
鳴
物
停
止
令
は
、
こ
の
よ
う
な
政
治
社
会
状

況
の
中
で
、
為
政
者
の
死
な
ど
に
よ
っ
て
政
治
的
社
会
的
混
乱
が
起
こ
ら
な

い
よ
う
に
、
社
会
の
「
静
謐
」
化
と
身
分
・
家
格
に
基
づ
く
礼
的
な
社
会
秩
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序
の
維
持
強
化
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。

（
二
）
　「慎
み
」
の
強
制

　
鳴
物
停
止
令
の
中
に
は
、
種
々
の
慎
み
に
関
す
る
規
制
内
容
が
含
ま
れ
て

い
た
。
享
保
二
十
年
（
一
七
三
五
）
十
月
の
三
代
藩
主
松
平
頼
豊
逝
去
に
際

し
て
郷
中
に
出
さ
れ
た
覚
の
中
に
「
一
、
郷
中
万
々
静
ニ
相
慎
百
姓
共
騒
敷

仕
間
敷
候
」（
傍
線
筆
者
）
と
あ
り
、
ま
た
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
七
月

の
高
松
藩
五
代
藩
主
松
平
頼
恭
逝
去
時
の
際
に
も
「
手
前
々
々
火
の
元
入
念

諸
事
相
慎
穏
便
仕
可
罷
有
候
」「
一
、
御
中
院
之
内
諸
事
相
慎
遊
興
ケ
間
敷

儀
ハ
勿
論
諸
事
穏
便
可
仕
候
」（
傍
線
筆
者
）
と
あ
る
よ
う
に
、
高
松
藩
で

は
藩
主
の
逝
去
に
際
し
て
領
内
全
域
に
わ
た
る
「
静
謐
」
な
環
境
の
保
持
と

と
も
に
、
家
中
・
領
民
の
諸
活
動
に
対
し
て
も
「
慎
み
」
あ
る
抑
制
的
な
行

動
を
と
る
よ
う
要
請
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
家

中
・
領
民
の
自
発
的
な
行
動
と
い
う
形
は
と
っ
て
い
る
が
、
実
態
は
「
慎
み
」

あ
る
行
動
の
強
制
で
あ
っ
た
。

　
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
六
月
の
十
二
代
将
軍
徳
川
家
慶
逝
去
の
際
に
は
、

次
の
よ
う
な
御
触
が
出
さ
れ
て
お
り
、
鳴
物
停
止
の
ほ
か
に
神
社
の
祭
礼
や

木
材
の
伐
採
が
禁
じ
ら
れ
る
な
ど
、
神
社
行
事
や
領
民
の
生
活
活
動
に
も
制

限
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
２７５
）。

　
一
、
公
方
様
（
家
慶
）
被
遊

　
　
御
候
由
御
到
来
候
付
、
郷
中
諸
社
神
事

祭
礼
無
用
ニ
可
致
候
、（
傍
線
筆
者
）

　
一
、
郷
中
ニ
罷
有
候
居
細
工
諸
職
人
之
分
差
留
候
、
尤
今
日
よ
り
不
苦

候
、

　
一
、
慎
刻
米
搗
不
苦
候
、
尤
せ
ん
た
く
打
は
た
織
之
義
今
日
よ
り
不
苦

候
、

　
一
、
文
武
之
稽
古
不
苦
候
、

　
一
、
御
林
有
之
候
村
方
ハ
昨
今
日
御
触
之
趣
御
林
守
共
呼
出
、
下
し
山
ニ

相
成
場
所
幷
下
苅
等
下
し
付
左
之
場
所
共
、
伐
り
方
堅
く
差
留
候
様

入
念
可
申
聞
候
、
尚
御
林
守
共
呼
出
御
申
渡
可
被
成
候
。

　
　
　
　
八
月
四
日
「
嘉
永
六
丑
年
」（
後
筆
）

　　
服
忌
令
そ
の
も
の
は
、
文
治
政
治
の
進
展
の
中
で
、
殉
死
に
代
わ
る
方
法

で
、
為
政
者
の
死
を
悼
む
仕
方
を
法
的
に
決
め
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
や
が

て
武
家
社
会
か
ら
一
般
社
会
に
も
広
が
り
、
家
族
・
親
族
の
死
に
際
し
て
喪

に
服
す
べ
き
期
間
と
忌
の
期
間
が
定
め
ら
れ
、
幕
藩
制
的
社
会
秩
序
の
形
成

と
維
持
に
大
き
く
寄
与
し
た
と
い
え
る
（
２７６
）。
そ
の
中
で
も
鳴
物
停
止
令
は
、

領
内
の
普
請
・
鳴
物
・
高
声
な
ど
を
停
止
す
る
と
と
も
に
、
領
民
の
諸
活
動

を
抑
制
す
る
形
で
追
悼
の
意
を
表
す
る
葬
送
儀
礼
の
一
形
態
で
、
領
域
内
の

「
静
謐
」
な
環
境
の
保
持
と
領
民
の
「
慎
み
」
あ
る
行
動
に
よ
っ
て
、
藩
主
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も
、
其
科
を
ゆ
る
し
、
此
銀
子
弐
十
枚
と
ら
セ
可
申
候
。

　
　
　
但
、
お
ん
み
つ
ニ
可
申
出
、
人
々
し
ら
さ
る
よ
ふ
ニ
、
其
身
之
住
所

も
、
心
安
ク
可
申
付
候
者
也
。

　
一
、
火
付
候
者
在
之
候
ハ
、
親
子
兄
弟
、
伯
父
甥
迄
、
曲
事
ニ
可
申
付

候
、
然
共
右
之
内
よ
り
申
出
候
ハ
ヽ
、
訴
人
ハ
不
及
申
ニ
、
一
門
迄

死
罪
を
ゆ
る
し
可
申
事
。

　
一
、
他
人
申
出
候
ハ
ヽ
、
一
か
と
御
ほ
う
ひ
可
被
下
候
事
。

　
一
、
火
付
之
借
家
主
、
死
罪
、
或
ハ
其
時
之
穿
鑿
ニ
よ
り
闕
所
ニ
可
申
付

事
。

　
右
書
付
、
大
殿
様
江
も
御
内
意
達
シ
御
耳
ニ
、
今
日
船
奉
行
・
町
奉
行
・

郡
奉
行
江
も
、
被
仰
渡
候
事
。

　
　
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
十
一
月
五
日

　
と
こ
ろ
が
享
保
三
（
一
七
一
八
）
年
正
月
に
高
松
城
下
で
約
三
千
軒
が
類

焼
す
る
大
火
が
発
生
し
た
た
め
、
被
害
を
受
け
た
家
中
と
町
家
に
は
御
救
米

が
給
付
さ
れ
て
い
る
。

　
一
、
恵
公
御
代
享
保
三
戌
正
月
朔
日
夜
、（
中
略
）
凡
三
千
軒
計
類
焼
、

前
夜
五
つ
時
よ
り
翌
日
九
つ
時
迄
焼
、
漸
々
鎮
火
致
候
、
風
な
み
悪

敷
消
留
候
事
成
不
申
候
、
御
城
内
別
条
無
御
座
候
。

　
一
、
正
月
朔
日
夜
大
火
、
御
城
下
廻
半
焼
失
、
大
手
三
か
所
も
焼
失
、
依

之
江
府
よ
り
申
来
り
、
正
月
廿
六
日
よ
り
大
手
の
三
か
所
に
仮
番
書

出
来
、
三
番
組
中
壱
人
を
出
合
番
に
て
、
持
鑓
を
も
飾
り
下
番
足
軽

三
人
つ
ゝ
相
詰
、
五
月
迄
右
御
番
相
立
申
候
、
御
救
米
御
家
中
高
百

石
に
付
五
石
つ
ゝ
、
町
家
は
一
間
に
付
米
壱
斗
つ
ゝ
被
下
置
候
、
米

直
段
四
百
四
匁
致
し
候
、
右
御
救
被
下
御
家
中
も
結
構
家
居
も
出
来

申
候
由
、
田
所
甚
兵
衛
直
物
か
た
り
承
り
申
候
。（
傍
線
筆
者
）

　
こ
の
た
め
享
保
廿
乙
卯
年
（
一
七
三
五
）
十
月
廿
七
日
付
け
の
「
万
一
火

事
之
節
定
書
」
に
は
、
万
一
火
事
に
な
っ
た
場
合
の
対
応
の
仕
方
が
定
め
ら

れ
て
い
る
（
２７９
）。
ま
た
、
文
政
十
三
年
（
一
八
三
○
）
に
は
近
隣
諸
国
で
多

発
し
て
い
る
野
火
の
対
応
策
に
つ
い
て
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
（
２８０
）。

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
御
書
付
之
写

　
一
、
諸
国
於
在
々
ニ
、
近
年
猥
ニ
野
火
付
候
者
多
ク
、
諸
人
難
義
之
趣
ニ

相
聞
候
間
、
向
後
堅
野
火
付
ケ
申
間
敷
候
、
若
右
様
之
輩
も
於
在
之

ハ
早
速
召
捕
吟
味
之
上
急
度
可
被
申
付
候
条
、
御
領
ハ
御
代
官
、
私

領
ハ
領
主
地
頭
よ
り
遂
穿
鑿
、
野
火
付
候
者
見
掛
候
ハ
ヽ
他
領
他
支

配
之
無
差
別
踏
込
召
捕
、
其
最
寄
之
奉
行
江
、
又
ハ
其
筋
江
可
被
指
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権
威
と
領
主
支
配
秩
序
の
再
確
認
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
服
忌
令
や
鳴
物
停
止
令
の
普
及
・
定
着
に
よ
っ
て
、
江
戸
期
に
は

生
者
に
よ
る
現
実
社
会
の
幕
藩
制
的
社
会
秩
序
に
連
動
し
た
形
で
、
死
者
に

よ
る
死
後
世
界
に
お
け
る
秩
序
化
も
進
ん
だ
と
考
え
ら
れ
、
い
わ
ゆ
る
国
家

に
よ
る
死
の
管
理
が
進
み
、
生
と
死
を
繋
ぐ
秩
序
化
が
図
ら
れ
た
と
い
え

る
。

二

　火
之
元
入
念
令

　
近
世
社
会
に
お
い
て
、
火
災
は
一
瞬
に
し
て
生
活
や
経
済
活
動
の
基
盤
と

な
る
家
屋
な
ど
の
社
会
的
資
財
を
消
失
さ
せ
、
社
会
的
な
混
乱
や
経
済
状
況

の
低
下
を
も
た
ら
す
大
事
件
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
高
松
藩
で
は
、
藩
主
逝
去

時
は
も
ち
ろ
ん
高
松
松
平
家
に
関
係
し
た
祝
儀
・
法
事
な
ど
の
際
に
は
、
必

ず
火
之
元
入
念
令
を
出
し
て
、
藩
政
上
重
要
な
儀
礼
・
儀
式
の
円
滑
な
執
行

と
藩
主
権
威
の
失
墜
に
つ
な
が
る
よ
う
な
事
態
に
な
ら
な
い
よ
う
、「
静
謐
」

な
環
境
の
保
持
に
最
大
限
の
政
治
目
標
を
定
め
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
特
別

な
日
以
外
に
も
、
初
代
藩
主
松
平
頼
重
の
時
代
に
は
、
常
日
頃
か
ら
社
会
的

な
混
乱
や
経
済
の
停
滞
を
も
た
ら
す
原
因
と
な
る
火
災
に
つ
い
て
、
細
心
の

注
意
を
払
っ
て
い
た
こ
と
が
次
の
「
風
触
」
の
史
料
に
よ
っ
て
わ
か
る
。
高

松
藩
で
は
、
冬
の
風
が
強
い
時
に
は
「
風
触
」
が
出
さ
れ
て
、
火
之
元
を
入

念
に
し
た
上
で
、
屋
敷
の
屋
根
の
上
へ
上
け
水
を
打
っ
て
、
万
が
一
の
場
合

に
備
え
て
用
心
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
（
２７７
）。

　
一
、
英
公
の
御
代
に
は
、
冬
向
大
風
吹
候
時
は
風
触
と
申
て
御
家
中
相
廻

り
、
火
之
元
念
入
、
居
屋
敷
屋
根
に
水
打
可
申
旨
、
被
仰
出
候
故
、

少
し
風
吹
候
へ
は
、
人
々
居
屋
敷
之
屋
根
へ
水
を
打
申
候
、
常
々
足

た
ま
り
を
屋
根
に
致
置
、
早
々
人
数
を
上
け
水
を
打
申
候
、
殊
外
や

か
ま
し
き
事
に
候
、
御
一
代
に
て
水
打
は
相
止
候
得
共
、
風
さ
え
吹

候
へ
は
火
元
念
入
候
様
に
と
御
触
に
て
、
御
家
中
に
今
に
触
廻
申

候
。
元
は

　
英
公
思
召
に
て
被
仰
付
候
事
に
候
。（
傍
線
筆
者
）

　
こ
の
よ
う
に
高
松
藩
で
は
、
常
日
頃
か
ら
火
の
用
心
に
殊
の
外
注
意
を

払
っ
て
い
た
の
で
、
火
付
（
放
火
）
に
は
次
の
よ
う
な
厳
罰
を
も
っ
て
対
処

し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
（
２７８
）。

　
一
、
頃
日
、
町
屋
は
し
ゝ
付
火
仕
候
ニ
付
、
火
付
之
訴
人
在
之
ハ
、
嘱
詫

銀
土
橋
ニ
、
昨
日
よ
り
掛
ケ
申
候
、
但
、
嘱
詫
銀
弐
十
枚
、
闕
所
○

（
銀
）
ニ
而
出
シ
可
申
事
。

　
　
　
　
右
之
文
言

　
一
、
火
付
を
い
た
し
候
者
在
之
候
得
ハ
、
可
申
出
、
た
と
へ
同
類
た
り
と
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も
、
其
科
を
ゆ
る
し
、
此
銀
子
弐
十
枚
と
ら
セ
可
申
候
。

　
　
　
但
、
お
ん
み
つ
ニ
可
申
出
、
人
々
し
ら
さ
る
よ
ふ
ニ
、
其
身
之
住
所

も
、
心
安
ク
可
申
付
候
者
也
。

　
一
、
火
付
候
者
在
之
候
ハ
、
親
子
兄
弟
、
伯
父
甥
迄
、
曲
事
ニ
可
申
付

候
、
然
共
右
之
内
よ
り
申
出
候
ハ
ヽ
、
訴
人
ハ
不
及
申
ニ
、
一
門
迄

死
罪
を
ゆ
る
し
可
申
事
。

　
一
、
他
人
申
出
候
ハ
ヽ
、
一
か
と
御
ほ
う
ひ
可
被
下
候
事
。

　
一
、
火
付
之
借
家
主
、
死
罪
、
或
ハ
其
時
之
穿
鑿
ニ
よ
り
闕
所
ニ
可
申
付

事
。

　
右
書
付
、
大
殿
様
江
も
御
内
意
達
シ
御
耳
ニ
、
今
日
船
奉
行
・
町
奉
行
・

郡
奉
行
江
も
、
被
仰
渡
候
事
。

　
　
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
十
一
月
五
日

　
と
こ
ろ
が
享
保
三
（
一
七
一
八
）
年
正
月
に
高
松
城
下
で
約
三
千
軒
が
類

焼
す
る
大
火
が
発
生
し
た
た
め
、
被
害
を
受
け
た
家
中
と
町
家
に
は
御
救
米

が
給
付
さ
れ
て
い
る
。

　
一
、
恵
公
御
代
享
保
三
戌
正
月
朔
日
夜
、（
中
略
）
凡
三
千
軒
計
類
焼
、

前
夜
五
つ
時
よ
り
翌
日
九
つ
時
迄
焼
、
漸
々
鎮
火
致
候
、
風
な
み
悪

敷
消
留
候
事
成
不
申
候
、
御
城
内
別
条
無
御
座
候
。

　
一
、
正
月
朔
日
夜
大
火
、
御
城
下
廻
半
焼
失
、
大
手
三
か
所
も
焼
失
、
依

之
江
府
よ
り
申
来
り
、
正
月
廿
六
日
よ
り
大
手
の
三
か
所
に
仮
番
書

出
来
、
三
番
組
中
壱
人
を
出
合
番
に
て
、
持
鑓
を
も
飾
り
下
番
足
軽

三
人
つ
ゝ
相
詰
、
五
月
迄
右
御
番
相
立
申
候
、
御
救
米
御
家
中
高
百

石
に
付
五
石
つ
ゝ
、
町
家
は
一
間
に
付
米
壱
斗
つ
ゝ
被
下
置
候
、
米

直
段
四
百
四
匁
致
し
候
、
右
御
救
被
下
御
家
中
も
結
構
家
居
も
出
来

申
候
由
、
田
所
甚
兵
衛
直
物
か
た
り
承
り
申
候
。（
傍
線
筆
者
）

　
こ
の
た
め
享
保
廿
乙
卯
年
（
一
七
三
五
）
十
月
廿
七
日
付
け
の
「
万
一
火

事
之
節
定
書
」
に
は
、
万
一
火
事
に
な
っ
た
場
合
の
対
応
の
仕
方
が
定
め
ら

れ
て
い
る
（
２７９
）。
ま
た
、
文
政
十
三
年
（
一
八
三
○
）
に
は
近
隣
諸
国
で
多

発
し
て
い
る
野
火
の
対
応
策
に
つ
い
て
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
（
２８０
）。

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
御
書
付
之
写

　
一
、
諸
国
於
在
々
ニ
、
近
年
猥
ニ
野
火
付
候
者
多
ク
、
諸
人
難
義
之
趣
ニ

相
聞
候
間
、
向
後
堅
野
火
付
ケ
申
間
敷
候
、
若
右
様
之
輩
も
於
在
之

ハ
早
速
召
捕
吟
味
之
上
急
度
可
被
申
付
候
条
、
御
領
ハ
御
代
官
、
私

領
ハ
領
主
地
頭
よ
り
遂
穿
鑿
、
野
火
付
候
者
見
掛
候
ハ
ヽ
他
領
他
支

配
之
無
差
別
踏
込
召
捕
、
其
最
寄
之
奉
行
江
、
又
ハ
其
筋
江
可
被
指
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十
月
廿
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
谷
次
郎
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
渡
辺

　
　
右
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
湯
殿
長
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
崎

　
藤
十
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
村

　
弥
平
太

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
安
冨

　
又
次
郎

　
一
、
大
殿
（
頼
豊
）
様
御
気
色
不
被
為
叶
御
養
生
、
去
ル
廿
日
酉
中
刻
御

逝
去
被
遊
候
由
、
今
日
御
到
来
在
之
候
間
、
火
之
元
等
入
念
諸
事

穏
便
ニ
仕
可
罷
在
候
、
尤
諸
殺
生
令
禁
止
津
留
可
申
付
候
、
此
段
支

配
々
江
申
渡
候
事
。（
傍
線
筆
者
、
以
下
同
じ
）

　
　

　
　
　
　
　
　
十
月
廿
八
日

　
一
、
魚
棚
ハ
見
世
ヲ
も
打
セ
、
魚
商
売
堅
停
止
之
事
、

　
一
、
町
中
見
世
ハ
打
セ
申
間
敷
候
、
商
売
ハ
密
々
可
仕
候
事
、

　
一
、
諸
殺
生
堅
停
止
之
事
、

　
　
　（
中
略
）

　
右
之
者
、
指
戻
シ
可
申
候
、
尤
無
拠
者
ハ
夫
々
宿
屋
共
よ
り
役
所
江
断
ヲ

申
出
、
聞
置
之
上
指
置
可
申
候
。

　
　
　
　
　
　
　
覚

　
一
、
浦
々
家
業
之
殺
生
幷
魚
鳥
商
売
共
、
堅
無
用
ニ
可
仕
候
、
若
他
所
よ

り
魚
鳥
積
参
候
共
、
堅
入
津
仕
セ
申
可
間
敷
候
、

　
一
、
浦
々
川
口
津
留
申
付
候
、
諸
船
堅
出
船
仕
セ
申
間
敷
候
、
無
拠
義
ニ

而
出
船
致
度
候
ハ
ヽ
、
其
段
役
所
江
申
出
指
図
ヲ
請
可
申
候
、

　
一
、
他
所
船
出
入
之
義
、
売
買
之
船
ニ
候
ハ
ヽ
、
出
入
致
セ
可
申
、
其
外

無
益
之
船
ハ
、
堅
入
津
仕
セ
申
間
敷
候
、

　
右
之
通
、
浦
々
江
申
渡
、
所
々
仮
番
為
仕
火
之
元
等
入
念
諸
事
相
慎
候

様
可
申
渡
候
旨
、
縫
殿
江
申
達
候
処
、
申
出
候
趣
尤
之
由
御
申
被
成
候
ニ

付
、
支
配
方
江
申
渡
候
間
、
聞
置
候
様
渡
辺
右
記
申
聞
候
事
、

　
　
　（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
覚

　
一
、
郷
中
万
々
静
ニ
相
慎
百
姓
共
騒
敷
仕
間
敷
候
、
尤
郷
侍
ハ
高
松
江
参

候
共
逗
留
不
仕
早
速
罷
帰
り
、
所
々
火
之
元
等
入
念
可
申
付
候
、
支

配
之
代
官
ハ
尚
以
諸
事
気
ヲ
付
可
被
申
候
、

　
一
、
家
普
請
鳴
物
等
迄
、
急
度
御
停
止
ニ
候
、

　
一
、
郷
中
井
川
之
普
請
共
、
御
停
止
ニ
候
、

　
一
、
山
分
猟
師
幷
諸
殺
生
停
止
被
仰
付
候
ニ
付
、
郷
中
入
念
申
渡
候
、

　
　
　（
中
略
）

　
右
之
通
、
可
申
渡
哉
之
由
、
山
崎
藤
十
郎
申
出
候
ニ
付
、
其
段
縫
殿
殿
江

申
達
、
右
之
趣
申
渡
候
様
ニ
と
、
藤
十
郎
江
申
聞
候
事
。
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出
候
事
、（
傍
線
筆
者
）

　
右
之
趣
、
御
料
私
領
寺
社
領
と
も
、
不
洩
様
可
被
相
触
候
事
。

　
　
　
　（
文
政
十
三
年
）
閏
三
月

　
こ
の
よ
う
に
高
松
藩
で
は
、
人
命
や
財
産
を
一
瞬
に
し
て
奪
う
火
災
は
藩

に
と
っ
て
も
大
き
な
社
会
的
経
済
的
な
損
失
と
な
り
、
藩
政
の
円
滑
な
運
営

に
大
幅
な
停
滞
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
あ
っ
た
の
で
、
最
も
避
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
政
治
マ
タ
ー
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
火
災
は
中
世
以
来
の
失
火
穢
の

伝
統
を
受
け
継
い
で
い
た
の
で
、
火
災
の
原
因
と
な
る
火
の
取
り
扱
い
に
つ

い
て
は
、
常
日
頃
か
ら
日
常
レ
ベ
ル
の
き
め
細
か
な
規
定
を
定
め
る
な
ど
し

て
、
火
の
用
心
に
努
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

三

　殺
生
禁
断
・
魚
鳥
売
買
停
止
令

　　
殺
生
禁
断
の
形
態
に
は
、
個
人
的
な
も
の
（
延
命
祈
願
、
服
喪
、
追
善
・

作
善
）
と
国
家
的
な
も
の
の
二
つ
が
あ
り
、
国
家
的
な
も
の
に
は
、
国
家
祈

祷
に
付
随
す
る
殺
生
禁
断
や
放
生
の
際
に
出
さ
れ
る
殺
生
禁
断
令
、
寺
辺
殺

生
禁
断
（
荘
園
・
洛
中
殺
生
禁
断
、
山
林
伐
採
禁
止
）、
六
斎
日
殺
生
禁
断

（
十
斎
日
・
斎
月
・
彼
岸
の
殺
生
禁
断
）
な
ど
が
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
国

家
祈
祷
や
放
生
の
際
に
出
さ
れ
た
殺
生
禁
断
令
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
天
武

五
年
（
六
七
六
）
に
旱
魃
・
飢
饉
に
対
処
し
て
朝
廷
が
大
赦
と
諸
国
放
生
を

実
施
し
た
の
を
初
例
と
し
て
、
文
武
元
年
（
六
九
七
）
か
ら
は
毎
年
諸
国
に

お
い
て
放
生
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
、
除
災
招
福
を
目
的
と
し
た
呪
術
的
祈
祷

手
段
で
あ
る
放
生
が
全
国
的
に
広
ま
り
毎
年
の
恒
例
行
事
と
な
っ
た
。
ま

た
、
天
平
九
年
（
七
三
三
）
に
は
旱
魃
に
対
処
し
て
断
屠
令
・
禁
酒
令
や
遺

骸
埋
葬
・
赦
・
賑
給
が
命
じ
ら
れ
、
最
初
の
殺
生
禁
断
令
が
六
斎
日
殺
生
禁

断
令
と
し
て
発
布
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
最
初
は
放
生
令
・
断
屠
令
か

ら
六
斎
日
殺
生
禁
断
令
を
経
て
、
最
終
的
に
殺
生
禁
断
令
と
い
う
形
態
に
発

展
改
訂
さ
れ
て
い
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
殺
生
禁
断
は
も
と
も
と
祈
祷
・
祭

祀
空
間
の
清
浄
確
保
を
目
的
と
し
て
い
た
が
、
や
が
て
山
林
伐
採
の
禁
止
な

ど
を
取
り
込
ん
で
山
野
河
海
の
領
域
的
支
配
権
拡
大
の
梃
子
に
し
て
い
っ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
、
謡
曲
『
鵜
飼
』
の
一
節
に
は
「
こ
の
石
和
川
と
申
す
は
、

上
下
三
里
か
間
は
か
た
か
た
殺
生
禁
断
の
所
な
り
」
と
あ
り
、
殺
生
禁
断
の

範
囲
が
「
上
下
三
里
」
と
具
体
的
に
示
さ
れ
て
お
り
、「
上
下
三
里
」
の
範

囲
が
神
仏
の
霊
力
が
支
配
す
る
聖
域
だ
と
い
う
認
識
が
当
時
の
人
々
に
あ
っ

た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
（
２８１
）。

　
高
松
藩
で
は
、
将
軍
が
薧
去
し
た
際
に
は
諸
殺
生
停
止
令
と
魚
鳥
売
買
停

止
令
が
一
緒
に
出
さ
れ
て
お
り
、
享
保
二
十
年
（
一
七
三
五
）
十
月
の
三
代

藩
主
松
平
頼
豊
逝
去
の
際
に
も
、
同
様
に
諸
殺
生
停
止
令
と
魚
鳥
売
買
停
止

令
が
出
さ
れ
て
い
る
（
１１４
）。
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十
月
廿
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
谷
次
郎
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
渡
辺

　
　
右
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
湯
殿
長
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
崎

　
藤
十
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
村

　
弥
平
太

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
安
冨

　
又
次
郎

　
一
、
大
殿
（
頼
豊
）
様
御
気
色
不
被
為
叶
御
養
生
、
去
ル
廿
日
酉
中
刻
御

逝
去
被
遊
候
由
、
今
日
御
到
来
在
之
候
間
、
火
之
元
等
入
念
諸
事

穏
便
ニ
仕
可
罷
在
候
、
尤
諸
殺
生
令
禁
止
津
留
可
申
付
候
、
此
段
支

配
々
江
申
渡
候
事
。（
傍
線
筆
者
、
以
下
同
じ
）

　
　

　
　
　
　
　
　
十
月
廿
八
日

　
一
、
魚
棚
ハ
見
世
ヲ
も
打
セ
、
魚
商
売
堅
停
止
之
事
、

　
一
、
町
中
見
世
ハ
打
セ
申
間
敷
候
、
商
売
ハ
密
々
可
仕
候
事
、

　
一
、
諸
殺
生
堅
停
止
之
事
、

　
　
　（
中
略
）

　
右
之
者
、
指
戻
シ
可
申
候
、
尤
無
拠
者
ハ
夫
々
宿
屋
共
よ
り
役
所
江
断
ヲ

申
出
、
聞
置
之
上
指
置
可
申
候
。

　
　
　
　
　
　
　
覚

　
一
、
浦
々
家
業
之
殺
生
幷
魚
鳥
商
売
共
、
堅
無
用
ニ
可
仕
候
、
若
他
所
よ

り
魚
鳥
積
参
候
共
、
堅
入
津
仕
セ
申
可
間
敷
候
、

　
一
、
浦
々
川
口
津
留
申
付
候
、
諸
船
堅
出
船
仕
セ
申
間
敷
候
、
無
拠
義
ニ

而
出
船
致
度
候
ハ
ヽ
、
其
段
役
所
江
申
出
指
図
ヲ
請
可
申
候
、

　
一
、
他
所
船
出
入
之
義
、
売
買
之
船
ニ
候
ハ
ヽ
、
出
入
致
セ
可
申
、
其
外

無
益
之
船
ハ
、
堅
入
津
仕
セ
申
間
敷
候
、

　
右
之
通
、
浦
々
江
申
渡
、
所
々
仮
番
為
仕
火
之
元
等
入
念
諸
事
相
慎
候

様
可
申
渡
候
旨
、
縫
殿
江
申
達
候
処
、
申
出
候
趣
尤
之
由
御
申
被
成
候
ニ

付
、
支
配
方
江
申
渡
候
間
、
聞
置
候
様
渡
辺
右
記
申
聞
候
事
、

　
　
　（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
覚

　
一
、
郷
中
万
々
静
ニ
相
慎
百
姓
共
騒
敷
仕
間
敷
候
、
尤
郷
侍
ハ
高
松
江
参

候
共
逗
留
不
仕
早
速
罷
帰
り
、
所
々
火
之
元
等
入
念
可
申
付
候
、
支

配
之
代
官
ハ
尚
以
諸
事
気
ヲ
付
可
被
申
候
、

　
一
、
家
普
請
鳴
物
等
迄
、
急
度
御
停
止
ニ
候
、

　
一
、
郷
中
井
川
之
普
請
共
、
御
停
止
ニ
候
、

　
一
、
山
分
猟
師
幷
諸
殺
生
停
止
被
仰
付
候
ニ
付
、
郷
中
入
念
申
渡
候
、

　
　
　（
中
略
）

　
右
之
通
、
可
申
渡
哉
之
由
、
山
崎
藤
十
郎
申
出
候
ニ
付
、
其
段
縫
殿
殿
江

申
達
、
右
之
趣
申
渡
候
様
ニ
と
、
藤
十
郎
江
申
聞
候
事
。

　
　
　

－79－



四

　禁
字
令
・
同
名
禁
止
令

　
高
松
藩
で
最
初
の
禁
字
令
は
、
三
代
藩
主
松
平
頼
豊
時
代
に
出
さ
れ
た
享

保
二
年
（
一
七
一
七
）
正
月
十
一
日
付
け
の
「
一
、
源
と
申
文
字
、
向
後
人

之
名
ニ
付
申
間
敷
候
旨
、
被
仰
出
候
間
、
堅
相
守
可
申
候
」
と
い
う
御
触
で

あ
っ
た
（
１５７
）。
ま
た
、
五
代
藩
主
松
平
頼
恭
時
代
の
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）

八
月
に
は
、
歴
代
藩
主
の
謚
号
文
字
に
関
す
る
禁
字
令
が
出
さ
れ
る
な

ど
（
１６０
）、
藩
主
家
関
係
者
の
誕
生
か
ら
幾
度
か
の
名
乗
の
変
遷
を
経
て
死
後

の
謚
号
に
至
る
ま
で
の
一
連
の
禁
字
シ
ス
テ
ム
が
形
成
さ
れ
て
い
く
過
程
を

読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
七
代
藩
主
松
平
頼
起
時
代
の
天
明
六
丑

年
（
一
七
八
六
）
十
二
月
五
日
に
は
、
歴
代
藩
主
の
名
乗
と
法
名
に
関
す
る

禁
字
令
が
領
内
各
寺
社
に
触
れ
ら
れ
る
な
ど
（
１６２
）、
高
松
藩
に
お
け
る
禁
字

シ
ス
テ
ム
が
完
成
し
、
生
死
の
世
界
を
越
え
て
藩
主
家
が
領
国
を
継
続
的
に

支
配
し
て
い
く
体
制
が
出
来
上
が
っ
て
い
く
社
会
状
況
の
変
化
を
窺
い
知
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
背
景
に
は
、
十
七
世
紀
後
半
か
ら
全
国
的
に
実
施
さ
れ
た
宗
門
人
別

帳
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
民
衆
の
名
前
が
文
字
で
把
握
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
、
領
民
各
層
に
お
け
る
「
家
」
の
成
立
や
家
族
親
族
意
識
が
醸
成
さ

れ
た
こ
と
、
服
忌
令
の
制
定
に
よ
る
社
会
秩
序
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
、
藩
政

組
識
の
整
備
な
ど
を
通
じ
て
藩
体
制
が
確
立
し
た
こ
と
な
ど
が
連
動
し
て
進

む
と
い
う
社
会
全
体
の
構
造
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
社
会
状
況
の
変
化
を
前
提
に
し
て
、
高
松
藩
の
禁
字
政
策
は
、

も
と
も
と
社
会
習
俗
と
し
て
存
在
し
て
い
た
実
名
敬
避
の
慣
行
を
、
新
た
に

近
世
的
で
体
系
的
な
禁
字
シ
ス
テ
ム
と
し
て
法
制
化
し
て
い
く
こ
と
で
、
藩

主
権
威
の
高
揚
と
領
国
支
配
の
正
当
性
を
獲
得
す
る
と
と
も
に
、
藩
主
家
を

中
心
と
し
た
身
分
秩
序
の
中
に
家
中
・
領
民
を
取
り
込
ん
で
幕
藩
制
的
社
会

秩
序
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
藩
政
当
局
の
政
策
意
図
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

　
主
従
関
係
は
も
と
も
と
属
人
的
で
個
別
的
結
合
関
係
で
あ
っ
た
が
、
幕
藩

制
下
に
お
い
て
は
主
家
と
従
家
と
の
継
続
的
な
関
係
に
転
化
し
て
、
家
臣
は

主
君
の
「
御
家
」
に
対
す
る
忠
誠
と
奉
公
が
求
め
ら
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ

の
過
程
で
、
苗
字
は
家
の
格
式
を
表
示
す
る
よ
う
に
な
り
、
名
前
の
ほ
う
も

同
じ
よ
う
に
序
列
化
が
進
ん
で
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
２８２
）。

　
幕
府
と
藩
と
の
間
で
禁
字
の
取
り
扱
い
つ
い
て
、
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）

六
月
に
幕
府
は
、
九
代
将
軍
徳
川
家
重
の
子
で
、
の
ち
十
代
将
軍
と
な
る
家

治
の
誕
生
に
際
し
て
「
一
、
此
度

　
御
誕
生
之

　
若
君
様
御
儀

　
竹
千
代
様

と
奉
唱
候
間
、
竹
之
字
附
候
名
相
改
可
申
候
、
尤
姓
名
は
不
及
改
候
」（『
御

触
書
寛
保
集
成
』）
と
い
う
御
触
を
全
国
に
向
け
て
発
し
て
お
り
、
高
松
藩

で
も
こ
れ
を
受
け
て
同
年
十
一
月
廿
七
日
に
は
、
ほ
ぼ
同
様
の
趣
旨
の
文
面

で
次
の
よ
う
な
御
触
が
領
内
に
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
２８３
）。
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十
一
月
朔
日

　
一
、
浦
々
之
者
共
、
身
過
之
殺
生
廿
七
日
よ
り
相
止
さ
セ
候
得
共
、
今
日

よ
り
御
免
被
遊
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鵜
殿
長
左
衛
門

　
一
、
魚
鳥
之
商
売

　
　
一
、
家
職
之
殺
生

　
　
一
、
桶
師

　

　
一
、
鍛
冶

　
　
　
一
、
檜
物
師

　
　
　
一
、
綿
打

　
右
、
同
段
之
事
、

　
右
之
通
、
支
配
所
江
可
申
渡
旨
、
今
日
於
御
城
ニ
、
杉
野
治
郎
右
衛
門
列

座
ニ
而
、
縫
殿
殿
申
渡
候
事
。

　
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
七
月
十
八
日
の
高
松
藩
五
代
藩
主
松
平
頼
恭
逝

去
時
に
も
次
の
よ
う
な
御
触
が
出
さ
れ
て
い
る
（
１１５
）。

　
殿
様
御
逝
去
ニ
而
諸
殺
生
令
禁
止
津
留
可
被
申
附
（
傍
線
筆
者
）

　
一
、
山
分
猟
師
諸
殺
生
停
止
之
事
、

　
　
　
　（
中
略
）

　
右
之
通
、
御
触
在
之
端
々
迄
入
念
御
申
渡
可
被
成
候
、
尤
寺
社
江
茂
前
々

之
通
村
方
よ
り
御
申
達
可
被
成
候
。

　
　
　
　
七
月
廿
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
冨
岡
小
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
方
甚
五
右
衛
門

　
　
尚
々
今
日
寄
合
相
延
申
候
也
。

　
こ
の
よ
う
に
高
松
藩
で
は
、
高
松
藩
主
が
逝
去
し
た
場
合
、
将
軍
が
薧
去

し
た
際
と
同
じ
よ
う
に
諸
殺
生
停
止
令
と
魚
鳥
売
買
停
止
令
が
一
緒
に
出
さ

れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
津
留
が
セ
ッ
ト
で
出
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
大
き
な

特
徴
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
魚
鳥
商
売
停
止
令
の
ほ
う
は
、
三
代
藩
主
松
平
頼

豊
逝
去
の
時
よ
り
後
は
出
さ
れ
て
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
、
領
民
の

家
業
に
直
接
長
期
間
の
規
制
を
か
け
る
と
藩
社
会
の
生
活
や
経
済
活
動
に
支

障
が
生
じ
る
の
で
、
規
制
を
緩
和
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

　
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
に
は
将
軍
家
及
び
高
松
藩
関
係
者
の
御
精
進
日
・

御
正
忌
・
御
命
日
な
ど
特
定
の
日
に
つ
い
て
、「
一
、
諸
殺
生
、
堅
仕
間
敷

候
事
」
と
諸
殺
生
が
禁
止
さ
れ
る
と
と
も
に
、
五
代
将
軍
徳
川
綱
吉
の
「
殺

生
之
御
政
道
」（
生
類
憐
み
の
令
）
の
趣
旨
に
沿
っ
て
、
家
中
に
対
し
て
郷

中
で
の
殺
生
を
遠
慮
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
（『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』

上
巻
）。

　
殺
生
禁
断
令
と
魚
鳥
売
買
停
止
令
は
、
将
軍
や
藩
主
が
亡
く
な
っ
た
時
に

発
令
さ
れ
、
支
配
領
域
内
に
お
け
る
殺
生
を
禁
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
清
浄

な
環
境
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
領
主
権
威
と
領
域
支
配
権
の
再
確
認
を
行

う
な
ど
の
政
治
的
な
効
果
が
あ
っ
た
。
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四

　禁
字
令
・
同
名
禁
止
令

　
高
松
藩
で
最
初
の
禁
字
令
は
、
三
代
藩
主
松
平
頼
豊
時
代
に
出
さ
れ
た
享

保
二
年
（
一
七
一
七
）
正
月
十
一
日
付
け
の
「
一
、
源
と
申
文
字
、
向
後
人

之
名
ニ
付
申
間
敷
候
旨
、
被
仰
出
候
間
、
堅
相
守
可
申
候
」
と
い
う
御
触
で

あ
っ
た
（
１５７
）。
ま
た
、
五
代
藩
主
松
平
頼
恭
時
代
の
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）

八
月
に
は
、
歴
代
藩
主
の
謚
号
文
字
に
関
す
る
禁
字
令
が
出
さ
れ
る
な

ど
（
１６０
）、
藩
主
家
関
係
者
の
誕
生
か
ら
幾
度
か
の
名
乗
の
変
遷
を
経
て
死
後

の
謚
号
に
至
る
ま
で
の
一
連
の
禁
字
シ
ス
テ
ム
が
形
成
さ
れ
て
い
く
過
程
を

読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
七
代
藩
主
松
平
頼
起
時
代
の
天
明
六
丑

年
（
一
七
八
六
）
十
二
月
五
日
に
は
、
歴
代
藩
主
の
名
乗
と
法
名
に
関
す
る

禁
字
令
が
領
内
各
寺
社
に
触
れ
ら
れ
る
な
ど
（
１６２
）、
高
松
藩
に
お
け
る
禁
字

シ
ス
テ
ム
が
完
成
し
、
生
死
の
世
界
を
越
え
て
藩
主
家
が
領
国
を
継
続
的
に

支
配
し
て
い
く
体
制
が
出
来
上
が
っ
て
い
く
社
会
状
況
の
変
化
を
窺
い
知
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
背
景
に
は
、
十
七
世
紀
後
半
か
ら
全
国
的
に
実
施
さ
れ
た
宗
門
人
別

帳
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
民
衆
の
名
前
が
文
字
で
把
握
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
、
領
民
各
層
に
お
け
る
「
家
」
の
成
立
や
家
族
親
族
意
識
が
醸
成
さ

れ
た
こ
と
、
服
忌
令
の
制
定
に
よ
る
社
会
秩
序
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
、
藩
政

組
識
の
整
備
な
ど
を
通
じ
て
藩
体
制
が
確
立
し
た
こ
と
な
ど
が
連
動
し
て
進

む
と
い
う
社
会
全
体
の
構
造
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
社
会
状
況
の
変
化
を
前
提
に
し
て
、
高
松
藩
の
禁
字
政
策
は
、

も
と
も
と
社
会
習
俗
と
し
て
存
在
し
て
い
た
実
名
敬
避
の
慣
行
を
、
新
た
に

近
世
的
で
体
系
的
な
禁
字
シ
ス
テ
ム
と
し
て
法
制
化
し
て
い
く
こ
と
で
、
藩

主
権
威
の
高
揚
と
領
国
支
配
の
正
当
性
を
獲
得
す
る
と
と
も
に
、
藩
主
家
を

中
心
と
し
た
身
分
秩
序
の
中
に
家
中
・
領
民
を
取
り
込
ん
で
幕
藩
制
的
社
会

秩
序
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
藩
政
当
局
の
政
策
意
図
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

　
主
従
関
係
は
も
と
も
と
属
人
的
で
個
別
的
結
合
関
係
で
あ
っ
た
が
、
幕
藩

制
下
に
お
い
て
は
主
家
と
従
家
と
の
継
続
的
な
関
係
に
転
化
し
て
、
家
臣
は

主
君
の
「
御
家
」
に
対
す
る
忠
誠
と
奉
公
が
求
め
ら
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ

の
過
程
で
、
苗
字
は
家
の
格
式
を
表
示
す
る
よ
う
に
な
り
、
名
前
の
ほ
う
も

同
じ
よ
う
に
序
列
化
が
進
ん
で
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
２８２
）。

　
幕
府
と
藩
と
の
間
で
禁
字
の
取
り
扱
い
つ
い
て
、
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）

六
月
に
幕
府
は
、
九
代
将
軍
徳
川
家
重
の
子
で
、
の
ち
十
代
将
軍
と
な
る
家

治
の
誕
生
に
際
し
て
「
一
、
此
度

　
御
誕
生
之

　
若
君
様
御
儀

　
竹
千
代
様

と
奉
唱
候
間
、
竹
之
字
附
候
名
相
改
可
申
候
、
尤
姓
名
は
不
及
改
候
」（『
御

触
書
寛
保
集
成
』）
と
い
う
御
触
を
全
国
に
向
け
て
発
し
て
お
り
、
高
松
藩

で
も
こ
れ
を
受
け
て
同
年
十
一
月
廿
七
日
に
は
、
ほ
ぼ
同
様
の
趣
旨
の
文
面

で
次
の
よ
う
な
御
触
が
領
内
に
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
２８３
）。
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使
っ
た
穏
便
触
が
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
翌
廿
八
日
付
け
の
覚
で
は
さ
ら

に「
一
、
東
西
塩
屋
方
手
代
共
、
随
分
諸
事
静
ニ
火
之
元
等
入
念
相
慎
候
様
、

可
申
付
旨
申
渡
候
」（
傍
線
筆
者
）
と
触
れ
ら
れ
、
ま
ず
包
括
的
に
普
段
よ

り
自
粛
し
て
「
諸
事
静
」
で
あ
る
こ
と
を
要
請
し
、
特
に
火
之
元
等
入
念
に

つ
い
て
は
お
互
い
に
「
相
慎
」
む
よ
う
具
体
的
な
行
動
規
制
を
指
示
し
て
い

る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
（
１１４
）。

　
と
こ
ろ
が
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
七
月
廿
九
日
付
け
の
五
代
藩
主
松
平

頼
恭
逝
去
の
御
触
で
は
、「
殿
様
御
逝
去
ニ
而
諸
殺
生
令
禁
止
津
留
可
被
申

附
（
中
略
）
一
、
御
中
陰
之
内
諸
事
相
慎
遊
興
ケ
間
敷
儀
ハ
勿
論
諸
事
穏
便

可
仕
候
」（
傍
線
筆
者
）（『
高
松
藩
諸
達
留
』）
と
な
り
、
ま
ず
包
括
的
に
「
諸

事
相
慎
」
む
よ
う
命
じ
て
、
次
に
「
諸
事
穏
便
」
の
具
体
例
と
し
て
遊
興
行

動
を
取
り
上
げ
て
特
に
自
粛
す
る
よ
う
促
し
て
い
る
（
１１５
）。
し
か
し
、
こ
れ

を
境
と
し
て
、
将
軍
家
・
藩
主
家
関
係
者
の
葬
送
儀
礼
や
追
悼
儀
礼
に
際
し

て
出
さ
れ
る
御
触
の
内
容
は
、
こ
れ
以
降
、
ほ
と
ん
ど
が
「
諸
事
相
慎
」
あ

る
い
は
「
火
之
元
入
念
、
遊
興
之
義
ハ
相
慎
」
と
い
う
表
現
と
な
り
、
穏
便

令
と
相
慎
令
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
自
発
的
自
粛
行
為
を
前
提

と
し
た
「
穏
便
」
要
請
と
は
違
い
、
半
ば
強
制
力
を
持
っ
た
「
相
慎
」
命
令

へ
と
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
背
後
に
は
、
高
松
藩
に
お
け
る

藩
主
権
威
の
高
ま
り
と
藩
体
制
の
確
立
を
通
じ
て
、
高
松
松
平
家
を
中
心
と

し
た
領
国
支
配
と
幕
藩
制
的
社
会
秩
序
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
社
会
構

造
の
質
的
変
化
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
方
、
遠
慮
令
に
つ
い
て
は
、
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
十
一
月
三
日

付
け
の
御
触
で
「
一
、
御
家
中
若
キ
衆
中
、
吹
筒
指
竿
ヲ
持
参
致
、
郷
中
江

罷
出
、
殺
生
被
致
候
衆
中
数
多
在
之
様
ニ
相
聞
江
、
今
程
ハ
江
戸
ニ
而
も
殺

生
之
御
政
道
も
御
座
有
ル
義
ニ
候
間
、
被
致
遠
慮
可
然
之
由
、
御
触
在
之
候

事
」（
傍
線
筆
者
）
と
あ
り
（
２８６
）、
五
代
将
軍
徳
川
綱
吉
の
生
類
憐
み
の
令
が

出
さ
れ
た
の
に
伴
い
、
若
い
家
臣
が
郷
中
へ
行
っ
て
殺
生
す
る
こ
と
は
御
政

道
に
反
す
る
行
為
と
な
る
の
で
「
遠
慮
」
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
ま
た
、

寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
十
一
月
廿
九
日
付
け
の
御
触
で
は
、
江
戸
目
黒
屋

敷
の
火
災
の
た
め
に
藩
主
自
ら
が
「
遠
慮
」
し
て
行
動
を
差
し
控
え
る
と
と

も
に
、
家
臣
に
も
「
諸
事
相
慎
」
み
、
特
に
火
之
元
を
入
念
に
す
る
よ
う
命

じ
る
な
ど
（
１７０
）、
高
松
松
平
家
の
幕
政
内
に
お
け
る
政
治
的
立
場
や
御
家
の

対
社
会
的
な
対
面
を
保
つ
た
め
に
、
遠
慮
と
い
う
態
度
を
対
外
的
に
貫
き
、

通
常
の
行
動
を
差
し
控
え
る
こ
と
で
既
存
の
社
会
的
関
係
や
秩
序
を
維
持
継

続
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
た
だ
、
領
民
に
対
し
て
は
、
文
化

四
年
（
一
八
○
七
）、
同
五
年
の
藩
主
家
関
係
者
の
死
に
際
し
て
城
下
東
浜

の
町
人
に
「
今
日
中
普
請
鳴
物
高
声
可
被
致
遠
慮
候
」（『
高
松
藩
東
浜
記

録
』）
と
命
じ
る
な
ど
、
表
向
き
は
「
遠
慮
」
と
い
う
自
発
性
に
基
づ
い
た

形
を
と
っ
て
い
る
が
、
実
際
は
強
制
力
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
受
け
取
ら
れ

て
い
た
と
想
像
さ
れ
、
遠
慮
令
に
は
本
来
そ
の
よ
う
な
二
面
性
が
あ
っ
た
と
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此
度
於
西
御
丸
、
若
君
（
竹
千
代
）
様
御
誕
生
、
御
家
中
之
面
々
末
々
ニ

至
迄
、
竹
之
字
ハ
勿
論
武
之
字
ニ
而
も
た
け
ト
唱
候
ハ
ヽ
、
名
ニ
付
ケ
候

義
可
致
用
捨
候
。

　
　
　

　
こ
の
よ
う
に
将
軍
家
を
頂
点
と
し
た
権
力
の
序
列
化
に
基
づ
く
禁
字
体
系

が
形
成
さ
れ
、
将
軍
家
や
藩
主
家
関
係
者
の
誕
生
か
ら
名
乗
の
際
に
は
禁

字
・
同
名
禁
止
令
が
出
さ
れ
て
改
名
が
強
制
さ
れ
る
な
ど
、
名
前
政
策
を
通

じ
て
領
国
支
配
と
幕
藩
制
的
社
会
秩
序
の
形
成
を
行
っ
て
い
る
様
子
を
窺
う

こ
と
が
で
き
る
。

　
禁
字
法
令
に
は
、
個
別
禁
字
法
令
（
個
別
に
禁
字
を
指
定
す
る
法
令
）
と

一
括
禁
字
法
令
（
幾
つ
も
の
字
を
一
挙
に
ま
と
め
て
禁
ず
る
体
系
的
な
禁
字

法
令
）
の
二
通
り
が
あ
り
、
高
松
藩
の
場
合
、
個
別
禁
字
法
令
の
初
見
は
三

代
藩
主
松
平
頼
豊
時
代
に
出
さ
れ
た
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
正
月
十
一
日

付
け
の
御
触
で
、
一
括
禁
字
法
令
の
初
見
は
五
代
藩
主
松
平
頼
恭
時
代
の
宝

暦
八
年
（
一
七
五
八
）
八
月
付
け
の
御
触
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
高
松
藩
で

は
、
最
初
は
、
名
実
一
体
の
思
想
の
下
で
実
名
（
諱
）
敬
避
や
同
名
敬
避
の

習
俗
を
前
提
と
し
た
禁
字
法
令
が
、
藩
主
家
成
員
な
ど
の
人
生
儀
礼
と
絡
ん

で
個
別
に
関
係
者
に
触
れ
ら
れ
て
い
た
が
、
五
代
藩
主
松
平
頼
恭
時
代
に
な

る
と
、
君
臣
関
係
の
規
律
化
と
藩
体
制
の
確
立
を
図
る
た
め
に
、
従
来
の
よ

う
な
属
人
主
義
的
な
主
従
関
係
に
基
づ
く
実
名
敬
避
習
俗
と
は
異
な
る
、
歴

代
藩
主
と
そ
の
先
祖
の
諱
字
を
中
心
と
し
た
体
系
的
な
禁
字
シ
ス
テ
ム
を
集

大
成
し
て
、
同
時
期
の
服
忌
令
の
整
備
と
相
俟
っ
て
高
松
松
平
家
の
御
家
を

奉
公
の
対
象
と
し
た
新
た
な
社
会
秩
序
を
構
築
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
（
２８４
）。

そ
し
て
七
代
藩
主
松
平
頼
起
時
代
の
天
明
六
丑
年
（
一
七
八
六
）
十
二
月
五

日
に
は
、
歴
代
藩
主
の
名
乗
と
法
名
に
関
す
る
包
括
的
な
禁
字
令
が
領
内
に

触
れ
ら
れ
、
高
松
藩
に
お
け
る
禁
字
シ
ス
テ
ム
が
完
成
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
（
１６２
）。

五

　そ
の
他
の
穏
便
・
遠
慮
令

　
慶
安
五
年
（
一
六
五
二
）
九
月
十
八
日
付
け
の
高
松
藩
の
法
令
に
は
、
死

者
が
あ
っ
た
場
合
の
家
臣
が
取
る
べ
き
態
度
に
つ
い
て
「
一
、
客
来
或
ハ
死

者
在
之
節
、
番
所
之
面
々
慇
懃
ニ
い
た
し
、
尤
噺
高
声
堅
停
止
之
」（
傍
線

筆
者
）
と
あ
り
、
普
段
と
は
違
っ
た
特
別
な
対
応
の
仕
方
を
と
る
よ
う
命

じ
て
お
り
（
２８５
）、
当
時
か
ら
死
者
に
対
す
る
振
る
舞
い
や
心
得
に
つ
い
て
は
、

特
に
神
妙
に
し
て
丁
重
に
行
う
よ
う
決
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ

れ
が
享
保
二
十
年
（
一
七
三
五
）
十
月
廿
七
日
付
け
の
三
代
藩
主
松
平
頼

豊
逝
去
の
際
に
は
、「
一
、
大
殿
様
御
気
色
不
被
為
叶
御
養
生
、
去
ル
廿
日

酉
中
刻
御
逝
去
被
遊
候
由
、
今
日
御
至
来
在
之
候
間
、
火
之
元
等
入
念
諸

事
穏
使
（
便
か
）
ニ
仕
可
罷
在
候
、
尤
諸
殺
生
令
禁
止
津
留
可
申
付
候
、
此

段
支
配
々
江
申
渡
候
事
」
と
い
う
よ
う
に
、「
諸
事
穏
便
」
と
い
う
言
葉
を
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使
っ
た
穏
便
触
が
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
翌
廿
八
日
付
け
の
覚
で
は
さ
ら

に「
一
、
東
西
塩
屋
方
手
代
共
、
随
分
諸
事
静
ニ
火
之
元
等
入
念
相
慎
候
様
、

可
申
付
旨
申
渡
候
」（
傍
線
筆
者
）
と
触
れ
ら
れ
、
ま
ず
包
括
的
に
普
段
よ

り
自
粛
し
て
「
諸
事
静
」
で
あ
る
こ
と
を
要
請
し
、
特
に
火
之
元
等
入
念
に

つ
い
て
は
お
互
い
に
「
相
慎
」
む
よ
う
具
体
的
な
行
動
規
制
を
指
示
し
て
い

る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
（
１１４
）。

　
と
こ
ろ
が
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
七
月
廿
九
日
付
け
の
五
代
藩
主
松
平

頼
恭
逝
去
の
御
触
で
は
、「
殿
様
御
逝
去
ニ
而
諸
殺
生
令
禁
止
津
留
可
被
申

附
（
中
略
）
一
、
御
中
陰
之
内
諸
事
相
慎
遊
興
ケ
間
敷
儀
ハ
勿
論
諸
事
穏
便

可
仕
候
」（
傍
線
筆
者
）（『
高
松
藩
諸
達
留
』）
と
な
り
、
ま
ず
包
括
的
に
「
諸

事
相
慎
」
む
よ
う
命
じ
て
、
次
に
「
諸
事
穏
便
」
の
具
体
例
と
し
て
遊
興
行

動
を
取
り
上
げ
て
特
に
自
粛
す
る
よ
う
促
し
て
い
る
（
１１５
）。
し
か
し
、
こ
れ

を
境
と
し
て
、
将
軍
家
・
藩
主
家
関
係
者
の
葬
送
儀
礼
や
追
悼
儀
礼
に
際
し

て
出
さ
れ
る
御
触
の
内
容
は
、
こ
れ
以
降
、
ほ
と
ん
ど
が
「
諸
事
相
慎
」
あ

る
い
は
「
火
之
元
入
念
、
遊
興
之
義
ハ
相
慎
」
と
い
う
表
現
と
な
り
、
穏
便

令
と
相
慎
令
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
自
発
的
自
粛
行
為
を
前
提

と
し
た
「
穏
便
」
要
請
と
は
違
い
、
半
ば
強
制
力
を
持
っ
た
「
相
慎
」
命
令

へ
と
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
背
後
に
は
、
高
松
藩
に
お
け
る

藩
主
権
威
の
高
ま
り
と
藩
体
制
の
確
立
を
通
じ
て
、
高
松
松
平
家
を
中
心
と

し
た
領
国
支
配
と
幕
藩
制
的
社
会
秩
序
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
社
会
構

造
の
質
的
変
化
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
方
、
遠
慮
令
に
つ
い
て
は
、
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
十
一
月
三
日

付
け
の
御
触
で
「
一
、
御
家
中
若
キ
衆
中
、
吹
筒
指
竿
ヲ
持
参
致
、
郷
中
江

罷
出
、
殺
生
被
致
候
衆
中
数
多
在
之
様
ニ
相
聞
江
、
今
程
ハ
江
戸
ニ
而
も
殺

生
之
御
政
道
も
御
座
有
ル
義
ニ
候
間
、
被
致
遠
慮
可
然
之
由
、
御
触
在
之
候

事
」（
傍
線
筆
者
）
と
あ
り
（
２８６
）、
五
代
将
軍
徳
川
綱
吉
の
生
類
憐
み
の
令
が

出
さ
れ
た
の
に
伴
い
、
若
い
家
臣
が
郷
中
へ
行
っ
て
殺
生
す
る
こ
と
は
御
政

道
に
反
す
る
行
為
と
な
る
の
で
「
遠
慮
」
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
ま
た
、

寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
十
一
月
廿
九
日
付
け
の
御
触
で
は
、
江
戸
目
黒
屋

敷
の
火
災
の
た
め
に
藩
主
自
ら
が
「
遠
慮
」
し
て
行
動
を
差
し
控
え
る
と
と

も
に
、
家
臣
に
も
「
諸
事
相
慎
」
み
、
特
に
火
之
元
を
入
念
に
す
る
よ
う
命

じ
る
な
ど
（
１７０
）、
高
松
松
平
家
の
幕
政
内
に
お
け
る
政
治
的
立
場
や
御
家
の

対
社
会
的
な
対
面
を
保
つ
た
め
に
、
遠
慮
と
い
う
態
度
を
対
外
的
に
貫
き
、

通
常
の
行
動
を
差
し
控
え
る
こ
と
で
既
存
の
社
会
的
関
係
や
秩
序
を
維
持
継

続
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
た
だ
、
領
民
に
対
し
て
は
、
文
化

四
年
（
一
八
○
七
）、
同
五
年
の
藩
主
家
関
係
者
の
死
に
際
し
て
城
下
東
浜

の
町
人
に
「
今
日
中
普
請
鳴
物
高
声
可
被
致
遠
慮
候
」（『
高
松
藩
東
浜
記

録
』）
と
命
じ
る
な
ど
、
表
向
き
は
「
遠
慮
」
と
い
う
自
発
性
に
基
づ
い
た

形
を
と
っ
て
い
る
が
、
実
際
は
強
制
力
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
受
け
取
ら
れ

て
い
た
と
想
像
さ
れ
、
遠
慮
令
に
は
本
来
そ
の
よ
う
な
二
面
性
が
あ
っ
た
と
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去
の
際
の
服
忌
規
制
は
、
概
ね
こ
の
先
例
に
よ
っ
て
い
る
。

　
高
松
藩
に
お
け
る
服
忌
に
関
わ
る
停
止
令
の
種
類
と
組
み
合
わ
せ
の
パ

タ
ー
ン
は
、
被
葬
者
の
身
分
・
格
式
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
っ
た
。
ま
ず
将
軍

の
場
合
に
は
、
普
請
・
鳴
物
・
高
声
等
停
止
、
郷
中
諸
殺
生
・
魚
鳥
売
買
停

止
、
川
普
請
相
止
＋
諸
事
相
慎
、
火
ノ
元
別
而
入
念
と
な
っ
て
お
り
、
天
皇

の
場
合
は
、
七
日
間
の
普
請
・
鳴
物
等
惣
而
高
声
等
停
止
＋
諸
事
相
慎
、
火

元
入
念
、
郷
中
井
川
普
請
穏
便
、
三
日
間
の
仕
掛
之
普
請
相
止
と
な
っ
て
い

る
。
藩
主
の
場
合
は
、
諸
殺
生
禁
止
、
津
留
＋
火
之
元
等
入
念
、
諸
事
穏
便

と
い
う
対
応
で
あ
っ
た
も
の
が
、
五
代
藩
主
松
平
頼
恭
逝
去
の
際
に
は
、
諸

殺
生
禁
止
、
津
留
、
家
普
請
・
鳴
物
・
高
声
停
止
、
鋳
師
・
綿
打
・
居
細
工

停
止
、
河
普
請
停
止
＋
諸
事
相
慎
、
遊
興
・
諸
事
穏
便
、
火
元
入
念
と
停
止

項
目
や
慎
み
・
穏
便
規
定
が
一
挙
に
増
え
て
お
り
、
藩
政
の
安
定
と
藩
主

権
威
の
高
ま
り
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
文
政
十
二
年

（
一
八
二
九
）
の
八
代
藩
主
松
平
頼
儀
卒
去
の
際
に
は
、
殺
生
禁
止
＋
火
之

元
入
念
、
諸
事
相
慎
と
簡
略
化
さ
れ
て
お
り
、
領
民
の
生
活
や
経
済
活
動
に

影
響
が
出
る
こ
と
へ
の
配
慮
か
ら
規
制
緩
和
が
行
わ
れ
た
も
の
と
推
定
で
き

る
。

　
高
松
藩
の
鳴
物
停
止
令
で
は
、「
普
請
・
鳴
物
・
高
声
」
の
三
つ
が
セ
ッ

ト
で
規
制
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
但
し
、
こ
れ
に
も
死
者
の

身
分
や
格
式
に
よ
っ
て
、
そ
の
組
合
せ
や
規
制
内
容
に
格
差
が
あ
り
、
将
軍

の
死
の
場
合
に
は
「
普
請
・
鳴
物
等
惣
而
高
声
等
停
止
」、
天
皇
の
死
の
場

合
は
「
普
請
・
鳴
物
等
惣
而
高
声
等
停
止
」、
藩
主
の
死
の
場
合
は
「
家
普
請
・

鳴
物
・
高
声
停
止
」、
藩
主
の
正
室
・
子
・
養
女
の
死
の
場
合
は
「
普
請
・
鳴
物
・

高
声
等
停
止
」、
藩
主
の
側
室
の
死
の
場
合
は
「
鳴
物
・
高
声
等
停
止
、
普

請
等
相
止
」、
両
敬
関
係
者
の
死
の
場
合
に
は
「
鳴
物
・
高
声
等
停
止
、
仕

掛
之
普
請
不
苦
候
」、
家
老
の
死
の
場
合
は
「
歌
舞
其
外
鳴
物
一
切
止
」「
三

日
之
内
普
請
・
鳴
物
・
高
声
等
遠
慮
」
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
共
通
し
て
い

る
の
は
「
鳴
物
・
高
声
」
の
二
つ
は
い
つ
も
セ
ッ
ト
で
規
制
の
対
象
と
な
り
、

「
普
請
」
だ
け
が
死
者
の
身
分
や
格
式
に
よ
っ
て
規
制
内
容
に
差
が
設
け
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
鳴
物
停
止
の
日
数
に
つ
い
て
は
、
将
軍
の
場
合

は
二
十
四
日
間
、
天
皇
の
場
合
は
七
日
間
、
藩
主
の
場
合
は
六
十
日
間
、
藩

主
の
子
の
場
合
は
十
七
日
間
、
藩
主
夫
人
の
場
合
は
十
五
日
間
と
な
っ
て
お

り
、
鳴
物
に
対
す
る
規
制
用
語
も
「
停
止
」・「
無
用
」・「
止
」・「
遠
慮
」
の

四
つ
の
段
階
を
設
け
て
、
死
者
の
身
分
や
家
格
に
応
じ
て
規
制
の
程
度
を
区

分
し
て
用
い
て
い
る
。

　
為
政
者
の
葬
送
儀
礼
の
際
に
出
さ
れ
る
鳴
物
停
止
令
は
、
社
会
秩
序
回
復

の
た
め
に
領
内
の
家
中
及
び
領
民
に
対
し
て
静
謐
と
慎
み
を
命
じ
る
法
令
で

あ
り
、
特
に
城
下
で
は
「
音
」
に
対
す
る
規
制
内
容
が
多
く
含
ま
れ
て
い
て
、

「
音
」
を
支
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
権
力
を
維
持
し
、
政
治
的
権
威
を
高
め

る
と
い
う
近
世
的
特
質
が
高
松
藩
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
家
中
及
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考
え
ら
れ
る
。

終

　章

　近
世
讃
岐
の
藩
政
に
お
け
る
服
忌
令
等
葬
送
儀
礼
関
係
法
令
の
政

治
文
化
史
的
役
割
と
歴
史
的
意
義

　
日
本
の
前
近
代
社
会
に
お
い
て
、
為
政
者
の
死
は
政
権
の
継
続
・
継
承
の

危
機
を
意
味
す
る
と
と
も
に
、
既
存
の
支
配
秩
序
に
混
乱
を
も
た
ら
す
極
め

て
政
治
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
死
を
ど
う
受
け
止
め
て
、
ど
う

対
応
し
て
い
く
か
は
、
後
継
者
に
と
っ
て
最
優
先
す
べ
き
重
要
な
政
治
的
課

題
で
あ
っ
た
。
一
般
に
葬
送
儀
礼
に
は
社
会
構
造
の
再
統
合
機
能
が
あ
り
、

近
世
大
名
家
の
葬
送
儀
礼
や
そ
の
後
に
続
く
長
期
に
わ
た
る
追
悼
記
念
行
事

に
は
、
そ
こ
に
参
加
す
る
家
臣
や
領
民
に
対
す
る
領
国
支
配
の
正
当
性
の
確

保
や
社
会
秩
序
の
再
確
認
な
ど
政
治
的
・
社
会
的
な
機
能
と
役
割
が
あ
っ
た

と
さ
れ
る
。

　
高
松
藩
で
最
初
の
服
忌
関
係
法
令
は
、
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
正
月
の

家
老
彦
坂
織
部
の
死
去
に
際
し
て
城
下
に
出
さ
れ
た
「
歌
舞
其
外
鳴
物
一
切

止
」
と
い
う
御
触
で
あ
る
。
こ
の
初
期
鳴
物
停
止
令
の
特
徴
は
、
歌
舞
が
禁

止
項
目
の
第
一
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
点
に
あ
り
、
前
年
六
月
に
宇
多
津
か
ら

起
こ
っ
た
鹿
島
踊
と
い
う
風
流
踊
の
流
行
を
警
戒
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
高
松
藩
で
は
、
こ
の
よ
う
に
明
暦
期
と
い
う
比
較
的
早
い
時
期
に
藩
独

自
の
鳴
物
停
止
令
を
布
達
す
る
な
ど
、
幕
政
の
文
治
主
義
へ
の
政
策
転
換
と

い
う
政
治
状
況
の
変
化
に
素
早
く
対
応
し
て
い
る
と
い
え
る
。
家
中
に
対

す
る
最
初
の
服
忌
規
制
は
、
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）
十
一
月
三
日
付
の

御
触
で
「
一
、
死
人
在
之
、
葬
礼
場
江
諸
侍
出
間
敷
候
、
忌
掛
り
之
分
ハ
格

別
」
と
し
、
葬
送
儀
礼
の
参
列
者
を
忌
掛
り
者
に
限
定
し
た
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
翌
八
年
四
月
十
六
日
の
條
々
に
は
「
一
、
葬
礼
之
義
、
年
忌
之
仏
事

等
、
成
程
軽
可
被
致
執
行
事
」
と
あ
り
、
初
め
て
葬
送
儀
礼
の
華
美
化
に
対

す
る
統
制
法
令
を
出
す
と
と
も
に
、
二
代
藩
主
頼
常
の
元
禄
期
か
ら
は
将
軍

家
及
び
藩
主
家
の
忌
日
を
領
内
に
周
知
し
て
諸
殺
生
停
止
等
を
命
じ
る
な

ど
、
服
忌
規
制
を
順
次
整
え
て
将
軍
家
及
び
藩
主
家
の
権
威
を
高
め
る
と
と

も
に
、
幕
藩
制
的
秩
序
の
確
立
に
努
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
間
、
幕
府

は
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
に
服
忌
令
を
制
定
し
、
こ
れ
を
「
自
今
天
下
一

統
ニ
用
」
う
べ
き
も
の
と
し
て
全
国
に
公
布
し
た
が
、
高
松
藩
で
は
元
文
五

年
（
一
七
四
○
）
五
月
廿
五
日
付
け
の
御
触
で
、
服
忌
の
開
始
時
期
に
つ
い

て
は
「
定
式
之
通
」
に
従
う
よ
う
申
し
渡
し
て
お
り
、
こ
れ
よ
り
以
前
の
寛

文
七
年
か
ら
元
文
五
年
ま
で
の
間
に
藩
の
服
忌
令
を
定
め
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
藩
主
で
最
初
の
鳴
物
停
止
令
は
、
享
保
二
十
年
（
一
七
三
五
）
十
月

廿
日
の
三
代
藩
主
松
平
頼
豊
逝
去
に
際
し
て
出
さ
れ
、
火
之
元
等
入
念
・
諸

事
穏
便
・
諸
殺
生
禁
止
・
津
留
・
普
請
鳴
物
高
声
之
停
止
な
ど
細
か
な
服
忌

規
制
が
合
計
四
十
五
項
目
に
わ
た
っ
て
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
以
後
、
藩
主
逝

－84－



去
の
際
の
服
忌
規
制
は
、
概
ね
こ
の
先
例
に
よ
っ
て
い
る
。

　
高
松
藩
に
お
け
る
服
忌
に
関
わ
る
停
止
令
の
種
類
と
組
み
合
わ
せ
の
パ

タ
ー
ン
は
、
被
葬
者
の
身
分
・
格
式
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
っ
た
。
ま
ず
将
軍

の
場
合
に
は
、
普
請
・
鳴
物
・
高
声
等
停
止
、
郷
中
諸
殺
生
・
魚
鳥
売
買
停

止
、
川
普
請
相
止
＋
諸
事
相
慎
、
火
ノ
元
別
而
入
念
と
な
っ
て
お
り
、
天
皇

の
場
合
は
、
七
日
間
の
普
請
・
鳴
物
等
惣
而
高
声
等
停
止
＋
諸
事
相
慎
、
火

元
入
念
、
郷
中
井
川
普
請
穏
便
、
三
日
間
の
仕
掛
之
普
請
相
止
と
な
っ
て
い

る
。
藩
主
の
場
合
は
、
諸
殺
生
禁
止
、
津
留
＋
火
之
元
等
入
念
、
諸
事
穏
便

と
い
う
対
応
で
あ
っ
た
も
の
が
、
五
代
藩
主
松
平
頼
恭
逝
去
の
際
に
は
、
諸

殺
生
禁
止
、
津
留
、
家
普
請
・
鳴
物
・
高
声
停
止
、
鋳
師
・
綿
打
・
居
細
工

停
止
、
河
普
請
停
止
＋
諸
事
相
慎
、
遊
興
・
諸
事
穏
便
、
火
元
入
念
と
停
止

項
目
や
慎
み
・
穏
便
規
定
が
一
挙
に
増
え
て
お
り
、
藩
政
の
安
定
と
藩
主

権
威
の
高
ま
り
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
文
政
十
二
年

（
一
八
二
九
）
の
八
代
藩
主
松
平
頼
儀
卒
去
の
際
に
は
、
殺
生
禁
止
＋
火
之

元
入
念
、
諸
事
相
慎
と
簡
略
化
さ
れ
て
お
り
、
領
民
の
生
活
や
経
済
活
動
に

影
響
が
出
る
こ
と
へ
の
配
慮
か
ら
規
制
緩
和
が
行
わ
れ
た
も
の
と
推
定
で
き

る
。

　
高
松
藩
の
鳴
物
停
止
令
で
は
、「
普
請
・
鳴
物
・
高
声
」
の
三
つ
が
セ
ッ

ト
で
規
制
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
但
し
、
こ
れ
に
も
死
者
の

身
分
や
格
式
に
よ
っ
て
、
そ
の
組
合
せ
や
規
制
内
容
に
格
差
が
あ
り
、
将
軍

の
死
の
場
合
に
は
「
普
請
・
鳴
物
等
惣
而
高
声
等
停
止
」、
天
皇
の
死
の
場

合
は
「
普
請
・
鳴
物
等
惣
而
高
声
等
停
止
」、
藩
主
の
死
の
場
合
は
「
家
普
請
・

鳴
物
・
高
声
停
止
」、
藩
主
の
正
室
・
子
・
養
女
の
死
の
場
合
は
「
普
請
・
鳴
物
・

高
声
等
停
止
」、
藩
主
の
側
室
の
死
の
場
合
は
「
鳴
物
・
高
声
等
停
止
、
普

請
等
相
止
」、
両
敬
関
係
者
の
死
の
場
合
に
は
「
鳴
物
・
高
声
等
停
止
、
仕

掛
之
普
請
不
苦
候
」、
家
老
の
死
の
場
合
は
「
歌
舞
其
外
鳴
物
一
切
止
」「
三

日
之
内
普
請
・
鳴
物
・
高
声
等
遠
慮
」
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
共
通
し
て
い

る
の
は
「
鳴
物
・
高
声
」
の
二
つ
は
い
つ
も
セ
ッ
ト
で
規
制
の
対
象
と
な
り
、

「
普
請
」
だ
け
が
死
者
の
身
分
や
格
式
に
よ
っ
て
規
制
内
容
に
差
が
設
け
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
鳴
物
停
止
の
日
数
に
つ
い
て
は
、
将
軍
の
場
合

は
二
十
四
日
間
、
天
皇
の
場
合
は
七
日
間
、
藩
主
の
場
合
は
六
十
日
間
、
藩

主
の
子
の
場
合
は
十
七
日
間
、
藩
主
夫
人
の
場
合
は
十
五
日
間
と
な
っ
て
お

り
、
鳴
物
に
対
す
る
規
制
用
語
も
「
停
止
」・「
無
用
」・「
止
」・「
遠
慮
」
の

四
つ
の
段
階
を
設
け
て
、
死
者
の
身
分
や
家
格
に
応
じ
て
規
制
の
程
度
を
区

分
し
て
用
い
て
い
る
。

　
為
政
者
の
葬
送
儀
礼
の
際
に
出
さ
れ
る
鳴
物
停
止
令
は
、
社
会
秩
序
回
復

の
た
め
に
領
内
の
家
中
及
び
領
民
に
対
し
て
静
謐
と
慎
み
を
命
じ
る
法
令
で

あ
り
、
特
に
城
下
で
は
「
音
」
に
対
す
る
規
制
内
容
が
多
く
含
ま
れ
て
い
て
、

「
音
」
を
支
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
権
力
を
維
持
し
、
政
治
的
権
威
を
高
め

る
と
い
う
近
世
的
特
質
が
高
松
藩
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
家
中
及
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来
上
が
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
名
前
政
策
（
禁
字
令
及
び
同
名

禁
止
令
）
を
通
じ
て
、
高
松
藩
の
家
臣
や
領
民
は
人
名
の
上
で
も
将
軍
家
・

藩
主
家
を
頂
点
と
す
る
身
分
秩
序
と
幕
藩
制
的
社
会
秩
序
の
中
に
組
み
込
ま

れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
背
景
に
は
、
高
松
藩
に
お
い
て
も
十
七
世
紀
後
半
か
ら
全
国
的
に
実
施
さ

れ
た
宗
門
人
別
帳
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
民
衆
の
名
前
が
文
字
で
把
握
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
領
民
各
層
に
お
け
る
「
家
」
の
成
立
や
家
族
親
族

意
識
が
醸
成
さ
れ
た
こ
と
、
服
忌
令
の
制
定
に
よ
る
社
会
秩
序
が
形
成
さ
れ

た
こ
と
、
藩
政
祖
識
の
整
備
な
ど
を
通
じ
て
藩
体
制
が
確
立
し
た
こ
と
な
ど

が
連
動
し
て
進
ん
だ
と
い
う
社
会
全
体
の
構
造
変
化
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。

　
高
松
藩
は
、
初
代
藩
主
松
平
頼
重
が
徳
川
家
康
の
孫
に
あ
た
る
徳
川
一
門

の
御
家
門
筋
の
家
柄
で
あ
っ
た
の
で
、
将
軍
家
の
重
要
な
死
後
記
念
行
事
で

あ
っ
た
日
光
社
参
に
も
度
々
参
加
し
た
り
、
歴
代
将
軍
及
び
歴
代
藩
主
と
そ

の
家
族
・
親
族
の
御
忌
日
に
は
必
ず
菩
提
寺
に
参
拝
す
る
と
と
も
に
、
領
内

に
向
け
て
、
そ
の
御
忌
日
を
特
別
な
日
と
し
て
殺
生
禁
断
等
の
御
触
を
出
す

な
ど
、
将
軍
及
び
藩
主
の
御
忌
日
に
関
わ
る
服
忌
諸
規
制
の
継
続
的
な
実
施

に
よ
っ
て
、
領
内
に
お
け
る
将
軍
及
び
藩
主
権
威
の
浸
透
化
を
図
り
、
徳
川

将
軍
家
「
御
威
光
」
体
制
の
維
持
強
化
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。
高
松

藩
の
歴
代
藩
主
は
、
将
軍
家
に
倣
っ
て
領
内
に
お
け
る
葬
送
儀
礼
や
祖
先

祭
祀
な
ど
の
儀
礼
的
行
為
を
重
視
し
た
政
策
を
行
う
こ
と
で
、
為
政
者
の

「
死
」
に
特
別
な
意
味
を
与
え
て
、
そ
の
意
味
の
体
系
を
幕
藩
制
的
社
会
秩

序
と
い
う
政
治
文
化
と
し
て
定
着
さ
せ
た
と
い
え
る
。

　
ま
た
、
松
平
頼
重
は
、
殊
の
ほ
か
祖
父
徳
川
家
康
へ
の
崇
敬
の
念
が
強

く
、
慶
安
四
年
（
一
六
五
一
）
に
は
宮
脇
村
の
本
門
寿
院
克
軍
寺
境
内
に
山

王
社
の
社
殿
を
建
立
し
て
、
東
照
宮
の
神
霊
を
勧
請
し
て
い
る
。
こ
れ
が
の

ち
「
御
宮
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
御
真
影
は
天
海
僧
上
が
自
筆
画
賛

し
、
将
軍
家
の
尊
牌
を
納
め
て
祈
祷
所
と
し
て
寺
領
百
石
を
寄
進
す
る
な
ど

厚
遇
し
て
い
る
。
高
松
藩
の
場
合
、
将
軍
家
と
の
縁
戚
関
係
も
あ
っ
て
、
大

名
領
内
に
勧
請
さ
れ
た
東
照
宮
の
中
で
も
比
較
的
早
く
、
限
ら
れ
た
大
名
に

信
任
の
証
と
公
儀
へ
の
忠
誠
の
証
の
一
つ
と
し
て
、
将
軍
家
か
ら
特
別
に
領

内
へ
の
東
照
宮
勧
請
を
許
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
高
松
藩
で
は
寛
永
末

か
ら
寛
文
期
に
か
け
て
、
家
臣
団
編
成
や
行
政
組
織
の
確
立
、
領
内
検
地
の

実
施
、
高
松
城
及
び
城
下
町
の
整
備
、
基
本
法
令
の
発
令
な
ど
藩
政
体
制
が

確
立
し
て
い
く
時
期
に
あ
た
り
、
東
照
宮
の
高
松
御
城
下
へ
の
勧
請
は
松
平

家
に
よ
る
領
国
支
配
の
正
当
性
確
保
と
初
期
藩
政
確
立
事
業
と
も
関
連
し
、

高
松
藩
と
し
て
は
、
領
内
に
お
け
る
藩
主
の
支
配
権
確
立
の
た
め
の
精
神
的

バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
し
て
東
照
大
権
現
の
御
威
光
を
政
治
的
に
利
用
し
た
と
も

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
家
康
の
神
格
化
と
東
照
宮
信
仰
の
浸
透
は
、
や

が
て
東
照
宮
関
係
の
遺
蹟
や
遺
物
の
顕
彰
・
崇
敬
へ
と
凝
縮
昇
華
さ
れ
、
家
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び
領
民
の
諸
活
動
を
抑
制
す
る
こ
と
で
、
為
政
者
に
対
し
て
追
悼
の
意
を
表

す
る
葬
送
儀
礼
の
一
形
態
と
も
捉
え
る
こ
と
が
で
き
、
現
実
の
幕
藩
制
的
社

会
秩
序
と
連
動
し
た
形
で
、
死
後
世
界
の
序
列
化
を
も
再
認
識
さ
せ
る
な

ど
、
幕
藩
領
主
に
よ
る
死
の
国
家
及
び
領
国
管
理
化
が
進
み
、
生
死
の
世
界

を
超
え
て
社
会
秩
序
化
が
図
ら
れ
た
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
鳴
物
停
止
令

に
は
、
死
の
呼
称
や
規
制
日
数
の
差
異
に
よ
る
死
者
の
序
列
機
能
な
ど
が
あ

り
、
高
松
藩
で
は
死
者
の
家
格
や
高
松
松
平
家
と
の
縁
戚
・
親
疎
関
係
に
基

づ
い
て
、
鳴
物
停
止
の
規
制
内
容
の
範
囲
や
停
止
日
数
等
に
差
を
設
け
て
序

列
化
を
図
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
、
五
代
藩
主
松
平
頼
恭
の
時
代
に
は
一
門
中

の
過
去
帳
に
あ
た
る
「
追
遠
録
」
を
編
纂
す
る
な
ど
、
藩
の
中
で
は
一
定
の

先
例
に
基
づ
い
た
基
準
が
作
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
高
松
藩
の
藩
主

は
、
葬
儀
や
法
事
等
の
葬
送
儀
礼
等
を
通
じ
て
、
死
後
に
お
い
て
も
前
藩
主

と
し
て
領
民
た
ち
に
藩
主
家
の
権
威
を
強
く
意
識
さ
せ
る
と
と
も
に
、
身
分

秩
序
の
存
在
を
再
確
認
さ
せ
る
機
会
を
設
け
て
、
藩
主
家
に
よ
る
領
国
支
配

の
正
当
性
確
保
と
幕
藩
制
的
社
会
秩
序
の
維
持
強
化
に
大
き
な
影
響
を
与
え

た
と
考
え
ら
れ
る
。、
藩
主
は
死
し
て
も
な
お
、
領
内
支
配
を
し
続
け
る
こ

と
を
期
待
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
高
松
藩
に
お
け

る
服
忌
令
の
発
令
と
実
施
は
、
社
会
秩
序
の
再
編
や
維
持
強
化
に
と
っ
て
極

め
て
重
要
な
法
令
で
あ
り
、
藩
政
に
お
け
る
武
断
政
治
か
ら
文
治
政
治
へ
の

転
換
期
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
え
る
。
高
松
藩
の
「
定
式
」
之
服

忌
は
、
幕
府
服
忌
令
に
準
拠
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
領
内
服

忌
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
藩
主
か
ら
幕
府
へ
の
伺
い
が
必
要
な
ケ
ー
ス
と

藩
の
年
寄
等
に
よ
る
詮
儀
に
よ
る
ケ
ー
ス
の
二
種
類
が
あ
っ
て
、
ま
ず
は
領

内
で
相
談
・
詮
義
し
て
い
た
こ
と
が
高
松
藩
の
法
令
集
に
よ
っ
て
わ
か
る
。

　
次
に
高
松
藩
の
禁
字
政
策
に
つ
い
て
、
個
別
禁
字
法
令
の
初
見
は
三
代
藩

主
松
平
頼
豊
時
代
に
出
さ
れ
た
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
正
月
十
一
日
付
け

の
御
触
で
、
一
括
禁
字
法
令
の
初
見
は
五
代
藩
主
松
平
頼
恭
時
代
の
宝
暦
八

年
（
一
七
五
八
）
八
月
付
け
の
御
触
で
あ
る
。
高
松
藩
で
は
、
最
初
は
実
名

（
諱
）
敬
避
や
同
名
敬
避
の
習
俗
を
前
提
と
し
た
禁
字
法
令
が
、
藩
主
家
成

員
な
ど
の
人
生
儀
礼
と
絡
ん
で
個
別
に
関
係
者
に
触
れ
ら
れ
て
い
た
が
、
五

代
藩
主
松
平
頼
恭
時
代
に
な
る
と
、
君
臣
関
係
の
規
律
化
と
藩
体
制
の
確
立

を
図
る
た
め
に
歴
代
藩
主
の
謚
号
文
字
に
関
す
る
禁
字
令
が
出
さ
れ
、
藩
主

家
関
係
者
の
誕
生
か
ら
死
後
の
謚
号
に
至
る
ま
で
の
一
連
の
体
系
的
な
禁
字

シ
ス
テ
ム
を
法
制
化
し
て
集
大
成
す
る
と
と
も
に
、
同
時
期
の
服
忌
令
の
整

備
と
相
俟
っ
て
高
松
松
平
家
の
御
家
を
奉
公
の
対
象
と
し
た
新
た
な
社
会
秩

序
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
藩
政
当
局
の
政
策
意
図
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
し
て
七
代
藩
主
松
平
頼
起
時
代
の
天
明
六
丑
年
（
一
七
八
六
）
十
二

月
五
日
に
は
、
歴
代
藩
主
の
名
乗
と
法
名
に
関
す
る
包
括
的
な
禁
字
令
が
領

内
に
触
れ
ら
れ
る
な
ど
、
高
松
藩
に
お
け
る
禁
字
シ
ス
テ
ム
が
完
成
し
、
生

死
の
世
界
を
越
え
て
藩
主
家
が
領
国
を
継
続
的
に
支
配
し
て
い
く
体
制
が
出
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来
上
が
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
名
前
政
策
（
禁
字
令
及
び
同
名

禁
止
令
）
を
通
じ
て
、
高
松
藩
の
家
臣
や
領
民
は
人
名
の
上
で
も
将
軍
家
・

藩
主
家
を
頂
点
と
す
る
身
分
秩
序
と
幕
藩
制
的
社
会
秩
序
の
中
に
組
み
込
ま

れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
背
景
に
は
、
高
松
藩
に
お
い
て
も
十
七
世
紀
後
半
か
ら
全
国
的
に
実
施
さ

れ
た
宗
門
人
別
帳
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
民
衆
の
名
前
が
文
字
で
把
握
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
領
民
各
層
に
お
け
る
「
家
」
の
成
立
や
家
族
親
族

意
識
が
醸
成
さ
れ
た
こ
と
、
服
忌
令
の
制
定
に
よ
る
社
会
秩
序
が
形
成
さ
れ

た
こ
と
、
藩
政
祖
識
の
整
備
な
ど
を
通
じ
て
藩
体
制
が
確
立
し
た
こ
と
な
ど

が
連
動
し
て
進
ん
だ
と
い
う
社
会
全
体
の
構
造
変
化
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。

　
高
松
藩
は
、
初
代
藩
主
松
平
頼
重
が
徳
川
家
康
の
孫
に
あ
た
る
徳
川
一
門

の
御
家
門
筋
の
家
柄
で
あ
っ
た
の
で
、
将
軍
家
の
重
要
な
死
後
記
念
行
事
で

あ
っ
た
日
光
社
参
に
も
度
々
参
加
し
た
り
、
歴
代
将
軍
及
び
歴
代
藩
主
と
そ

の
家
族
・
親
族
の
御
忌
日
に
は
必
ず
菩
提
寺
に
参
拝
す
る
と
と
も
に
、
領
内

に
向
け
て
、
そ
の
御
忌
日
を
特
別
な
日
と
し
て
殺
生
禁
断
等
の
御
触
を
出
す

な
ど
、
将
軍
及
び
藩
主
の
御
忌
日
に
関
わ
る
服
忌
諸
規
制
の
継
続
的
な
実
施

に
よ
っ
て
、
領
内
に
お
け
る
将
軍
及
び
藩
主
権
威
の
浸
透
化
を
図
り
、
徳
川

将
軍
家
「
御
威
光
」
体
制
の
維
持
強
化
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。
高
松

藩
の
歴
代
藩
主
は
、
将
軍
家
に
倣
っ
て
領
内
に
お
け
る
葬
送
儀
礼
や
祖
先

祭
祀
な
ど
の
儀
礼
的
行
為
を
重
視
し
た
政
策
を
行
う
こ
と
で
、
為
政
者
の

「
死
」
に
特
別
な
意
味
を
与
え
て
、
そ
の
意
味
の
体
系
を
幕
藩
制
的
社
会
秩

序
と
い
う
政
治
文
化
と
し
て
定
着
さ
せ
た
と
い
え
る
。

　
ま
た
、
松
平
頼
重
は
、
殊
の
ほ
か
祖
父
徳
川
家
康
へ
の
崇
敬
の
念
が
強

く
、
慶
安
四
年
（
一
六
五
一
）
に
は
宮
脇
村
の
本
門
寿
院
克
軍
寺
境
内
に
山

王
社
の
社
殿
を
建
立
し
て
、
東
照
宮
の
神
霊
を
勧
請
し
て
い
る
。
こ
れ
が
の

ち
「
御
宮
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
御
真
影
は
天
海
僧
上
が
自
筆
画
賛

し
、
将
軍
家
の
尊
牌
を
納
め
て
祈
祷
所
と
し
て
寺
領
百
石
を
寄
進
す
る
な
ど

厚
遇
し
て
い
る
。
高
松
藩
の
場
合
、
将
軍
家
と
の
縁
戚
関
係
も
あ
っ
て
、
大

名
領
内
に
勧
請
さ
れ
た
東
照
宮
の
中
で
も
比
較
的
早
く
、
限
ら
れ
た
大
名
に

信
任
の
証
と
公
儀
へ
の
忠
誠
の
証
の
一
つ
と
し
て
、
将
軍
家
か
ら
特
別
に
領

内
へ
の
東
照
宮
勧
請
を
許
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
高
松
藩
で
は
寛
永
末

か
ら
寛
文
期
に
か
け
て
、
家
臣
団
編
成
や
行
政
組
織
の
確
立
、
領
内
検
地
の

実
施
、
高
松
城
及
び
城
下
町
の
整
備
、
基
本
法
令
の
発
令
な
ど
藩
政
体
制
が

確
立
し
て
い
く
時
期
に
あ
た
り
、
東
照
宮
の
高
松
御
城
下
へ
の
勧
請
は
松
平

家
に
よ
る
領
国
支
配
の
正
当
性
確
保
と
初
期
藩
政
確
立
事
業
と
も
関
連
し
、

高
松
藩
と
し
て
は
、
領
内
に
お
け
る
藩
主
の
支
配
権
確
立
の
た
め
の
精
神
的

バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
し
て
東
照
大
権
現
の
御
威
光
を
政
治
的
に
利
用
し
た
と
も

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
家
康
の
神
格
化
と
東
照
宮
信
仰
の
浸
透
は
、
や

が
て
東
照
宮
関
係
の
遺
蹟
や
遺
物
の
顕
彰
・
崇
敬
へ
と
凝
縮
昇
華
さ
れ
、
家
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孝
」
を
重
ん
じ
、「
礼
儀
」
を
基
軸
と
し
た
新
し
い
社
会
秩
序
づ
く
り
を
目

指
す
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
五
代
将
軍
徳
川
綱
吉
に
よ
る
天
和
三
年

（
一
六
八
三
）
の
武
家
諸
法
度
の
改
定
や
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
の
服
忌

令
の
制
定
、
貞
享
四
年
の
生
類
憐
み
の
令
、
同
年
の
切
支
丹
類
族
改
令
と
続

く
一
連
の
諸
改
革
は
、
従
来
の
武
威
に
よ
る
支
配
か
ら
、「
忠
孝
」
を
奨
励

し
「
礼
儀
」
や
身
分
・
格
式
を
重
視
し
て
将
軍
の
権
威
を
高
め
泰
平
の
世
に

お
け
る
新
し
い
武
家
社
会
の
序
列
化
と
秩
序
づ
く
り
を
構
築
す
る
と
と
も

に
、
服
忌
令
の
制
定
に
よ
っ
て
親
族
の
範
囲
を
法
的
に
明
確
化
し
て
、
社
会

各
層
に
お
け
る
「
家
」
の
確
立
と
家
族
・
親
族
秩
序
の
規
律
化
を
図
っ
た

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
生
類
憐
み
の
令
で
は
殺
生
な
ど
の
遺
風
を
廃
し

て
「
仁
政
」
を
推
進
し
、
切
支
丹
類
族
改
令
で
は
服
忌
の
及
ぶ
切
支
丹
及
び

切
支
丹
類
族
を
幕
藩
体
制
に
敵
対
す
る
も
の
と
し
て
監
視
の
対
象
と
す
る
な

ど
、
将
軍
家
を
中
心
と
し
た
身
分
秩
序
と
幕
藩
制
的
社
会
秩
序
を
確
立
し
よ

う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
特
に
幕
府
が
新
し
い
社
会
秩
序
づ
く
り
の
基
軸
と
し
た
「
礼
儀
」
は
、
儒

教
に
お
い
て
喪
服
礼
こ
そ
が
「
礼
」
の
中
心
で
あ
り
、
そ
の
喪
服
礼
に
従
っ

て
親
族
等
の
た
め
に
そ
の
親
疎
・
尊
卑
に
応
じ
て
、
正
し
く
喪
に
服
す
る
こ

と
が
「
礼
」
の
最
最
た
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
喪
服
礼
に
相
当

す
る
も
の
を
日
本
で
制
定
し
て
儒
教
的
な
「
礼
」
の
秩
序
を
明
確
に
す
る
こ

と
が
、
幕
府
服
忌
令
制
定
の
第
一
の
目
的
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
幕
府
服
忌

令
及
び
そ
れ
に
準
じ
て
制
定
さ
れ
た
高
松
藩
服
忌
令
の
特
徴
は
、「
家
」
制

度
の
重
視
と
本
家
・
筋
目
の
尊
重
等
家
族
親
族
秩
序
の
維
持
強
化
と
い
う
点

に
あ
り
、
服
忌
令
の
制
定
は
、
親
族
の
範
囲
を
確
定
し
す
る
と
と
も
に
、
そ

の
内
部
で
の
親
族
の
序
列
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
儒
教
的
親
族
秩
序
・

家
族
倫
理
を
家
中
及
び
領
民
に
啓
蒙
す
る
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。

　
高
松
藩
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
「
家
」
が
成
立
す
る
の
は
、
十
七
世
紀

半
ば
の
寛
文
・
延
宝
検
地
に
よ
っ
て
小
農
が
検
地
帳
に
記
載
さ
れ
て
自
立

し
、
藩
財
政
を
支
え
る
本
百
姓
体
制
が
確
立
し
た
頃
で
あ
る
。
近
世
寺
院
の

成
立
と
と
も
に
、
十
七
世
紀
中
期
に
は
既
に
没
年
月
日
が
刻
字
さ
れ
た
墓
標

が
現
れ
て
い
る
。
こ
れ
以
降
、
家
督
相
続
・
婚
姻
・
養
子
縁
組
や
隠
居
な
ど

も
私
事
で
は
な
く
、
公
的
な
事
柄
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
家

長
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
葬
送
儀
礼
な
ど
を
通
じ
て
、
そ
の
「
家
」
の
後

継
者
が
誰
で
あ
る
か
を
所
属
す
る
身
分
集
団
や
地
域
共
同
体
に
明
ら
か
に
す

る
必
要
が
生
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
高
松
藩
で
は
服
忌
令
の
制
定

し
て
、
社
会
各
層
に
お
け
る
親
族
の
範
囲
を
定
め
て
、
身
分
秩
序
や
家
族
親

族
秩
序
の
規
律
化
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
三
代
藩
主
松
平
頼
豊

の
と
き
、
家
中
統
制
の
一
環
と
し
て
家
臣
団
の
系
譜
性
と
親
族
関
係
を
把
握

す
る
た
め
に
、
各
家
臣
に
対
し
て
毎
年
「
親
類
書
」
を
提
出
す
る
よ
う
命

じ
、
領
内
の
各
寺
社
に
も
「
親
類
書
」
を
毎
年
提
出
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
、

町
方
・
郷
中
に
対
し
て
も
親
類
を
含
む
「
家
」
を
一
つ
の
社
会
集
団
単
位
と
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康
に
関
係
し
た
遺
物
は
護
符
と
し
て
厄
災
を
退
け
る
強
力
な
威
力
を
持
つ
と

信
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
特
に
高
松
松
平
家
で
は
代
々
神
祖
東
照
宮
の

御
画
像
を
大
切
に
敬
蔵
し
て
お
り
、
九
代
藩
主
松
平
頼
熙
の
と
き
、
江
戸
藩

邸
が
火
災
に
な
っ
た
際
に
も
こ
の
御
画
像
だ
け
は
無
傷
で
残
っ
た
と
い
う
出

来
事
が
あ
り
、
益
々
神
君
家
康
公
に
対
す
る
崇
敬
の
念
と
将
軍
家
の
権
威
が

高
ま
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　

　
高
松
藩
の
先
祖
神
信
仰
に
つ
い
て
も
東
照
宮
の
勧
請
を
契
機
に
強
ま
り
、

三
代
藩
主
松
平
頼
豊
は
宝
永
元
年
（
一
七
○
四
）
に
先
代
の
節
公
廟
（
二
代

藩
主
松
平
頼
常
）
を
高
松
城
中
に
建
て
て
祀
る
な
ど
、
領
内
に
お
け
る
先
祖

神
信
仰
の
芽
生
え
と
領
国
支
配
安
定
化
へ
の
意
志
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き

る
。
ま
た
、
五
代
藩
主
松
平
頼
恭
が
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
に
記
録
所
を

設
立
し
て
、
先
祖
代
々
の
実
録
・
祖
訓
集
を
撰
す
る
と
と
も
に
、
先
祖
及
び

一
門
の
御
忌
日
を
認
め
た
追
遠
録
や
家
中
諸
士
の
系
図
及
び
履
歴
録
を
ま
と

め
る
な
ど
、
将
軍
家
の
権
威
を
バ
ッ
ク
に
藩
祖
を
は
じ
め
と
す
る
先
祖
の
遺

訓
や
先
例
・
由
緒
を
重
視
し
よ
う
と
す
る
傾
向
を
読
み
解
く
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
こ
と
は
必
然
的
に
高
松
松
平
家
の
御
墓
所
で
あ
る
法
然
寺
を
大
切

に
す
る
こ
と
に
繋
が
り
、
法
然
寺
は
幕
府
の
御
朱
印
地
と
な
っ
て
、
山
上
の

般
若
台
に
は
歴
代
藩
主
の
御
墓
所
が
設
け
ら
れ
、
一
大
聖
地
と
し
て
高
松
城

南
の
要
地
か
ら
先
代
藩
主
た
ち
の
祖
霊
が
高
松
城
の
現
藩
主
を
支
え
る
と
い

う
霊
的
ア
ッ
ク
ア
ッ
プ
構
造
が
出
来
上
が
っ
た
の
で
あ
る
。
大
名
墓
は
、
大

名
家
の
領
国
支
配
の
正
統
性
と
格
式
序
列
を
象
徴
す
る
記
念
物
で
あ
る
と
さ

れ
、
高
松
松
平
家
一
族
の
墓
所
と
し
て
大
規
模
な
般
若
台
を
造
営
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
高
松
藩
を
精
伸
面
か
ら
鎮
護
す
る
役
割
を
も
た
せ
た
も
の
と
推

察
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
歴
代
藩
主
の
御
墓
所
を
荘
厳
に
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、

現
藩
主
の
政
治
的
基
盤
は
強
固
に
な
る
と
い
う
政
治
文
化
的
構
造
が
出
来
上

が
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
法
然
寺
に
は
藩
祖
松
平
頼
重
の
法
体
姿
の
木
像

が
安
置
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
遺
訓
が
「
英
公
家
訓
」
と
し
て
、
そ
の
後

長
く
高
松
藩
の
藩
政
の
基
本
と
し
て
大
切
に
伝
来
さ
れ
て
い
く
な
ど
、
藩
祖

顕
彰
や
修
史
事
業
な
ど
を
通
じ
て
高
松
松
平
家
に
対
す
る
御
家
意
識
が
醸
成

さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
高
松
藩
で
は
、
御
家
関
係
者
の
祝
儀
や
法
事
の
際
に
は
、
生
活
困
窮
者
に

対
す
る
施
し
や
犯
罪
者
に
対
す
る
恩
赦
が
行
わ
れ
た
。
施
し
や
恩
赦
は
幕
藩

領
主
に
課
せ
ら
れ
た
社
会
的
責
務
で
あ
っ
て
、「
仁
政
」
の
一
つ
と
考
え
ら

れ
、
二
代
藩
主
松
平
頼
常
時
代
に
は
、
盲
人
に
対
す
る
施
し
を
命
じ
る
御
触

が
三
回
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
御
家
に
家
督
相
続
・
初
御
目
見
・
若
君
誕

生
な
ど
の
慶
事
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
罪
科
の
程
度
に
応
じ
て
大
赦
が
実
施

さ
れ
、
藩
で
は
事
前
に
願
出
書
を
奉
行
所
や
横
目
中
に
提
出
さ
せ
た
上
で
調

査
を
行
い
、
そ
の
該
当
者
が
赦
免
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
評
議
し
て
決
定

し
て
い
た
。

　
武
断
政
策
か
ら
文
治
政
策
へ
の
政
策
転
換
に
よ
っ
て
、
幕
政
は
「
忠

－88－



孝
」
を
重
ん
じ
、「
礼
儀
」
を
基
軸
と
し
た
新
し
い
社
会
秩
序
づ
く
り
を
目

指
す
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
五
代
将
軍
徳
川
綱
吉
に
よ
る
天
和
三
年

（
一
六
八
三
）
の
武
家
諸
法
度
の
改
定
や
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
の
服
忌

令
の
制
定
、
貞
享
四
年
の
生
類
憐
み
の
令
、
同
年
の
切
支
丹
類
族
改
令
と
続

く
一
連
の
諸
改
革
は
、
従
来
の
武
威
に
よ
る
支
配
か
ら
、「
忠
孝
」
を
奨
励

し
「
礼
儀
」
や
身
分
・
格
式
を
重
視
し
て
将
軍
の
権
威
を
高
め
泰
平
の
世
に

お
け
る
新
し
い
武
家
社
会
の
序
列
化
と
秩
序
づ
く
り
を
構
築
す
る
と
と
も

に
、
服
忌
令
の
制
定
に
よ
っ
て
親
族
の
範
囲
を
法
的
に
明
確
化
し
て
、
社
会

各
層
に
お
け
る
「
家
」
の
確
立
と
家
族
・
親
族
秩
序
の
規
律
化
を
図
っ
た

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
生
類
憐
み
の
令
で
は
殺
生
な
ど
の
遺
風
を
廃
し

て
「
仁
政
」
を
推
進
し
、
切
支
丹
類
族
改
令
で
は
服
忌
の
及
ぶ
切
支
丹
及
び

切
支
丹
類
族
を
幕
藩
体
制
に
敵
対
す
る
も
の
と
し
て
監
視
の
対
象
と
す
る
な

ど
、
将
軍
家
を
中
心
と
し
た
身
分
秩
序
と
幕
藩
制
的
社
会
秩
序
を
確
立
し
よ

う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
特
に
幕
府
が
新
し
い
社
会
秩
序
づ
く
り
の
基
軸
と
し
た
「
礼
儀
」
は
、
儒

教
に
お
い
て
喪
服
礼
こ
そ
が
「
礼
」
の
中
心
で
あ
り
、
そ
の
喪
服
礼
に
従
っ

て
親
族
等
の
た
め
に
そ
の
親
疎
・
尊
卑
に
応
じ
て
、
正
し
く
喪
に
服
す
る
こ

と
が
「
礼
」
の
最
最
た
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
喪
服
礼
に
相
当

す
る
も
の
を
日
本
で
制
定
し
て
儒
教
的
な
「
礼
」
の
秩
序
を
明
確
に
す
る
こ

と
が
、
幕
府
服
忌
令
制
定
の
第
一
の
目
的
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
幕
府
服
忌

令
及
び
そ
れ
に
準
じ
て
制
定
さ
れ
た
高
松
藩
服
忌
令
の
特
徴
は
、「
家
」
制

度
の
重
視
と
本
家
・
筋
目
の
尊
重
等
家
族
親
族
秩
序
の
維
持
強
化
と
い
う
点

に
あ
り
、
服
忌
令
の
制
定
は
、
親
族
の
範
囲
を
確
定
し
す
る
と
と
も
に
、
そ

の
内
部
で
の
親
族
の
序
列
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
儒
教
的
親
族
秩
序
・

家
族
倫
理
を
家
中
及
び
領
民
に
啓
蒙
す
る
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。

　
高
松
藩
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
「
家
」
が
成
立
す
る
の
は
、
十
七
世
紀

半
ば
の
寛
文
・
延
宝
検
地
に
よ
っ
て
小
農
が
検
地
帳
に
記
載
さ
れ
て
自
立

し
、
藩
財
政
を
支
え
る
本
百
姓
体
制
が
確
立
し
た
頃
で
あ
る
。
近
世
寺
院
の

成
立
と
と
も
に
、
十
七
世
紀
中
期
に
は
既
に
没
年
月
日
が
刻
字
さ
れ
た
墓
標

が
現
れ
て
い
る
。
こ
れ
以
降
、
家
督
相
続
・
婚
姻
・
養
子
縁
組
や
隠
居
な
ど

も
私
事
で
は
な
く
、
公
的
な
事
柄
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
家

長
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
葬
送
儀
礼
な
ど
を
通
じ
て
、
そ
の
「
家
」
の
後

継
者
が
誰
で
あ
る
か
を
所
属
す
る
身
分
集
団
や
地
域
共
同
体
に
明
ら
か
に
す

る
必
要
が
生
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
高
松
藩
で
は
服
忌
令
の
制
定

し
て
、
社
会
各
層
に
お
け
る
親
族
の
範
囲
を
定
め
て
、
身
分
秩
序
や
家
族
親

族
秩
序
の
規
律
化
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
三
代
藩
主
松
平
頼
豊

の
と
き
、
家
中
統
制
の
一
環
と
し
て
家
臣
団
の
系
譜
性
と
親
族
関
係
を
把
握

す
る
た
め
に
、
各
家
臣
に
対
し
て
毎
年
「
親
類
書
」
を
提
出
す
る
よ
う
命

じ
、
領
内
の
各
寺
社
に
も
「
親
類
書
」
を
毎
年
提
出
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
、

町
方
・
郷
中
に
対
し
て
も
親
類
を
含
む
「
家
」
を
一
つ
の
社
会
集
団
単
位
と
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維
持
強
化
（
上
）」
の
表
２
『
高
松
大
学
研
究
紀
要
』
第
六
一
号
、
高
松
大
学
、

二
○
一
四
年
、
三
四
頁
～
三
九
頁
。

（
１１８
）�

朝
比
奈
修
「
大
行
院
文
書
か
ら
み
た
『
鳴
物
停
止
令
』
―
大
行
院
文
書
「
解

題
」
に
か
え
て
―
」『
関
西
大
学
法
学
論
集
』
六
一
巻
六
号
、
関
西
大
学
法
学

会
、
二
○
一
二
年
、
一
七
一
八
頁
（
五
五
頁
）。
児
玉
由
布
子
「
徳
川
幕
府
と

鳴
物
―
鳴
物
停
止
令
の
意
味
―
」『
奈
良
歴
史
研
究
』
六
一
号
、
奈
良
歴
史
研

究
会
、
二
○
○
三
年
、
二
頁
、
八
頁
。
林
由
紀
子
氏
は
、「
幕
府
服
忌
令
は
親

族
間
の
服
忌
に
限
っ
て
規
定
し
て
お
り
、
そ
れ
以
外
の
者
が
受
け
る
べ
き
服

忌
に
つ
い
て
は
規
定
が
な
い
。
そ
こ
で
月
代
停
止
令
や
鳴
物
停
止
令
な
ど
の

個
別
法
令
に
よ
っ
て
、
将
軍
の
喪
に
服
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
」

と
述
べ
て
い
る
（『
近
世
服
忌
令
の
研
究
―
幕
藩
制
国
家
の
喪
と
穢
―
』
清
文

堂
、
一
九
九
八
年
、
二
一
六
頁
）。

（
１１９
）�「
源
英
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
上
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
八
年
、
四
八
頁
。

（
１２０
）�『
歴
世
年
譜
』（
香
川
県
立
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
蔵
）。『
全
讃
史
』
に
も
「
夏
六
月

よ
り
、
宇
多
津
の
民
、
幣
を
机
上
に
置
き
て
之
を
祀
り
以
て
萬
舞
を
為
す
。

称
し
て
鹿
島
踊
と
曰
ふ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
拙
稿
「
讃
岐
の
流
行
唄
と
流

行
踊
り
」『
讃
岐
歌
謡
史
―
讃
岐
歌
謡
の
風
土
と
歴
史
的
研
究
―
』
靑
史
舎
、

二
○
○
一
年
、
九
○
頁
～
九
二
頁
。

（
１２１
）�

近
世
史
料
研
究
会
編
『
江
戸
町
触
集
成
』
第
一
巻
、
塙
書
房
、
一
九
九
四

年
、
一
三
三
頁
。
児
玉
由
布
子
「
徳
川
幕
府
と
鳴
物
―
鳴
物
停
止
令
の
意
味

―
」『
奈
良
歴
史
研
究
』
六
一
号
、
奈
良
歴
史
研
究
会
、
二
○
○
三
年
、
一
○

頁
。
秋
田
藩
で
は
幕
府
及
び
藩
独
自
の
停
止
令
が
布
達
さ
れ
る
の
は
、
延
宝

期
で
あ
っ
た
（
中
川
学
「「
鳴
物
停
止
令
」
と
藩
政
―
幕
令
に
関
す
る
藩
の
対

応
―
」
渡
辺
信
夫
編
『
近
世
日
本
の
生
活
文
化
と
地
域
社
会
』
河
出
書
房
新
社
、

一
九
九
五
年
、
一
二
二
頁
）。

（
１２２
）�「
源
懐
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
上
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
八
年
、
一
八
四
頁
～
一
九
○
頁
。

（
１２３
）�「
高
松
藩
諸
達
留
」『
香
川
県
史
』
第
九
巻
、
資
料
編
・
近
世
史
料
Ⅰ
、
香
川
県
、

一
九
八
七
年
、
二
二
四
頁
～
二
三
○
頁
。

（
１２４
）�「
増
補
穆
公
遺
事
」『
新
編
香
川
叢
書
』
史
料
篇
（
一
）
五
二
頁
～
五
三
頁
。

文
政
三
年
二
月
に
高
松
藩
記
録
所
役
の
滝
信
彦
が
、
後
藤
芝
山
が
書
い
た
『
穆

公
遺
事
』
を
増
補
し
た
も
の
で
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

　
　
　
　「
或
人
或
書
に
あ
り
て
爰
に
洩
る
ゝ
を
附
録
す

　
　
　
　
一
、
御
先
祖
様
は
不
及
申
、
御
親
類
様
方
御
続
き
遠
き
御
方
様
迄
も
御
追

遠
の
御
志
厚
く
被
遊
御
座
、
儒
者
役
の
者
へ
被

　
仰
付
、
呉
先
祖
様

方
よ
り
御
親
類
様
方
迄
不
残
御
忌
日
を
相
誌
見
易
様
に
編
立
被

　
仰

付
、
出
来
の
上
追
遠
録
と
御
名
付
御
自
身
御
序
文
被
遊
、
御
平
生
御

省
覧
被
成
候
て
御
追
遠
の
義
と
も
無
残
処
御
勤
被
遊
候
、」

（
１２５
）�「
源
懐
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
上
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
八
年
、
一
八
四
頁
。

（
１２６
）�「
源
愨
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
下
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
九
年
、
二
九
八
頁
。

（
１２７
）�

中
川
学
「
江
戸
幕
府
『
鳴
物
停
止
令
』
の
展
開
と
そ
の
特
質
―
近
世
前
中
期

に
お
け
る
江
戸
町
触
を
中
心
に
―
」『
歴
史
』
七
九
輯
、
一
九
九
二
年
、
五
八

頁
。

（
１２８
）�「
源
愨
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」』『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
下
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
九
年
、
二
九
九
頁
。
鳴
物
停
止
令
に
は
停
止
令
と

赦
免
令
（
停
止
の
解
除
を
宣
言
す
る
触
）
の
二
つ
が
あ
っ
た
（
村
田
路
人
「
非

領
国
地
域
に
お
け
る
鳴
物
停
止
令
―
触
伝
達
の
側
面
か
ら
―
」
大
阪
市
史
編

纂
所
編『
大
阪
の
歴
史
』五
六
、
大
阪
市
史
料
調
査
会
、
二
○
○
○
年
、
四
頁
）

（
１２９
）�

別
所
家
文
書
「
文
化
二
丑
御
用
留
」『
香
川
県
立
文
書
館
紀
要
』
第
十
五
号
、

香
川
県
立
文
書
館
、
二
○
一
一
年
、
六
四
頁
～
六
五
頁
。「
高
松
藩
東
浜
記
録

（
御
触
帳
）」
草
薙
金
四
郎
校
注
・
原
田
伴
彦
編
『
日
本
都
市
生
活
史
料
集
成
』

七
、
港
町
篇
Ⅱ
、
学
習
研
究
社
、
一
九
七
六
年
、
二
七
六
頁
。

（
１３０
）�「
源
襄
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
下
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
九
年
、
八
七
頁
、
八
九
頁
、
二
○
八
頁
。「
源
愨
様

御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
下
巻
、
香
川
県
立
文

書
館
、
一
九
九
九
年
、
二
九
八
頁
、
三
○
三
頁
、
三
○
四
頁
、
三
○
九
頁
、

三
二
四
頁
、
三
二
八
頁
。

（
１３１
）�

中
川
学
「『
鳴
物
停
止
令
』
と
藩
政
―
幕
令
に
関
す
る
藩
の
対
応
―
」
渡
辺
信

夫
編『
近
世
日
本
の
生
活
文
化
と
地
域
社
会
』河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
五
年
、
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し
て
相
互
に
扶
助
と
責
任
を
負
わ
せ
て
、
各
「
家
」
の
家
格
や
格
式
・
筋
目

に
応
じ
た
幕
藩
制
的
社
会
秩
序
を
築
き
上
げ
な
が
ら
、
領
内
支
配
力
を
強
化

し
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
。
近
世
中
・
後
期
に
な
る
と
、
郷
中
で
は
家
産
を

保
持
す
る
た
め
に
長
男
単
独
相
続
が
一
般
的
と
な
り
、
家
督
相
続
と
同
時
に

襲
名
慣
行
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
各
「
家
」
が
固
定
さ

れ
て
、
本
家
・
分
家
関
係
も
明
確
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独

自
に
墓
碑
を
建
立
し
た
り
、
仏
壇
を
設
け
て
位
牌
・
過
去
帳
・
回
向
帳
を
安

置
し
て
、
自
分
の
「
家
」
の
死
者
や
先
祖
を
主
体
的
に
供
養
・
祭
祀
す
る
よ

う
な
葬
送
儀
礼
文
化
の
変
化
が
起
こ
っ
た
。
葬
送
儀
礼
は
、
最
も
「
家
」
を

意
識
す
る
場
面
で
あ
り
、
死
者
を
悼
む
と
と
も
に
、
後
継
者
を
各
身
分
集
団

や
地
域
社
会
に
披
露
す
る
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
た
の
で
、
そ
の
後
に
続
く

死
者
供
養
・
追
善
供
養
・
先
祖
祭
祀
と
併
せ
て
「
家
」
の
継
承
者
に
と
っ
て

重
要
な
儀
礼
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
「
家
」
の
成
立
と
檀
家
制
度
の
普
及

に
よ
っ
て
領
民
の
営
墓
要
求
が
高
ま
り
、
葬
送
儀
礼
も
華
美
化
し
て
い
っ
た

め
、
高
松
藩
で
は
こ
れ
ら
の
風
潮
を
戒
め
る
御
触
を
倹
約
令
と
と
も
に
再
三

に
わ
た
っ
て
出
す
と
と
も
に
、
親
孝
行
な
ど
の
孝
子
や
善
行
者
を
報
奨
す
る

な
ど
善
行
旌
表
に
努
め
て
、
身
分
秩
序
や
幕
藩
制
的
社
会
秩
序
の
引
き
締
め

を
図
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

註（
１１０
）�

中
川
学
「『
鳴
物
停
止
令
』
と
藩
政
―
幕
令
に
関
す
る
藩
の
対
応
―
」
渡
辺
信

夫
編『
近
世
日
本
の
生
活
文
化
と
地
域
社
会
』河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
五
年
、

一
二
一
頁
。
今
野
真
氏
は
、
鳴
物
停
止
令
を
死
去
時
だ
け
で
は
な
く
、
近
世

社
会
で
の
諸
々
の
慎
み
の
強
制
や
音
に
対
す
る
規
制
の
な
か
で
位
置
づ
け
る

必
要
性
を
説
き
、
具
体
的
な
規
制
の
一
つ
で
あ
る
鳴
物
停
止
と
区
別
す
る
た

め
に
「

　
」
を
付
し
て
用
い
て
い
る
（「
幕
藩
体
制
下
の
生
活
規
制
―
鳴
物
停

止
と
禁
字
―
」『
宮
城
歴
史
科
学
研
究
』
三
八
、一
九
九
四
年
、
二
頁
）。
林
由

紀
子
氏
は
、
庶
民
も
含
め
た
天
下
一
般
を
対
象
に
出
さ
れ
た
法
令
で
、
中
世

の
天
下
触
穢
の
際
に
鳴
物
停
止
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
し
て
い
る

（『
近
世
服
忌
令
の
研
究
―
幕
藩
制
国
家
の
喪
と
穢
―
』
清
文
堂
、
一
九
九
八

年
、
二
一
七
頁
）。

（
１１１
）�

田
川
捷
一
「
加
賀
藩
の
鳴
物
停
令
に
つ
い
て
」『
加
能
地
域
史
』
二
三
号
、
加

能
地
域
史
研
究
会
、
一
九
九
六
年
、
一
頁
。

（
１１２
）�「
源
英
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
上
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
八
年
、
四
八
頁
。
家
老
の
重
視
は
、
こ
の
頃
家
老

政
治
が
成
立
し
た
こ
と
と
も
関
連
し
て
い
る
（
三
宅
正
治
『
近
世
大
名
家
の

政
治
秩
序
』
校
倉
書
房
、
二
〇
一
四
年
、
三
一
九
頁
～
三
二
〇
頁
）。

（
１１３
）�「
源
英
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
上
巻
、
香
川

県
立
文
書
館
、
一
九
九
八
年
、
一
頁
～
四
頁
。

（
１１４
）�「
源
懐
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
上
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
八
年
、
一
八
四
頁
～
一
九
○
頁
。

（
１１５
）�「
高
松
藩
諸
達
留
」『
香
川
県
史
』
第
九
巻
、
資
料
編
・
近
世
史
料
Ⅰ
、
香
川
県
、

一
九
八
七
年
、
二
二
四
頁
～
二
三
○
頁
。

（
１１６
）�「
天
下
触
穢
」
と
「
鳴
物
停
止
令
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
黒
田
日
出
男
「
こ

も
る
・
つ
つ
む
・
か
く
す
―
中
世
の
身
体
感
覚
と
秩
序
―
」（『
日
本
の
社
会
史
』

第
八
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
七
年
、
一
九
一
頁
～
二
○
一
頁
）
や
中
川
学

「
江
戸
幕
府
『
鳴
物
停
止
令
』
の
展
開
と
そ
の
特
質
―
近
世
前
中
期
に
お
け
る

江
戸
町
触
」
を
中
心
に
―
」（『
歴
史
』
七
九
輯
、
一
九
九
二
年
、
五
一
頁
～

五
二
頁
）
な
ど
に
詳
し
い
。

（
１１７
）�

拙
稿
「
讃
岐
高
松
藩
に
お
け
る
『
死
の
政
治
学
』
と
幕
藩
制
的
社
会
秩
序
の
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維
持
強
化
（
上
）」
の
表
２
『
高
松
大
学
研
究
紀
要
』
第
六
一
号
、
高
松
大
学
、

二
○
一
四
年
、
三
四
頁
～
三
九
頁
。

（
１１８
）�
朝
比
奈
修
「
大
行
院
文
書
か
ら
み
た
『
鳴
物
停
止
令
』
―
大
行
院
文
書
「
解

題
」
に
か
え
て
―
」『
関
西
大
学
法
学
論
集
』
六
一
巻
六
号
、
関
西
大
学
法
学

会
、
二
○
一
二
年
、
一
七
一
八
頁
（
五
五
頁
）。
児
玉
由
布
子
「
徳
川
幕
府
と

鳴
物
―
鳴
物
停
止
令
の
意
味
―
」『
奈
良
歴
史
研
究
』
六
一
号
、
奈
良
歴
史
研

究
会
、
二
○
○
三
年
、
二
頁
、
八
頁
。
林
由
紀
子
氏
は
、「
幕
府
服
忌
令
は
親

族
間
の
服
忌
に
限
っ
て
規
定
し
て
お
り
、
そ
れ
以
外
の
者
が
受
け
る
べ
き
服

忌
に
つ
い
て
は
規
定
が
な
い
。
そ
こ
で
月
代
停
止
令
や
鳴
物
停
止
令
な
ど
の

個
別
法
令
に
よ
っ
て
、
将
軍
の
喪
に
服
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
」

と
述
べ
て
い
る
（『
近
世
服
忌
令
の
研
究
―
幕
藩
制
国
家
の
喪
と
穢
―
』
清
文

堂
、
一
九
九
八
年
、
二
一
六
頁
）。

（
１１９
）�「
源
英
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
上
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
八
年
、
四
八
頁
。

（
１２０
）�『
歴
世
年
譜
』（
香
川
県
立
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
蔵
）。『
全
讃
史
』
に
も
「
夏
六
月

よ
り
、
宇
多
津
の
民
、
幣
を
机
上
に
置
き
て
之
を
祀
り
以
て
萬
舞
を
為
す
。

称
し
て
鹿
島
踊
と
曰
ふ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
拙
稿
「
讃
岐
の
流
行
唄
と
流

行
踊
り
」『
讃
岐
歌
謡
史
―
讃
岐
歌
謡
の
風
土
と
歴
史
的
研
究
―
』
靑
史
舎
、

二
○
○
一
年
、
九
○
頁
～
九
二
頁
。

（
１２１
）�

近
世
史
料
研
究
会
編
『
江
戸
町
触
集
成
』
第
一
巻
、
塙
書
房
、
一
九
九
四

年
、
一
三
三
頁
。
児
玉
由
布
子
「
徳
川
幕
府
と
鳴
物
―
鳴
物
停
止
令
の
意
味

―
」『
奈
良
歴
史
研
究
』
六
一
号
、
奈
良
歴
史
研
究
会
、
二
○
○
三
年
、
一
○

頁
。
秋
田
藩
で
は
幕
府
及
び
藩
独
自
の
停
止
令
が
布
達
さ
れ
る
の
は
、
延
宝

期
で
あ
っ
た
（
中
川
学
「「
鳴
物
停
止
令
」
と
藩
政
―
幕
令
に
関
す
る
藩
の
対

応
―
」
渡
辺
信
夫
編
『
近
世
日
本
の
生
活
文
化
と
地
域
社
会
』
河
出
書
房
新
社
、

一
九
九
五
年
、
一
二
二
頁
）。

（
１２２
）�「
源
懐
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
上
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
八
年
、
一
八
四
頁
～
一
九
○
頁
。

（
１２３
）�「
高
松
藩
諸
達
留
」『
香
川
県
史
』
第
九
巻
、
資
料
編
・
近
世
史
料
Ⅰ
、
香
川
県
、

一
九
八
七
年
、
二
二
四
頁
～
二
三
○
頁
。

（
１２４
）�「
増
補
穆
公
遺
事
」『
新
編
香
川
叢
書
』
史
料
篇
（
一
）
五
二
頁
～
五
三
頁
。

文
政
三
年
二
月
に
高
松
藩
記
録
所
役
の
滝
信
彦
が
、
後
藤
芝
山
が
書
い
た
『
穆

公
遺
事
』
を
増
補
し
た
も
の
で
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

　
　
　
　「
或
人
或
書
に
あ
り
て
爰
に
洩
る
ゝ
を
附
録
す

　
　
　
　
一
、
御
先
祖
様
は
不
及
申
、
御
親
類
様
方
御
続
き
遠
き
御
方
様
迄
も
御
追

遠
の
御
志
厚
く
被
遊
御
座
、
儒
者
役
の
者
へ
被

　
仰
付
、
呉
先
祖
様

方
よ
り
御
親
類
様
方
迄
不
残
御
忌
日
を
相
誌
見
易
様
に
編
立
被

　
仰

付
、
出
来
の
上
追
遠
録
と
御
名
付
御
自
身
御
序
文
被
遊
、
御
平
生
御

省
覧
被
成
候
て
御
追
遠
の
義
と
も
無
残
処
御
勤
被
遊
候
、」

（
１２５
）�「
源
懐
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
上
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
八
年
、
一
八
四
頁
。

（
１２６
）�「
源
愨
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
下
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
九
年
、
二
九
八
頁
。

（
１２７
）�

中
川
学
「
江
戸
幕
府
『
鳴
物
停
止
令
』
の
展
開
と
そ
の
特
質
―
近
世
前
中
期

に
お
け
る
江
戸
町
触
を
中
心
に
―
」『
歴
史
』
七
九
輯
、
一
九
九
二
年
、
五
八

頁
。

（
１２８
）�「
源
愨
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」』『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
下
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
九
年
、
二
九
九
頁
。
鳴
物
停
止
令
に
は
停
止
令
と

赦
免
令
（
停
止
の
解
除
を
宣
言
す
る
触
）
の
二
つ
が
あ
っ
た
（
村
田
路
人
「
非

領
国
地
域
に
お
け
る
鳴
物
停
止
令
―
触
伝
達
の
側
面
か
ら
―
」
大
阪
市
史
編

纂
所
編『
大
阪
の
歴
史
』五
六
、
大
阪
市
史
料
調
査
会
、
二
○
○
○
年
、
四
頁
）

（
１２９
）�

別
所
家
文
書
「
文
化
二
丑
御
用
留
」『
香
川
県
立
文
書
館
紀
要
』
第
十
五
号
、

香
川
県
立
文
書
館
、
二
○
一
一
年
、
六
四
頁
～
六
五
頁
。「
高
松
藩
東
浜
記
録

（
御
触
帳
）」
草
薙
金
四
郎
校
注
・
原
田
伴
彦
編
『
日
本
都
市
生
活
史
料
集
成
』

七
、
港
町
篇
Ⅱ
、
学
習
研
究
社
、
一
九
七
六
年
、
二
七
六
頁
。

（
１３０
）�「
源
襄
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
下
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
九
年
、
八
七
頁
、
八
九
頁
、
二
○
八
頁
。「
源
愨
様

御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
下
巻
、
香
川
県
立
文

書
館
、
一
九
九
九
年
、
二
九
八
頁
、
三
○
三
頁
、
三
○
四
頁
、
三
○
九
頁
、

三
二
四
頁
、
三
二
八
頁
。

（
１３１
）�

中
川
学
「『
鳴
物
停
止
令
』
と
藩
政
―
幕
令
に
関
す
る
藩
の
対
応
―
」
渡
辺
信

夫
編『
近
世
日
本
の
生
活
文
化
と
地
域
社
会
』河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
五
年
、
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（
１５０
）�「
源
節
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
上
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
八
年
、
一
四
七
頁
。

（
１５１
）�「
源
欽
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
下
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
九
年
、
七
一
頁
～
七
二
頁
。

（
１５２
）�「
高
松
町
年
寄
御
用
留
」『
香
川
県
史
』
十
、
近
世
史
料
Ⅱ
、
香
川
県
、

一
九
八
七
年
、
五
一
三
頁
～
五
一
四
頁
。「
高
松
町
年
寄
御
用
留
」『
香
川
県

史
』
十
、
近
世
史
料
Ⅱ
、
一
九
八
七
年
、
五
一
七
頁
。

（
１５３
）�「
源
懐
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
上
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
八
年
、
一
八
四
頁
。
魚
商
売
の
こ
と
に
つ
い
て
、

わ
ざ
わ
ざ
一
項
目
を
立
て
、
し
か
も
一
番
目
に
取
り
上
げ
て
い
る
点
な
ど
か

ら
、
当
時
魚
商
売
は
一
般
の
商
売
と
は
区
別
さ
れ
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
（
佐
藤
麻
里
「
将
軍
の
死
と
『
自
粛
』
す
る
江
戸
社
会
―
都
市
江

戸
の
鳴
物
停
止
・
商
売
停
止
に
つ
い
て
―
」『
学
校
教
育
学
論
集
』
二
四
号
、

東
京
学
芸
大
学
大
学
院
連
合
学
校
教
育
学
研
究
科
、
二
○
一
一
年
、
五
○

頁
）。

（
１５４
）�「
高
松
藩
諸
達
留
」『
香
川
県
史
』九
、
近
世
史
料
Ⅰ
、
香
川
県
、
一
九
八
七
年
、

二
○
三
頁
～
二
○
四
頁
。
中
世
の
「
天
下
触
穢
」
で
は
、
王
や
為
政
者
の
死

に
際
し
て
殺
生
禁
断
・
魚
味
売
買
禁
止
が
京
都
市
中
に
触
れ
ら
れ
て
お
り
（
黒

田
日
出
男
「
こ
も
る
・
つ
つ
む
・
か
く
す
―
中
世
の
身
体
感
覚
と
秩
序
」『
日

本
の
社
会
史
』
八
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
七
年
、
一
九
五
頁
）、
延
文
三
年

（
一
三
五
八
）
四
月
三
○
日
の
足
利
尊
氏
の
死
に
際
し
て
、「
五
月
一
日
、
将

軍
大
事
に
及
ぶ
、
去
夜
の
事
、
四
日
、
京
中
魚
を
売
る
へ
か
ら
さ
る
の
由
下

知
の
事
、（
下
略
）」
と
あ
り
、
魚
類
の
売
買
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
（『
大
日
本

史
料
』
六
編
之
二
一
、八
一
一
頁
）。

（
１５５
）�「
源
愨
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
下
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
九
年
、
二
九
九
頁
。

（
１５６
）�

今
野
真
「
幕
藩
体
制
下
の
生
活
規
制
―
鳴
物
停
止
と
禁
字
―
」
深
谷
克
己
・

堀
新
編
『
展
望
日
本
歴
史
13
』
東
京
堂
出
版
、
二
○
○
○
年
、
四
三
一
頁
。

（
１５７
）�「
源
恵
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
上
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
八
年
、
一
六
二
頁
。

（
１５８
）�「
源
懐
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
書
抜
』
上
巻
、
香
川

県
立
文
書
館
、
一
九
九
八
年
、　
一
九
四
頁
。

（
１５９
）�

別
所
家
文
書
「
宝
暦
八
寅
御
用
留
」『
香
川
県
立
文
書
館
紀
要
』
第
十
号
、
香

川
県
立
文
書
館
、
二
○
○
六
年
、
一
○
九
頁
。

（
１６０
）�

別
所
家
文
書
「
宝
暦
八
寅
御
用
留
」『
香
川
県
立
文
書
館
紀
要
』
第
十
号
、
香

川
県
立
文
書
館
、
二
○
○
六
年
、
一
二
○
頁
。

（
１６１
）�

別
所
家
文
書
「
宝
暦
拾
辰
御
用
留
」『
香
川
県
立
文
書
館
紀
要
』
第
十
一
号
、

香
川
県
立
文
書
館
、
二
○
○
七
年
、
八
五
頁
。

（
１６２
）�「
御
上
ヨ
リ
諸
事
廻
文
扣
帳
」『
塩
江
の
四
季
』第
十
集
、
塩
江
町
教
育
委
員
会
、

二
○
○
三
年
、
三
○
頁
～
三
一
頁
。

（
１６３
）�

堀
田
幸
義
「
近
世
武
家
社
会
に
お
け
る
実
名
敬
避
俗
と
禁
字
法
令
」『
史
学
雑

誌
』
一
一
二
編
十
号
、
史
学
会
、
二
○
○
三
年
、
三
頁
、
二
六
頁
、
三
一
頁
。

今
野
真
「
幕
藩
体
制
下
の
生
活
規
制
―
鳴
物
停
止
と
禁
字
―
」
深
谷
克
己
・

堀
新
編
『
展
望
日
本
歴
史
13
』
東
京
堂
出
版
、
二
○
○
○
年
、
四
四
二
頁
。

（
１６４
）�

鈴
木
敏
夫
「
徳
川
幕
府
法
令
に
お
け
る
遊
戯
統
制
」『
北
海
道
大
学
教
育
学
部

紀
要
』
三
五
号
、
一
九
八
○
年
、
七
九
頁
。

（
１６５
）�「
源
英
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
上
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
八
年
、
一
○
頁
、
十
一
頁
～
十
二
頁
。

（
１６６
）�「
源
襄
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
下
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
九
年
、
二
○
八
頁
。

（
１６７
）�「
源
襄
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
下
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
九
年
、
九
二
頁
～
九
三
頁
。

（
１６８
）�「
源
襄
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
下
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
九
年
、
八
九
頁
。
こ
の
他
に
も
「
源
愨
様
御
代
御

令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
下
巻
、
香
川
県
立
文
書
館
、

一
九
九
九
年
、
二
九
八
頁
、
三
○
三
頁
～
三
○
四
頁
、
三
二
四
頁
、
三
二
八

頁
に
同
様
の
事
例
が
み
ら
れ
る
。

（
１６９
）�「
源
欽
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
下
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
九
年
、
六
○
頁
～
六
一
頁
。

（
１７０
）�「
源
欽
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
下
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
九
年
、
六
七
頁
。

（
１７１
）�

ロ
ベ
ー
ル
・
エ
ル
ツ
著
、
吉
田
偵
吾
・
内
藤
莞
爾
・
板
橋
作
美
訳
「
死
の
宗
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一
三
四
頁
。

（
１３２
）�「
源
英
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
上
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
八
年
、
一
頁
。

（
１３３
）�「
源
英
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
上
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
八
年
、
六
頁
。

（
１３４
）�「
源
英
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
上
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
八
年
、
二
七
頁
～
二
八
頁
。

（
１３５
）�

網
野
善
彦
「
高
声
と
微
音
」
網
野
善
彦
・
笠
松
宏
至
・
勝
俣
鎮
夫
・
佐
藤
進

一
編
『
こ
と
ば
の
文
化
史
（
中
世
１
）』
平
凡
社
、
一
九
八
八
年
、
二
十
頁
～

二
十
一
頁
、
二
十
三
頁
。

（
１３６
）�「
仏
生
山
法
然
寺
條
目
」『
香
川
叢
書
』
第
二
、
香
川
県
、
一
九
四
一
年
、

十
四
頁
。

（
１３７
）�「
源
懐
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
上
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
八
年
、
一
八
四
頁
～
一
九
○
頁
。
こ
の
他
藩
主
逝

去
時
の
火
之
元
入
念
令
に
つ
い
て
は
、「
源
愨
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高

松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
下
巻
、
香
川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
九
年
、
三
○

一
頁
に
み
え
る
。

（
１３８
）�

佐
藤
麻
里
「
将
軍
の
死
と
『
自
粛
』
す
る
江
戸
社
会
―
都
市
江
戸
の
鳴
物
停
止
・

商
売
停
止
に
つ
い
て
―
」『
学
校
教
育
学
論
集
』
二
四
号
、
東
京
学
芸
大
学
大

学
院
連
合
学
校
教
育
学
研
究
科
、
二
○
一
一
年
、
四
九
頁
。

（
１３９
）�「
源
欽
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
下
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
九
年
、
六
○
頁
～
六
一
頁
。

（
１４０
）�「
源
襄
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
下
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
九
年
、
二
○
八
頁
。

（
１４１
）�「
源
襄
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
下
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
九
年
、
八
九
頁
。
こ
の
他
、
旧
藩
主
の
法
事
関
連

記
事
は
、『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
下
巻
の
八
七
頁
、
二
九
八
頁
、
三
○

四
頁
、
三
○
九
頁
、
三
二
四
頁
、
三
二
八
頁
に
み
え
る
。

（
１４２
）�「
源
愨
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
下
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
九
年
、
三
○
三
頁
。

（
１４３
）�

山
本
幸
司
「
貴
族
社
会
に
お
け
る
穢
と
秩
序
」『
日
本
史
研
究
』
二
八
七
号
、

日
本
史
研
究
会
、
一
九
八
七
年
、
三
○
頁
、
三
二
頁
。
黒
田
日
出
男
「
こ
も

る
・
つ
つ
む
・
か
く
す
―
中
世
の
身
体
感
覚
と
秩
序
」『
日
本
の
社
会
史
』
八
、

岩
波
書
店
、
一
九
八
七
年
、
一
九
七
頁
。
小
出
邦
博
「『
鳴
物
停
止
令
』
に
つ

い
て
の
一
考
察
―
法
令
集
よ
り
み
た
『
鳴
物
停
止
令
』
―
」『
愛
大
史
学
』
愛

知
大
学
文
学
部
史
学
科
、
一
九
九
七
年
、
三
○
頁
。
山
田
浩
央
「『
鳴
物
停
止

令
』
に
関
す
る
一
考
察
―
江
戸
町
触
と
京
都
町
触
を
中
心
に
―
」『
信
大
史
学
』

二
二
号
、
信
大
史
学
会
、
一
九
九
七
年
、
三
二
、三
四
頁
。
今
野
真
「
幕
藩
体

制
下
の
生
活
規
制
―
鳴
物
停
止
令
と
禁
字
―
」
深
谷
克
己
・
堀
新
編
『
展
望

日
本
歴
史
13
近
世
国
家
』
東
京
堂
出
版
、
二
○
○
○
年
、
四
二
六
頁
。

（
１４４
）�「
小
神
野
夜
話
」
巻
二
、
香
川
県
教
育
委
員
会
編
『
新
編
香
川
叢
書
』
史
料
扁

（
二
）、
新
編
香
川
叢
書
刊
行
企
画
委
員
会
、
一
九
七
九
年
、
八
六
三
頁
。
三

谷
敏
雄
「
城
下
町
（
高
松
）
の
「
火
の
用
心
」」
高
松
高
校
歴
史
学
研
究
会
編

『
高
高
史
学
』
第
四
号
、
香
川
県
立
高
松
高
校
、
二
○
○
二
年
、
一
○
二
頁
～

一
○
七
頁
。

（
１４５
）�「
源
英
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
上
巻
、
香
川

県
立
文
書
館
、
一
九
九
八
年
、
三
八
頁
～
三
九
頁
。

（
１４６
）�「
源
定
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
下
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
九
年
、
六
頁
。
嘉
永
七
年
三
月
の
事
例
も
あ
る

（「
高
松
藩
諸
達
留
」『
香
川
県
史
』
九
、
近
世
史
料
Ⅰ
、
一
九
八
七
年
、
二
○

一
頁
）。

（
１４７
）�「
源
節
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
上
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
八
年
、
四
八
頁
。

（
１４８
）�「
源
節
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
上
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
八
年
、
一
四
四
頁
。

（
１４９
）�「
源
節
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
上
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
八
年
、
一
四
六
頁
。
そ
の
後
も
、
天
明
八
年

（
一
七
八
八
）、
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）、
嘉
永
三
年
（
一
八
五
○
）
に
「
鳥

殺
生
御
制
禁
」
の
御
触
が
出
さ
れ
て
い
る
（「
高
松
藩
諸
達
留
」『
香
川
県
史
』

九
、
近
世
史
料
Ⅰ
、
香
川
県
、
一
九
八
七
年
、
一
五
○
頁
、
一
九
○
頁
。「
御

法
度
被
仰
出
留
」『
香
川
県
史
』
九
、
近
世
史
料
Ⅰ
、
香
川
県
、
一
九
八
七
年
、

一
四
三
頁
～
一
四
五
頁
）。
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（
１５０
）�「
源
節
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
上
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
八
年
、
一
四
七
頁
。

（
１５１
）�「
源
欽
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
下
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
九
年
、
七
一
頁
～
七
二
頁
。

（
１５２
）�「
高
松
町
年
寄
御
用
留
」『
香
川
県
史
』
十
、
近
世
史
料
Ⅱ
、
香
川
県
、

一
九
八
七
年
、
五
一
三
頁
～
五
一
四
頁
。「
高
松
町
年
寄
御
用
留
」『
香
川
県

史
』
十
、
近
世
史
料
Ⅱ
、
一
九
八
七
年
、
五
一
七
頁
。

（
１５３
）�「
源
懐
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
上
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
八
年
、
一
八
四
頁
。
魚
商
売
の
こ
と
に
つ
い
て
、

わ
ざ
わ
ざ
一
項
目
を
立
て
、
し
か
も
一
番
目
に
取
り
上
げ
て
い
る
点
な
ど
か

ら
、
当
時
魚
商
売
は
一
般
の
商
売
と
は
区
別
さ
れ
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
（
佐
藤
麻
里
「
将
軍
の
死
と
『
自
粛
』
す
る
江
戸
社
会
―
都
市
江

戸
の
鳴
物
停
止
・
商
売
停
止
に
つ
い
て
―
」『
学
校
教
育
学
論
集
』
二
四
号
、

東
京
学
芸
大
学
大
学
院
連
合
学
校
教
育
学
研
究
科
、
二
○
一
一
年
、
五
○

頁
）。

（
１５４
）�「
高
松
藩
諸
達
留
」『
香
川
県
史
』九
、
近
世
史
料
Ⅰ
、
香
川
県
、
一
九
八
七
年
、

二
○
三
頁
～
二
○
四
頁
。
中
世
の
「
天
下
触
穢
」
で
は
、
王
や
為
政
者
の
死

に
際
し
て
殺
生
禁
断
・
魚
味
売
買
禁
止
が
京
都
市
中
に
触
れ
ら
れ
て
お
り
（
黒

田
日
出
男
「
こ
も
る
・
つ
つ
む
・
か
く
す
―
中
世
の
身
体
感
覚
と
秩
序
」『
日

本
の
社
会
史
』
八
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
七
年
、
一
九
五
頁
）、
延
文
三
年

（
一
三
五
八
）
四
月
三
○
日
の
足
利
尊
氏
の
死
に
際
し
て
、「
五
月
一
日
、
将

軍
大
事
に
及
ぶ
、
去
夜
の
事
、
四
日
、
京
中
魚
を
売
る
へ
か
ら
さ
る
の
由
下

知
の
事
、（
下
略
）」
と
あ
り
、
魚
類
の
売
買
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
（『
大
日
本

史
料
』
六
編
之
二
一
、八
一
一
頁
）。

（
１５５
）�「
源
愨
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
下
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
九
年
、
二
九
九
頁
。

（
１５６
）�

今
野
真
「
幕
藩
体
制
下
の
生
活
規
制
―
鳴
物
停
止
と
禁
字
―
」
深
谷
克
己
・

堀
新
編
『
展
望
日
本
歴
史
13
』
東
京
堂
出
版
、
二
○
○
○
年
、
四
三
一
頁
。

（
１５７
）�「
源
恵
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
上
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
八
年
、
一
六
二
頁
。

（
１５８
）�「
源
懐
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
書
抜
』
上
巻
、
香
川

県
立
文
書
館
、
一
九
九
八
年
、　
一
九
四
頁
。

（
１５９
）�

別
所
家
文
書
「
宝
暦
八
寅
御
用
留
」『
香
川
県
立
文
書
館
紀
要
』
第
十
号
、
香

川
県
立
文
書
館
、
二
○
○
六
年
、
一
○
九
頁
。

（
１６０
）�

別
所
家
文
書
「
宝
暦
八
寅
御
用
留
」『
香
川
県
立
文
書
館
紀
要
』
第
十
号
、
香

川
県
立
文
書
館
、
二
○
○
六
年
、
一
二
○
頁
。

（
１６１
）�

別
所
家
文
書
「
宝
暦
拾
辰
御
用
留
」『
香
川
県
立
文
書
館
紀
要
』
第
十
一
号
、

香
川
県
立
文
書
館
、
二
○
○
七
年
、
八
五
頁
。

（
１６２
）�「
御
上
ヨ
リ
諸
事
廻
文
扣
帳
」『
塩
江
の
四
季
』第
十
集
、
塩
江
町
教
育
委
員
会
、

二
○
○
三
年
、
三
○
頁
～
三
一
頁
。

（
１６３
）�

堀
田
幸
義
「
近
世
武
家
社
会
に
お
け
る
実
名
敬
避
俗
と
禁
字
法
令
」『
史
学
雑

誌
』
一
一
二
編
十
号
、
史
学
会
、
二
○
○
三
年
、
三
頁
、
二
六
頁
、
三
一
頁
。

今
野
真
「
幕
藩
体
制
下
の
生
活
規
制
―
鳴
物
停
止
と
禁
字
―
」
深
谷
克
己
・

堀
新
編
『
展
望
日
本
歴
史
13
』
東
京
堂
出
版
、
二
○
○
○
年
、
四
四
二
頁
。

（
１６４
）�

鈴
木
敏
夫
「
徳
川
幕
府
法
令
に
お
け
る
遊
戯
統
制
」『
北
海
道
大
学
教
育
学
部

紀
要
』
三
五
号
、
一
九
八
○
年
、
七
九
頁
。

（
１６５
）�「
源
英
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
上
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
八
年
、
一
○
頁
、
十
一
頁
～
十
二
頁
。

（
１６６
）�「
源
襄
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
下
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
九
年
、
二
○
八
頁
。

（
１６７
）�「
源
襄
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
下
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
九
年
、
九
二
頁
～
九
三
頁
。

（
１６８
）�「
源
襄
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
下
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
九
年
、
八
九
頁
。
こ
の
他
に
も
「
源
愨
様
御
代
御

令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
下
巻
、
香
川
県
立
文
書
館
、

一
九
九
九
年
、
二
九
八
頁
、
三
○
三
頁
～
三
○
四
頁
、
三
二
四
頁
、
三
二
八

頁
に
同
様
の
事
例
が
み
ら
れ
る
。

（
１６９
）�「
源
欽
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
下
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
九
年
、
六
○
頁
～
六
一
頁
。

（
１７０
）�「
源
欽
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
下
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
九
年
、
六
七
頁
。

（
１７１
）�

ロ
ベ
ー
ル
・
エ
ル
ツ
著
、
吉
田
偵
吾
・
内
藤
莞
爾
・
板
橋
作
美
訳
「
死
の
宗
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紅
葉
山
）
へ
の
社
参
と
い
う
儀
礼
行
為
の
中
で
、
将
軍
権
威
の
確
立
を
す
す

め
た
」
と
述
べ
て
い
る
（
中
野
光
浩
『
諸
国
東
照
宮
の
史
的
研
究
』
名
著
刊

行
会
、
二
○
○
八
年
、
二
四
二
頁
）。

（
１８６
）�

深
谷
克
己
『
死
者
の
は
た
ら
き
と
江
戸
時
代
』
吉
川
弘
文
館
、
二
○
一
四
年
、

四
八
頁
）。
深
谷
克
己
「
近
世
日
本
に
お
け
る
政
治
習
俗
と
信
仰
習
俗
」
ア
ジ

ア
地
域
文
化
エ
ン
ハ
ン
シ
ン
グ
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
ア
ジ
ア
地
域
文
化
エ
ン

ハ
ン
シ
ン
グ
研
究
セ
ン
タ
ー
報
告
書
Ⅲ
２
０
０
４
年
度
』
早
稲
田
大
学
21
世

紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
二
○
○
五
年
、
一
○
五
頁
。

（
１８７
）�「
源
欽
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
下
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
九
年
、
七
二
頁
～
七
四
頁
。

（
１８８
）�『
香
川
県
神
社
誌
・
上
』（
香
川
県
神
職
会
、
一
九
三
八
年
、
一
八
○
頁
）「
讃

岐
東
照
宮
屋
島
神
社
由
緒
書
」「
克
軍
寺
由
緒
・
沿
革
」
に
よ
る
。
な
お
、「
克

軍
寺
由
緒
・
沿
革
」
に
よ
れ
ば
、「
寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
）
に
頼
重
が
山

王
社
を
境
内
山
手
に
建
立
し
、
東
照
大
権
現
を
祀
る
」
と
あ
る
。
高
藤
晴
俊

『
家
康
公
と
全
国
の
東
照
宮
』
東
京
美
術
、
一
九
九
二
年
、
四
六
頁
。
高
野
信

治
「
武
士
神
格
化
一
覧
・
稿
（
下
・
西
日
本
編
）」『
九
州
文
化
史
研
究
所
紀

要
』
第
四
八
号
、
九
州
大
学
九
州
文
化
史
研
究
所
、
二
○
○
五
年
、
六
二
頁

～
六
三
頁
。
森
岡
清
美
「
明
治
維
新
期
に
お
け
る
藩
祖
を
祀
る
神
社
の
創
建

―
旧
藩
主
家
の
霊
屋
か
ら
神
社
へ
、
地
域
の
鎮
守
へ
―
」『
淑
徳
大
学
社
会
学

部
研
究
紀
要
』
三
七
号
、
二
○
○
三
年
、
一
二
九
頁
。
同
「
明
治
維
新
期
に

お
け
る
藩
祖
を
祀
る
神
社
の
創
建
（
続
）
―
神
社
設
立
事
情
を
手
が
か
り
と
し

て
―
」『
淑
徳
大
学
社
会
学
部
研
究
紀
要
』
四
一
号
、
二
○
○
七
年
、
二
頁
、

九
八
頁
。

（
１８９
）�

中
野
光
浩
『
諸
国
東
照
宮
の
史
的
研
究
』
名
著
刊
行
会
、
二
○
○
八
年
、

一
九
一
頁
、
一
九
二
頁
、
二
四
四
頁
、
二
六
九
頁
。
林
由
紀
子
氏
は
、「
幕
府

の
服
忌
制
度
は
東
照
大
権
現
の
存
在
と
深
い
つ
な
が
り
を
有
し
、
東
照
宮
創

建
の
目
的
は
、
服
忌
制
度
の
確
立
に
よ
っ
て
完
遂
さ
れ
た
」
と
述
べ
て
い
る

（
林
由
紀
子
『
近
世
服
忌
令
の
研
究
―
幕
藩
制
国
家
の
喪
と
穢
―
』
清
文
堂
、

一
九
九
八
年
、
四
○
頁
）。
大
名
領
へ
の
東
照
宮
の
勧
請
は
、
大
名
領
内
に
お

け
る
服
忌
制
度
の
確
立
と
も
連
動
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
１９０
）�「
源
襄
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
下
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
九
年
、
一
一
○
頁
。
永
年
会
編
『
増
補
高
松
藩
記
』

山
川
波
次
、
一
九
三
二
年
、
三
三
五
頁
～
三
三
六
頁
。

（
１９１
）�「
源
襄
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
下
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
九
年
、
二
○
五
頁
～
二
○
六
頁
。

（
１９２
）�「
高
松
町
年
寄
御
用
留
」『
香
川
県
史
』
十
、
近
世
史
料
Ⅱ
、
一
九
八
七
年
、

五
一
七
頁
。『
襄
公
外
記
』（
文
化
十
二
年
四
月
）
に
は
「
御
城
よ
り
十
日
九

つ
時
、
御
共
揃
に
て
、
八
つ
時
過
、
御
出
輿
。
昨
夜
よ
り
大
雨
、
今
夜
四
つ

時
分
よ
り
雨
止
む
。
御
道
筋
、
此
の
間
中
、
道
造
り
、
置
土
な
と
致
候
故
、

殊
の
外
、
道
悪
し
く
御
座
候
。
御
道
筋
拝
見
人
夥
し
。
短
夜
故
、
新
川
の
辺

よ
り
松
明
引
け
し
。
御
馬
場
先
よ
り
奏
楽
に
て
、
十
一
日
四
つ
時
分
着
。
御

同
夜
酉
刻
、
正
遷
宮
、
御
式
こ
れ
も
深
更
迄
か
か
り
候
由
、
供
奉
の
上
下
と

も
草
鞋
に
て
歩
行
な
り
。
云
々
」
と
あ
る
。（
古
高
松
郷
土
誌
編
集
員
会
編

『
古
高
松
郷
土
誌
』
高
松
東
部
農
業
協
同
組
合
古
高
松
支
所
、
一
九
七
七
年
、

二
三
七
頁
）。

（
１９３
）�「
源
襄
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
下
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
九
年
、
二
○
七
頁
～
二
○
八
頁
。

（
１９４
）�「
源
襄
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
下
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
九
年
、
二
○
九
頁
。

（
１９５
）�「
高
松
町
年
寄
御
用
留
」『
香
川
県
史
』
十
、
近
世
史
料
Ⅱ
、
一
九
八
七
年
、

五
二
○
頁
～
五
二
一
頁
。

（
１９６
）�「
源
襄
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
下
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
九
年
、
二
二
六
頁
～
二
二
七
頁
。

（
１９７
）�「
源
襄
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
下
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
九
年
、
二
三
○
頁
～
二
三
一
頁
。

（
１９８
）�

中
野
光
浩
『
諸
国
東
照
宮
の
史
的
研
究
』
名
著
刊
行
会
、
二
○
○
八
年
、

二
六
九
頁
。

（
１９９
）�

倉
地
克
直
『
近
世
の
民
衆
と
支
配
思
想
』
柏
書
房
、
一
九
九
六
年
、
一
九
八

頁
～
二
○
○
頁
。

（
２００
）�

高
野
信
治「
武
士
神
格
化
と
東
照
宮
勧
請
」『
国
史
学
』一
九
五
号
、
国
史
学
会
、

二
○
○
八
年
、
三
八
頁
。

（
２０１
）�『
東
照
宮
御
実
紀
附
録
』
巻
六
、七
、十
七
（
紅
葉
山
文
庫
旧
蔵
・
国
立
公
文
書
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教
社
会
学
―
死
の
集
合
表
象
研
究
へ
の
寄
与
―
」『
右
手
の
優
越
―
宗
教
的
両

極
性
の
研
究
―
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）
筑
摩
書
房
、
二
○
○
一
年
、
一
一
一

頁
～
一
一
二
頁
。

（
１７２
）�
江
川
温
「
死
の
比
較
史
的
研
究
」『
史
学
雑
誌
』
第
一
一
五
編
第
九
号
、
史
学

会
、
二
○
○
六
年
、
三
八
頁
～
四
○
頁
。
ル
イ
・
マ
ラ
ン
は
、
表
象
の
力
に

つ
い
て
「
不
在
者
や
死
者
を
再
び
想
像
裡
に
現
存
せ
し
め
、
さ
ら
に
は
生
け

る
も
の
た
ら
し
め
る
力
と
、
現
存
し
生
け
る
も
の
の
資
質
や
正
当
性
や
資
格

な
ど
の
種
々
の
し
る
し
を
存
在
に
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
自
身
の

合
法
的
で
権
威
づ
け
ら
れ
た
主
体
を
樹
立
す
る
力
と
二
つ
の
力
を
併
せ
持
つ
」

と
述
べ
て
い
る
（
ル
イ
・
マ
ラ
ン
著
、
渡
辺
香
根
夫
訳
『
王
の
肖
像
―
権
力

と
表
象
の
歴
史
的
哲
学
的
考
察
―
』
法
政
大
学
出
版
局
、
二
○
○
二
年
、
五

頁
～
六
頁
）。

（
１７３
）�

岩
淵
令
治
「
近
世
大
名
家
の
葬
送
儀
礼
と
社
会
」『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研

究
布
告
』
第
一
六
九
集
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
二
○
一
一
年
、
三
五
三

頁
。

（
１７４
）�

西
谷
地
晴
美
「
中
世
的
土
地
所
有
を
め
ぐ
る
文
書
主
義
と
法
慣
習
」『
日
本
史

研
究
』
三
二
○
号
、
日
本
史
研
究
会
、
一
九
八
九
年
、
三
九
頁
。

（
１７５
）�

高
柳
真
三
・
石
井
良
助
編
『
御
触
書
宝
暦
集
成
』
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
年
、

五
頁
～
九
頁
。

（
１７６
）�

渡
辺
浩
「
御
威
光
」
と
象
徴
―
徳
川
政
治
体
制
の
一
側
面
―
」『
思
想
』
岩
波

書
店
、
一
九
八
六
年
、
一
四
七
頁
、
一
五
○
頁
。

（
１７７
）�

林
紀
昭
「
法
社
会
史
的
に
見
た
藩
（
一
）
―
伊
予
小
松
藩
の
場
合
―
」『
法
と

政
治
―
及
川
伸
教
授
退
任
記
念
論
集
―
』
第
四
三
巻
第
四
号
、
関
西
学
院
大

学
法
政
学
会
、
一
九
九
二
年
、
二
六
六
頁
。

（
１７８
）�

初
代
藩
主
松
平
頼
重
は
、
高
松
入
封
に
先
立
つ
寛
永
十
九
年
（
一
六
四
二
）

四
月
の
家
康
二
十
七
回
忌
及
び
正
保
五
年
（
一
六
四
八
）
四
月
の
家
康

三
十
三
回
忌
に
、
将
軍
家
光
に
供
奉
し
て
日
光
に
参
拝
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
（『
高
松
藩
祖
松
平
頼
重
傳
』
松
平
公
益
会
、
一
九
六
四
年
、
六
一
二
頁
、

六
一
五
頁
）。

（
１７９
）�「
源
懐
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
上
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
八
年
、
一
八
四
頁
～
一
九
○
頁
。

（
１８０
）�「
源
懐
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
上
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
八
年
、
二
一
三
頁
～
二
一
五
頁
。

（
１８１
）�「
英
公
事
蹟
」
永
年
会
編
『
増
補
高
松
藩
記
』
山
川
波
次
、
一
九
三
二
年
、

四
一
頁
。

（
１８２
）�「
増
補
穆
公
遺
事
」
香
川
県
教
育
委
員
会
編
『
新
編
香
川
叢
書
』
新
編
香
川
叢

書
刊
行
企
画
委
員
会
、
一
九
七
九
年
、
四
七
頁
～
四
八
頁
。

（
１８３
）�「
増
補
穆
公
遺
事
」
香
川
県
教
育
委
員
会
編
『
新
編
香
川
叢
書
』
新
編
香
川
叢

書
刊
行
企
画
委
員
会
、
一
九
七
九
年
、
八
一
頁
～
八
五
頁
。

（
１８４
）�

ニ
ク
ラ
ス
・
ル
ー
マ
ン
は
『
手
続
を
通
し
て
の
正
統
化
』（
ニ
ク
ラ
ス
・
ル
ー

マ
ン
著
・
今
井
弘
道
訳
、
風
行
社
、
一
九
九
○
年
、
十
九
頁
）
で
、
正
統
性

と
い
う
概
念
に
つ
い
て
「
い
か
な
る
政
治
シ
ス
テ
ム
も
、
物
理
的
強
制
力
だ

け
に
立
脚
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
持
続
的
な
支
配
を
可
能
に
す
る
た
め
に

は
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
そ
こ
に
付
け
加
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
小
関
隆
氏
は
、「
過
去
の
認
識
の
あ
り
方
を
記
憶
と
呼
び
、
表
象
を
媒

介
と
し
た
再
構
成
の
行
為
で
あ
る
」
と
し
、
当
該
共
同
体
の
共
同
性
を
有
効

に
保
証
す
る
過
去
の
認
識
と
し
て
広
く
認
知
さ
れ
た
も
の
が
「
公
共
の
記
憶
」

だ
と
し
て
い
る
（
小
関
隆
「
コ
メ
モ
レ
イ
シ
ョ
ン
の
文
化
史
の
た
め
に
」
阿

部
安
成
・
小
関
隆
・
見
市
雅
俊
・
光
永
雅
明
・
森
村
敏
己
編
『
記
憶
の
か
た
ち
ー

コ
メ
モ
レ
イ
シ
ョ
ン
の
文
化
史
ー
』
柏
書
房
、
一
九
九
九
年
、
七
頁
～
八
頁
）。

（
１８５
）�「
讃
岐
高
松
藩
歴
代
藩
主
事
項
年
表
（
１
）
～
（
４
）」
千
代
田
区
飯
田
町
調

査
会
編
『
東
京
都
千
代
田
区
飯
田
町
遺
跡
―
千
代
田
区
飯
田
橋
二
丁
目
・
三

丁
目
再
開
発
事
業
に
伴
う
発
掘
調
査
報
告
書
―
』
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
・

東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
・
千
代
田
区
飯
田
町
土
地
区
画
整
理
組
合
・
千

代
田
区
飯
田
町
遺
跡
調
査
会
、
二
○
○
一
年
、
二
八
三
頁
～
二
八
六
頁
。
後

代
に
な
る
と
日
光
山
へ
の
参
詣
回
数
が
減
少
し
、
紅
葉
山
の
霊
廟
な
ど
へ
の

参
詣
が
多
く
な
る
（
大
友
一
雄
「
近
世
の
国
家
的
祭
祀
儀
礼
に
関
す
る
基
礎

的
研
究
」
Ｋ
Ａ
Ｋ
Ｅ
Ｎ
研
究
成
果
報
告
書
、
二
○
○
○
年
、
二
○
頁
～
二
二

頁
）。
こ
の
紅
葉
山
東
照
社
へ
の
社
参
に
つ
い
て
、
中
野
光
浩
氏
は
「
寛
永

十
三
年
（
一
六
三
六
）
十
二
月
十
八
日
以
後
、
家
光
は
諸
大
名
に
対
し
て
、

家
康
・
秀
忠
の
正
忌
・
正
・
五
・
九
・
十
二
月
の
忌
日
の
紅
葉
山
東
照
社
へ
の

参
詣
を
義
務
付
け
、
そ
の
服
制
を
定
め
る
な
ど
、
東
照
社
（
日
光
・
上
野
・
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紅
葉
山
）
へ
の
社
参
と
い
う
儀
礼
行
為
の
中
で
、
将
軍
権
威
の
確
立
を
す
す

め
た
」
と
述
べ
て
い
る
（
中
野
光
浩
『
諸
国
東
照
宮
の
史
的
研
究
』
名
著
刊

行
会
、
二
○
○
八
年
、
二
四
二
頁
）。

（
１８６
）�
深
谷
克
己
『
死
者
の
は
た
ら
き
と
江
戸
時
代
』
吉
川
弘
文
館
、
二
○
一
四
年
、

四
八
頁
）。
深
谷
克
己
「
近
世
日
本
に
お
け
る
政
治
習
俗
と
信
仰
習
俗
」
ア
ジ

ア
地
域
文
化
エ
ン
ハ
ン
シ
ン
グ
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
ア
ジ
ア
地
域
文
化
エ
ン

ハ
ン
シ
ン
グ
研
究
セ
ン
タ
ー
報
告
書
Ⅲ
２
０
０
４
年
度
』
早
稲
田
大
学
21
世

紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
二
○
○
五
年
、
一
○
五
頁
。

（
１８７
）�「
源
欽
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
下
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
九
年
、
七
二
頁
～
七
四
頁
。

（
１８８
）�『
香
川
県
神
社
誌
・
上
』（
香
川
県
神
職
会
、
一
九
三
八
年
、
一
八
○
頁
）「
讃

岐
東
照
宮
屋
島
神
社
由
緒
書
」「
克
軍
寺
由
緒
・
沿
革
」
に
よ
る
。
な
お
、「
克

軍
寺
由
緒
・
沿
革
」
に
よ
れ
ば
、「
寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
）
に
頼
重
が
山

王
社
を
境
内
山
手
に
建
立
し
、
東
照
大
権
現
を
祀
る
」
と
あ
る
。
高
藤
晴
俊

『
家
康
公
と
全
国
の
東
照
宮
』
東
京
美
術
、
一
九
九
二
年
、
四
六
頁
。
高
野
信

治
「
武
士
神
格
化
一
覧
・
稿
（
下
・
西
日
本
編
）」『
九
州
文
化
史
研
究
所
紀

要
』
第
四
八
号
、
九
州
大
学
九
州
文
化
史
研
究
所
、
二
○
○
五
年
、
六
二
頁

～
六
三
頁
。
森
岡
清
美
「
明
治
維
新
期
に
お
け
る
藩
祖
を
祀
る
神
社
の
創
建

―
旧
藩
主
家
の
霊
屋
か
ら
神
社
へ
、
地
域
の
鎮
守
へ
―
」『
淑
徳
大
学
社
会
学

部
研
究
紀
要
』
三
七
号
、
二
○
○
三
年
、
一
二
九
頁
。
同
「
明
治
維
新
期
に

お
け
る
藩
祖
を
祀
る
神
社
の
創
建
（
続
）
―
神
社
設
立
事
情
を
手
が
か
り
と
し

て
―
」『
淑
徳
大
学
社
会
学
部
研
究
紀
要
』
四
一
号
、
二
○
○
七
年
、
二
頁
、

九
八
頁
。

（
１８９
）�

中
野
光
浩
『
諸
国
東
照
宮
の
史
的
研
究
』
名
著
刊
行
会
、
二
○
○
八
年
、

一
九
一
頁
、
一
九
二
頁
、
二
四
四
頁
、
二
六
九
頁
。
林
由
紀
子
氏
は
、「
幕
府

の
服
忌
制
度
は
東
照
大
権
現
の
存
在
と
深
い
つ
な
が
り
を
有
し
、
東
照
宮
創

建
の
目
的
は
、
服
忌
制
度
の
確
立
に
よ
っ
て
完
遂
さ
れ
た
」
と
述
べ
て
い
る

（
林
由
紀
子
『
近
世
服
忌
令
の
研
究
―
幕
藩
制
国
家
の
喪
と
穢
―
』
清
文
堂
、

一
九
九
八
年
、
四
○
頁
）。
大
名
領
へ
の
東
照
宮
の
勧
請
は
、
大
名
領
内
に
お

け
る
服
忌
制
度
の
確
立
と
も
連
動
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
１９０
）�「
源
襄
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
下
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
九
年
、
一
一
○
頁
。
永
年
会
編
『
増
補
高
松
藩
記
』

山
川
波
次
、
一
九
三
二
年
、
三
三
五
頁
～
三
三
六
頁
。

（
１９１
）�「
源
襄
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
下
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
九
年
、
二
○
五
頁
～
二
○
六
頁
。

（
１９２
）�「
高
松
町
年
寄
御
用
留
」『
香
川
県
史
』
十
、
近
世
史
料
Ⅱ
、
一
九
八
七
年
、

五
一
七
頁
。『
襄
公
外
記
』（
文
化
十
二
年
四
月
）
に
は
「
御
城
よ
り
十
日
九

つ
時
、
御
共
揃
に
て
、
八
つ
時
過
、
御
出
輿
。
昨
夜
よ
り
大
雨
、
今
夜
四
つ

時
分
よ
り
雨
止
む
。
御
道
筋
、
此
の
間
中
、
道
造
り
、
置
土
な
と
致
候
故
、

殊
の
外
、
道
悪
し
く
御
座
候
。
御
道
筋
拝
見
人
夥
し
。
短
夜
故
、
新
川
の
辺

よ
り
松
明
引
け
し
。
御
馬
場
先
よ
り
奏
楽
に
て
、
十
一
日
四
つ
時
分
着
。
御

同
夜
酉
刻
、
正
遷
宮
、
御
式
こ
れ
も
深
更
迄
か
か
り
候
由
、
供
奉
の
上
下
と

も
草
鞋
に
て
歩
行
な
り
。
云
々
」
と
あ
る
。（
古
高
松
郷
土
誌
編
集
員
会
編

『
古
高
松
郷
土
誌
』
高
松
東
部
農
業
協
同
組
合
古
高
松
支
所
、
一
九
七
七
年
、

二
三
七
頁
）。

（
１９３
）�「
源
襄
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
下
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
九
年
、
二
○
七
頁
～
二
○
八
頁
。

（
１９４
）�「
源
襄
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
下
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
九
年
、
二
○
九
頁
。

（
１９５
）�「
高
松
町
年
寄
御
用
留
」『
香
川
県
史
』
十
、
近
世
史
料
Ⅱ
、
一
九
八
七
年
、

五
二
○
頁
～
五
二
一
頁
。

（
１９６
）�「
源
襄
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
下
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
九
年
、
二
二
六
頁
～
二
二
七
頁
。

（
１９７
）�「
源
襄
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
下
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
九
年
、
二
三
○
頁
～
二
三
一
頁
。

（
１９８
）�

中
野
光
浩
『
諸
国
東
照
宮
の
史
的
研
究
』
名
著
刊
行
会
、
二
○
○
八
年
、

二
六
九
頁
。

（
１９９
）�

倉
地
克
直
『
近
世
の
民
衆
と
支
配
思
想
』
柏
書
房
、
一
九
九
六
年
、
一
九
八

頁
～
二
○
○
頁
。

（
２００
）�
高
野
信
治「
武
士
神
格
化
と
東
照
宮
勧
請
」『
国
史
学
』一
九
五
号
、
国
史
学
会
、

二
○
○
八
年
、
三
八
頁
。

（
２０１
）�『
東
照
宮
御
実
紀
附
録
』
巻
六
、七
、十
七
（
紅
葉
山
文
庫
旧
蔵
・
国
立
公
文
書
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『
高
松
藩
祖

　
松
平
頼
重
傳
』
松
平
公
益
会
、
一
九
六
四
年
、
五
一
九
頁
～

五
二
一
頁
。

（
２１２
）�

御
厨
義
道
「
史
料
紹
介
：
高
松
松
平
家
歴
史
資
料
「
英
公
家
訓
」」『
香
川
史
学
』

四
一
号
、
香
川
歴
史
学
会
、
二
○
一
四
年
、
四
三
頁
～
五
四
頁
。

（
２１３
）�

荻
慎
一
郎
「
中
期
藩
政
改
革
と
藩
「
国
家
」
論
の
形
成
―
米
沢
藩
の
明
和
・

安
永
改
革
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
歴
史
』
第
五
一
輯
、
東
北
史
学
会
、
一
九
七
八

年
、
十
三
頁
～
三
三
頁
。
千
葉
一
大
氏
は
「『
御
国
意
識
』
と
は
、
近
世
の
大

名
家
・
藩
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
支
配
の
あ
り
方
や
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
地
に

お
い
て
育
ま
れ
た
独
自
の
社
会
・
文
化
の
中
で
形
成
さ
れ
た
認
識
で
あ
る
」

と
し
て
い
る
（
千
葉
一
大
「
北
奥
大
名
津
軽
家
の
自
己
認
識
形
成
」「『
御
家
』

の
思
想
―
大
名
家
の
自
己
認
識
―
」『
歴
史
評
論
』
七
五
四
号
、
校
倉
書
房
、

二
○
一
三
年
、
二
○
頁
）。

（
２１４
）�「『
御
家
』
の
思
想
―
大
名
家
の
自
己
認
識
―
」・
小
川
和
也
「
御
家
」
の
思
想

と
藩
政
改
革
―
越
後
長
岡
藩
牧
野
家
の
「
常
在
戦
場
」
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
歴

史
評
論
』
七
五
四
号
、
校
倉
書
房
、
二
○
一
三
年
、
一
頁
、
五
頁
。

（
２１５
）�「
増
補
穆
公
遺
事
」
香
川
県
教
育
委
員
会
篇
『
新
編
香
川
叢
書
』
史
料
篇

（
一
）、
新
編
香
川
叢
書
刊
行
企
画
委
員
会
、
一
九
七
九
年
、
三
一
頁
、
三
六

頁
、
四
七
頁
～
四
八
頁
。
明
君
・
名
君
に
つ
い
て
深
谷
克
己
氏
は
「
明
君
に

は
特
性
が
優
位
に
込
め
ら
れ
、
名
君
に
は
才
能
が
優
位
に
込
め
ら
れ
て
い
る
」

と
述
べ
る
と
と
も
に
、
基
本
的
に
名
君
は
自
己
認
識
で
は
な
く
他
者
認
識
で
、

評
価
の
定
ま
る
の
は
死
後
で
あ
る
と
し
、
初
発
か
ら
「
民
意
」
と
呼
応
し
あ

う
「
天
意
」
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
（
深
谷
克
己
「
明
君
と
は

な
に
か
」『
歴
史
評
論
』
五
八
一
号
、
校
倉
書
房
、
一
九
九
八
年
、
三
頁
、
五

頁
～
六
頁
）。
ま
た
、
吉
武
佳
一
郎
氏
は
「
幕
藩
体
制
社
会
の
矛
盾
の
進
行
に

対
し
て
幕
政
あ
る
い
は
藩
政
改
革
を
行
い
、
人
民
や
家
臣
の
窮
乏
を
救
う
こ

と
に
一
応
成
功
し
、
そ
の
治
績
が
後
世
ま
で
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
幕
藩
領

主
の
こ
と
」
と
し
、
名
君
の
条
件
と
し
て
共
通
す
る
特
徴
を
四
つ
（
補
佐
役

の
賢
宰
・
儒
学
者
、
藩
校
の
設
立
、
倹
約
令
と
財
政
削
減
、
農
政
改
革
と
殖

産
興
業
）
を
あ
げ
て
い
る
（
吉
武
佳
一
郎
「『
名
君
』
た
ち
の
虚
像
と
実
像
を

め
ぐ
っ
て
」
青
木
美
智
男
・
保
坂
智
編
『
争
点
日
本
の
歴
史
』
第
五
巻
・
近

世
編
、
新
人
物
往
来
社
、
一
九
九
一
年
、
一
一
四
頁
、
一
二
四
頁
、
一
二
六

頁
）。

（
２１６
）�

小
関
悠
一
郎
「
近
世
中
期
に
お
け
る
『
明
君
録
』
の
形
成
過
程
―
莅
戸
善
政

著
『
翹
楚
篇
』
の
事
例
―
」『
一
橋
論
叢
』
第
一
三
四
巻
第
四
号
、
日
本
評
論
社
、

二
○
○
五
年
、
一
三
九
頁
。
深
谷
克
己
「
明
君
と
は
な
に
か
」『
歴
史
評
論
』

五
八
一
号
、
校
倉
書
房
、
一
九
九
八
年
、
十
頁
。
同
「
明
君
録
―
期
待
さ
れ

る
君
主
像
―
」
鵜
飼
政
志
ほ
か
編
『
歴
史
を
よ
む
』
東
大
出
版
会
、
二
○
○

四
年
、
一
九
五
頁
。
室
鳩
巣
の
『
明
君
家
訓
』
に
つ
い
て
は
、『
近
世
武
家
思

想
』（
日
本
思
想
体
系
二
七
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
、
六
七
頁
～
八
三
）

や
若
尾
政
希
「
享
保
～
天
明
期
の
社
会
と
文
化
―
明
君
の
時
代
―
」
大
石
学

編
『
享
保
改
革
と
社
会
変
容
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
○
○
三
年
、
二
八
二
頁
）

な
ど
に
詳
し
い
。
佐
藤
宏
之
「
物
言
う
大
名
―
松
代
藩
第
九
代
藩
主
真
田
幸

教
―
」『
歴
史
評
論
』
七
五
四
号
、
校
倉
書
房
、
二
○
一
三
年
。
六
二
頁
。

（
２１７
）�

小
関
悠
一
郎
「
真
田
家
の
系
譜
・
事
蹟
編
纂
と
鎌
原
桐
山
の
思
想
」
渡
辺
尚
志
・

小
関
悠
一
郎
編
『
藩
地
域
の
改
革
主
体
と
藩
政
』
岩
田
書
院
、
二
○
○
八
年
、

二
一
頁
。
胡
光「
高
松
藩
の
藩
政
改
革
と
修
史
事
業
」『
香
川
史
学
』第
二
八
号
、

香
川
歴
史
学
会
、
二
○
○
一
年
、
三
○
頁
、
四
○
頁
。

（
２１８
）�

小
関
悠
一
郎
『＜

明
君＞

の
近
世
―
学
問
・
知
識
と
藩
精
政
改
革
―
』
吉
川

弘
文
館
、
二
○
一
二
年
、
二
一
七
頁
、
二
二
四
頁
、
二
二
九
頁
～
二
三
一
頁
、

二
三
三
頁
。
同
「『
明
君
録
』
の
作
成
と
明
君
像
の
伝
播
・
受
容
―
『
米
沢
侯

賢
行
録
』
を
中
心
に
―
」『
書
物
・
出
版
と
社
会
変
容
』
第
一
号
、「
書
物
・

出
版
と
社
会
変
容
」
研
究
会
、
二
○
○
六
年
、
一
一
一
頁
、
一
一
五
頁
。
磯

田
道
史
「
藩
政
改
革
の
伝
播
―
熊
本
藩
宝
暦
改
革
と
水
戸
寛
政
改
革
―
」『
日

本
研
究
』
四
○
号
、
人
間
文
化
研
究
機
構
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
、

二
○
○
九
年
。

（
２１９
）�

佐
藤
宏
之
「
苦
悩
す
る
大
名
―
第
九
代
藩
主
真
田
幸
教
の
政
治
思
想
―
」
渡

辺
尚
志
・
小
関
悠
一
郎
編
『
藩
地
域
の
改
革
主
体
と
藩
政
』
岩
田
書
院
、
二

○
○
八
年
、
一
三
八
頁
。
藤
田
覚
「
近
世
政
治
史
と
三
大
改
革
論
―
研
究
史

の
整
理
と
展
望
―
」
藤
田
覚
編
『
幕
藩
政
改
革
の
展
開
』
山
川
出
版
社
、
二

○
○
一
年
、
十
二
頁
。
福
田
千
鶴
「
近
世
中
期
の
藩
政
」
大
石
学
編
『
日

本
の
時
代
史
16
享
保
改
革
と
社
会
変
容
』
吉
川
弘
文
館
、
二
○
○
三
年
、

二
一
八
頁
。
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館
蔵
）
羽
賀
祥
二
「
史
蹟
を
め
ぐ
る
歴
史
意
識
―
十
九
世
紀
前
期
の
歴
史
と

文
化
―
」『
日
本
史
研
究
』
第
三
五
一
号
、
日
本
史
研
究
会
、
一
九
九
一
年
、

五
二
頁
～
五
五
頁
。
曽
根
原
理
氏
は
「
東
照
権
現
は
何
よ
り
も
徳
川
政
権
を

創
設
す
る
た
め
の
神
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
（（『
徳
川
家
康
神
格
化
へ

の
道
―
中
世
天
台
思
想
の
展
開
―
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年
、
二
六
七

頁
）。

（
２０２
）�

松
浦
靜
山
著
、
中
村
幸
彦
・
中
野
三
敏
校
訂
「
神
祖
の
御
影
、
火
中
を
出
る
事
」

『
甲
子
夜
話
続
篇
１
』
巻
之
三
、
平
凡
社
、
一
九
七
九
年
、
六
八
頁
。

（
２０３
）�

高
藤
晴
俊
「
日
光
東
照
宮
の
信
仰
に
つ
い
て
」
宮
田
登
他
編
『
日
光
山
と
関

東
の
修
験
道
』
名
著
出
版
、
一
九
七
九
年
、
一
四
九
頁
。
こ
れ
に
対
し
て
、

高
野
信
治
氏
は
、
大
名
家
の
藩
祖
神
格
化
は
藩
政
改
革
な
ど
の
政
治
性
を

伴
っ
て
み
ら
れ
る
場
合
が
多
い
と
し
て
い
る
（
高
野
信
治
「
武
士
神
格
化
と

東
照
宮
勧
請
」『
国
史
学
』
一
九
五
号
、
国
史
学
会
、
二
○
○
八
年
、
五
四
頁

の
註(21)

）。

（
２０４
）�

永
年
会
編
『
増
補
高
松
藩
記
』（
山
川
波
次
、
一
九
三
二
年
、
一
二
六
頁
）
に

「
宝
永
元
年
（
一
七
○
四
）
四
月
三
日
、
老
公
（
二
代
藩
主
松
平
頼
常
）
目
黒

邸
ニ
テ
卒
ス
。
私
謚
、
節
公
ト
曰
フ
。
讃
之
日
内
山
ニ
帰
葬
ス
。
十
月
三
日
、

節
公
廟
ヲ
高
松
城
中
ニ
建
テ
ル
。
十
二
月
十
五
日
、
甲
府
中
納
言
諱
綱
豊
入

リ
嗣
君
ノ
為
ニ
西
域
ニ
在
リ
、
公
其
名
ヲ
避
ケ
、
改
メ
テ
頼
保
ト
曰
フ
」
と

あ
る
。
大
名
家
祖
先
の
神
格
化
と
霊
社
創
建
と
の
関
係
に
つ
い
て
岸
本
覚
氏

は
、
十
八
世
紀
中
期
か
ら
十
九
世
紀
前
半
期
に
か
け
て
霊
社
を
藩
の
守
護
神

と
し
て
城
内
あ
る
い
は
城
郭
近
く
に
創
建
す
る
こ
と
は
諸
大
名
共
通
す
る
と

こ
ろ
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
（
岸
本
覚
「
大
名
家
祖
先
の
神
格
化
を
め
ぐ
る

一
考
察
―
熊
本
藩
を
事
例
と
し
て
―
」『
佐
々
木
克
編
『
明
治
維
新
期
の
政
治

文
化
』
思
文
閣
出
版
、
二
○
○
五
年
、
三
頁
、
十
六
頁
』。

（
２０５
）�「
増
補
穆
公
遺
事
」『
新
編
香
川
叢
書
』
史
料
篇
（
一
）
五
二
頁
～
五
三
頁
。

「
増
補
穆
公
遺
事
」
は
文
政
三
年
二
月
に
高
松
藩
記
録
所
役
の
滝
信
彦
が
、
後

藤
芝
山
が
書
い
た
『
穆
公
遺
事
』
を
増
補
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

五
代
藩
主
松
平
頼
恭
が
歴
代
藩
主
の
実
録
や
祖
訓
集
、
一
族
一
門
の
追
遠
録

な
ど
を
編
纂
し
た
背
景
に
は
、
水
戸
分
家
の
磐
城
守
山
藩
か
ら
高
松
藩
主
と

な
っ
た
頼
恭
の
藩
主
と
し
て
の
権
威
づ
け
と
、
藩
政
の
立
て
直
し
を
図
る
宝

暦
改
革
を
進
め
る
た
め
に
、
家
臣
の
家
系
・
履
歴
書
や
過
去
の
行
政
文
書
な

ど
を
整
理
し
、
藩
政
組
織
の
体
制
強
化
と
文
書
主
義
に
基
づ
く
文
治
政
治
の

推
進
を
図
る
必
要
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
全
体
と
し
て
当

時
が
「
由
緒
・
記
録
の
時
代
」
と
呼
ば
れ
、
幕
藩
制
的
社
会
秩
序
の
再
編
成

期
に
当
た
っ
て
い
た
こ
と
と
も
深
く
関
係
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
２０６
）�

岸
本
覚
「
旧
領
主
の
由
緒
と
年
忌
―
亀
井
茲
矩
顕
彰
に
お
け
る
藩
と
地
域
―
」

『
歴
史
評
論
』
七
四
三
号
、
校
倉
書
房
、
二
○
一
二
年
、
二
九
頁
、
三
一
頁
。

（
２０７
）�

深
谷
克
己
『
死
者
の
は
た
ら
き
と
江
戸
時
代
』
吉
川
弘
文
館
、
二
○
一
四
年
、

十
七
頁
、
十
九
頁
、
二
十
一
頁
～
二
十
二
頁
。

（
２０８
）�「
万
御
寄
附
物
留
記
」（
琴
陵
家
蔵
）『
香
川
県
史
』
十
巻
・
資
料
編
近
世
史
料
Ⅱ
、

香
川
県
、
一
九
八
七
年
、
九
五
四
頁
～
九
五
五
頁
。

（
２０９
）�「
穆
公
遺
訓
諸
役
書
記
」『
香
川
県
史
』
第
九
巻
、
資
料
編
・
近
世
史
料
Ⅰ
、

香
川
県
、
一
九
八
七
年
、
七
一
頁
～
七
三
頁
、
七
五
頁
。「
穆
公
遺
訓
諸
役

書
記
」
は
、
五
代
藩
主
松
平
頼
恭
治
世
下
の
も
の
を
を
文
政
九
年
に
写
し
た

も
の
で
あ
る
。
十
ケ
寺
に
つ
い
て
、
初
代
藩
主
松
平
頼
重
は
寛
文
十
三
年

（
一
六
七
三
）
に
郷
中
の
十
寺
院
（
虚
空
蔵
院
、
志
度
寺
、
八
栗
寺
、
屋
島
寺
、

阿
弥
陀
院
、
地
蔵
院
、
白
峯
寺
、
国
分
寺
、
聖
通
寺
、
金
倉
寺
）
へ
、
愛
染

明
王
坐
像
と
五
大
虚
空
蔵
の
画
幅
を
寄
進
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
三
好

賢
子
「
作
品
解
説
」
香
川
県
編
『
空
海
の
足
音

　
四
国
へ
ん
ろ
展
』
香
川
県

立
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
、
二
○
一
四
年
、
一
八
五
頁
）。

（
２１０
）�

英
公
（
初
代
藩
主
松
平
頼
重
）
の
御
霊
屋
地
選
定
に
つ
い
て
は
、
仏
生
山
と

船
岡
山
の
両
論
が
あ
っ
て
詮
議
が
行
わ
れ
、
最
終
的
に
仏
生
山
に
決
定
し
て

い
る
（「
小
神
野
夜
話
」
香
川
県
教
育
委
員
会
篇
『
新
編
香
川
叢
書
』
史
料
篇

（
一
）、
新
編
香
川
叢
書
刊
行
企
画
委
員
会
、
一
九
七
九
年
、
八
一
二
頁
）。
元

禄
八
年
（
一
六
九
五
）
の
松
平
頼
重
塔
は
初
段
階
の
大
名
墓
で
あ
り
、
葬
送

の
執
行
と
喪
礼
の
実
践
こ
そ
が
視
覚
的
に
最
も
強
く
示
せ
る
王
権
の
継
承
儀

礼
で
あ
っ
た
（
松
原
典
明
「
近
世
王
権
の
墓
制
と
そ
の
歴
史
的
脈
絡
」『
陵
墓

か
ら
み
た
東
ア
ジ
ア
諸
国
の
位
相
―
朝
鮮
王
朝
と
そ
の
周
縁
―
』
関
西
大
学

文
化
交
渉
学
研
究
拠
点
、
二
○
一
一
年
、
一
八
八
頁
、
一
九
○
頁
）。

（
２１１
）�「
小
神
野
夜
話
」
香
川
県
教
育
委
員
会
篇
『
新
編
香
川
叢
書
』
史
料
篇
（
一
）、

新
編
香
川
叢
書
刊
行
企
画
委
員
会
、
一
九
七
九
年
、
八
七
七
～
八
七
八
頁
。
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『
高
松
藩
祖

　
松
平
頼
重
傳
』
松
平
公
益
会
、
一
九
六
四
年
、
五
一
九
頁
～

五
二
一
頁
。

（
２１２
）�
御
厨
義
道
「
史
料
紹
介
：
高
松
松
平
家
歴
史
資
料
「
英
公
家
訓
」」『
香
川
史
学
』

四
一
号
、
香
川
歴
史
学
会
、
二
○
一
四
年
、
四
三
頁
～
五
四
頁
。

（
２１３
）�

荻
慎
一
郎
「
中
期
藩
政
改
革
と
藩
「
国
家
」
論
の
形
成
―
米
沢
藩
の
明
和
・

安
永
改
革
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
歴
史
』
第
五
一
輯
、
東
北
史
学
会
、
一
九
七
八

年
、
十
三
頁
～
三
三
頁
。
千
葉
一
大
氏
は
「『
御
国
意
識
』
と
は
、
近
世
の
大

名
家
・
藩
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
支
配
の
あ
り
方
や
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
地
に

お
い
て
育
ま
れ
た
独
自
の
社
会
・
文
化
の
中
で
形
成
さ
れ
た
認
識
で
あ
る
」

と
し
て
い
る
（
千
葉
一
大
「
北
奥
大
名
津
軽
家
の
自
己
認
識
形
成
」「『
御
家
』

の
思
想
―
大
名
家
の
自
己
認
識
―
」『
歴
史
評
論
』
七
五
四
号
、
校
倉
書
房
、

二
○
一
三
年
、
二
○
頁
）。

（
２１４
）�「『
御
家
』
の
思
想
―
大
名
家
の
自
己
認
識
―
」・
小
川
和
也
「
御
家
」
の
思
想

と
藩
政
改
革
―
越
後
長
岡
藩
牧
野
家
の
「
常
在
戦
場
」
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
歴

史
評
論
』
七
五
四
号
、
校
倉
書
房
、
二
○
一
三
年
、
一
頁
、
五
頁
。

（
２１５
）�「
増
補
穆
公
遺
事
」
香
川
県
教
育
委
員
会
篇
『
新
編
香
川
叢
書
』
史
料
篇

（
一
）、
新
編
香
川
叢
書
刊
行
企
画
委
員
会
、
一
九
七
九
年
、
三
一
頁
、
三
六

頁
、
四
七
頁
～
四
八
頁
。
明
君
・
名
君
に
つ
い
て
深
谷
克
己
氏
は
「
明
君
に

は
特
性
が
優
位
に
込
め
ら
れ
、
名
君
に
は
才
能
が
優
位
に
込
め
ら
れ
て
い
る
」

と
述
べ
る
と
と
も
に
、
基
本
的
に
名
君
は
自
己
認
識
で
は
な
く
他
者
認
識
で
、

評
価
の
定
ま
る
の
は
死
後
で
あ
る
と
し
、
初
発
か
ら
「
民
意
」
と
呼
応
し
あ

う
「
天
意
」
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
（
深
谷
克
己
「
明
君
と
は

な
に
か
」『
歴
史
評
論
』
五
八
一
号
、
校
倉
書
房
、
一
九
九
八
年
、
三
頁
、
五

頁
～
六
頁
）。
ま
た
、
吉
武
佳
一
郎
氏
は
「
幕
藩
体
制
社
会
の
矛
盾
の
進
行
に

対
し
て
幕
政
あ
る
い
は
藩
政
改
革
を
行
い
、
人
民
や
家
臣
の
窮
乏
を
救
う
こ

と
に
一
応
成
功
し
、
そ
の
治
績
が
後
世
ま
で
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
幕
藩
領

主
の
こ
と
」
と
し
、
名
君
の
条
件
と
し
て
共
通
す
る
特
徴
を
四
つ
（
補
佐
役

の
賢
宰
・
儒
学
者
、
藩
校
の
設
立
、
倹
約
令
と
財
政
削
減
、
農
政
改
革
と
殖

産
興
業
）
を
あ
げ
て
い
る
（
吉
武
佳
一
郎
「『
名
君
』
た
ち
の
虚
像
と
実
像
を

め
ぐ
っ
て
」
青
木
美
智
男
・
保
坂
智
編
『
争
点
日
本
の
歴
史
』
第
五
巻
・
近

世
編
、
新
人
物
往
来
社
、
一
九
九
一
年
、
一
一
四
頁
、
一
二
四
頁
、
一
二
六

頁
）。

（
２１６
）�

小
関
悠
一
郎
「
近
世
中
期
に
お
け
る
『
明
君
録
』
の
形
成
過
程
―
莅
戸
善
政

著
『
翹
楚
篇
』
の
事
例
―
」『
一
橋
論
叢
』
第
一
三
四
巻
第
四
号
、
日
本
評
論
社
、

二
○
○
五
年
、
一
三
九
頁
。
深
谷
克
己
「
明
君
と
は
な
に
か
」『
歴
史
評
論
』

五
八
一
号
、
校
倉
書
房
、
一
九
九
八
年
、
十
頁
。
同
「
明
君
録
―
期
待
さ
れ

る
君
主
像
―
」
鵜
飼
政
志
ほ
か
編
『
歴
史
を
よ
む
』
東
大
出
版
会
、
二
○
○

四
年
、
一
九
五
頁
。
室
鳩
巣
の
『
明
君
家
訓
』
に
つ
い
て
は
、『
近
世
武
家
思

想
』（
日
本
思
想
体
系
二
七
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
、
六
七
頁
～
八
三
）

や
若
尾
政
希
「
享
保
～
天
明
期
の
社
会
と
文
化
―
明
君
の
時
代
―
」
大
石
学

編
『
享
保
改
革
と
社
会
変
容
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
○
○
三
年
、
二
八
二
頁
）

な
ど
に
詳
し
い
。
佐
藤
宏
之
「
物
言
う
大
名
―
松
代
藩
第
九
代
藩
主
真
田
幸

教
―
」『
歴
史
評
論
』
七
五
四
号
、
校
倉
書
房
、
二
○
一
三
年
。
六
二
頁
。

（
２１７
）�

小
関
悠
一
郎
「
真
田
家
の
系
譜
・
事
蹟
編
纂
と
鎌
原
桐
山
の
思
想
」
渡
辺
尚
志
・

小
関
悠
一
郎
編
『
藩
地
域
の
改
革
主
体
と
藩
政
』
岩
田
書
院
、
二
○
○
八
年
、

二
一
頁
。
胡
光「
高
松
藩
の
藩
政
改
革
と
修
史
事
業
」『
香
川
史
学
』第
二
八
号
、

香
川
歴
史
学
会
、
二
○
○
一
年
、
三
○
頁
、
四
○
頁
。

（
２１８
）�

小
関
悠
一
郎
『＜

明
君＞

の
近
世
―
学
問
・
知
識
と
藩
精
政
改
革
―
』
吉
川

弘
文
館
、
二
○
一
二
年
、
二
一
七
頁
、
二
二
四
頁
、
二
二
九
頁
～
二
三
一
頁
、

二
三
三
頁
。
同
「『
明
君
録
』
の
作
成
と
明
君
像
の
伝
播
・
受
容
―
『
米
沢
侯

賢
行
録
』
を
中
心
に
―
」『
書
物
・
出
版
と
社
会
変
容
』
第
一
号
、「
書
物
・

出
版
と
社
会
変
容
」
研
究
会
、
二
○
○
六
年
、
一
一
一
頁
、
一
一
五
頁
。
磯

田
道
史
「
藩
政
改
革
の
伝
播
―
熊
本
藩
宝
暦
改
革
と
水
戸
寛
政
改
革
―
」『
日

本
研
究
』
四
○
号
、
人
間
文
化
研
究
機
構
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
、

二
○
○
九
年
。

（
２１９
）�

佐
藤
宏
之
「
苦
悩
す
る
大
名
―
第
九
代
藩
主
真
田
幸
教
の
政
治
思
想
―
」
渡

辺
尚
志
・
小
関
悠
一
郎
編
『
藩
地
域
の
改
革
主
体
と
藩
政
』
岩
田
書
院
、
二

○
○
八
年
、
一
三
八
頁
。
藤
田
覚
「
近
世
政
治
史
と
三
大
改
革
論
―
研
究
史

の
整
理
と
展
望
―
」
藤
田
覚
編
『
幕
藩
政
改
革
の
展
開
』
山
川
出
版
社
、
二

○
○
一
年
、
十
二
頁
。
福
田
千
鶴
「
近
世
中
期
の
藩
政
」
大
石
学
編
『
日

本
の
時
代
史
16
享
保
改
革
と
社
会
変
容
』
吉
川
弘
文
館
、
二
○
○
三
年
、

二
一
八
頁
。
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川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
九
年
、
六
八
頁
～
六
九
頁
。

（
２３７
）�「
源
襄
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
下
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
九
年
、
一
九
四
頁
。

（
２３８
）�「
源
襄
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
下
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
九
年
、
二
○
二
頁
。

（
２３９
）�「
高
松
藩
諸
達
留
」『
香
川
県
史
』
第
九
巻
、
資
料
編
・
近
世
史
料
Ⅰ
、
香
川
県
、

一
九
八
七
年
、
二
○
三
頁
。

（
２４０
）�

エ
ル
ン
ス
ト
・
Ｈ
・
カ
ン
ト
ー
ロ
ヴ
ィ
ッ
チ
著
・
小
林
公
訳
『
王
の
二
つ
の

身
体
―
中
世
政
治
神
学
研
究
』
平
凡
社
、
一
九
九
二
年
、
三
一
頁
。

（
２４１
）�「
増
補
穆
公
遺
事
」
香
川
県
教
育
委
員
会
編
『
新
編
香
川
叢
書
』
新
編
香
川
叢

書
刊
行
企
画
委
員
会
、
一
九
七
九
年
、
八
一
頁
～
八
七
頁
。

（
２４２
）�

佐
藤
麻
里
「
死
を
操
作
さ
れ
る
将
軍
―
近
世
後
期
将
軍
の
「
身
体
」
か
ら
権

力
を
考
え
る
―
」『
史
海
』
五
八
号
、
東
京
学
芸
大
学
史
学
会
、
二
○
一
一
年
、

一
頁
。

（
２４３
）�

深
谷
克
己
『
死
者
の
は
た
ら
き
と
江
戸
時
代
』
吉
川
弘
文
館
、
二
○
一
四
年
、

一
三
一
頁
、
一
四
二
頁
。

（
２４４
）�

青
木
保『
儀
礼
の
象
徴
性
』岩
波
書
店
、
二
○
○
六
年
、
二
二
頁
、
一
○
九
頁
。

（
２４５
）�

ニ
ク
ラ
ス
・
ル
ー
マ
ン
著
、
大
庭
健
・
正
村
俊
之
訳
『
信
頼
―
社
会
的
な
複

雑
性
の
縮
減
メ
カ
ニ
ズ
ム
―
』
勁
草
書
房
、
一
九
九
○
年
。
小
宮
木
代
良
『
江

戸
幕
府
の
日
記
と
儀
礼
史
料
』
吉
川
弘
文
館
、
二
○
○
六
年
、
三
二
六
頁
、

三
六
二
頁
、
三
七
四
頁
、
三
八
八
頁
。
荻
野
昌
弘
氏
は
、
死
者
の
霊
と
神
々

に
よ
っ
て
共
同
体
の
繁
栄
は
も
た
ら
さ
れ
る
と
し
、
か
つ
て
共
同
体
の
成
員

で
あ
っ
た
死
者
や
神
々
の
恩
を
生
者
が
さ
ま
ざ
ま
な
儀
礼
を
通
じ
て
返
し
て

い
く
（
追
憶
す
る
）
こ
と
に
よ
っ
て
再
生
産
さ
れ
る
秩
序
編
成
の
あ
り
方
を

「
追
憶
の
秩
序
」
と
名
付
け
て
い
る
。（
荻
野
昌
弘
「
追
憶
の
秩
序
」『
資
本
主

義
と
他
者
』
関
西
学
院
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
、
八
頁
～
二
五
頁
）。
ま

た
、
秩
序
の
構
成
要
素
で
あ
る
歴
史
意
識
や
幕
藩
領
主
が
行
う
文
化
行
為
の

政
治
性
（
農
耕
祈
願
・
贈
答
儀
礼
・
祖
先
祭
祀
・
史
蹟
顕
彰
・
書
物
編
纂
な
ど
）

と
心
意
統
治
の
具
体
相
に
つ
い
て
の
検
討
も
な
さ
れ
て
い
る
（
近
世
部
会
運

営
委
員
会
（
岸
本
覚
・
引
野
亨
輔
）「
歴
史
意
識
か
ら
み
え
る
近
世
―
近
世
の

国
家
・
社
会
と
「
秩
序
」
Ⅱ
―
」『
歴
史
学
研
究
』
八
二
○
号
、
二
○
○
六
年
、

六
七
頁
～
六
八
頁
）。

（
２４６
）�

辻
達
也
『
享
保
の
改
革
』
創
文
社
、
一
九
六
三
年
、
四
二
頁
、
四
六
頁
～

五
五
頁
。
横
田
冬
彦『
日
本
の
歴
史
16
』講
談
社
、
二
○
○
二
年
、
三
○
四
頁
。

武
家
諸
法
度
に
お
け
る
「
文
」
の
意
味
に
つ
い
て
、
福
田
千
鶴
氏
は
「『
文
』

と
い
う
語
に
は
、
文
詞
・
語
句
・
学
問
の
ほ
か
に
法
度
・
礼
義
・
礼
法
と
い

う
意
味
が
あ
る
」
と
述
べ
、
武
家
諸
法
度
天
和
令
第
一
条
が
「
文
武
忠
孝
を

励
し
、
礼
儀
を
正
し
く
す
へ
き
事
」
と
改
め
ら
れ
た
の
は
、「
文
」
に
込
め
ら

れ
て
い
た
儀
礼
・
礼
儀
秩
序
の
側
面
が
明
確
に
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

も
の
と
し
て
い
る
（
福
田
千
鶴
「
日
本
近
世
の
為
政
者
と
「
知
」
の
継
承
」

小
谷
汪
之
編
『
歴
史
に
お
け
る
知
の
伝
統
と
継
承
』
山
川
出
版
社
、
二
○
○

五
年
、
四
二
頁
～
四
三
頁
）。

（
２４７
）�

倉
地
克
直
『
日
本
の
歴
史
11
徳
川
社
会
の
ゆ
ら
ぎ
』
小
学
館
、
二
○
○
八
年
、

三
七
頁
～
三
八
頁
、
四
○
頁
、
五
八
頁
、
二
一
八
頁
。

（
２４８
）�

中
川
学「
近
世
に
お
け
る
触
穢
観
念
と
政
治
秩
序
―
為
政
者
の
死
と
穢
―
」『
歴

史
学
研
究
』
八
○
七
号
、
青
木
書
店
、
二
○
○
五
年
、
六
六
頁
。
林
紀
昭
「
法

社
会
史
的
に
み
た
藩
（
一
）」『
法
と
政
治
』
四
三
巻
四
号
、
一
九
九
二
年
、

二
七
三
頁
。
林
由
紀
子
氏
は
幕
府
服
忌
令
の
意
義
に
つ
い
て
、
穢
れ
の
ヒ
エ

ラ
ル
キ
ー
（
穢
れ
を
忌
避
す
る
体
系
）
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
幕
藩
制

秩
序
を
補
強
す
る
「
穢
」
の
側
面
と
、
儒
教
的
家
族
・
親
族
秩
序
を
確
立
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
幕
藩
制
秩
序
を
間
接
的
に
補
強
す
る
「
礼
」
の
側
面
の
二

つ
の
側
面
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
（
林
由
紀
子
「
江
戸
幕
府
服
忌
令
の
意
義

と
特
質
」
孝
本
貢
・
八
木
透
編
『
家
族
と
死
者
祭
祀
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、

二
○
○
六
年
、
一
一
二
頁
、
一
一
六
頁
）。

（
２４９
）�

拙
稿
「
藩
政
成
立
期
に
お
け
る
藩
主
の
『
鵜
鷹
逍
遥
』
的
行
為
の
政
治
文
化

史
的
意
義
―
初
代
讃
岐
高
松
藩
主
松
平
頼
重
の
藩
政
に
お
け
る
『
遊
猟
』『
舟

遊
』
等
の
位
置
づ
け
―
」『
高
松
大
学
研
究
紀
要
』
第
五
八
・
五
九
合
併
号
、

高
松
大
学
、
二
○
一
三
年
、
六
二
頁
、
六
九
頁
。

（
２５０
）�

大
藤
修
『
近
世
農
民
と
家
・
村
・
国
家
―
生
活
史
・
社
会
史
の
視
座
か
ら
―
』

吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年
、
五
三
頁
。
同
「
武
士
の
編
成
と
家
」
水
林
彪
・

大
津
透
・
新
田
一
郎
・
大
藤
修
編
『
新
体
系
日
本
史
２
・
法
社
会
史
』
山
川
出

版
社
、
二
○
○
一
年
、
二
七
七
頁
～
二
七
八
頁
、
二
八
一
頁
、
二
八
四
頁
～
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（
２２０
）�

吉
村
豊
雄
「
藩
政
改
革
像
の
再
構
築
―
熊
本
藩
宝
暦
改
革
を
中
心
に
―
」『
歴

史
評
論
』
第
七
一
七
号
、
校
倉
書
房
、
二
○
一
○
頁
、
十
四
頁
～
十
六
頁
。

（
２２１
）�
小
野
正
雄
「
幕
藩
制
政
治
改
革
論
」
歴
史
学
研
究
会
・
日
本
史
研
究
会
編

『
講
座
日
本
歴
史
６
近
世
２
』
東
大
出
版
会
、
一
九
八
五
年
、
三
二
一
頁
～

三
二
二
頁
。
大
石
学
「
享
保
改
革
と
社
会
変
容
」
大
石
学
編
『
日
本
の
時
代

史
16
享
保
改
革
と
社
会
変
容
』
吉
川
弘
文
館
、
二
○
○
三
年
、
七
五
頁
～

七
六
頁
。

（
２２２
）�「
御
法
度
被
仰
出
留
」『
香
川
県
史
』
第
九
巻
、
近
世
史
料
Ⅰ
、
香
川
県
、

一
九
八
七
年
、
九
八
頁
～
一
○
○
頁
。

（
２２３
）�

小
川
和
也
「『
御
家
』
の
思
想
と
藩
政
改
革
―
越
後
長
岡
藩
牧
野
家
の
「
常
在

戦
場
」
を
め
ぐ
っ
て
―
」・
三
宅
正
治
「『
御
家
』
の
継
承
―
近
世
大
名
蜂
須

賀
家
の
相
続
事
情
―
」「『
御
家
』
の
思
想
―
大
名
家
の
自
己
認
識
―
」『
歴
史

評
論
』
七
五
四
号
、
校
倉
書
房
、
二
○
一
三
年
、
十
四
頁
～
十
五
頁
、
三
四

頁
、
四
六
頁
。

（
２２４
）�

深
谷
克
己
『
死
者
の
は
た
ら
き
と
江
戸
時
代
』
吉
川
弘
文
館
、
二
○
一
四
年
、

八
頁
、
十
頁
～
十
一
頁
、
二
二
頁
～
二
三
頁
。

（
２２５
）�

田
原
嗣
郎
「「
仁
政
」
の
思
想
と
「
御
家
」
の
思
想
―
幕
藩
制
政
治
思
想
の
矛

盾
的
構
成
―
」『
思
想
』
第
六
三
三
号
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
七
年
、
三
五
一

頁
～
三
五
二
頁
、
三
五
七
頁
。
石
井
紫
郎
「
解
説
」『
日
本
思
想
大
系
二
七
・

近
世
武
家
思
想
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
、
四
九
五
頁
。
近
藤
斉
『
近
世

以
降
武
家
家
訓
の
研
究
』
資
料
編
、
風
間
書
房
、
一
九
七
五
年
、
二
四
頁
。

滝
本
誠
一
編『
栗
山
上
書
』日
本
経
済
叢
書
十
七
巻
、
日
本
経
済
叢
書
刊
行
会
、

一
九
一
五
年
、
一
一
○
頁
、
一
○
三
頁
。

（
２２６
）�

野
口
朋
隆
「
近
世
中
後
期
、
小
浜
藩
主
の
資
格
・
役
割
と
「
生
命
維
持
」『
歴

史
評
論
』
七
五
四
号
、
校
倉
書
房
、
二
○
一
三
年
、
四
八
頁
。
宮
澤
誠
一
「
幕

藩
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
成
立
と
構
造
―
初
期
藩
政
改
革
と
の
関
連
を
中
心
に

―
」
歴
史
学
研
究
別
冊
特
集
『
歴
史
に
お
け
る
民
族
と
民
主
主
義
』
青
木
書
店
、

一
九
七
三
年
、
一
○
八
頁
。

（
２２７
）�

倉
地
克
直
『
日
本
の
歴
史
11
徳
川
社
会
の
ゆ
ら
ぎ
』
小
学
館
、
二
○
○
八
年
、

九
九
頁
～
一
○
○
頁
。
深
谷
克
己
「
近
世
日
本
に
お
け
る
政
治
習
俗
と
信
仰

習
俗
」
ア
ジ
ア
地
域
文
化
エ
ン
ハ
ン
シ
ン
グ
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
ア
ジ
ア
地

域
文
化
エ
ン
ハ
ン
シ
ン
グ
研
究
セ
ン
タ
ー
報
告
書
Ⅲ
２
０
０
４
年
度
』
早
稲

田
大
学
21
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
二
○
○
五
年
、
九
九
頁
。

（
２２８
）�

深
谷
克
己
『
百
姓
成
立
』
塙
書
房
、
一
九
九
三
年
、
二
六
頁
、
四
一
頁
。
福

田
千
鶴
「
江
戸
時
代
前
期
の
政
治
課
題
―
「
御
救
」
の
転
換
過
程
―
」『
史
料

館
研
究
紀
要
』
第
二
五
号
、
史
料
館
、
一
九
九
四
年
、
六
二
頁
、
七
三
頁
、

九
二
頁
～
九
三
頁
。

（
２２９
）�「
源
節
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
上
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
八
年
、
一
三
一
頁
、
一
三
六
頁
、
一
四
六
頁
。

（
２３０
）�

大
友
一
雄
『
近
世
の
国
家
的
祭
祀
儀
礼
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
』（
Ｋ
Ａ
Ｋ
Ｅ

Ｎ
研
究
成
果
報
告
）、
一
九
九
七
年
、
十
四
頁
～
十
七
頁
。

（
２３１
）�

宣
芝
秀
「『
御
救
』
か
ら
『
御
備
』
へ
―
松
平
定
信
『
寛
政
の
改
革
』
に
み
ら

れ
る
社
会
安
定
策
―
」『
日
本
思
想
史
研
究
』
第
四
四
号
、
東
北
大
学
大
学
院

文
化
学
研
究
科
日
本
思
想
史
研
究
室
、
二
○
一
二
年
、
二
九
頁
～
三
○
頁
、

四
三
頁
。
山
﨑
善
弘
「
近
世
後
期
に
お
け
る
領
主
支
配
の
実
現
と
中
間
支
配

機
構
―
畿
内
・
近
国
清
水
領
知
・
幕
領
の
「
取
締
役
」
制
を
素
材
と
し
て
―
」

『
日
本
史
研
究
』
第
四
七
五
号
、
日
本
史
研
究
会
、
二
○
○
二
年
、
一
○
三
頁
、

一
一
三
頁
、
一
一
八
頁
。

（
２３２
）�「
源
襄
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
下
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
九
年
、
一
九
五
頁
。

（
２３３
）�

谷
口
眞
子
「
幕
藩
権
力
に
よ
る
恩
赦
の
構
造
と
特
質
―
近
世
中
後
期
萩
藩
を

事
例
に
―
」『
日
本
史
研
究
』
六
○
七
号
、
日
本
史
研
究
会
、
二
○
一
三
年
、

五
四
頁
。
同
「
岡
山
藩
に
お
け
る
将
軍
回
忌
法
要
の
恩
赦
」
早
稲
田
大
学
史

学
会
編
『
史
観
』
一
六
五
冊
、
二
○
一
一
年
、
一
頁
。
同
「
加
賀
藩
に
お
け

る
先
祖
祭
祀
と
司
法
業
務
へ
の
影
響
―
『
行
政
』
と
『
司
法
』
の
分
離
の
芽

生
え
―
」
早
稲
田
大
学
総
合
人
文
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
誌
『W
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、
二
〇
一
四
年
、
二
六
〇
頁
。

（
２３４
）�「
源
穆
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
上
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
八
年
、
二
三
○
頁
～
二
三
一
頁
。

（
２３５
）�「
高
松
藩
諸
達
留
」『
香
川
県
史
』
第
九
巻
、
資
料
編
・
近
世
史
料
Ⅰ
、
香
川
県
、

一
九
八
七
年
、
二
三
○
頁
。

（
２３６
）�「
源
欽
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
下
巻
、
香
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川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
九
年
、
六
八
頁
～
六
九
頁
。

（
２３７
）�「
源
襄
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
下
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
九
年
、
一
九
四
頁
。

（
２３８
）�「
源
襄
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
下
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
九
年
、
二
○
二
頁
。

（
２３９
）�「
高
松
藩
諸
達
留
」『
香
川
県
史
』
第
九
巻
、
資
料
編
・
近
世
史
料
Ⅰ
、
香
川
県
、

一
九
八
七
年
、
二
○
三
頁
。

（
２４０
）�

エ
ル
ン
ス
ト
・
Ｈ
・
カ
ン
ト
ー
ロ
ヴ
ィ
ッ
チ
著
・
小
林
公
訳
『
王
の
二
つ
の

身
体
―
中
世
政
治
神
学
研
究
』
平
凡
社
、
一
九
九
二
年
、
三
一
頁
。

（
２４１
）�「
増
補
穆
公
遺
事
」
香
川
県
教
育
委
員
会
編
『
新
編
香
川
叢
書
』
新
編
香
川
叢

書
刊
行
企
画
委
員
会
、
一
九
七
九
年
、
八
一
頁
～
八
七
頁
。

（
２４２
）�

佐
藤
麻
里
「
死
を
操
作
さ
れ
る
将
軍
―
近
世
後
期
将
軍
の
「
身
体
」
か
ら
権

力
を
考
え
る
―
」『
史
海
』
五
八
号
、
東
京
学
芸
大
学
史
学
会
、
二
○
一
一
年
、

一
頁
。

（
２４３
）�

深
谷
克
己
『
死
者
の
は
た
ら
き
と
江
戸
時
代
』
吉
川
弘
文
館
、
二
○
一
四
年
、

一
三
一
頁
、
一
四
二
頁
。

（
２４４
）�

青
木
保『
儀
礼
の
象
徴
性
』岩
波
書
店
、
二
○
○
六
年
、
二
二
頁
、
一
○
九
頁
。

（
２４５
）�

ニ
ク
ラ
ス
・
ル
ー
マ
ン
著
、
大
庭
健
・
正
村
俊
之
訳
『
信
頼
―
社
会
的
な
複

雑
性
の
縮
減
メ
カ
ニ
ズ
ム
―
』
勁
草
書
房
、
一
九
九
○
年
。
小
宮
木
代
良
『
江

戸
幕
府
の
日
記
と
儀
礼
史
料
』
吉
川
弘
文
館
、
二
○
○
六
年
、
三
二
六
頁
、

三
六
二
頁
、
三
七
四
頁
、
三
八
八
頁
。
荻
野
昌
弘
氏
は
、
死
者
の
霊
と
神
々

に
よ
っ
て
共
同
体
の
繁
栄
は
も
た
ら
さ
れ
る
と
し
、
か
つ
て
共
同
体
の
成
員

で
あ
っ
た
死
者
や
神
々
の
恩
を
生
者
が
さ
ま
ざ
ま
な
儀
礼
を
通
じ
て
返
し
て

い
く
（
追
憶
す
る
）
こ
と
に
よ
っ
て
再
生
産
さ
れ
る
秩
序
編
成
の
あ
り
方
を

「
追
憶
の
秩
序
」
と
名
付
け
て
い
る
。（
荻
野
昌
弘
「
追
憶
の
秩
序
」『
資
本
主

義
と
他
者
』
関
西
学
院
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
、
八
頁
～
二
五
頁
）。
ま

た
、
秩
序
の
構
成
要
素
で
あ
る
歴
史
意
識
や
幕
藩
領
主
が
行
う
文
化
行
為
の

政
治
性
（
農
耕
祈
願
・
贈
答
儀
礼
・
祖
先
祭
祀
・
史
蹟
顕
彰
・
書
物
編
纂
な
ど
）

と
心
意
統
治
の
具
体
相
に
つ
い
て
の
検
討
も
な
さ
れ
て
い
る
（
近
世
部
会
運

営
委
員
会
（
岸
本
覚
・
引
野
亨
輔
）「
歴
史
意
識
か
ら
み
え
る
近
世
―
近
世
の

国
家
・
社
会
と
「
秩
序
」
Ⅱ
―
」『
歴
史
学
研
究
』
八
二
○
号
、
二
○
○
六
年
、

六
七
頁
～
六
八
頁
）。

（
２４６
）�

辻
達
也
『
享
保
の
改
革
』
創
文
社
、
一
九
六
三
年
、
四
二
頁
、
四
六
頁
～

五
五
頁
。
横
田
冬
彦『
日
本
の
歴
史
16
』講
談
社
、
二
○
○
二
年
、
三
○
四
頁
。

武
家
諸
法
度
に
お
け
る
「
文
」
の
意
味
に
つ
い
て
、
福
田
千
鶴
氏
は
「『
文
』

と
い
う
語
に
は
、
文
詞
・
語
句
・
学
問
の
ほ
か
に
法
度
・
礼
義
・
礼
法
と
い

う
意
味
が
あ
る
」
と
述
べ
、
武
家
諸
法
度
天
和
令
第
一
条
が
「
文
武
忠
孝
を

励
し
、
礼
儀
を
正
し
く
す
へ
き
事
」
と
改
め
ら
れ
た
の
は
、「
文
」
に
込
め
ら

れ
て
い
た
儀
礼
・
礼
儀
秩
序
の
側
面
が
明
確
に
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

も
の
と
し
て
い
る
（
福
田
千
鶴
「
日
本
近
世
の
為
政
者
と
「
知
」
の
継
承
」

小
谷
汪
之
編
『
歴
史
に
お
け
る
知
の
伝
統
と
継
承
』
山
川
出
版
社
、
二
○
○

五
年
、
四
二
頁
～
四
三
頁
）。

（
２４７
）�

倉
地
克
直
『
日
本
の
歴
史
11
徳
川
社
会
の
ゆ
ら
ぎ
』
小
学
館
、
二
○
○
八
年
、

三
七
頁
～
三
八
頁
、
四
○
頁
、
五
八
頁
、
二
一
八
頁
。

（
２４８
）�

中
川
学「
近
世
に
お
け
る
触
穢
観
念
と
政
治
秩
序
―
為
政
者
の
死
と
穢
―
」『
歴

史
学
研
究
』
八
○
七
号
、
青
木
書
店
、
二
○
○
五
年
、
六
六
頁
。
林
紀
昭
「
法

社
会
史
的
に
み
た
藩
（
一
）」『
法
と
政
治
』
四
三
巻
四
号
、
一
九
九
二
年
、

二
七
三
頁
。
林
由
紀
子
氏
は
幕
府
服
忌
令
の
意
義
に
つ
い
て
、
穢
れ
の
ヒ
エ

ラ
ル
キ
ー
（
穢
れ
を
忌
避
す
る
体
系
）
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
幕
藩
制

秩
序
を
補
強
す
る
「
穢
」
の
側
面
と
、
儒
教
的
家
族
・
親
族
秩
序
を
確
立
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
幕
藩
制
秩
序
を
間
接
的
に
補
強
す
る
「
礼
」
の
側
面
の
二

つ
の
側
面
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
（
林
由
紀
子
「
江
戸
幕
府
服
忌
令
の
意
義

と
特
質
」
孝
本
貢
・
八
木
透
編
『
家
族
と
死
者
祭
祀
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、

二
○
○
六
年
、
一
一
二
頁
、
一
一
六
頁
）。

（
２４９
）�

拙
稿
「
藩
政
成
立
期
に
お
け
る
藩
主
の
『
鵜
鷹
逍
遥
』
的
行
為
の
政
治
文
化

史
的
意
義
―
初
代
讃
岐
高
松
藩
主
松
平
頼
重
の
藩
政
に
お
け
る
『
遊
猟
』『
舟

遊
』
等
の
位
置
づ
け
―
」『
高
松
大
学
研
究
紀
要
』
第
五
八
・
五
九
合
併
号
、

高
松
大
学
、
二
○
一
三
年
、
六
二
頁
、
六
九
頁
。

（
２５０
）�
大
藤
修
『
近
世
農
民
と
家
・
村
・
国
家
―
生
活
史
・
社
会
史
の
視
座
か
ら
―
』

吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年
、
五
三
頁
。
同
「
武
士
の
編
成
と
家
」
水
林
彪
・

大
津
透
・
新
田
一
郎
・
大
藤
修
編
『
新
体
系
日
本
史
２
・
法
社
会
史
』
山
川
出

版
社
、
二
○
○
一
年
、
二
七
七
頁
～
二
七
八
頁
、
二
八
一
頁
、
二
八
四
頁
～
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二
二
頁
。
モ
ー
リ
ス
．
フ
リ
ー
ド
マ
ン
著
、
田
村
克
己
・
瀬
川
昌
久
訳
『
中

国
の
宗
族
と
社
会
』
弘
文
堂
、
一
九
八
七
年
。
同
著
、
末
成
道
男
・
西
沢
治
彦
・

小
熊
誠
訳
『
東
南
中
国
の
宗
族
組
織
』
弘
文
堂
、
一
九
九
一
年
）。

（
２６９
）�

木
下
光
生
「
近
世
の
葬
送
と
墓
制
」
勝
田
至
編
『
日
本
葬
制
史
』
吉
川
弘
文
館
、

二
○
一
二
年
、
一
八
二
頁
、
一
八
八
頁
～
一
八
九
頁
、
一
九
二
頁
～
一
九
五

頁
。
西
木
浩
一
「
江
戸
の
葬
送
儀
礼
」
東
京
都
公
文
書
館
編
『
江
戸
の
葬
送

墓
制
』（
都
史
紀
要
三
十
七
）、
東
京
都
公
文
書
館
、
一
九
九
九
年
、
一
三
三

頁
、
一
七
五
頁
、
一
九
九
頁
～
二
○
○
頁
。
的
場
匠
平
「「
密
葬
」
の
誕
生
―

公
家
社
会
に
み
る
葬
送
儀
礼
の
近
世
移
行
―
」『
史
學
雑
誌
』
第
一
二
三
編
第

九
号
、
史
學
会
、
二
○
一
四
年
、
十
九
頁
～
二
○
頁
。
的
場
匠
平
「「
密
葬
」

の
誕
生
―
公
家
社
会
に
み
る
葬
送
儀
礼
の
近
世
移
行
―
」『
史
學
雑
誌
』
第

一
二
三
編
第
九
号
、
史
學
会
、
二
○
一
四
年
、
二
○
頁
。

（
２７０
）�

中
川
学
「
江
戸
幕
府
『
鳴
物
停
止
令
』
の
展
開
と
そ
の
特
質
―
近
世
前
中
期

に
お
け
る
江
戸
町
触
を
中
心
に
―
」『
歴
史
』
七
九
輯
、
一
九
九
二
年
、
五
一

頁
～
五
二
頁
。

（
２７１
）�

横
山
俊
夫
「
政
事
都
市
の
肖
像
―
前
近
代
の
ば
あ
い
―
」
中
村
賢
二
郎
編
『
歴

史
の
な
か
の
都
市
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
八
六
年
、
五
二
頁
～
五
四
頁
、

六
六
頁
。

（
２７２
）�

Ａ
．コ
ル
バ
ン
は
、
鐘
の
地
域
に
お
け
る
象
徴
的
結
合
機
能
に
注
目
し
て
「
音

の
秩
序
づ
け
は
、
音
を
聞
き
取
る
こ
と
の
で
き
る
空
間
に
対
す
る
支
配
力
を

証
明
し
て
お
り
、
鐘
を
支
配
す
る
者
は
、
鐘
の
音
を
弱
め
る
力
を
持
っ
て
い

る
。
文
字
ど
お
り
他
者
を
黙
ら
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。
従
っ
て
個
人
あ
る
い

は
集
団
を
処
罰
す
る
手
段
を
持
つ
」
と
述
べ
て
い
る
（
Ａ
．コ
ル
バ
ン
著
、
小

倉
考
誠
訳
『
音
の
風
景
』
藤
原
書
店
、
一
九
九
七
年
、
二
六
五
頁
～
二
六
六

頁
）。

（
２７３
）�

小
川
和
也
「『
天
和
の
治
』
に
お
け
る
将
軍
像
と
『
牧
民
忠
告
諺
解
』
―
大
老
・

堀
田
正
俊
の
思
想
―
」『
書
物
・
出
版
と
社
会
変
容
』
三
号
、
二
○
○
七
年
、

五
八
頁
～
五
九
頁
、
六
三
頁
～
六
四
頁
。

（
２７４
）�

石
井
紫
郎
「
解
説
」『
日
本
思
想
大
系
二
七
・
近
世
武
家
思
想
』
岩
波
書
店
、

一
九
七
四
年
、
一
九
○
頁
、
五
三
二
頁
。

（
２７５
）�「
高
松
藩
諸
達
留
」『
香
川
県
史
』
第
九
巻
、
資
料
編
・
近
世
史
料
Ⅰ
、
香
川
県
、

一
九
八
七
年
、
二
○
三
頁
。

（
２７６
）�

深
谷
克
己
『
死
者
の
は
た
ら
き
と
江
戸
時
代
』
吉
川
弘
文
館
、
二
○
一
四
年
、

一
七
五
頁
、
一
七
七
頁
、
一
九
二
頁
～
一
九
三
頁
。

（
２７７
）�「
小
神
野
夜
話
」
巻
二
（
香
川
県
教
育
委
員
会
編
『
新
編
香
川
叢
書
』
史
料
扁

（
二
）、
新
編
香
川
叢
書
刊
行
企
画
委
員
会
、
一
九
七
九
年
、
八
六
三
頁
。

（
２７８
）�「
源
節
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
上
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
八
年
、
一
三
四
頁
～
一
三
五
頁
。
幕
府
が
統
一
的

な
火
元
処
罰
規
定
を
定
め
た
の
は
、
享
保
二
十
年
（
一
七
三
五
）
の
こ
と
で
、

こ
れ
が
修
正
さ
れ
て
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
の
「
公
事
方
御
定
書
」
に
収

め
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
類
焼
が
小
間
一
○
間
以
上
の
場
合
が
処
罰
の

対
象
と
な
り
、
類
焼
間
数
の
多
少
に
よ
り
押
込
日
数
が
三
○
日
・
二
○
日
・

一
○
日
の
三
段
階
に
決
め
ら
れ
て
い
た
（
石
井
良
助
校
訂
『
徳
川
禁
令
考
』

後
集
第
三
、
創
文
社
、
三
七
六
頁
）。
寛
政
年
間
に
高
崎
藩
の
郡
奉
行
大
石
久

敬
が
著
し
た
「
地
方
凡
例
録
」
に
中
に
も
、「
公
事
方
御
定
書
」
の
火
元
処
罰

規
定
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

（
２７９
）�「
源
懐
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
上
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
八
年
、
一
八
三
頁
～
一
八
四
頁
。

（
２８０
）�「
源
愨
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
下
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
九
年
、
三
○
三
頁
。

（
２８１
）�

平
雅
行
「
殺
生
禁
断
の
歴
史
的
展
開
」
大
山
喬
平
教
授
退
官
記
念
会
編
『
日
本

社
会
の
史
的
構
造

　
古
代
・
中
世
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
七
年
、
一
四
九
頁
、

一
五
二
頁
～
一
六
四
頁
。
南
出
真
助「
中
世
の
殺
生
禁
断
令
と
空
間
管
理
」『
ア

ジ
ア
文
化
学
科
年
報
』
第
五
号
、
追
手
門
学
院
大
学
文
学
部
ア
ジ
ア
文
化
学

科
、
二
○
○
二
年
、
一
一
五
頁
。

（
２８２
）�

大
藤
修
「
武
士
の
編
成
と
家
」
水
林
彪
・
大
津
透
・
新
田
一
郎
・
大
藤
修
編

『
新
体
系
日
本
史
２
・
法
社
会
史
』
山
川
出
版
社
、
二
○
○
一
年
、
二
七
七
頁

～
二
八
○
頁
。

（
２８３
）�「
源
懐
様
御
代
御
令
条
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
上
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
八
年
、
二
○
○
頁
。

（
２８４
）�

堀
田
幸
義
「
近
世
武
家
社
会
に
お
け
る
実
名
敬
避
俗
と
禁
字
法
令
」『
史
学
雑

誌
』
一
一
二
編
十
号
、
史
学
会
、
二
○
○
三
年
、
十
六
頁
、
十
九
頁
、
二
八
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二
八
五
頁
。
同
「
近
世
」
関
口
裕
子
・
鈴
木
国
弘
・
大
藤
修
・
吉
見
周
子
・

鎌
田
と
し
子
著
『
日
本
家
族
史
』
梓
出
版
社
、
一
九
八
九
年
、
一
七
五
頁
。

倉
地
克
直
『
日
本
の
歴
史
11
徳
川
社
会
の
ゆ
ら
ぎ
』
小
学
館
、
二
○
○
八
年
、

一
六
四
頁
、
一
八
三
頁
。
加
納
亜
由
子
「
近
世
後
期
農
村
に
お
け
る
改
名
慣

行
と
結
婚
と
「
家
」
意
識
」『
史
学
研
究
』
第
二
六
一
号
、
廣
島
大
学
史
学
研

究
会
、
二
○
○
八
年
、
五
五
頁
。
そ
の
他
、
岩
橋
清
美
氏
は
、
近
世
中
期
以

降
の
「
旧
記
」
の
作
成
目
的
は
先
祖
の
確
定
と
後
世
へ
の
歴
史
の
継
承
で
あ

り
、
そ
の
背
景
に
は
家
意
識
の
確
立
が
あ
る
と
し
て
い
る
。（
岩
橋
清
美
「
近

世
後
期
に
お
け
る
歴
史
意
識
の
形
成
過
程
―
武
蔵
国
多
摩
郡
を
中
心
と
し
て

―
」『
関
東
近
世
史
研
究
』
第
三
四
号
、
関
東
近
世
史
研
究
会
、
一
九
九
三
年
、

八
頁
。
同
「
近
世
村
落
に
お
け
る
村
落
の
変
容
と
家
意
識
」『
法
政
史
論
』
第

十
九
号
、
一
九
九
二
年
）。

（
２５１
）�

森
本
一
彦
『
先
祖
祭
祀
と
家
の
確
立
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
○
○
六
年
、

三
頁
。

（
２５２
）�

菅
野
則
子
校
訂
『
官
刻
孝
義
録
』
下
巻
、
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
九
年
、

二
一
○
頁
～
二
二
六
頁
。
菅
野
則
子
『
江
戸
時
代
の
孝
行
者
―
「
孝
義
録
」
の

世
界
―
』吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
。
湯
浅
邦
弘
編『
江
戸
時
代
の
親
孝
行
』

大
阪
大
学
出
版
会
、
二
○
○
九
年
、
十
二
頁
～
十
四
頁
、
二
○
頁
～
二
一
頁
、

二
八
頁
、
一
八
五
頁
。

（
２５３
）�「
源
節
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
上
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
八
年
、
一
三
二
頁
～
一
三
三
頁
。

（
２５４
）�「
源
英
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
上
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
八
年
、
九
七
頁

（
２５５
）�「
源
節
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
上
巻
、
香
川

県
立
文
書
館
、
一
九
九
八
年
、
一
五
一
頁
～
一
五
二
頁
。

（
２５６
）�「
源
欽
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
下
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
九
年
、
五
五
頁
。

（
２５７
）�「
高
松
藩
諸
達
留
」『
香
川
県
史
』
第
九
巻
、
資
料
編
・
近
世
史
料
Ⅰ
、
香
川
県
、

一
九
八
七
年
、
一
九
三
頁
。

（
２５８
）�「
源
襄
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
下
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
九
年
、
五
五
頁
。

（
２５９
）�

大
竹
秀
男
『
封
建
社
会
の
農
民
家
族
（
改
訂
版
）
―
江
戸
期
農
民
家
族
の
歴
史

的
位
置
付
け
―
』
創
文
社
、
一
九
八
二
年
、
一
○
九
頁
。

（
２６０
）�「
三
谷
家
文
書
」（
香
川
県
教
育
委
員
会
編
『
新
編
香
川
叢
書
』
史
料
篇
（
二
）

新
編
香
川
叢
書
刊
行
企
画
委
員
会
、
一
九
八
一
年
、
三
九
八
頁
～
三
九
九
頁
。

（
２６１
）�「
源
英
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
上
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
八
年
、
一
頁
～
三
頁
。

　

（
２６２
）�「
源
節
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
上
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
八
年
、
一
一
八
頁
～
一
二
一
頁
。

（
２６３
）�「
源
惠
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」
上
巻
、
香
川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
八
年
、

一
五
七
頁
。

（
２６４
）�「
源
穆
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
上
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
八
年
、
二
四
一
頁
。

（
２６５
）�「
法
度
被
仰
出
留
』『
香
川
県
史
』
第
九
巻
、
資
料
編
、
近
世
史
料
Ⅰ
、
九
二

頁
～
九
三
頁
。

（
２６６
）�「
源
愨
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
下
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
九
年
、
三
○
七
頁
。

（
２６７
）�「
高
松
藩
諸
達
留
」『
香
川
県
史
』
第
九
巻
、
資
料
編
・
近
世
史
料
Ⅰ
、
香
川
県
、

一
九
八
七
年
、
一
六
三
頁
。

（
２６８
）�

松
田
麻
由
「
墓
標
か
ら
み
た
墓
観
念
の
歴
史
的
展
開
～
大
川
郡
に
所
在
す
る

14
墓
地
の
近
世
か
ら
家
墓
成
立
期
に
お
け
る
様
相
～
」『
香
川
考
古
』
第
八

号
、
香
川
考
古
刊
行
会
、
二
○
○
一
年
、
一
一
四
頁
～
一
四
六
頁
。
谷
川
章

雄
「
近
世
墓
標
の
変
遷
と
家
意
識
」『
史
観
』
一
二
一
号
、
早
稲
田
大
学
史
学

会
、
一
九
八
九
年
、
十
五
頁
。
同
「
近
世
の
墓
」
土
生
田
純
之
編
『
事
典
・

墓
の
考
古
学
』
吉
川
弘
文
館
、
二
○
一
三
年
、
二
七
七
頁
～
二
七
八
頁
。
モ
ー

リ
ス
・
フ
リ
ー
ド
マ
ン
は
、
先
祖
崇
拝
の
レ
ベ
ル
を
、
遺
族
と
死
者
が
直
接

的
な
関
連
を
も
ち
感
情
的
・
情
緒
的
な
つ
な
が
り
を
も
つ
ド
メ
ス
チ
ッ
ク
レ

ベ
ル
と
、
系
譜
的
祖
先
に
対
す
る
リ
ニ
ッ
ジ
レ
ベ
ル
に
分
類
し
て
い
る
。
こ

れ
に
よ
れ
ば
、
近
世
墓
標
は
故
人
を
追
悼
す
る
た
め
の
ド
メ
ス
チ
ッ
ク
レ
ベ

ル
か
ら
始
ま
り
、
祖
先
を
追
慕
・
顕
彰
す
る
た
め
の
リ
ニ
ッ
ジ
レ
ベ
ル
へ
と

そ
の
性
格
を
変
え
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
（
市
川
秀
之
「
先
祖
代
々

之
墓
の
成
立
」『
日
本
民
俗
学
』
二
三
○
号
、
日
本
民
俗
学
会
、
二
○
○
二
年
、
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二
二
頁
。
モ
ー
リ
ス
．
フ
リ
ー
ド
マ
ン
著
、
田
村
克
己
・
瀬
川
昌
久
訳
『
中

国
の
宗
族
と
社
会
』
弘
文
堂
、
一
九
八
七
年
。
同
著
、
末
成
道
男
・
西
沢
治
彦
・

小
熊
誠
訳
『
東
南
中
国
の
宗
族
組
織
』
弘
文
堂
、
一
九
九
一
年
）。

（
２６９
）�
木
下
光
生
「
近
世
の
葬
送
と
墓
制
」
勝
田
至
編
『
日
本
葬
制
史
』
吉
川
弘
文
館
、

二
○
一
二
年
、
一
八
二
頁
、
一
八
八
頁
～
一
八
九
頁
、
一
九
二
頁
～
一
九
五

頁
。
西
木
浩
一
「
江
戸
の
葬
送
儀
礼
」
東
京
都
公
文
書
館
編
『
江
戸
の
葬
送

墓
制
』（
都
史
紀
要
三
十
七
）、
東
京
都
公
文
書
館
、
一
九
九
九
年
、
一
三
三

頁
、
一
七
五
頁
、
一
九
九
頁
～
二
○
○
頁
。
的
場
匠
平
「「
密
葬
」
の
誕
生
―

公
家
社
会
に
み
る
葬
送
儀
礼
の
近
世
移
行
―
」『
史
學
雑
誌
』
第
一
二
三
編
第

九
号
、
史
學
会
、
二
○
一
四
年
、
十
九
頁
～
二
○
頁
。
的
場
匠
平
「「
密
葬
」

の
誕
生
―
公
家
社
会
に
み
る
葬
送
儀
礼
の
近
世
移
行
―
」『
史
學
雑
誌
』
第

一
二
三
編
第
九
号
、
史
學
会
、
二
○
一
四
年
、
二
○
頁
。

（
２７０
）�

中
川
学
「
江
戸
幕
府
『
鳴
物
停
止
令
』
の
展
開
と
そ
の
特
質
―
近
世
前
中
期

に
お
け
る
江
戸
町
触
を
中
心
に
―
」『
歴
史
』
七
九
輯
、
一
九
九
二
年
、
五
一

頁
～
五
二
頁
。

（
２７１
）�

横
山
俊
夫
「
政
事
都
市
の
肖
像
―
前
近
代
の
ば
あ
い
―
」
中
村
賢
二
郎
編
『
歴

史
の
な
か
の
都
市
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
八
六
年
、
五
二
頁
～
五
四
頁
、

六
六
頁
。

（
２７２
）�

Ａ
．コ
ル
バ
ン
は
、
鐘
の
地
域
に
お
け
る
象
徴
的
結
合
機
能
に
注
目
し
て
「
音

の
秩
序
づ
け
は
、
音
を
聞
き
取
る
こ
と
の
で
き
る
空
間
に
対
す
る
支
配
力
を

証
明
し
て
お
り
、
鐘
を
支
配
す
る
者
は
、
鐘
の
音
を
弱
め
る
力
を
持
っ
て
い

る
。
文
字
ど
お
り
他
者
を
黙
ら
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。
従
っ
て
個
人
あ
る
い

は
集
団
を
処
罰
す
る
手
段
を
持
つ
」
と
述
べ
て
い
る
（
Ａ
．コ
ル
バ
ン
著
、
小

倉
考
誠
訳
『
音
の
風
景
』
藤
原
書
店
、
一
九
九
七
年
、
二
六
五
頁
～
二
六
六

頁
）。

（
２７３
）�

小
川
和
也
「『
天
和
の
治
』
に
お
け
る
将
軍
像
と
『
牧
民
忠
告
諺
解
』
―
大
老
・

堀
田
正
俊
の
思
想
―
」『
書
物
・
出
版
と
社
会
変
容
』
三
号
、
二
○
○
七
年
、

五
八
頁
～
五
九
頁
、
六
三
頁
～
六
四
頁
。

（
２７４
）�

石
井
紫
郎
「
解
説
」『
日
本
思
想
大
系
二
七
・
近
世
武
家
思
想
』
岩
波
書
店
、

一
九
七
四
年
、
一
九
○
頁
、
五
三
二
頁
。

（
２７５
）�「
高
松
藩
諸
達
留
」『
香
川
県
史
』
第
九
巻
、
資
料
編
・
近
世
史
料
Ⅰ
、
香
川
県
、

一
九
八
七
年
、
二
○
三
頁
。

（
２７６
）�

深
谷
克
己
『
死
者
の
は
た
ら
き
と
江
戸
時
代
』
吉
川
弘
文
館
、
二
○
一
四
年
、

一
七
五
頁
、
一
七
七
頁
、
一
九
二
頁
～
一
九
三
頁
。

（
２７７
）�「
小
神
野
夜
話
」
巻
二
（
香
川
県
教
育
委
員
会
編
『
新
編
香
川
叢
書
』
史
料
扁

（
二
）、
新
編
香
川
叢
書
刊
行
企
画
委
員
会
、
一
九
七
九
年
、
八
六
三
頁
。

（
２７８
）�「
源
節
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
上
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
八
年
、
一
三
四
頁
～
一
三
五
頁
。
幕
府
が
統
一
的

な
火
元
処
罰
規
定
を
定
め
た
の
は
、
享
保
二
十
年
（
一
七
三
五
）
の
こ
と
で
、

こ
れ
が
修
正
さ
れ
て
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
の
「
公
事
方
御
定
書
」
に
収

め
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
類
焼
が
小
間
一
○
間
以
上
の
場
合
が
処
罰
の

対
象
と
な
り
、
類
焼
間
数
の
多
少
に
よ
り
押
込
日
数
が
三
○
日
・
二
○
日
・

一
○
日
の
三
段
階
に
決
め
ら
れ
て
い
た
（
石
井
良
助
校
訂
『
徳
川
禁
令
考
』

後
集
第
三
、
創
文
社
、
三
七
六
頁
）。
寛
政
年
間
に
高
崎
藩
の
郡
奉
行
大
石
久

敬
が
著
し
た
「
地
方
凡
例
録
」
に
中
に
も
、「
公
事
方
御
定
書
」
の
火
元
処
罰

規
定
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

（
２７９
）�「
源
懐
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
上
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
八
年
、
一
八
三
頁
～
一
八
四
頁
。

（
２８０
）�「
源
愨
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
下
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
九
年
、
三
○
三
頁
。

（
２８１
）�

平
雅
行
「
殺
生
禁
断
の
歴
史
的
展
開
」
大
山
喬
平
教
授
退
官
記
念
会
編
『
日
本

社
会
の
史
的
構
造

　
古
代
・
中
世
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
七
年
、
一
四
九
頁
、

一
五
二
頁
～
一
六
四
頁
。
南
出
真
助「
中
世
の
殺
生
禁
断
令
と
空
間
管
理
」『
ア

ジ
ア
文
化
学
科
年
報
』
第
五
号
、
追
手
門
学
院
大
学
文
学
部
ア
ジ
ア
文
化
学

科
、
二
○
○
二
年
、
一
一
五
頁
。

（
２８２
）�

大
藤
修
「
武
士
の
編
成
と
家
」
水
林
彪
・
大
津
透
・
新
田
一
郎
・
大
藤
修
編

『
新
体
系
日
本
史
２
・
法
社
会
史
』
山
川
出
版
社
、
二
○
○
一
年
、
二
七
七
頁

～
二
八
○
頁
。

（
２８３
）�「
源
懐
様
御
代
御
令
条
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
上
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
八
年
、
二
○
○
頁
。

（
２８４
）�

堀
田
幸
義
「
近
世
武
家
社
会
に
お
け
る
実
名
敬
避
俗
と
禁
字
法
令
」『
史
学
雑

誌
』
一
一
二
編
十
号
、
史
学
会
、
二
○
○
三
年
、
十
六
頁
、
十
九
頁
、
二
八
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正保３年（1646） ２月28日 火事場江見舞申候義、今日被仰出候、一親子、一兄弟、一むこ、一
こしうと、一しうと、一家来之者、此分ハ此以前より御赦免也。一
おうぢ、一まご、一おぢおい、一おばめい、一いとこ、右五ケ条ハ、
今日被仰出御赦免也、右之外ハ堅無用之由被仰出候（「源英様御代御
令條之内書抜」）。

正保４年（1647） ８月17日 浄願寺ニ詣テ英勝院ノ主ヲ拝禮ス。廿三日ニ至リ、修法会七回忌以テ
也（『英公実録』）。

慶安元年（1648） 正月23日 幕府より徳川秀忠十七回忌にあたり、軽罪人の赦免を命じる奉書が
高松藩に届き、大赦を実施する（『英公外記』）。

〃 ４月 公（頼重）、亜相ト大将軍ニ従ヒ、日光山ニ詣テ東照廟ヲ拝ス（『増補
高松藩記』）。

慶安４年（1651） ２月９日 一、他領より男女ニよらず親類縁者ニ候共、参候者ニ一宿ハ不及申ニ
立宿ニ而も、此方江断無之一切指置申間敷事（「源英様御代御令
條之内書抜」）。

〃 ４月20日 大君（第三代将軍徳川家光）、薨ス（『英公実録』）。
〃 ４月29日 一、侍中並町中郷中被仰付候覚、高声乱舞万事遊山ケ間敷義無用之

由、来月朔日節向等ニも侍中登城無用ニ致並節向之祝義取かわし
申間敷候、破損普請も無用ニ致可申事、浦々殺生三日之内仕間
敷之事（「源英様御代御令條之内書抜」）。

〃 ７月10日 公（頼重）、大猷院殿（家光）弔ノ為、高松克軍寺ニ於テ法華千部八
講之儀ヲ行フ（『英公実録』）。

慶安５年（1652）
承応元年（1652）

正月 公（頼重）、日光山ニ詣テ大猷公廟ヲ拝ス（『増補高松藩記』）。

〃 ９月18日 一、文武両道ヲ専ニ可相嗜、武具馬具一切軍器等随其身分限ニ常々相
嗜、雖不時軍早速可相勤事肝要也。

一、縁辺之義、頭たちたる者不及申、諸番組之者其頭ニ伺、寄合組
ハ用人横目迄申達可伺年寄中ニ、縦親類縁者たりといふ共他所
之者ト内証之契約堅令禁止、並分限ニ過て不可致結構花美、親類
縁者之外一切祝義ヲ不可遣事並葬式之砌其分限より如何ニも軽
ク［　　］。

一、普請之時、大奉行小奉行並枝衝等之下知トいふ共、可随其指図、
違背之族可為曲事之事。

一、登城之節、（中略）附リ、不限御城ニ、惣而供之先ニ而無指図而
内江入へからず、並直参ハ不及申、雖為下々他所之者と入交り
高声不致無礼ヲ如何様ニも慇懃ニいたし、中間トしてむさと噺シ
無用之事。

一、客来或ハ死者在之節、番所之面々慇懃ニいたし、尤噺高声堅停
止之（「源英様御代御令條之内書抜」）。

承応２年（1653） ４月20日 克軍寺ニ詣テル。大猷公三回忌ヲ以テ也（『英公実録』）。以後、毎月
20日に克軍寺に詣でている。

明暦元年（1655） ９月29日 一、御城下近辺幷在々ニ至迄、諸鳥殺生仕候事跡々より堅御法度ニ候
得共、弥来朔日より在々江も申付改申候（「源英様御代御令條之
内書抜」）。

〃 この年 公（頼重）、浄願寺ヲ再興シ、以テ香華院ト為ス（『増補高松藩記』）。
明暦２年（1656） 正月３日 一、彦坂織部殿今日御死去被成候間、歌舞其外鳴物一切止可被申候、

為其如斯ニ候。
　　右之通、寺町中江も申触候（「源英様御代御令條之内書抜」）。

寛文元年（1661） ７月19日 一、此度江戸より吉利支丹宗門改　御公儀御書出シ参候ニ付、十九
日御家中不残登城被仕、右之御書出シ幷御自分御吟味之案文、
御祐筆ニ御読セ、其後宮内左衛門殿、右之趣口上ニ而具ニ御家中
衆江被仰渡候（「源英様御代御令條之内書抜」）。
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頁
、
三
○
頁
。

（
２８５
）�「
源
英
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
上
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
八
年
、
二
八
頁
。

（
２８６
）�「
源
節
様
御
代
御
令
條
之
内
書
抜
」『
高
松
藩
御
令
條
之
内
書
抜
』
上
巻
、
香

川
県
立
文
書
館
、
一
九
九
八
年
、
一
四
六
頁
。

［
付
記
］
本
稿
作
成
に
際
し
て
、
貴
重
な
史
資
料
の
閲
覧
等
で
お
世
話
に
な
っ
た
国

立
国
会
図
書
館
古
典
籍
資
料
室
、
香
川
県
立
図
書
館
、
香
川
県
立
文
書
館
、

香
川
大
学
附
属
図
書
館
に
は
末
尾
な
が
ら
謝
意
を
表
し
ま
す
。

＜付表＞　讃岐高松藩の「服忌令等葬送儀礼関係法令」関連記事年表
年　　代 月　日 歴　史　事　項

寛永19年（1642） ８月23日 英勝院様御逝去被成候（『増補高松藩記』）。
〃 ９月朔日 英勝院ノ訃至ル。奉書至リ、弔慰之命有リ。公（頼重）、斎戒ス（『英

公実録』）。
〃 閏９月23日 浄願寺ニ於ヒテ英勝院ヲ祭リ、千部法会ヲ行フ。廿七日ニ至ル。公、

浄願寺ニ詣テ拝禮ス。有罪二人ヲ赦ス。二十五日、浄願寺ニ詣テ英勝
院ノ主ヲ拝禮ス。有罪六人ヲ赦ス。廿七日、浄願寺ニ詣テ英勝院ノ
主ヲ拝禮ス。是日法会畢（『英公実録』『英公外記』）。

〃 11月３日 浄願寺ニ詣テ英勝院ノ主ヲ拝ス。百日忌（『英公実録』）。
寛永20年（1643） 正月23日 浄願寺ニ詣テ英勝院ノ主ヲ拝ス（『英公実録』）。以後、毎月23日に浄

願寺に詣でる。
〃 ５月 公（頼重）、東覲シ、路次久能山ニ詣テ東照廟ヲ拝ス（『増補高松藩

記』）。
〃 ６月 公（頼重）、相模鎌倉ニ至リ、威公（水戸藩初代藩主徳川頼房）養母

英勝院ノ墓ニ謁ス（『増補高松藩記』）。
寛永21年（1644） 正月15日 増上寺ニ詣テ拝謁ス。台徳公十三回忌万部法会有リ。十七日、紅葉

山ニ詣テ、東照宮ニ拝禮ス（『英公実録』）。
〃 正月24日 増上寺ニ詣テ台駕ニ及フ。是日、高松ニ於テ有罪十人ヲ赦ス（『英公

実録』）。
〃 ８月17日 浄願寺ニ詣テ英勝院ノ主ヲ拝ス。一周忌法会。廿三日、浄願寺ニ詣テ

英勝院ノ主ヲ拝ス（『英公実録』）。
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正保３年（1646） ２月28日 火事場江見舞申候義、今日被仰出候、一親子、一兄弟、一むこ、一
こしうと、一しうと、一家来之者、此分ハ此以前より御赦免也。一
おうぢ、一まご、一おぢおい、一おばめい、一いとこ、右五ケ条ハ、
今日被仰出御赦免也、右之外ハ堅無用之由被仰出候（「源英様御代御
令條之内書抜」）。

正保４年（1647） ８月17日 浄願寺ニ詣テ英勝院ノ主ヲ拝禮ス。廿三日ニ至リ、修法会七回忌以テ
也（『英公実録』）。

慶安元年（1648） 正月23日 幕府より徳川秀忠十七回忌にあたり、軽罪人の赦免を命じる奉書が
高松藩に届き、大赦を実施する（『英公外記』）。

〃 ４月 公（頼重）、亜相ト大将軍ニ従ヒ、日光山ニ詣テ東照廟ヲ拝ス（『増補
高松藩記』）。

慶安４年（1651） ２月９日 一、他領より男女ニよらず親類縁者ニ候共、参候者ニ一宿ハ不及申ニ
立宿ニ而も、此方江断無之一切指置申間敷事（「源英様御代御令
條之内書抜」）。

〃 ４月20日 大君（第三代将軍徳川家光）、薨ス（『英公実録』）。
〃 ４月29日 一、侍中並町中郷中被仰付候覚、高声乱舞万事遊山ケ間敷義無用之

由、来月朔日節向等ニも侍中登城無用ニ致並節向之祝義取かわし
申間敷候、破損普請も無用ニ致可申事、浦々殺生三日之内仕間
敷之事（「源英様御代御令條之内書抜」）。

〃 ７月10日 公（頼重）、大猷院殿（家光）弔ノ為、高松克軍寺ニ於テ法華千部八
講之儀ヲ行フ（『英公実録』）。

慶安５年（1652）
承応元年（1652）

正月 公（頼重）、日光山ニ詣テ大猷公廟ヲ拝ス（『増補高松藩記』）。

〃 ９月18日 一、文武両道ヲ専ニ可相嗜、武具馬具一切軍器等随其身分限ニ常々相
嗜、雖不時軍早速可相勤事肝要也。

一、縁辺之義、頭たちたる者不及申、諸番組之者其頭ニ伺、寄合組
ハ用人横目迄申達可伺年寄中ニ、縦親類縁者たりといふ共他所
之者ト内証之契約堅令禁止、並分限ニ過て不可致結構花美、親類
縁者之外一切祝義ヲ不可遣事並葬式之砌其分限より如何ニも軽
ク［　　］。

一、普請之時、大奉行小奉行並枝衝等之下知トいふ共、可随其指図、
違背之族可為曲事之事。

一、登城之節、（中略）附リ、不限御城ニ、惣而供之先ニ而無指図而
内江入へからず、並直参ハ不及申、雖為下々他所之者と入交り
高声不致無礼ヲ如何様ニも慇懃ニいたし、中間トしてむさと噺シ
無用之事。

一、客来或ハ死者在之節、番所之面々慇懃ニいたし、尤噺高声堅停
止之（「源英様御代御令條之内書抜」）。

承応２年（1653） ４月20日 克軍寺ニ詣テル。大猷公三回忌ヲ以テ也（『英公実録』）。以後、毎月
20日に克軍寺に詣でている。

明暦元年（1655） ９月29日 一、御城下近辺幷在々ニ至迄、諸鳥殺生仕候事跡々より堅御法度ニ候
得共、弥来朔日より在々江も申付改申候（「源英様御代御令條之
内書抜」）。

〃 この年 公（頼重）、浄願寺ヲ再興シ、以テ香華院ト為ス（『増補高松藩記』）。
明暦２年（1656） 正月３日 一、彦坂織部殿今日御死去被成候間、歌舞其外鳴物一切止可被申候、

為其如斯ニ候。
　　右之通、寺町中江も申触候（「源英様御代御令條之内書抜」）。

寛文元年（1661） ７月19日 一、此度江戸より吉利支丹宗門改　御公儀御書出シ参候ニ付、十九
日御家中不残登城被仕、右之御書出シ幷御自分御吟味之案文、
御祐筆ニ御読セ、其後宮内左衛門殿、右之趣口上ニ而具ニ御家中
衆江被仰渡候（「源英様御代御令條之内書抜」）。
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延宝７年（1679） ９月26日 一、祝義法事之節、身体宜敷百姓町人共より、座当共方江銀五匁
ツヽ可遣ス由、昨日申渡候得共、又相談かわり申候間、鐚五百
文ツヽ遣シ候様ニ可申付候、軽キ百姓町人ハ、右之員数ヲ以相
応ニ可遣ス事、尤遠忌仏事之節ハ、尚以軽ク可遣ス候事（「源節
様御代御令條之内書抜」）。

延宝８年（1680） ４月12日 老公（頼重）、中村別館ニ卒ス、享年七十有四、私謚ハ英公ト曰フ。
十五日、仏生山ニ葬ル、法謚ハ龍雲院殿（『増補高松藩記』）。

〃 ５月８日 大将軍（第四代将軍家綱）薧シ、厳有院ト謚ス（『増補高松藩記』）。
天和３年（1683） ５月４日 　　　條々　

一、葬礼年忌之仏事等、軽ク可被致執行候事（「源節様御代御令條之
内書抜」）。

貞享２年（1685） 11月15日 一、御家中之面々、祝義法事共座当共江高百石ニ付鐚百文ツヽ、拾石
以上たり共、鐚壱貫文可遣事、遠忌之分ハ、相応ニ軽ク可遣ス
候事（「源節様御代御令條之内書抜」）。

〃 12月３日 一、吉利支丹類門之者共、病死致候ハヽ、此以後ハ火葬ニ不在、土
葬ニ仕指置可申候事。

一、右類門之者、此以後無油断相改、病死之節ハ、早速可申出候事
（「源節様御代御令條之内書抜」）。

元禄２年（1689） ９月13日 一、諸殺生、堅仕間敷候事（「源節様御代御令條之内書抜」）。
〃 10月29日 一、侍分野屋敷たりといふ共、屋敷内ニ死人葬候義ハ不及申ニ、墓所

仕候義無用ニ候。若有来之墓在之候ハヽ、旦那寺江令相談取退可
申候事（「源節様御代御令條之内書抜」）。

〃 11月３日 一、御家中若キ衆中、吹筒指竿ヲ持参致、郷中江罷出、殺生被致候
衆中数多在之様ニ相聞江、今程ハ江戸ニ而も殺生之御政道も御座
有ル義ニ候間、被致遠慮可然之由、御触在之候事（「源節様御代
御令條之内書抜」）。

元禄４年（1691） ８月29日 一、向後武具馬具之類被仰付候節、指而御急ニ無之御道具ハ、　公儀
御精進日幷此方様御精進日ヲ用捨仕可申旨、被仰出候段、昨日
之便ニ江戸より申来候趣、兼而相心得候様ニと、御勘定奉行御道
具奉行御鉄砲奉行、幷沼田甚兵衛ニ申聞候事（「源節様御代御令
條之内書抜」）。

元禄７年（1694） ４月 一、昨晩御下屋敷江、三宅六郎兵衛、渡辺大膳、同半右衛門、石丸
善大夫被召　大殿様被仰出候ハ、天下之御精進日、御正忌、同
御命日ニ御家中下々ニ至迄、町人百姓家職ニ仕候猟師等迄、諸殺
生弥堅停止可申付由、則御書付申候事（「源節様御代御令條之内
書抜」）。

元禄９年（1696） 12月15日 　　　條々
一、切支丹宗門御改之義、弥堅可相守、兼而御定之通、御家中幷町中

郷中ニ至迄、夫々之役人、尚以入可相改、若不審成ル者於在之
ハ、急度可遂穿鑿事。

一、葬礼年忌等之仏事等、軽可被致執行事（「源節様御代御令條之内
書抜」）。

元禄13年（1700） ４月 大猷公五十回忌辰祭典有リ、公（頼常）大将軍ニ代リ日光山ニ謁廟ス
（『増補高松藩記』）。

〃 12月６日 公（水戸藩第二代藩主徳川光圀）水戸ニテ薧シ、義公ト謚ス（『増補
高松藩記』）。

宝永元年（1704） ４月３日 老公（高松藩第二代藩主松平頼常）、目黒邸ニテ卒ス、享年五十有三、
私謚ハ節公ト曰フ。五月三日、寒川郡末村日内山ニ帰葬サレ、遺命葬
祭儒禮ヲ用フ（『増補高松藩記』）。

〃 10月３日 節公廟ヲ高松城中ニ建テル（『増補高松藩記』）。
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寛文元年（1661） ７月29日 水戸公（水戸藩初代藩主徳川頼房、五十九歳）、薧シ、威公ト謚ス
（『増補高松藩記』『常陸水戸徳川家譜』）。頼房、水戸城ニ薧ス、年
五十五、遺命シテ葬祭禮ニ遵ヒ浮屠ノ法ヲ用ヒス。常陸久慈郡太田
郷瑞龍山ニ葬ル、是ヨリ世々皆此ニ葬ル（『常陸水戸徳川家譜』）

寛文２年（1662） ６月 公（頼重）、水戸ニ至リ、威公及ヒ靖定夫人ノ墓ニ謁ス（『増補高松藩
記』）。

寛文３年（1663） ７月 水戸　大殿様御三回忌之御法事浄願寺にて相済申候（『三浦市右衛門
覚書』）。

８月３日 頼重夫人土井氏、江戸邸ニテ卒ス、年三十有六、鎌倉英勝寺ニ葬ル、
延宝元年、仏生山ニ改葬ス（『増補高松藩記』）。

寛文４年（1664） ７月14日 神智院ニ詣テ久昌院ノ主ヲ拝ス（『英公実録』）。
〃 ７月15日 一、今度、西浜墓所場普請在之、其上無常堂幷火屋抔致出来候間、

自今以後、何宗ニ不寄相果候者ハ、西浜墓所場ニ而葬礼可仕候、
外々之所江遣シ間敷候（「源英様御代御令條之内書抜」）。

〃 ８月23日 世子ト同ク浄願寺ニ詣テ英勝院ノ主ヲ拝禮ス（『英公実録』）。
〃 ９月14日 世子ト同ク往テ久昌院ノ主ヲ拝礼ス（『英公実録』）。
〃 ９月20日 世子ト同ク克軍寺ニ詣テ大猷公ノ主ヲ拝禮ス（『英公実録』）。

寛文６年（1666） ４月 世俗葬祭ヲ浮屠ニ任スルコトヲ歎玉ヒ、新ニ士人墳墓ノ地ヲ常磐・坂
戸ニ賜、朱子ノ家禮ニ據葬祭儀略ヲ士人ニ授ケラル（『水戸紀年』）

寛文７年（1667） ６月24日 （有馬）玄蕃様御逝去故、糸姫様は早々此方へ御帰り被遊候御事（『三
浦市右衛門覚書』）。

〃 11月３日 一、死人在之、葬礼場江諸侍出間敷候、忌掛り之分ハ格別、但よし
み無之無縁之者に候ハ、或ハ頭横目迄相断見届ケ可申候、縦ハ
頭たりとも家老たり共忌掛り間敷者ハ、葬礼場江無用之事。

　　右之通、江戸より堀蔵人奉リニ而、御家中江相触候得と、横目水
野七郎左衛門江申渡候、以上（「源英様御代御令條之内書抜」）。

寛文８年（1668） ４月16日 一、葬礼之義、年忌之仏事等、成程軽可被致執行事。
右之條々、粗先年より雖為御法度、今度　公儀就倹約之御書付、重
而改被仰出候、若違犯之輩於在之ハ、其品委細記度記置、可指上之
旨、横目中江被仰付候間、弥堅可被相守者也（「源英様御代御令條之
内書抜」）。

寛文10年（1670） 正月22日 水戸世子（綱方、靖伯、二十三歳）卒ス（『増補高松藩記』）。
寛文11年（1671） 正月21日 仏生山ニ詣ス。靖伯一周忌（『英公実録』）。

〃 ５月29日 松平頼重、御目見以上の寺々住職に対し、宗派の法を守り、藩令に
従うことを申し渡す（『英公外記』）。

延宝元年（1673） ２月19日 公（頼重）、病ヲ告ケ職ヲ辞ス（『増補高松藩記』）。
延宝２年（1674） ５月27日 　　　法令

一、葬礼之式、可随其分限ニ、且不可奢之事（「源節様御代御令條之
内書抜」）。

延宝４年（1676） ８月12日 一、来ル十五日、岩清尾祭礼ニ付、十五日一日御領分中殺生停止之
事（「源節様御代御令條之内書抜」）。

延宝５年（1677） ５月23日 一、（前略）此程ハ、寺社奉行共噺ニ而御聞被成候、寺内ニ而切害人
在之候義、鎮守本尊前ニ而穢ハ敷候、其上放生申事候得ハ、迷惑
存候由、御訴訟ニ而ハ無之、寺社奉行共江願之由、尤ニ思候、併
おそく心付候、何方ニも在之事ニ候得共、不詮義成ル事ニ候、江
戸江伺候事ニ而も無之、年寄共江寺社奉行致相談、願之通可申付
候、若伺無之御咎メも候ハヽ、　大殿様被仰分ニ可被成候、年寄
幷番頭共之内、壱人ニ而も存寄在之候得ハ、又々相談可仕、出家
中江相談之上、存寄も無之候ハヽ、可申付由之事（「源節様御代
御令條之内書抜」）。
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延宝７年（1679） ９月26日 一、祝義法事之節、身体宜敷百姓町人共より、座当共方江銀五匁
ツヽ可遣ス由、昨日申渡候得共、又相談かわり申候間、鐚五百
文ツヽ遣シ候様ニ可申付候、軽キ百姓町人ハ、右之員数ヲ以相
応ニ可遣ス事、尤遠忌仏事之節ハ、尚以軽ク可遣ス候事（「源節
様御代御令條之内書抜」）。

延宝８年（1680） ４月12日 老公（頼重）、中村別館ニ卒ス、享年七十有四、私謚ハ英公ト曰フ。
十五日、仏生山ニ葬ル、法謚ハ龍雲院殿（『増補高松藩記』）。

〃 ５月８日 大将軍（第四代将軍家綱）薧シ、厳有院ト謚ス（『増補高松藩記』）。
天和３年（1683） ５月４日 　　　條々　

一、葬礼年忌之仏事等、軽ク可被致執行候事（「源節様御代御令條之
内書抜」）。

貞享２年（1685） 11月15日 一、御家中之面々、祝義法事共座当共江高百石ニ付鐚百文ツヽ、拾石
以上たり共、鐚壱貫文可遣事、遠忌之分ハ、相応ニ軽ク可遣ス
候事（「源節様御代御令條之内書抜」）。

〃 12月３日 一、吉利支丹類門之者共、病死致候ハヽ、此以後ハ火葬ニ不在、土
葬ニ仕指置可申候事。

一、右類門之者、此以後無油断相改、病死之節ハ、早速可申出候事
（「源節様御代御令條之内書抜」）。

元禄２年（1689） ９月13日 一、諸殺生、堅仕間敷候事（「源節様御代御令條之内書抜」）。
〃 10月29日 一、侍分野屋敷たりといふ共、屋敷内ニ死人葬候義ハ不及申ニ、墓所

仕候義無用ニ候。若有来之墓在之候ハヽ、旦那寺江令相談取退可
申候事（「源節様御代御令條之内書抜」）。

〃 11月３日 一、御家中若キ衆中、吹筒指竿ヲ持参致、郷中江罷出、殺生被致候
衆中数多在之様ニ相聞江、今程ハ江戸ニ而も殺生之御政道も御座
有ル義ニ候間、被致遠慮可然之由、御触在之候事（「源節様御代
御令條之内書抜」）。

元禄４年（1691） ８月29日 一、向後武具馬具之類被仰付候節、指而御急ニ無之御道具ハ、　公儀
御精進日幷此方様御精進日ヲ用捨仕可申旨、被仰出候段、昨日
之便ニ江戸より申来候趣、兼而相心得候様ニと、御勘定奉行御道
具奉行御鉄砲奉行、幷沼田甚兵衛ニ申聞候事（「源節様御代御令
條之内書抜」）。

元禄７年（1694） ４月 一、昨晩御下屋敷江、三宅六郎兵衛、渡辺大膳、同半右衛門、石丸
善大夫被召　大殿様被仰出候ハ、天下之御精進日、御正忌、同
御命日ニ御家中下々ニ至迄、町人百姓家職ニ仕候猟師等迄、諸殺
生弥堅停止可申付由、則御書付申候事（「源節様御代御令條之内
書抜」）。

元禄９年（1696） 12月15日 　　　條々
一、切支丹宗門御改之義、弥堅可相守、兼而御定之通、御家中幷町中

郷中ニ至迄、夫々之役人、尚以入可相改、若不審成ル者於在之
ハ、急度可遂穿鑿事。

一、葬礼年忌等之仏事等、軽可被致執行事（「源節様御代御令條之内
書抜」）。

元禄13年（1700） ４月 大猷公五十回忌辰祭典有リ、公（頼常）大将軍ニ代リ日光山ニ謁廟ス
（『増補高松藩記』）。

〃 12月６日 公（水戸藩第二代藩主徳川光圀）水戸ニテ薧シ、義公ト謚ス（『増補
高松藩記』）。

宝永元年（1704） ４月３日 老公（高松藩第二代藩主松平頼常）、目黒邸ニテ卒ス、享年五十有三、
私謚ハ節公ト曰フ。五月三日、寒川郡末村日内山ニ帰葬サレ、遺命葬
祭儒禮ヲ用フ（『増補高松藩記』）。

〃 10月３日 節公廟ヲ高松城中ニ建テル（『増補高松藩記』）。
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元文２年（1737） 11月27日 一、御家中養子之義正統ヲ撰可申候、正統ニ無之候ハ、外戚ニ而も二
タ従弟迄之続ヲ願出可申候、正統外戚ニも男子無之候ハ、右之
続之内より養娘願出、追而筋目之者養子ニ願出可申候、幷無足之
面々ニ而も名跡相続之養子願も右ニ准可申候、但、正統外戚ニ而
も侍之筋目無之者ハ願取上ケ申間敷候事（「源懐様御代御令條之
内書抜」）。

元文４年（1739） ９月16日 公（頼桓）、江戸邸ニテ卒ス、在職五年、享年二十、私謚ハ懐公ト曰
フ。十月十三日、仏生山ニ帰葬シ、法謚ハ泰岳院殿（『増補高松藩
記』）。

〃 ９月18日 松平頼恭、高松藩第五代藩主トナル（『穆公外記』）。是日、小川街邸
ニ入リ、懐公ノ喪（定式）ニ居ル（『増補高松藩記』）。

〃 ９月21日 一、此度御尊御供之面々、御紋付衣類着用之義無用可仕旨、御供之
面々江可申渡候、立帰之分ハ御棺御納被遊候上、早々出船候様
可申渡候事。御尊骸御供、御目見以上之面々

一、此度御供之面々、道中随分慎相勤可申旨、被仰出候段、御申渡
候事。

　　　御法令、御右筆木濱仁介ニ読セ候事。
　　　　　　　　道中法令
一、御棺之御供ハ不及申ニ御跡先江参候面々、高声不仕随分穏便罷通

候様ニ、下々ニも堅可申付事。
一、此度御供中諸事情、如何様之義在之候共致堪忍、後日之沙汰ニ

可仕事、違背之輩ハ、理非ヲ○越度可罷成候事。
一、宿々ニ而下々不作法成義無之様ニ可申付候、尤他出為仕申間敷

事。
一、諸大名中御通違之節、御棺御よけ被成候間、其節御供中片付罷

在、不作法成評無之様ニ下々江も堅可申付事。
一、旅宿ニ而若火事出来候ハ、兼而御棺舁之者共早速欠付申様可被申

付候、当番之面々下知ヲ以御退被遊候様可仕候、尤非番之面々
も早々欠付可申事。

一、於御旅棺、横目中火之元能々可被申付事（「源懐様御代御令條之
内書抜」）。

元文５年（1740） ５月25日 一、御家中之面々、病気ニ而養子願出候ハヽ、右願書年寄中御請取願
不相済内、病死致候ハヽ、養子願之否不相知候得共病死之当日
より右養子之者腹（服か）忌請来候得共、此以後ハ右之願不相
済候得ハ腹忌請申ニ不及候間、養子之願相済候ハヽ其当日より
定式之通ニ腹忌請候様ニ相心得可申旨、申渡在之候事（「源穆様
御代御令條之内書抜」）。

寛保２年（1742） 閏４月13日 一、前々大赦被仰付候節ハ、道之口願出候様ニと寺社船町郡奉行横
目江被仰渡在之候、追而夫々より願出、相揃次第横目中より指
出、しらへ相済候上ニ而御免之分、又々右之面々江年寄中より御
免之義被仰渡在之候処、此度より最初大赦被仰付候間、願出候
様ニと申渡置候義ニ候ハ、御免之義又々改リ申渡候事、弥重ニ相
成候間、前格在之候共、此度より向後、先達而大赦之義申渡在
之候得ハ、御免願済候義ハ横目江申渡、夫々江願出之通御免被遊
候段、横目より申通シ可然由、御評義極候事（「源穆様御代御令
條之内書抜」）。

延享元年（1744） ８月３日 （頼恭）生父松平直指君卒ス（『増補高松藩記』）。
延享４年（1747） 正月28日 一、御家中諸士の系図、寛永以来年久敷事故、或は間違或は紛失い

たし、旧記も不慥候、諸役所の帳面には記し在之候得共、日次
を追て記し候もの故、繰出し候にも大抵の事にては行届不申事
多く在之候所、延享四丁卯年正月廿八日、記録所を御立被成、
諸役所帳面を集めて類を以て一所に寄せ候様に被　仰付、登士
録と名付、百年以来の諸士の履歴格録、一覧して尽す様に相成
候、又、御代々の御実録を撰ひ、其外門類を分て、三十六箇条
の記録被　仰付、古来よりの事明白に相成候（『増補穆公遺事』）
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宝永３年（1706） 10月28日 一、先年被　仰出候親類書、毎年正月二月之内、改ニ指出候筈之処、
今年ハ未親類書改不指出候方在之候間、来ル十一月十五日迄之
内、改可被指出候、尤明年よりハ、弥先年之通被仰付候通、正
月中旬より二月中ニ無滞急度相納候様ニ可被致候（「源恵様御代
御令條之内書抜」）。

宝永４年（1707） ６月５日 恵公（高松藩第三代藩主松平頼豊）夫人藤原氏、江戸邸ニテ卒ス、年
十九、谷中瑞輪寺ニ葬リ、法謚栴檀院（『増補高松藩記』）。

宝永６年（1709） 正月10日 大将軍（第五代将軍徳川綱吉）薧シ、常憲院ト謚ス（『増補高松藩記』）。
〃 10月12日 水戸世子（吉孚、恭伯、二十五歳）卒ス（『増補高松藩記』）。

正徳元年（1711） ８月28日 恵公（頼豊）生母長寿院卒ス（『増補高松藩記』）。
正徳２年（1712） 10月14日 大将軍（第六代将軍徳川家宣）薧シ、嗣君有章公ト為ス（『増補高松

藩記』）。
正徳３年（1713） ４月 恵公（頼豊）、大将軍ニ代リ日光山ニ詣テ東照・大猷二公廟ヲ拝ス（『増

補高松藩記』）。
享保元年（1716） ４月晦日 大将軍（第六代将軍徳川家継）薧シ、有章院ト謚ス（『増補高松藩記』）。
享保２年（1717） 正月11日 一、源と申文字、向後人之名ニ付申間敷候旨、被仰出候間、堅相守

可申候（「源恵様御代御令條之内書抜」）。
享保３年（1718） ９月11日 水戸公（水戸藩第三代藩主徳川綱條、粛公、六十三歳）、江戸駒籠ノ

邸ニ薧ス（『増補高松藩記』）。
享保４年（1719） ２月26日 節公（頼常）夫人酒井氏、目黒邸ニテ卒ス、享年六十有三、仏生山ニ

葬ル、本謚本寿院（『増補高松藩記』）。
享保９年（1724） 12月23日 一、養子願之義可撰同姓、若相応之者無之候ハヽ、外戚ハ孫甥従弟、

忌掛り候分也、
一、同姓継他家候者ハ、准ニ外戚忌掛り分也、
一、聟遺跡ハ、養女忌掛リ尤節目在之者ニ候ハヽ、可及詮義候（「源

恵様御代御令條之内書抜」）。
享保15年（1730） ４月７日 水戸公（水戸藩第四代藩主徳川宗堯、成公、二十六歳）、江戸小石川

ニ薧ス（『増補高松藩記』）。
享保17年（1732） ３月12日 一、飛騨殿気分養生不相叶、今晩五ツ時死去被致候事、右ニ付今日

より十四日迄三日之内、普請幷鳴もの高声等遠慮可被致旨、御
家中幷町郷中江も相触可申旨、高畑要人江求馬殿御申渡候事（「源
恵様御代御令條之内書抜」）。

享保19年（1735） ８月５日 世子（永之助）高松ニテ卒シ、仏生山ニ葬ル、法謚乗源院（『増補高
松藩記』）。

享保20年（1735） 10月20日 公（高松藩第三代藩主松平頼豊）、江戸邸ニテ卒ス、在職三十二年、
享年五十有六、私謚ハ恵公ト曰フ。十一月廿一日、仏生山ニ帰葬シ、
法謚ハ高林院殿（『恵公外記』『増補高松藩記』）。

〃 10月27日 一、大殿様御気色不被為叶御養生、去ル廿日酉中刻御逝去被遊候由、
今日御至来在之候間、火之元等入念諸事穏使ニ仕可罷在候、尤
諸殺生令禁止津留可申付候、此段支配々江申渡候事（「源懐様御
代御令條之内書抜」）。

〃 12月20日 松平頼桓、高松藩第四代藩主トナル（『懐公実録』）。
元文２年（1737） ６月11日 一、志摩様御名、今日、壱風様と御改被遊候間、御家中之面々寄々

可申聞候、隠居之名壱之字一之字共附申間敷候、隠居名之外俗
名幷隠居之名ニ風之字ハ御構不被成候、此段共御家中之面々江可
被申聞候、但、俗之名ニも一チハ不苦、一ツと詰候分ハ付申間
敷候由、追而相触候事（「源懐様御代御令條之内書抜」）。
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元文２年（1737） 11月27日 一、御家中養子之義正統ヲ撰可申候、正統ニ無之候ハ、外戚ニ而も二
タ従弟迄之続ヲ願出可申候、正統外戚ニも男子無之候ハ、右之
続之内より養娘願出、追而筋目之者養子ニ願出可申候、幷無足之
面々ニ而も名跡相続之養子願も右ニ准可申候、但、正統外戚ニ而
も侍之筋目無之者ハ願取上ケ申間敷候事（「源懐様御代御令條之
内書抜」）。

元文４年（1739） ９月16日 公（頼桓）、江戸邸ニテ卒ス、在職五年、享年二十、私謚ハ懐公ト曰
フ。十月十三日、仏生山ニ帰葬シ、法謚ハ泰岳院殿（『増補高松藩
記』）。

〃 ９月18日 松平頼恭、高松藩第五代藩主トナル（『穆公外記』）。是日、小川街邸
ニ入リ、懐公ノ喪（定式）ニ居ル（『増補高松藩記』）。

〃 ９月21日 一、此度御尊御供之面々、御紋付衣類着用之義無用可仕旨、御供之
面々江可申渡候、立帰之分ハ御棺御納被遊候上、早々出船候様
可申渡候事。御尊骸御供、御目見以上之面々

一、此度御供之面々、道中随分慎相勤可申旨、被仰出候段、御申渡
候事。

　　　御法令、御右筆木濱仁介ニ読セ候事。
　　　　　　　　道中法令
一、御棺之御供ハ不及申ニ御跡先江参候面々、高声不仕随分穏便罷通

候様ニ、下々ニも堅可申付事。
一、此度御供中諸事情、如何様之義在之候共致堪忍、後日之沙汰ニ

可仕事、違背之輩ハ、理非ヲ○越度可罷成候事。
一、宿々ニ而下々不作法成義無之様ニ可申付候、尤他出為仕申間敷

事。
一、諸大名中御通違之節、御棺御よけ被成候間、其節御供中片付罷

在、不作法成評無之様ニ下々江も堅可申付事。
一、旅宿ニ而若火事出来候ハ、兼而御棺舁之者共早速欠付申様可被申

付候、当番之面々下知ヲ以御退被遊候様可仕候、尤非番之面々
も早々欠付可申事。

一、於御旅棺、横目中火之元能々可被申付事（「源懐様御代御令條之
内書抜」）。

元文５年（1740） ５月25日 一、御家中之面々、病気ニ而養子願出候ハヽ、右願書年寄中御請取願
不相済内、病死致候ハヽ、養子願之否不相知候得共病死之当日
より右養子之者腹（服か）忌請来候得共、此以後ハ右之願不相
済候得ハ腹忌請申ニ不及候間、養子之願相済候ハヽ其当日より
定式之通ニ腹忌請候様ニ相心得可申旨、申渡在之候事（「源穆様
御代御令條之内書抜」）。

寛保２年（1742） 閏４月13日 一、前々大赦被仰付候節ハ、道之口願出候様ニと寺社船町郡奉行横
目江被仰渡在之候、追而夫々より願出、相揃次第横目中より指
出、しらへ相済候上ニ而御免之分、又々右之面々江年寄中より御
免之義被仰渡在之候処、此度より最初大赦被仰付候間、願出候
様ニと申渡置候義ニ候ハ、御免之義又々改リ申渡候事、弥重ニ相
成候間、前格在之候共、此度より向後、先達而大赦之義申渡在
之候得ハ、御免願済候義ハ横目江申渡、夫々江願出之通御免被遊
候段、横目より申通シ可然由、御評義極候事（「源穆様御代御令
條之内書抜」）。

延享元年（1744） ８月３日 （頼恭）生父松平直指君卒ス（『増補高松藩記』）。
延享４年（1747） 正月28日 一、御家中諸士の系図、寛永以来年久敷事故、或は間違或は紛失い

たし、旧記も不慥候、諸役所の帳面には記し在之候得共、日次
を追て記し候もの故、繰出し候にも大抵の事にては行届不申事
多く在之候所、延享四丁卯年正月廿八日、記録所を御立被成、
諸役所帳面を集めて類を以て一所に寄せ候様に被　仰付、登士
録と名付、百年以来の諸士の履歴格録、一覧して尽す様に相成
候、又、御代々の御実録を撰ひ、其外門類を分て、三十六箇条
の記録被　仰付、古来よりの事明白に相成候（『増補穆公遺事』）
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宝暦８年（1758） 10月11日 就御大赦、当正月郷中より道ノ口相願候人別之内、別紙書面之者共、
此度道ノ口御免被成候間、此段御代官中江被申渡候（別所家文書『宝
暦八寅御用留』）。

宝暦10年（1760） ３月４日 正親町大納言様御家内様、向後両敬ニ可仕旨被　仰出候（別所家文
書『宝暦拾辰御用留』）。

〃 閏３月13日 志摩殿御息時之助殿卒去ニ付、佛生山　般若台江相納候筈ニ候（別所
家文書『宝暦拾辰御用留』）。

〃 ５月22日 兵部卿様之御簾中様、去月廿日に御逝去被　遊候ニ付、今日より来
ル廿四日迄、鳴物高声御停止ニ候、普請ハ不苦候（別所家文書『宝
暦拾辰御用留』）。

〃 ７月５日 兵部卿様、去月十九日、御逝去被遊候ニ付、今日より来ル七日迄、
鳴物高声等御停止ニ候、普請ハ不苦候（別所家文書『宝暦拾辰御用
留』）。

宝暦11年（1761） ６月21日 大御所様被遊　薧御候間、普請鳴物等惣而高声等御停止ニ候、諸事相
慎可申候、火ノ元之儀、別而入念候様可致候（別所家文書『宝暦十一
巳御用留』）。

〃 ６月22日 大御所様薧御ニ付、郷中諸殺生、幷魚鳥売買御停止被　仰付候（別所
家文書『宝暦十一巳御用留』）。

〃 ７月７日 一、郷中幷川之普請相止メ申候間、左様可被相心得旨候　申渡候ニ
付、是又支配可被申渡候。

一、此節御中陰ニ付、当月中他所江致渡海罷越願、相済不申候間、左
様相心得可申旨申聞候（別所家文書『宝暦十一巳御用留』）。

〃 ７月８日 一、当盆ニ、寺々江自分自分ニ燈籠持せ燈候儀、御停止ニ候間、左様
相心得可申旨被申聞候（別所家文書『宝暦十一巳御用留』）。

〃 ７月13日 一、取付普請
一、鉄砲稽古
　　右之分、明日より不苦候（別所家文書『宝暦十一巳御用留』）。

〃 ７月14日 紀州大納言様、去月廿四日御逝去被　遊候間、御触中ニ付改不相触
候、随分入念可申付候、仕掛り之普請者来ル十六日まて御停止ニ候

（別所家文書『宝暦十一巳御用留』）。
〃 ７月26日 岩姫様、去ル廿一日御遠行被遊候ニ付、今日より来ル廿八日まで、

鳴物高声等御停止之筈ニ候得共、兼而御触中ゆへ改相触不申、弥火ノ
元被入念候、尤仕掛之普請ハ不苦候（別所家文書『宝暦十一巳御用
留』）。

〃 ９月22日 春光院様七回御忌ニ付、来ル廿四日より同廿五日まで、於浄願寺御
法事被　仰付候間、御法事中火ノ元入念らるへく候、仕掛之普請ハ
不苦候、遊興之義ハ可被相慎候（別所家文書『宝暦十一巳御用留』）。

〃 10月23日 松平信濃守殿御奥方、去ル七日御死去ニ付、今日中鳴物高声御停止ニ
候、尤仕掛之普請者不苦候（別所家文書『宝暦十一巳御用留』）。

明和２年（1765） ３月16日 一、殿様上々様方、御社参御仏参之義、右之通唱候得共、向後ハ御
参詣と唱候様ニ可仕候旨、堀多仲ヲ以、被仰出候事（「源穆様御
代御令條之内書抜」）。

〃 11月６日 鳴物停止之触又ハ伺等之唱区ニ付、向後左之通相心得可申旨、被仰
出候事。
一、御三家初、都而様付之御大名方御家内共逝去、殿付之御大名方

御家内共卒去、右両様之外、触文言伺等ニ用ひ申間敷事（「源穆
様御代御令條之内書抜」）。

明和３年（1766） ２月20日 水戸公（水戸藩第五代藩主徳川宗翰、良公、三十九歳）、江戸ノ邸ニ
薧ス（『増補高松藩記』）。
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延享４年（1747） ７月10日 高松藩、刑法ヲ改定ス（『穆公外記』）。
寛延３年（1750） ４月 大猷公百回忌、日光山ニテ祭儀有リ、公（頼恭）、大将軍ニ代リ詣テ

東照廟ヲ拝ス（『増補穆公遺事』『増補高松藩記』）。大猷院様百回御
忌に付、為日光御霊屋御名代御勤被成候（『増補穆公遺事』）。

宝暦２年（1752） ５月26日 公子大助君、卒ス（『増補高松藩記』）。
宝暦４年（1754） 閏２月15日 宗対馬守殿母君香厳院様、右者、去ル二日御遠行ニ付、今日より

十七日迄三日之内、普請鳴物御停止ニ候、尤仕掛之普請者不苦候（別
所家文書『宝暦四戌御用留』）。

〃 ３月24日 一、往還筋ハ勿論、田地中ニ、猥ニカキアゲ墓ヲ建墓守と名付傍ニ小
屋作りをも致シ、何之謂も無之自然と草庵之如相成候義爰彼ニ
相聞江候、右様之義向後堅停止ニ可仕候、墓所之義古来より旧
在之候土地之外、曽而不相成候義と相心得候様ニ、夫々江可申渡
候、（中略）屋敷構之内江墓所之義ハ勝手次第たるへく事（「源
穆様御代御令條之内書抜」）。

〃 ４月12日 松平阿波守様御養子被為成候ニ付、向後志摩様と唱可申候、并阿波守
様御家内様共、向後両敬仕候（別所家文書『宝暦四戌御用留』）。

〃 ４月25日 一、大還筋者勿論、田地中ニ猥りニ塔墓を建、墓守与名付、傍ニ小屋
作りヲも致、何之謂茂無之ニ、自然与草庵之ことく相成候義、爰
彼所々相聴候、右様之義堅向後停止ニ可仕候、墓所之義古来よ
り有旧在候土地之外、曽而不相成候義与相心得候様ニ、夫々江可
申渡候、（中略）屋敷構之内者墓所之義ハ勝手次第たるへく候。
但、五年已来右躰之義有之場所、早々詮義いたし、書付出申候

（別所家文書『宝暦四戌御用留』）。
〃 ７月22日 志摩様御遠行ニ付、今日より廿四日迄、鳴物高声等御停止ニ候、仕掛

り之普請は不苦候（別所家文書『宝暦四戌御用留』）。
〃 10月19日 常久院様御□□ニ付、今日より来ル廿一日迄、鳴物高声等御停止ニ

候、仕掛之普請者不［苦候］（別所家文書『宝暦四戌御用留』）。
宝暦５年（1755） 正月28日 一、惣而御追放之者并夫々役所仕置ニ而追放之者、年月ヲ経而一類之

者より不時ニ道之口願出在之、無拠申立候得ハ不相済筋之者も、
時ニ寄相済候事も在之而ハ、ふろくニ相成候、御慶事ニ付赦等被
仰出候節ハ格別、不時ニ願出候共取次申間敷候由ヲ、寺社船方
町方郡方右奉行江夫々申渡在之候事（「源穆様御代御令條之内書
抜」）。

宝暦８年（1758） 正月12日 若君様御改名、兵部太輔様御改被　遊候ニ付、兵之字停止ニ候間、名
頭ニ付キ申間敷候（別所家文書『宝暦八寅御用留』）。

〃 ２月 幸三郎様、去月廿二日御遠行被　遊候ニ付、普請鳴物高声等、来ル
七日まて御停止ニ候、仕掛之普請ハ来ル四日より不苦候（別所家文
書『宝暦八寅御用留』）。

〃 ４月18日 丹波守様去ル七日御遠行ニ付、今日より来ル廿日迄、普請鳴物高声
等御停止ニ候、仕掛之普請者不苦候（別所家文書『宝暦八寅御用留』）。

〃 ５月12日 紀州琴姫様、去月廿六日御遠行ニ付、今日中、鳴物高声等御停止ニ
候、仕掛之普請者不苦候（別所家文書『宝暦八寅御用留』）。

〃 ７月４日 栄久院様、去月廿七日御遠行ニ付、来ル十六日迄、普請鳴物高声等
御停止ニ候、仕掛之普請者来ル六日迄無用可被致候（別所家文書『宝
暦八寅御用留』）。

〃 ８月７日 繁姫様、去ル四日御遠行被　遊候ニ付、普請鳴物高声等、来ル十三
日迄御停止ニ候、仕掛之普請ハ、来ル十日より不苦候（別所家文書

『宝暦八寅御用留』）。
〃 ８月か 御代々様御謚之文字、唱違候共、御家中之面々名頭付候義、用捨可

仕候、文字違候共、同様之唱用捨可仕候。英・節・恵・懐（別所家
文書『宝暦八寅御用留』）。

－108－



宝暦８年（1758） 10月11日 就御大赦、当正月郷中より道ノ口相願候人別之内、別紙書面之者共、
此度道ノ口御免被成候間、此段御代官中江被申渡候（別所家文書『宝
暦八寅御用留』）。

宝暦10年（1760） ３月４日 正親町大納言様御家内様、向後両敬ニ可仕旨被　仰出候（別所家文
書『宝暦拾辰御用留』）。

〃 閏３月13日 志摩殿御息時之助殿卒去ニ付、佛生山　般若台江相納候筈ニ候（別所
家文書『宝暦拾辰御用留』）。

〃 ５月22日 兵部卿様之御簾中様、去月廿日に御逝去被　遊候ニ付、今日より来
ル廿四日迄、鳴物高声御停止ニ候、普請ハ不苦候（別所家文書『宝
暦拾辰御用留』）。

〃 ７月５日 兵部卿様、去月十九日、御逝去被遊候ニ付、今日より来ル七日迄、
鳴物高声等御停止ニ候、普請ハ不苦候（別所家文書『宝暦拾辰御用
留』）。

宝暦11年（1761） ６月21日 大御所様被遊　薧御候間、普請鳴物等惣而高声等御停止ニ候、諸事相
慎可申候、火ノ元之儀、別而入念候様可致候（別所家文書『宝暦十一
巳御用留』）。

〃 ６月22日 大御所様薧御ニ付、郷中諸殺生、幷魚鳥売買御停止被　仰付候（別所
家文書『宝暦十一巳御用留』）。

〃 ７月７日 一、郷中幷川之普請相止メ申候間、左様可被相心得旨候　申渡候ニ
付、是又支配可被申渡候。

一、此節御中陰ニ付、当月中他所江致渡海罷越願、相済不申候間、左
様相心得可申旨申聞候（別所家文書『宝暦十一巳御用留』）。

〃 ７月８日 一、当盆ニ、寺々江自分自分ニ燈籠持せ燈候儀、御停止ニ候間、左様
相心得可申旨被申聞候（別所家文書『宝暦十一巳御用留』）。

〃 ７月13日 一、取付普請
一、鉄砲稽古
　　右之分、明日より不苦候（別所家文書『宝暦十一巳御用留』）。

〃 ７月14日 紀州大納言様、去月廿四日御逝去被　遊候間、御触中ニ付改不相触
候、随分入念可申付候、仕掛り之普請者来ル十六日まて御停止ニ候

（別所家文書『宝暦十一巳御用留』）。
〃 ７月26日 岩姫様、去ル廿一日御遠行被遊候ニ付、今日より来ル廿八日まで、

鳴物高声等御停止之筈ニ候得共、兼而御触中ゆへ改相触不申、弥火ノ
元被入念候、尤仕掛之普請ハ不苦候（別所家文書『宝暦十一巳御用
留』）。

〃 ９月22日 春光院様七回御忌ニ付、来ル廿四日より同廿五日まで、於浄願寺御
法事被　仰付候間、御法事中火ノ元入念らるへく候、仕掛之普請ハ
不苦候、遊興之義ハ可被相慎候（別所家文書『宝暦十一巳御用留』）。

〃 10月23日 松平信濃守殿御奥方、去ル七日御死去ニ付、今日中鳴物高声御停止ニ
候、尤仕掛之普請者不苦候（別所家文書『宝暦十一巳御用留』）。

明和２年（1765） ３月16日 一、殿様上々様方、御社参御仏参之義、右之通唱候得共、向後ハ御
参詣と唱候様ニ可仕候旨、堀多仲ヲ以、被仰出候事（「源穆様御
代御令條之内書抜」）。

〃 11月６日 鳴物停止之触又ハ伺等之唱区ニ付、向後左之通相心得可申旨、被仰
出候事。
一、御三家初、都而様付之御大名方御家内共逝去、殿付之御大名方

御家内共卒去、右両様之外、触文言伺等ニ用ひ申間敷事（「源穆
様御代御令條之内書抜」）。

明和３年（1766） ２月20日 水戸公（水戸藩第五代藩主徳川宗翰、良公、三十九歳）、江戸ノ邸ニ
薧ス（『増補高松藩記』）。
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安永６年（1777） 10月23日 　但、延享三年八月ニ申渡候書付之写　左之通
一、葬礼之節、其外仏事など、分限ニ過候執行ひ不可在之候事（「源

定様御代御令條之内書抜」）。
安永７年（1778） 正月13日 穆公夫人細川氏、卒ス。公ノ生母也。二月十日、仏生山ニ葬ル、法

謚ハ清操院（『増補高松藩記』）。
安永８年（1779） ３月２日 大納言様被遊　薧御候間、普請鳴物高声等御停止ニ候、諸事相慎可

申候。火ノ元之義ハ別而入念候様可被致候。郷中諸殺生幷魚鳥売買御
停止ニ候。大納言様先月廿四日、　薧御被遊候ニ付、普請鳴物御停止
被仰付候間、井川之普請可致無用候、併水掛等指懸り無拠義ハ、随
分穏便ニ取計候様、郷普請奉行へ可被申渡候（別所家文書『安永八
亥御用留』）。

〃 ５月６日 厳有院様百回御忌ニ付、来ル八日朝於本門寿院、御回向被　仰付候
間、火ノ元入念、遊興之義可被相慎候（別所家文書『安永八亥御用
留』）。

〃 ９月22日 春光院様二拾五回御忌ニ付、来廿四日より同二十五日迄、於浄願寺
御法事被　仰付候、火ノ元入念、
遊興之儀可被相慎候、仕懸り之普請者不苦候（別所家文書『安永八
亥御用留』）。

〃 11月９日 清操院様三回御忌御法事御取越、来ル十一日より同十三日迄、於浄
願寺御法事被　仰付候間、御法事中火元入念らるへく候、仕掛り之
普請者不苦候、遊興之義ハ相慎候（別所家文書『安永八亥御用留』）。

〃 11月18日 去ル九日、主上　崩御被遊候間、普請鳴物惣而高声等御停止ニ候、火
元入念候様可被申付候（別所家文書『安永八亥御用留』）。

〃 11月19日 主上　崩御ニ付御忌中ニ候得共、郷中井川之御普請相止候ニ者不及候
間、隠便ニ致候様可申渡旨、可被申渡候（別所家文書『安永八亥御
用留』）。

〃 11月20日 主上　崩御ニ付、普請鳴物高声等御停止之所、明廿一日より仕掛り
之普請ハ不苦候、其余御停止之品者、来ル廿四日迄与可被相心得候

（別所家文書『安永八亥御用留』）。
安永９年（1780） ３月10日 定公（高松藩第六代藩主松平頼真）、江戸邸ニテ卒ス、享年三十有八。

四月九日、仏生山ニ帰葬ス（『増補高松藩記』）。
〃 ４月27日 松平頼起、高松藩第七第藩主トナル（『増補高松藩記』）。

天明５年（1785） 10月27日 定公夫人徳川氏卒ス、享年四十有二、十一月九日、池上本門寺ニ葬
ル、法謚ハ永昌院（『増補高松藩記』）。

天明６年（1786） ９月８日 大将軍（家治）薧シ、浚明院ト謚ス（『増補高松藩記』）。
〃 12月 重、常、豊、桓、恭、真、起、儀、英、節、恵、懐、穆、定、右之

文字、名並ヒニ名乗、法名ニ付ケ候儀、無用ニ可仕候。尤、字更候
ハヽ、唱同様ニテモ不苦候。右之通、寺社御役行より仰渡候間、申進
候、以上（岩部八幡神社・池田家所蔵文書『御上ヨリ諸事廻文扣帳』）

天明７年（1787） ８月18日 一、御代々様御精進日ニ遠慮閉門等之取計ひ、近頃差別無之様相成
居申候ニ付、享保九辰十月三日究之通相心得、尚又左之通、

一、御代々様御日柄ニ而も夜分ハ不苦候、御侍夜ハ用捨可致候、
一、火之元触出候御法度之節、御結願御当日ニ而も夜分ハ最早不苦

候、
一、御当日御廻向ハ用捨ニ不苦候、
　　但、本門寿院ニ而在之候御当日御廻向ハ火之元触出申候間、用捨

可致候、
　　是又御当日之夜分ハ不苦候、御侍夜ハ用捨可致候、
一、御呵之義も右ニ唯シ可申候、評義之上認加へ候、
一、御代々様之外、当時ニ而ハ、　永昌院様御日柄ハ御代々様御同様

ニ相心得可申候。
　右之通、此度相極候（「源欽様御代御令條之内書抜」）。
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明和３年（1766） 12月６日 一、他人ヲ養子ニ願候義ハ、忌掛之内并遠縁類ニも相応之者無之ニ
付、他人ニ而筋目ヲ糺シ相願候得ハ済来候、然ル処筋目と計ニ而
ハ軽重不分明ニ而、右筋目と在之ハ、家柄之筋目を可撰と之事ニ
候間、其旨可相心得候事（「源穆様御代御令條之内書抜」）。

明和８年（1771） ７月18日 公（頼恭）、江戸邸ニテ卒ス、在職三十三年、享年六十有一、私謚ハ
穆公ト曰フ。八月十六日、仏生山ニ帰葬ス、法謚ハ白嶽院殿（『増補
高松藩記』）。

〃 ７月29日 殿様御逝去ニ而諸殺生令禁止津留可被申附
一、山分猟師諸殺生停止之事
一、家普請鳴物高声停止可仕候
一、鋳師綿打幷居細工停止可仕候
一、井河普請停止之事
一、御中陰之内諸事相慎遊興ケ間敷儀ハ勿論諸事穏便可仕候
一、火元入念可候（『高松藩諸達留』）。

〃 ８月７日 一筆申達候、然者此度　御忌中ニ付郡廻り致候様被仰付、依之明後六
つ時致出達其村々罷過候間、与頭壱人つゝ村境へ御指出置可被成公、
明日直ニ専山辺迄も罷越申積ニ付急出達致し候（『高松藩諸達留』）。

〃 ８月10日 一筆申達候、然者来廿四日　源穆様御法事相済候、御当日ニ而猟留被
　仰付候間此段村方へ御申渡可被成候（『高松藩諸達留』）。

〃 ８月27日 殿様御違例不被為　御養生、去ル十八日亥中刻御逝去被遊候。今日
御到来在之候、手前々々火の元入念諸事相慎穏便仕可罷有候（『高松
藩諸達留』）。松平頼真、高松藩第六代藩主トナル（『増補高松藩記』）。

〃 ９月朔日 御台様去月廿日薧去ニ付、今日より来七日迄普請鳴物高声御停止筈ニ
候得共、御中院之故改相触不申候、弥火元可被入念候（『高松藩諸達
留』）。

〃 ９月７日 一、忌中ニ付所々固事申付津留可申付旨、先達而申渡候へ共、御督続
被仰出候間最早其後ニ及不申候事（『高松藩諸達留』）。

〃 ９月８日 一筆申達候、然者　殿様御家督被　仰付相済候段申来候、
一、町方夜分五つ切烑灯ともし往来致候様ニ被　仰付候之処、九つ

切ニ相成候間、左様御心得可被成候『高松藩諸達留』）。
〃 ９月９日 一筆申達候、然者明十日より　御忌被為渡候間、郷中諸社神楽大鼓

明十日より為打候義不苦候、幷恒例之神事祭礼執行之義是又不苦候、
尤来ル十四日より十六日迄同法事有之候間、右日数之内ハ致用捨可
申候（『高松藩諸達留』）。

〃 10月６日 来ル十四日より十六日迄、源懐様御法事ニ付、十六日計猟留被　仰
付候。殿様御名去ル十二日松平讃岐守様与御改被為遊候由至来有之
間、左様御心得可被成候。御家督御祝儀大赦被　仰付候間、追放幷
奉公構等之類之者、御赦免之筋相願候者有之候ハヽ、申出せ候様取
計可申候（『高松藩諸達留』）。

安永３年（1774） 12月朔日 一、縁組願相済候得ハ一類書ニも妻と認来候得共、向後右願済候而
も、祝義取かわし不申候内ニハ一類書ニ載申候ニ不及候、祝義取
かわせ申候得ハ、一類書ニ妻と書出可申候、但、婿舅縁之兄弟ニ
付遠慮等申出候義も右ニ准シ、祝義取かわせ候以後申出候義と
相心得可申候（「源定様御代御令條之内書抜」）。

安永４年（1775） ６月18日 有徳院様廿五回御忌ニ付、来ル廿日之朝、於浄願寺御廻向被　仰付
候間、火ノ元入念、遊興之義可被相慎候（別所家文書『安永四未御
用留』）。

〃 ７月晦日 輝姫様御早世被　遊候ニ付、今日より来月二日迄三日之内、普請鳴
物高声等無用ニ可仕候、仕掛之普請者不苦候（別所家文書『安永四未
御用留』）。
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安永６年（1777） 10月23日 　但、延享三年八月ニ申渡候書付之写　左之通
一、葬礼之節、其外仏事など、分限ニ過候執行ひ不可在之候事（「源

定様御代御令條之内書抜」）。
安永７年（1778） 正月13日 穆公夫人細川氏、卒ス。公ノ生母也。二月十日、仏生山ニ葬ル、法

謚ハ清操院（『増補高松藩記』）。
安永８年（1779） ３月２日 大納言様被遊　薧御候間、普請鳴物高声等御停止ニ候、諸事相慎可

申候。火ノ元之義ハ別而入念候様可被致候。郷中諸殺生幷魚鳥売買御
停止ニ候。大納言様先月廿四日、　薧御被遊候ニ付、普請鳴物御停止
被仰付候間、井川之普請可致無用候、併水掛等指懸り無拠義ハ、随
分穏便ニ取計候様、郷普請奉行へ可被申渡候（別所家文書『安永八
亥御用留』）。

〃 ５月６日 厳有院様百回御忌ニ付、来ル八日朝於本門寿院、御回向被　仰付候
間、火ノ元入念、遊興之義可被相慎候（別所家文書『安永八亥御用
留』）。

〃 ９月22日 春光院様二拾五回御忌ニ付、来廿四日より同二十五日迄、於浄願寺
御法事被　仰付候、火ノ元入念、
遊興之儀可被相慎候、仕懸り之普請者不苦候（別所家文書『安永八
亥御用留』）。

〃 11月９日 清操院様三回御忌御法事御取越、来ル十一日より同十三日迄、於浄
願寺御法事被　仰付候間、御法事中火元入念らるへく候、仕掛り之
普請者不苦候、遊興之義ハ相慎候（別所家文書『安永八亥御用留』）。

〃 11月18日 去ル九日、主上　崩御被遊候間、普請鳴物惣而高声等御停止ニ候、火
元入念候様可被申付候（別所家文書『安永八亥御用留』）。

〃 11月19日 主上　崩御ニ付御忌中ニ候得共、郷中井川之御普請相止候ニ者不及候
間、隠便ニ致候様可申渡旨、可被申渡候（別所家文書『安永八亥御
用留』）。

〃 11月20日 主上　崩御ニ付、普請鳴物高声等御停止之所、明廿一日より仕掛り
之普請ハ不苦候、其余御停止之品者、来ル廿四日迄与可被相心得候

（別所家文書『安永八亥御用留』）。
安永９年（1780） ３月10日 定公（高松藩第六代藩主松平頼真）、江戸邸ニテ卒ス、享年三十有八。

四月九日、仏生山ニ帰葬ス（『増補高松藩記』）。
〃 ４月27日 松平頼起、高松藩第七第藩主トナル（『増補高松藩記』）。

天明５年（1785） 10月27日 定公夫人徳川氏卒ス、享年四十有二、十一月九日、池上本門寺ニ葬
ル、法謚ハ永昌院（『増補高松藩記』）。

天明６年（1786） ９月８日 大将軍（家治）薧シ、浚明院ト謚ス（『増補高松藩記』）。
〃 12月 重、常、豊、桓、恭、真、起、儀、英、節、恵、懐、穆、定、右之

文字、名並ヒニ名乗、法名ニ付ケ候儀、無用ニ可仕候。尤、字更候
ハヽ、唱同様ニテモ不苦候。右之通、寺社御役行より仰渡候間、申進
候、以上（岩部八幡神社・池田家所蔵文書『御上ヨリ諸事廻文扣帳』）

天明７年（1787） ８月18日 一、御代々様御精進日ニ遠慮閉門等之取計ひ、近頃差別無之様相成
居申候ニ付、享保九辰十月三日究之通相心得、尚又左之通、

一、御代々様御日柄ニ而も夜分ハ不苦候、御侍夜ハ用捨可致候、
一、火之元触出候御法度之節、御結願御当日ニ而も夜分ハ最早不苦

候、
一、御当日御廻向ハ用捨ニ不苦候、
　　但、本門寿院ニ而在之候御当日御廻向ハ火之元触出申候間、用捨

可致候、
　　是又御当日之夜分ハ不苦候、御侍夜ハ用捨可致候、
一、御呵之義も右ニ唯シ可申候、評義之上認加へ候、
一、御代々様之外、当時ニ而ハ、　永昌院様御日柄ハ御代々様御同様

ニ相心得可申候。
　右之通、此度相極候（「源欽様御代御令條之内書抜」）。
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文化２年（1805） ７月26日 大蔵太輔様、去ル十二日御誓（逝）去被　遊候ニ付、今日より来ル
廿八日迄、鳴物高声御停止ニ候、仕掛之普請ハ不苦候（『高松藩東浜
記録』、別所家文書『文化二丑御用留』）。

〃 11月朔日 水戸藩第六代藩主治保、江戸ノ邸ニ薧ス、年五十五、私ニ謚シテ文公
ト曰フ（『常陸水戸徳川家譜』）

〃 11月７日 水戸中納言（治保）様、去ル六日御誓（逝）去被為　遊候ニ付、殿様、
皐安院様（頼恭室）御忌中ニ被為在候間、右ニ付、代官手代昼夜相廻
せ可申旨、被　仰付候。
一、御同断ニ付、来ル廿五日迄、殿様御忌中ニ被為遊御座候、幷来ル

廿五日迄、皐安院様御忌中ニ被為在候間、今日より来月廿五日
迄、鳴物高声御停止ニ候、仕来之普請、来ル廿二日より不苦候

（別所家文書『文化二丑御用留』、『高松藩東浜記録』）。
文化３年（1806） ３月 以後、公（頼儀）疾有リテ、時ニ公務ヲ辞シ、内外交際ヲ謝ス（『増

補高松藩記』）。
一、公儀御法度幷御国法諸事御触之趣、端々迄行届候様可仕事（『高

松藩諸達留』）。
〃 ９月６日 浚明院様弐拾壱回忌ニ付、来ル八日朝於本門書院御回向被仰付候間、

火元念入遊興之儀可相慎候（『高松藩東浜記録』）。
〃 10月９日 貞章院様当八月廿二日、　御逝去被遊候ニ付、今日より来ル十一日

迄、鳴物・高声御停止ニ候、普請者不苦候（難波家文書『御触帳』）。
文化４年（1807） 正月10日 一橋大納言様御八男久之助様旧臘廿二日御逝去被遊候ニ付、今日中

鳴物高声御停止候、尤仕掛之普請ハ不苦候（『高松藩東浜記録』。
〃 ７月29日 川治郎殿昨夜御死去ニ付、今日中普請鳴物高声可被致遠慮候（『高松

藩東浜記録』）。
〃 ８月 此度御慶事ニ付大赦被仰出候間、追放幷奉公構等之咎有之類之者御赦

免筋相願候者有之候ハ、願書指出候様可申渡候（『高松藩東浜記録』）。
〃 ９月16日 此度御慶事ニ付大赦被仰出候、御赦免之筋相願候者有之候ハヽ、願

書当日中迄ニ指出候様相触置候得共、来ル廿日迄ニ願書指出可申候、
尤願書指出候者無之候ハ其段も書付ヲ以可申出候（『高松藩東浜記
録』）。

〃 10月８日 常当院様百回御忌ニ付、来ル十日朝於本門院御回向ニ仰付候間、火元
入念興様之儀可相慎候（『高松藩東浜記録』）。

文化５年（1808） ３月２日 蓮潢院様御遺骸仏生山江御納被為遊候間、下口至迄御通り節へ不罷
出候様可申付候（『高松藩東浜記録』）。

〃 ７月５日 志摩殿御息千松殿昨夜御死去ニ付、今日中普請鳴物高声可致遠慮候
（『高松藩東浜記録』）。

〃 ７月25日 一、源欽様拾七廻御忌ニ付、来ル廿六日より廿八日迄於浄願寺御法
事被仰付候間、火之元入念可申候、仕掛候也普請ハ不苦候、遊
興之義ハ相慎可申候。

一、御法事中、町中昼夜共自身番所木戸番差置、折々拍子木打遣可
申候。

一、聴衆女斗不苦候。
一、御当日廿八日一日猟留被仰付候、但、売候儀ハ御構無之候（『高

松藩東浜記録』）。
〃 11月６日 一、俊祥院様去月廿日御逝去ニ付、皐安院様御忌中ニ候間、今日よ

り来ル廿日迄鳴物高声御停止ニ候、普請不苦候（『高松藩東浜記
録』）。

文化６年（1809） 10月29日 一、転切支丹之類族之者共、当年ニ而何代ニ相成候哉取調、幷七代ニ
而相済候分も可調出候事（「源襄様御代御令條之内書抜」）。
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天明７年（1787） 12月20日 一、殿様若殿様奥様之外、方々様、御名伺書等ニ如斯之様之字認候
様、宝暦十一巳年ニ被　仰出在之候、其後方々様江伺御機嫌等、
書面様之字区ニ相認候様相聞候、右宝暦年中被　仰出候趣ハ、
全ク伺書等ニ認候節之義ニ候、依之、自分々より方々様江伺御機
嫌等之書面ニハ、如斯之様拙者共も相認候間、此段全ク為心得
申談候（「源欽様御代御令條之内書抜」）。

寛政元年（1789） 11月29日 　　　　　　　横目中
一、去ル十七日、目黒御屋敷内より火災ニ付、　殿様御指控之義御用

番鳥居丹後守殿江御窺被遊候所、御遠慮可被遊旨、御指図在之
候間、御家中之面々下々ニ至迄諸事相慎火之元別而入念候様、可
被申渡候事。

　　　　　　　横目中
一、目黒御屋敷内火災ニ付、　殿様御遠慮被遊候間、諸事左之通可被

申渡候事（「源欽様御代御令條之内書抜」）。
〃 12月９日 一、若殿様初而御目見被為済候、右就御祝義ニ大赦被仰付候間、追放

并奉公構等之咎在之類之者、御赦免之筋相願申者在之候ハヽ申
出させ候様ニ取計可申事（「源欽様御代御令條之内書抜」）。

寛政２年（1790） 11月17日 一、公儀御代々様御日柄等ニ諸殺生禁制之義、元禄年中以来度々相
触候処、年久敷義ニ付自然心得違之者も可在之候間相改、尚又
別紙之通相心得可被申候事（「源欽様御代御令條之内書抜」）。

寛政４年（1792） ７月28日 公（松平頼起）、高松城ニテ卒ス、在職十三年、享年四十有六、私謚
ハ欽公ト曰フ。八月廿六日、仏生山ニ葬ル、法謚ハ蘭皐院殿（『増補
高松藩記』）。

〃 ９月18日 松平頼儀、高松藩第八代藩主トナル（『増補高松藩記』）。
寛政５年（1793） ７月19日 一、源欽様（頼起）就御一周忌、来ル廿二日より同廿八日迄、於浄

願寺ニ御法事被仰付候間、御法事中火之元可被入念候、仕掛之
普請ハ不苦候、遊興之義ハ可相慎候（「源襄様御代御令條之内書
抜」）。

寛政６年（1794） ４月５日 一、龍雲院様（頼重）百回御忌ニ付、来ル十日より十二日於浄願寺ニ
御法事被仰付候間、御法事中火之元可被入念候、仕掛之普請ハ
不苦候、遊興之義ハ可相慎候（「源襄様御代御令條之内書抜」）。

寛政７年（1795） 11月28日 　　　死罪拷問除日、此度相改、
一、正月　死罪ハ壱ケ月除、拷問ハ十五日過候ハヽ不苦事、
一、五節句
一、毎月朔日　十五日　廿八日
一、殿様御誕生日　六月廿三日
一、若殿様御誕生日　
一、御祝日御乗船御帰城、其外臨時御祝事在之節、
一、両殿様御除日、午子辰戌之日、但、死罪ハ用捨、拷問ハ掛ケ候

而も不苦事（「源欽様御代御令條之内書抜」）。
寛政８年（1796） ９月２日 襄公夫人前田氏卒ス、享年十七、十月六日、仏生山ニ葬ル、法謚ハ

順正院（『増補高松藩記』）。
〃 ９月10日 一、奥様去ル二日丑ノ下刻御逝去被為遊候段、今日御到来在之候、

依之、御家中之面々仕掛普請等相止、手前々火之元入念諸事相
慎可申候（「源襄様御代御令條之内書抜」）。

〃 ９月18日 一、御同人様御義、順正院様と可奉唱旨、被仰候事（「源襄様御代御
令條之内書抜」）。

寛政12年（1800） ４月 大猷公百五十回忌日光山ニテ祭典有ルヲ以テ、公（頼真）大将軍及ヒ
亜相ニ代リ、廟ヲ拝シ、遂ニ東照廟ヲ謁ス（『増補高松藩記』）。

文化２年（1805） ７月４日 光寿院様、去月十七日御誓（逝）去被　遊候ニ付、今日より来ル六
日迄、鳴物高声御停止ニ候、尤仕掛り之普請者不苦候（『高松藩東浜
記録』、別所家文書『文化二丑御用留』）。
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文化２年（1805） ７月26日 大蔵太輔様、去ル十二日御誓（逝）去被　遊候ニ付、今日より来ル
廿八日迄、鳴物高声御停止ニ候、仕掛之普請ハ不苦候（『高松藩東浜
記録』、別所家文書『文化二丑御用留』）。

〃 11月朔日 水戸藩第六代藩主治保、江戸ノ邸ニ薧ス、年五十五、私ニ謚シテ文公
ト曰フ（『常陸水戸徳川家譜』）

〃 11月７日 水戸中納言（治保）様、去ル六日御誓（逝）去被為　遊候ニ付、殿様、
皐安院様（頼恭室）御忌中ニ被為在候間、右ニ付、代官手代昼夜相廻
せ可申旨、被　仰付候。
一、御同断ニ付、来ル廿五日迄、殿様御忌中ニ被為遊御座候、幷来ル

廿五日迄、皐安院様御忌中ニ被為在候間、今日より来月廿五日
迄、鳴物高声御停止ニ候、仕来之普請、来ル廿二日より不苦候

（別所家文書『文化二丑御用留』、『高松藩東浜記録』）。
文化３年（1806） ３月 以後、公（頼儀）疾有リテ、時ニ公務ヲ辞シ、内外交際ヲ謝ス（『増

補高松藩記』）。
一、公儀御法度幷御国法諸事御触之趣、端々迄行届候様可仕事（『高

松藩諸達留』）。
〃 ９月６日 浚明院様弐拾壱回忌ニ付、来ル八日朝於本門書院御回向被仰付候間、

火元念入遊興之儀可相慎候（『高松藩東浜記録』）。
〃 10月９日 貞章院様当八月廿二日、　御逝去被遊候ニ付、今日より来ル十一日

迄、鳴物・高声御停止ニ候、普請者不苦候（難波家文書『御触帳』）。
文化４年（1807） 正月10日 一橋大納言様御八男久之助様旧臘廿二日御逝去被遊候ニ付、今日中

鳴物高声御停止候、尤仕掛之普請ハ不苦候（『高松藩東浜記録』。
〃 ７月29日 川治郎殿昨夜御死去ニ付、今日中普請鳴物高声可被致遠慮候（『高松

藩東浜記録』）。
〃 ８月 此度御慶事ニ付大赦被仰出候間、追放幷奉公構等之咎有之類之者御赦

免筋相願候者有之候ハ、願書指出候様可申渡候（『高松藩東浜記録』）。
〃 ９月16日 此度御慶事ニ付大赦被仰出候、御赦免之筋相願候者有之候ハヽ、願

書当日中迄ニ指出候様相触置候得共、来ル廿日迄ニ願書指出可申候、
尤願書指出候者無之候ハ其段も書付ヲ以可申出候（『高松藩東浜記
録』）。

〃 10月８日 常当院様百回御忌ニ付、来ル十日朝於本門院御回向ニ仰付候間、火元
入念興様之儀可相慎候（『高松藩東浜記録』）。

文化５年（1808） ３月２日 蓮潢院様御遺骸仏生山江御納被為遊候間、下口至迄御通り節へ不罷
出候様可申付候（『高松藩東浜記録』）。

〃 ７月５日 志摩殿御息千松殿昨夜御死去ニ付、今日中普請鳴物高声可致遠慮候
（『高松藩東浜記録』）。

〃 ７月25日 一、源欽様拾七廻御忌ニ付、来ル廿六日より廿八日迄於浄願寺御法
事被仰付候間、火之元入念可申候、仕掛候也普請ハ不苦候、遊
興之義ハ相慎可申候。

一、御法事中、町中昼夜共自身番所木戸番差置、折々拍子木打遣可
申候。

一、聴衆女斗不苦候。
一、御当日廿八日一日猟留被仰付候、但、売候儀ハ御構無之候（『高

松藩東浜記録』）。
〃 11月６日 一、俊祥院様去月廿日御逝去ニ付、皐安院様御忌中ニ候間、今日よ

り来ル廿日迄鳴物高声御停止ニ候、普請不苦候（『高松藩東浜記
録』）。

文化６年（1809） 10月29日 一、転切支丹之類族之者共、当年ニ而何代ニ相成候哉取調、幷七代ニ
而相済候分も可調出候事（「源襄様御代御令條之内書抜」）。
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文化12年（1815） ４月９日 一、権現様、来ル十一日、　御正遷宮被為在、同十二日御供養修行被
仰付、幷弐百廻　御神忌被為当候ニ付、同十五日より十七日江御
法会執行被仰付重キ御義ニ候間、惣而追放又ハ咎方等之義ハ申渡
聊も不相成候事（「源襄様御代御令條之内書抜」）。

一、権現様、来ル十一日、　御正遷宮被為在、同十二日御供養修行被
　仰付、幷弐百廻　御神忌被為　

　　　当候ニ付、十五日より十七日江御法会執行被仰付重キ御義ニ候
間、十一日前後より十二日迄終日、十五日より十七日まで終日、
町郷中浦方猟師共始メ都而諸殺生堅無用ニ候（『高松町年寄御用
留』）。

〃 ４月11日 幕命ヲ請ケ、屋嶋山麓ニ就テ、東照公原廟ヲ営ム。四月十一日、本
門寿院所蔵ノ神影ヲ遷シ以テ祀典ヲ挙ケル（『増補高松藩記』）。

〃 ４月19日 一、神君御尊影、此度屋島江　御遷宮幷御供養弐百回御神忌御法会等
之御大礼、万々無御滞被為相済候ニ付、御家中一同右為御祝詞

（「源襄様御代御令條之内書抜」）。
文化13年（1816） ９月６日 一、只今迄在来之葬場之外、向後川堤池等之堤葬場墓等、致申間敷

候事。
一、百姓田地之上葬送致候義幷墓等、致申間敷候事。
一、三昧之外、大還端又ハ池川堤原等ニ法経院塔幷地蔵等建候義、向

後不相成候事。
一、御林中江葬送りハ勿論墓等致候義ハ、決而不相成候事ニ候間、惣

而相弁可罷在候得共、尚心得違無之様可被致候事。
右之通、相心得可申候、宝暦四戌年寛政十午年申渡候趣も在之候得
共、近頃猥ニ相成候由相聞候義も在之候間、此度改申渡候間、村々
不洩様可申渡候事（「源襄様御代御令條之内書抜」）。

文政３年（1820） 10月９日 貞章院様当八月廿二日　御逝去被遊候ニ付、今日より来ル十一日迄、
鳴物高声御停止ニ候、普請者不苦候（難波家文書「御触帳」）。

文政９年（1826） 10月26日 一、町郷中浪人者、腹（服か）忌掛り候親類ニ而も、百姓ハ勿論一
代刀指候者之忰又ハ兄弟ニ而も致養子ニ候ハヽ、其身一代帯刀相
成、浪人之筋目ハ絶候義と相心得可申旨、文化二丑年ニ申渡置
候得共、尚又相改候ニ付自今以後ハ右之部類より致養子候得ハ、
其身一代ニ而も帯刀ハ不相成候間、兼而其旨相心得せ置可申候事

（「源愨様」）。
文政11年（1828） ２月朔日 一、毎月十九日、源武様御忌日ニ候間、諸殺生用捨仕候様、御家中

之面々江相触可申候事（「源愨様」）。
文政12年（1829） ２月11日 成公様御忌日是迄表向御弘之御日取四月七日御用相成居処、以来本

渡御忌日同月六日ニ御改相成候（水戸藩「成公良公ノ忌日改正ノ件」
『郡庁令達』）

〃 ３月朔日 一、源定様五十廻御忌ニ付、来ル三日より五日迄、於浄願寺ニ御法
事被仰付候間、御法事中火之元可被入念候、仕掛之普請ハ不苦
候、遊興之義ハ可相慎候事（「源愨様」）。

〃 ３月８日 一、即就院様、今日午中刻ニ御逝去被遊候ニ付、鳴物高声御停止ニ
候、尚普請等相止メ、手前々火之元入念可申候事（「源愨様」）。

〃 ４月15日 頼恕夫人倫君卒ス、享年二十有九。五月十三日、仏生山ニ葬ル、法
謚ハ賢正院（『増補高松藩記』）。

〃 ４月25日 一、奥様去ル十五日亥下刻、御逝去被為遊候段、今日御到来在之候、
依之、御家中之面々普請等相止メ、手前々火之元入念諸事相慎
可申事（「源愨様」）。

〃 ４月26日 一、奥様御義、賢正院様ト可奉唱候事（「源愨様」）。
〃 ６月５日 一、明六日より諸事平生之通被仰出候事。但、今日御忌明ニ候得共、

　若殿様御忌中ニ被為在候ニ付、是迄之通ニ相心得可申候、尤武
芸之稽古幷普請等ハ不苦候事（「源愨様」）。
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文化９年（1812） ２月19日 来酉年、崇徳院御国忌ニ付、先例之通、音楽大曼荼羅供執行仕度候
処、諸失却多難及自力由、白峯寺願申出候、右御年忌之儀者格別之
事ニ付、無余義相聞、且先例も有之候ニ付、御家中町郷中半年分人別
奉加被仰付候間、其段夫々支配方江可申渡候事（「源襄様御代御令條
之内書抜」、別所家文書『文化九申御用留』）。

〃 ２月27日 白峯寺来酉年、崇徳院御国忌ニ付、先例之通、音楽大曼荼羅供執行
仕度候所、諸失却多難及自力由願申出候、依之御領分中奉加被　仰
付候間、御家中幷下々男女共、壱ケ月壱日銭壱銭宛半年分、当六月
迄ニ、西新通町白峯寺旅宿江可被指越候（別所家文書『文化九申御用
留』）。

〃 ５月27日 主殿様御隠居、南曼様去ル三日、御逝去被　遊候ニ付、今日より来
ル廿八日迄、鳴物高声御停止ニ候、仕掛り之普請ハ不苦候（別所家
文書『文化九申御用留』）。

〃 ８月26日 来ル廿八日より廿九日迄、順正院様御法事ニ付、鳴物高声御停止ニ
候、尤仕掛り之普請ハ不苦候（別所家文書『文化九申御用留』）。

〃 ９月22日 豊山院様御遺骸、明日仏生山江御納被為　遊候ニ付、御家中男女ニ不
限、尤下々ニ至迄、御道筋江罷出不申候様、可被申付候（別所家文書

『文化九申御用留』）。
〃 10月６日 丹後守様御隠居、白翁様去月十七日御逝去被為　遊候ニ付、今日よ

り来ル八日迄、鳴物高声御停止ニ候、仕掛之普請者不苦候（別所家文
書『文化九申御用留』）。

文化10年（1813） ６月16日 友松様（徳川家斉子）、去ル二日御逝去被為遊候ニ付、今日より来ル
十七日迄、鳴物・高声御停止ニ候、普請ハ不苦候（別所家文書『文
化十酉御用留』）。

〃 ７月27日 一、明八日八ツ半時出棺在之由、志摩殿（松平頼格）御息女去致候
ニ付、仏生山へ相納候、依之通筋、御同方裏門より西師岡武助
前、丸亀町筋田町口より仏生山江通行有之候間、道筋麁末無之
様、掃除等之義、前々之通り取計可申旨、横目役筧又蔵より申
聞候事。

一、当職幷嫡子・次男三男兄弟等忌明又血忌明共、且　御目見以下
御徒士・坊主類諸手代等迄、血忌忌中又血忌明共、是迄申出候
へ共、已来申出ニ不及候（別所家文書『文化十酉御用留』）。

〃 閏11月14日 一、仙洞様（後桜町上皇）崩御被遊候ニ付、今日より来ル廿日迄、七
日之内鳴物高声等御停止之義ニ御座候、仕掛り之普請者十六日
迄三日之内相止可申候（別所家文書『文化十酉御用留』）。

〃 12月26日 一、此度、　竹千代様御誕生御祝義ニ付大赦被仰出候御書付ニ、当時
仕置ニ可申付者も逆罪之外宥免可相成分ハ指免候様被仰出候義ニ
付、当時役所仕置ニ可申付者共、追込戸〆之外、御国追放御領
分追放村幷御城下追放所払等之類、御仕置障ニ不相成様一等軽キ
取調可被申出候（「源襄様御代御令條之内書抜」）。

文化11年（1814） 12月23日 一、去年十二月、大赦被仰出候ニ付、役所仕置ニ可申付者共、御国
追放御領分追放郡村ニ而御城下追放所払之類、御仕置障ニ不相成
様、一等軽ク取調候様相達置候得ハ、右取扱之義ハ当年中ト相
心得可被申候事（「源襄様御代御令條之内書抜」）。

文化12年（1815） ３月26日 一、来月朔日、　御宮御本社御神庫御安鎮御修法向被為在、重キ御義
ニ付前夜より終日、町郷中浦方猟師共始都而諸殺生堅無用ニ候、
此段不洩様可被申渡候事（「源襄様御代御令條之内書抜」）。

〃 ４月８日 一、神君　御尊影来ル十一日寅ノ上刻御発輿ニ相成候間、十日朝四
つ時より十一日迄、町中木戸番火之元入念可申候（『高松町年寄
御用留』）。
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文化12年（1815） ４月９日 一、権現様、来ル十一日、　御正遷宮被為在、同十二日御供養修行被
仰付、幷弐百廻　御神忌被為当候ニ付、同十五日より十七日江御
法会執行被仰付重キ御義ニ候間、惣而追放又ハ咎方等之義ハ申渡
聊も不相成候事（「源襄様御代御令條之内書抜」）。

一、権現様、来ル十一日、　御正遷宮被為在、同十二日御供養修行被
　仰付、幷弐百廻　御神忌被為　

　　　当候ニ付、十五日より十七日江御法会執行被仰付重キ御義ニ候
間、十一日前後より十二日迄終日、十五日より十七日まで終日、
町郷中浦方猟師共始メ都而諸殺生堅無用ニ候（『高松町年寄御用
留』）。

〃 ４月11日 幕命ヲ請ケ、屋嶋山麓ニ就テ、東照公原廟ヲ営ム。四月十一日、本
門寿院所蔵ノ神影ヲ遷シ以テ祀典ヲ挙ケル（『増補高松藩記』）。

〃 ４月19日 一、神君御尊影、此度屋島江　御遷宮幷御供養弐百回御神忌御法会等
之御大礼、万々無御滞被為相済候ニ付、御家中一同右為御祝詞

（「源襄様御代御令條之内書抜」）。
文化13年（1816） ９月６日 一、只今迄在来之葬場之外、向後川堤池等之堤葬場墓等、致申間敷

候事。
一、百姓田地之上葬送致候義幷墓等、致申間敷候事。
一、三昧之外、大還端又ハ池川堤原等ニ法経院塔幷地蔵等建候義、向

後不相成候事。
一、御林中江葬送りハ勿論墓等致候義ハ、決而不相成候事ニ候間、惣

而相弁可罷在候得共、尚心得違無之様可被致候事。
右之通、相心得可申候、宝暦四戌年寛政十午年申渡候趣も在之候得
共、近頃猥ニ相成候由相聞候義も在之候間、此度改申渡候間、村々
不洩様可申渡候事（「源襄様御代御令條之内書抜」）。

文政３年（1820） 10月９日 貞章院様当八月廿二日　御逝去被遊候ニ付、今日より来ル十一日迄、
鳴物高声御停止ニ候、普請者不苦候（難波家文書「御触帳」）。

文政９年（1826） 10月26日 一、町郷中浪人者、腹（服か）忌掛り候親類ニ而も、百姓ハ勿論一
代刀指候者之忰又ハ兄弟ニ而も致養子ニ候ハヽ、其身一代帯刀相
成、浪人之筋目ハ絶候義と相心得可申旨、文化二丑年ニ申渡置
候得共、尚又相改候ニ付自今以後ハ右之部類より致養子候得ハ、
其身一代ニ而も帯刀ハ不相成候間、兼而其旨相心得せ置可申候事

（「源愨様」）。
文政11年（1828） ２月朔日 一、毎月十九日、源武様御忌日ニ候間、諸殺生用捨仕候様、御家中

之面々江相触可申候事（「源愨様」）。
文政12年（1829） ２月11日 成公様御忌日是迄表向御弘之御日取四月七日御用相成居処、以来本

渡御忌日同月六日ニ御改相成候（水戸藩「成公良公ノ忌日改正ノ件」
『郡庁令達』）

〃 ３月朔日 一、源定様五十廻御忌ニ付、来ル三日より五日迄、於浄願寺ニ御法
事被仰付候間、御法事中火之元可被入念候、仕掛之普請ハ不苦
候、遊興之義ハ可相慎候事（「源愨様」）。

〃 ３月８日 一、即就院様、今日午中刻ニ御逝去被遊候ニ付、鳴物高声御停止ニ
候、尚普請等相止メ、手前々火之元入念可申候事（「源愨様」）。

〃 ４月15日 頼恕夫人倫君卒ス、享年二十有九。五月十三日、仏生山ニ葬ル、法
謚ハ賢正院（『増補高松藩記』）。

〃 ４月25日 一、奥様去ル十五日亥下刻、御逝去被為遊候段、今日御到来在之候、
依之、御家中之面々普請等相止メ、手前々火之元入念諸事相慎
可申事（「源愨様」）。

〃 ４月26日 一、奥様御義、賢正院様ト可奉唱候事（「源愨様」）。
〃 ６月５日 一、明六日より諸事平生之通被仰出候事。但、今日御忌明ニ候得共、

　若殿様御忌中ニ被為在候ニ付、是迄之通ニ相心得可申候、尤武
芸之稽古幷普請等ハ不苦候事（「源愨様」）。
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天保13年（1842） ５月 松平頼胤、高松藩第十代藩主トナル（『万御寄附物留記』）。
天保14年（1843） ６月２日 一、葬礼之節仕来ニ而寺より召連参候駕之者等へ、立酒と名付酒差出

候義存之、酒出不申候時者相応代銀ニ而指遣候様、一同右之風義
相成居申、一躰葬式之義愁傷を重候ニ付、酒等差出候義札不叶
次第ニ候間、向後立酒一切無用（『高松藩諸達留』）。

弘化２年（1845） ２月晦日 襄公（頼儀）夫人池田氏卒ス、享年六十有四。四月十二日、仏生山
ニ葬ル（『増補高松藩記』）。

弘化３年（1846） ７月19日 世子（頼凞）、江戸邸ニテ卒ス、享年二十有一、私謚ハ簡伯ト曰フ。
八月十五日、仏生山ニ葬ル（『増補高松藩記』）。

嘉永６年（1853） ７月９日 岸寿院様去月廿六日御逝去被遊候ニ付、今日ヨリ来ル十一日迄鳴物
高声御停止、普請ハ不苦候（『高松藩諸達留』）

〃 ７月21日 大将軍（家慶）薧ス、謚ハ慎徳院（『増補高松藩記』）。
〃 ８月４日 一、公方様被遊　薧御候由御到来候付、郷中諸社神事祭礼無用ニ可

致候（『高松藩諸達留』）。
安政５年（1858） ４月21日 高松藩世子松平頼聰と井伊直弼の息女彌千代姫の婚儀を行う（『靖公

実録』）。
〃 ８月８日 大将軍（家定）薧ス、謚ハ温恭院（『増補高松藩記』）。

文久元年（1861） ７月８日 松平頼胤、病有リテ職ヲ辞シ、世子（頼聰）高松藩第十一代藩主ト
ナル（『増補高松藩記』）。

文久３年（1863） ４月９日 松平頼聰、彌千代姫ヲ離縁スル（『増補高松藩記』）。

（『英公実録』『歴世年譜』『高松藩御令條之内書抜』等より作成）
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文政12年（1829） ６月20日 一、去ル六日より諸事平生之通相成候得共、賢正院様御百ケ日迄之
内ハ、殺生之義ハ年寄中被致遠慮候筈ニ候、此段為心得相違候
事（「源愨様」）。

〃 ８月25日 老公（頼儀）、目黒邸ニテ卒ス、享年五十有五、私謚ハ襄公ト曰フ。
十月六日、仏生山ニ帰葬ス、法謚ハ濬徳院殿（『歴世年譜』『増補高
松藩記』）

〃 ９月２日 一、賢正院様御忌日、　思召被為在候ニ付、向後九日ヲ御忌日ト相心
得候様、被仰出候事（「源愨様」）。

〃 ９月10日 一、大殿様御病気不被為叶御養生、先月晦日申上刻御逝去被遊候旨、
御到来在之候間、火之元入念諸事穏便ニ仕可罷在候、尚諸殺生
可令禁止候事。

一、大殿様御義、　源襄様ト可奉唱候事（「源愨様」）。
文政13年（1830） ３月６日 一、即就院様御一周忌ニ付、明七日より八日迄於浄願寺ニ御法事被仰

付候、火之元入念、遊興之義可相慎候、仕掛之普請ハ不苦候事
（「源愨様」）。

〃 ８月17日 一、源襄様御一周忌ニ付、来ル十九より同廿五日迄、於浄願寺ニ御法
事被仰付候間、御法事中火之元入念候、仕掛り之普請ハ不苦候、
遊興之義ハ可相慎候事（「源愨様」）。

天保２年（1831） ５月16日 　御書付之写
一、近年百姓町人共、身分不相応大造之葬式等致、又ハ墓所［　　］

石碑ヲ建、院号居士号等附候趣も相聞、如何之事ニ候、自今以
後百姓町人共葬式ハ、仮令富有或ハ由緒在之者ニ而も、集僧十僧
より厚ク執行等ハ致間敷候、絶物等ニ至迄分限ニ応寄附致候、墓
碑之義も高サ台石共四尺ヲ限リ、戒名ニ院号居士号等決而附申間
敷候、尤是迄在来候石碑ハ其儘ニ指置、追而修覆等之節院号居士
号相除、石碑取縮候様可致候事。

右之趣、御料私領寺社領共、不洩様可知触者也（「源愨様」）。
〃 ８月17日 一、源襄様就御三廻御忌、来ル十九日より同廿五日迄、於浄願寺ニ

御法事被仰付候間、御法事中火之元入念候、仕掛り之普請ハ不
苦候、遊興之義ハ可相慎候事（「源愨様」）。

天保４年（1833） ７月26日 松伊豫守様御隠居上総介様、去ル二日御逝去ニ付、今日より来ル廿
八日迄、鳴物・高声御停止候、仕掛之普請不苦候（難波家文書『御
触帳』）。

天保５年（1834） ５月17日 松平伊豫守様御叔父　池田楽山様、去ル二日御逝去ニ付、円浄院様
御忌中ニ候間、今日より来ル廿一日迄、鳴物・高声御停止ニ候、仕掛
之普請者不苦候（難波家文書『御触帳』）。

〃 10月15日 一、永昌院様五十廻御忌ニ付、今朝於広昌寺ニ御回向在之候事（「源
愨様」）。

〃 10月16日 一、源惠様百廻御忌ニ付、来ル十八日より廿日迄、於浄願寺ニ御法事
被仰付候間、火之元入念、尤仕掛之普請ハ不苦候、遊興之義ハ
可相慎候事（「源愨様」）。

天保６年（1835） ８月16日 一、源襄様就御七回　御忌ニ付、来ル廿三日より同廿五日迄、於浄
願寺ニ御法事被仰付候間、御法事中火之元可被入念候、仕掛之
普請ハ不苦候、尤遊興之義ハ可相慎候事（「源愨様」）。

天保８年（1837） ３月16日 頼胤夫人文姫君、卒ス、享年二十有九、廿二日、小石川伝通院ニ葬
ル、法謚ハ霊鏡院（『増補高松藩記』）。

天保10年（1839） ５月12日 欽公（頼起）夫人徳川氏卒ス、享年七十、六月十五日、仏生山ニ葬ル、
法謚ハ皐安院（『増補高松藩記』）。

天保13年（1842） ４月16日 公（頼恕）、江戸邸ニテ卒ス、在職二十二年、享年四十有五、私謚ハ
愨公ト曰フ（『増補高松藩記』）。

〃 ５月15日 愨公（頼恕）、五月十五日、日内山ニ帰葬シ、遺命ニテ葬儀ハ儒禮ヲ
用フ（『増補高松藩記』）。
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天保13年（1842） ５月 松平頼胤、高松藩第十代藩主トナル（『万御寄附物留記』）。
天保14年（1843） ６月２日 一、葬礼之節仕来ニ而寺より召連参候駕之者等へ、立酒と名付酒差出

候義存之、酒出不申候時者相応代銀ニ而指遣候様、一同右之風義
相成居申、一躰葬式之義愁傷を重候ニ付、酒等差出候義札不叶
次第ニ候間、向後立酒一切無用（『高松藩諸達留』）。

弘化２年（1845） ２月晦日 襄公（頼儀）夫人池田氏卒ス、享年六十有四。四月十二日、仏生山
ニ葬ル（『増補高松藩記』）。

弘化３年（1846） ７月19日 世子（頼凞）、江戸邸ニテ卒ス、享年二十有一、私謚ハ簡伯ト曰フ。
八月十五日、仏生山ニ葬ル（『増補高松藩記』）。

嘉永６年（1853） ７月９日 岸寿院様去月廿六日御逝去被遊候ニ付、今日ヨリ来ル十一日迄鳴物
高声御停止、普請ハ不苦候（『高松藩諸達留』）

〃 ７月21日 大将軍（家慶）薧ス、謚ハ慎徳院（『増補高松藩記』）。
〃 ８月４日 一、公方様被遊　薧御候由御到来候付、郷中諸社神事祭礼無用ニ可

致候（『高松藩諸達留』）。
安政５年（1858） ４月21日 高松藩世子松平頼聰と井伊直弼の息女彌千代姫の婚儀を行う（『靖公

実録』）。
〃 ８月８日 大将軍（家定）薧ス、謚ハ温恭院（『増補高松藩記』）。

文久元年（1861） ７月８日 松平頼胤、病有リテ職ヲ辞シ、世子（頼聰）高松藩第十一代藩主ト
ナル（『増補高松藩記』）。

文久３年（1863） ４月９日 松平頼聰、彌千代姫ヲ離縁スル（『増補高松藩記』）。

（『英公実録』『歴世年譜』『高松藩御令條之内書抜』等より作成）
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